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5 アメリカ合衆国 
5-1 概要

アメリカ合衆国（以下、「米国」という。）の国土面積は約 984 万 800 ㎢（日本の国土面
積 37 万 8,000 ㎢の約 25 倍）1、特別区（ワシントン D. C.）及び 50 の州並びに５つのテリ
トリー2で構成する連邦国家である。50 の州の内、48 州は本土に連続して隣接しているが、
アラスカ州はカナダを、ハワイ州は太平洋を本土との間に挟んで位置している。

特別区及び 50 州を合わせた人口は、約３億 3,082 万人である。人口が多い州は順にカリ
フォルニア州（3,951 万人）、テキサス州（2,900 万人）、フロリダ州（2,148 万人）及びニュ
ーヨーク州（1,945 万人）であり、これら４州で全人口の約三分の一を占めている 3。

アメリカ合衆国（The United States of America）の国名が示す米国の政体は、連邦政府と
50 の州で構成する「立憲連邦制共和国」4である。合衆国を構成する 50 の州は国際法上の
国家ではないが、「連邦政府の下部単位ではない。憲法上、連邦政府のいかなる監督下にも
置かれていない」5独立性が尊重されている政府組織である。国家元首である大統領の権限、
連邦政府と州政府役割及び独立した行政、立法、司法の各機能や権限は、アメリカ合衆国憲
法により明確に規定され、限定されている。 

米国のそれぞれの州は、独自に制定した憲法により州政府の権限を規定し、合衆国憲法で
禁止されていない権限を行使できる 6。合衆国憲法は、「合衆国憲法が委任していない権限
または州に対して禁止していない権限は、それぞれの州または国民に留保されている」7と
定めており、各州の一般法令や司法手続は尊重され 8、州政府は連邦政府や他の州の介入を
受けないで業務を実施する基本的な権限を有している。ただし、州法の規定が連邦法の規定
と矛盾または相反する場合は、連邦法の規定が執行されている 9。 

合衆国憲法で制限している州の権限には、条約の締結、同盟または連合の形成、船舶捕獲
免許の付与、貨幣鋳造、信用証券の発行、金貨及び銀貨以外のものによる債務弁済の法的手
段、私権剥奪、事後法及び契約上の債権債務関係を害する法律の制定、貴族称号の授与 10並

1 商務省センサス局 2010 年センサス結果。 
2 アメリカンサモア、グアム、北マリアナ諸島、プエルトリコ及びバージン諸島。 
3 商務省センサス局が 2010 年センサスの結果をベースして集計し発表した 2020 年１月現在の数値。 
4『About America 米国の統治の仕組み』、アメリカ大使館レファレンス資料室／アメリカンセンター・レファレンス

資料室、2017 年、３頁。
5 『前掲書』、21 頁。 
6 『前掲書』、24 頁。 
7 合衆国憲法修正第 10 条（州及び国民に留保された権限）。 
8 合衆国憲法第４章（連邦条項）第１条。 
9 『前掲書』、アメリカ大使館レファレンス資料室／アメリカンセンター・レファレンス資料室、22 頁。 
10 合衆国憲法第 10 条（州権限の制限）第１項。 
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びに戦争行為 11の他に関税に係る事項がある。関税については、州政府による連邦議会の同
意を得ない輸出入品に対する関税の賦課を原則として禁じている 12。この憲法規定は州の
権限を制限すると同時に、連邦政府が担う権限を列挙しているといえる。 

これを本事業の調査対象と関連付けると、
連邦政府が輸出入規制をはじめとする米国
全土または複数の州を対象にした事項及び
条約、貿易その他の外国との関係が生じる行
為に係る事項を連邦法により規定し、州は森
林その他の資源や林産業を含む事業所の管
理を州の個別事案として州法により規定し
ている。 

本題である米国の報告に入る前に、日本
の対米林産物輸入の状況を概観すると次の
とおりである。 

2019 年の日本の木材・木材製品（貿易統
計品目（HS コード）13第 44 類）の輸入額は
１兆 1,664 億 1,900 万円であり、この内、対
米輸入額は 866 億 4,400 万円で木材・木材
製品輸入額の７％を占めている。 

米国からの木材及び木材製品の輸入の特
徴は、第一に主要輸入品目が丸太であること
である。米国からの木材及び木材製品の輸入
額に占める丸太輸入額（438 億 4,900 万円）
が丸太の総輸入額（806 億 7,300 万円）に占
める割合は、51％と約半分を占めている（表
５.１）。 

日本の丸太輸入量全体に占める米国産丸
太輸入量のシェアは、2000 年の 27％（3,777
万 7,000 ㎥）から 2019 年には 50％（151 万

11 合衆国憲法第 10 条第３項。州による戦争行為は原則として禁じられているが、現に侵略を受け、または一刻の猶予
も許さないほど危険が切迫しているときはこの限りではない。 

12 合衆国憲法第 10 条第２項。州の検査法を執行するために絶対に必要なときは除外されるが、この場合、徴収した関
税は合衆国の国庫に繰り入れられる。

13 統一システムに関する国際条約（HS 条約：International Convention on the Harmonized Commodity Description 
and Coding System）が定める品目分類。

表５.２ 日本の丸太・製材品輸入量 
（2019 年） 

表５.１ 日本の木材・木材製品輸入額 
（2019 年） 

2



7,000 ㎥）に拡大している（表５.２）。 
日本の丸太輸入は、主に原料転換、製品輸入の拡大、丸太から生産する製品間もしくはそ

の製品と代替製品との競争、輸入国間の競合または産地国による輸出規制により縮小した。 
米国産丸太についても主要輸入樹種の一つであったベイツガから生産する製材品が集成

材や国産材製材品に代替されたため輸入量が大幅に減少した。しかし、日本では木造建築物
用のベイマツの梁の需要が強いために一定量のベイマツ丸太の輸入が維持されてきた。そ
の結果として、輸入丸太に占める米国産丸太のシェアは拡大し、現在、米国は日本の主要な
丸太輸入相手国になっている。 

第二の特徴は、付加価値製品の割合が極端に少ないことである。たとえば合単板と構造用
集成材が木材・木材製品輸入額に占める割合は、日本の輸入額全体ではそれぞれ 12％であ
るが、米国からの輸入量に占めるこれら製品の割合は構造用集成材が１％、合単板について
は１％に満たない。 

5-1-1 森林
（１）森林面積

米国の森林面積は３億 3,344 万 9,000ha で国土面積の 33％を占めている 14。米国の主要
な森林は、北東部の大西洋北東部沿岸からカナダ国境にかけての地域、南部のアパラチア山
脈を含む大西洋沿岸からテキサス州東部にかけての地域並びに西部のアラスカ州及び太平
洋沿岸のカナダ国境からカリフォルニア州北部にかけての地域に展開している。 

地域別森林面積の割合は、アラスカを含む西部が 44％とほぼ半数を、南部は 32％、北部
は 23％を占めている。 

産業用材を生産できる立木地 15の面積は２億 2,408 万 4,000ha で、森林面積の 67％にあ
たる。地域別立木地面積の割合は、南部が 40％と大きい。西部は森林面積が最も広い地域
であるが、保護林が多く配置されているため、立木地面積に占める西部の割合は 26％と北
部の 32％よりも小さい。 

保護林面積は、森林面積の 11％にあたる 3,514 万 9,000ha で、その 80％は西部に集中し

14 Sonia N. Oswalt, W. Brand. Smith, Patrick D. Milels, and Scott A. Pugh, “Forest Resources of the United States, 
2017“, USDA Forest Service, March 2019。農務省山林局では「森林（Forest Land）」を樹冠率 10％以上の 1 エーカ
ー（0.4ha）以上の面積の土地または以前にそのような状態にあった土地で、森林を以前の状態に再生できる土地と
定義している。森林面積及び森林蓄積量の調査は各州が定期的に実施し結果を発表しているが、調査年は州によっ
て異なる。このため農務省山林局がおおむね 10年おきに発表する森林面積と森林蓄積量の全国統計を作成するとき
は、各州が直近に発表したデータを集計している。本報告書に掲載した森林面積及び森林蓄積量の直近の数値
（2016年集計値）は、森林面積の数値にあっては 2013年から 2015年まで、森林蓄積量の数値あっては 2011年か
ら 2015年までの期間に各州が発表したものを農務省山林局が 2016年に集計し、2017年の数値として発表したも
のである。

15 農務省山林局の定義では、立木地（Timberland）とは法令もしくは行政規則により産業用材を生産している森林ま
たは産業用材を生産できると定められた土地をいい、これにはアクセスできないため施業不能な土地を含め、１エ
ーカーあたり 20ft3（１ha あたり約 1.4 ㎥）を超える産業用材の生産が可能な土地を指定している。
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ている。地域別森林面積に占める保護林面積の割合は、南部が２％、北部は５％であるのに
対して、西部は 19％と大きい。西部はカスケード山脈及びロッキー山脈をはじめとるする
急峻な山岳地が多く、さらに 1990 年代初頭から野生生物保護をより強化して保護林面積を
拡大したため保護林の割合が大きくなっている（表５.３）。 

西部の主要な森林地帯は、アラスカ州及びカナダ国境以南の太平洋沿岸州であるワシン
トン州、オレゴン州及びカリフォルニア州の北部を南北に縦走するカスケード山脈の西側
に展開している。

丸太の対日輸出量が多いワシントン州及びオレゴン州の主な商用樹種はベイマツ
（Douglas Fir：Peudotuga menziesii）である。これらの州からは 1990 年代まで対日向けに
まとまった量のベイツガ（Western Hemlock：Tuga heterophylla）が輸出され、日本の製材工
場で多くのベイツガ製材品が建築用材として生産されていた。しかし、近年ベイツガは、主
に防腐処理加工材の基材として用いられているものの、日本国内市場での集成材や国産材
製材品に代替されていったため、対日輸出量が少なくなっている。 

ワシントン州及びオレゴン州のアパラチア山脈の東側では、ロッジポールパイン
（ Lodgepole Pine ： Pinus contorta ） を は じ め とす る マツ や エン ゲル マン ス プル ース
（Engelmann Spruce：Picea engelmanni）その他のスプルースが商用樹種として生産されて
いる。 

南部の主要な森林地帯は、アパラチア山脈からテキサス州東部にかけての地域である。ア
パラチア山脈は北米の主要広葉樹生産地であり、主に家具及び建物の内装に用いられる価

表５.３ 地域別用途別土地面積（2016 年集計値） 
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値が高い広葉樹材が生産されている。さらに、アパラチア山脈の広葉樹地帯の西側からテキ
サス州東部の台地や平坦な場所にはサザンイエローパイン 16を主体とする針葉樹林が展開
し、フロリダからルイジアナにかけてのメキシコ湾沿岸ではスワンプ林が海岸線を縁取っ
ている。スワンプ林にはグリーンアッシュ（Green Ash：Fraxinus pnnsylvanis）やブラックア
ッシュ（Black Ash：Fraxinus saccharinum）などの広葉樹の他、バルドサイプレス（Baldcypress:
Taxidium distichum）、ホワイトシダー（White Cedar：Thuja occidentalis）、タマラック
（Tamarak：Laria laricina）をはじめとする針葉樹も分布している。

北部の森林は、主に広葉樹によって構成されている。主要樹種は、カシ及びカバである。 
所有形態別森林面積の割合は、私有林が 58％、連邦有林は 31％、州有林及び地方自治体

有林が 11％を占めている。私有林の 48％は南部に、連邦有林の 74％は西部に存在してい
る。 

連邦有林を管理している主な連邦機関は、農務省山林局（U.S. Forest Service）及び内務省
土地管理局（Bureau of Land Management）である。連邦有林の 61％が山林局、16％は土地
管理局により管理されている。これら以外の連邦有林としては、国立公園局（National Park 
Service）が管理する国立公園、野生生物局（Fish and Wildlife Service）が管理する魚類が生
息する河川及び野生生物の生息地を保護するための保護林、防衛省（Department of Defiance）
が管理する軍事施設内の森林、内務省インディアン局（Bureau of Indian Affairs）が管理する
先住民居留地内の森林などがある。 

日本と林産物貿易のつながりが強い西部の所有形態別森林面積割合の特徴は、連邦有林
及び会社有林の割合が大きいことにある。西部の所有形態別森林面積割合は連邦有林 60％、
州有林 11％、私有林 29％であり、私有林に占める会社有林の割合は 62％（全米平均 35％）
である。 

西部の中でも州の土地面積が米国最大のアラスカ州では公有林の割合が大きく、森林の
50％が連邦有林、22％が州有林である。さらに同州では、連邦政府が先住民に土地を返還す
るときに、先住民請求解決法（the Native Claims Settlement Act）に基づき、先住民が運営す
る法人に多くの土地を返還した 17ため、私有林に占める会社有林の割合が 91％と極めて高
くなっている（表５.４）。 

16 サザンイエローパイン（Southern Yellow Pine : SYP）とは、米国南部に分布するロブローリーパイン（Loblolly 
Pine：Pinus taeda）、ショートリーフパイン（Shortleaf Pine：Pinus echinata）、ロングリーフパイン（Longleaf 
Pine：Pinus palustris）及びスラッシュパイン（Slash Pine：Pinus elliotti）その他の産業用に適している 11 種のマ
ツ属を総称する商業用語である。 

17 Christine L. Lane, “Log Export and Import of the U. S. Pacific Northwest and British Columbia: Past and Present”, 
USDA, Forest Service, August 1998, p 21. 
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（２）森林蓄積量
農務省山林局が 2017 年に発表した米国の森林蓄積量は、279 億 200 万㎥である。2017 年

の所有形態別森林蓄積量は、連邦有林が 79 億 1,100 万㎥（全米の 28％）、連邦有林以外の
公有林は 34 億 4,300 万㎥（同 12％）、私有林は 165 億 4,800 万㎥（同 59％）で、私有林に
おける蓄積量が多い。 

米国の森林蓄積量は増加しており、2017 年の森林蓄積量は、1953 年の 174 億 4,200 万㎥
から 60％増加している。1953 年から 2017 年までの森林蓄積量増加率は、私有林が 79％と
最も高く、連邦有林以外の「その他公有林」は 70％であった。標高が高い山岳地、礫地そ
の他の立木の生長が遅い森林の管理も担っている連邦有林の同期間における森林蓄積量増
加率は 28％にとどまっている（表５.５）。 

針葉樹広葉樹別森林蓄積量は、針葉樹が 158 億 7,400 万㎥と全蓄積量の 57％を占めてい
る。針葉樹蓄積量は西部に集中しており、西部の針葉樹蓄積量は全米の針葉樹蓄積量の 64％
にあたる。西部では森林蓄積量に占める針葉樹の割合が 91％であり、公有林においては同
割合が 94％にも達している。 

広葉樹の森林蓄積量は 120 億 2,800 ㎥で、北部にその 49％が、南部に 42％が分布してい
る。特に北部では森林蓄積量に占める広葉樹の割合が高く、その割合は 78％である。 

南部の針葉樹広葉樹別森林蓄積量は、針葉樹が 44％、広葉樹は 56％である。ただし、前
述のように南部は、南東部ではアパラチア山脈を中心とした広葉樹地帯が、テキサス州東部
から中央部にかけては針葉樹地帯が展開しているので、南部の中でも地域によって針葉樹
と広葉樹の優劣が異なっている。 

所有形態別針葉樹広葉樹別森林蓄積量は、公有林にあっては針葉樹の割合が、私有林にあ
っては広葉樹の割合が相対的に高い。針葉樹が蓄積量に占める割合は、公有林では 77％で
あり、中でも連邦有林での割合は 86％に達している。一方で、広葉樹が森林蓄積量に占め
る割合は、私有林では 57％、その内、会社有林以外の私有林では 65％である。広葉樹蓄積
量が多い北部においては、会社有林以外の私有林に占める広葉樹の割合が 81％にも達して
いる（表５.６）。 

表５.５ 所有形態別森林蓄積量の推移（2016 年集計値） 
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 表５.６ 地域別所有形態別森林蓄積量（2016 年集計値） 
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5-2 木材需給の状況
5-2-1 木材供給
（１）丸太
①生産
農務省山林局は伐採量の全国統計を 1952 年から発表し、地域別用途別丸太伐採量の数値

については、1976 年以降、10 年おき発表している 18。伐採量の統計数値は、各州が調査し
た結果を山林局が集計して全国値としてまとめているが、州ごとに行われる伐採調査は、特
定の年に一斉に行われるのではなく、州ごとに調査する年が異なっている 19。このため、こ
の数値は統計としての精度に欠けるが、米国の伐採状況を把握できる唯一の数値であるた
め、「参考値」としてその概要を報告する。 

伐採量の最新のデータは「2016 年集計値」である。これによれば米国の伐採量の半分以
上は、南部で占められている。同集計値の伐採量合計は４億 1,006 万 4,000 ㎥で、地域別伐
採量は南部が２億 2,634 万㎥（55％）、西部が 8,598 万 7,000 ㎥（21％）、北部が 9,577 万
1,000 ㎥（23％）、グレートプレーリーは 196 万 6,000 ㎥（１％）である。 

針葉樹広葉樹別伐採量は、針葉樹が２億 8,282 万 8,000 ㎥（全米の伐採量の 69％）、広葉
樹は１億 2,723 万 6,000 ㎥（同 31％）である。針葉樹の地域別伐採量は南部が１億 7,884 万
5,000 ㎥と全国の 63％を占め、次いで西部が 8,344 万 9,000 ㎥と同じく 30％を占めている。
広葉樹の地域別伐採量は、北部が全米の広葉樹伐採量の 60％にあたる 7,607 万 9,000 ㎥を
占め、次いで同じく南部が 37％にあたる 4,749 万 5,000 ㎥を占めている。西部の広葉樹伐
採量は 253 万 8,000 ㎥と全米の広葉樹伐採量の２％でしかなく、さらにこれが西部の伐採
量に占める割合も３％と限られている。西部は、針葉樹の生産に特化した地域であるといえ
る。 

なお、日本と林産物貿易のつながりが強いワシントン州とオレゴン州の伐採量は 5,714
万 8,000 ㎥で、この材積は米国の伐採量の 14％にあたる。 

用途別伐採量 20は、製材用（１億 5,635 万 6,000 ㎥、38％）及びパルプ用（１億 3,885 万
1,000 ㎥、34％）が多く、両用途で伐採量の 72％を占めている。 

製材用材の地域別伐採量は、南部が 7,075 万 4,000 ㎥（製材用材の 45％）、西部は 5,578
万㎥（同 35％）である。製材用材の 73％にあたる１億 1,539 万 8,000 ㎥は針葉樹であり、
針葉樹製材用材の 47％（5,426 万 8,000 ㎥）は西部で、45％（5,222 万 4,000 ㎥）は南部で
伐採されている。一方、広葉樹製材用材の主要伐採地は北部と南部であり、北部は広葉樹製

18 山林局は、これまでに 1952 年、1962 年、1976 年、1986 年、1996 年及び 2016 年の集計値を発表している。 
19 2016 年集計値に用いた州別の伐採量調査の実施年は、北部及びグレートプレーリー地区のパルプ用材並びに南部全

州の伐採量は 2013 年、北部のパルプ用材以外のものは 2008 年から 2015 年まで、グレートプレーリーのパルプ用
材以外以外のものは 2014 年または 2015 年、西部は 2011 年から 2015 年までのいずれかの年である。 

20 用途別伐採量は、単木で単一の用途として生産された丸太の材積以外に、伐倒後玉切をした玉別に用途が異なる丸
太の材積を集計している。 
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材用材の 51％（2,081 万 4,000 ㎥）、南部は 45％（1,853 万㎥）を占めている。 
さらにパルプ用材の地域別伐採量は、南部が１億 480 万㎥とパルプ用材伐採量の 75％を

占める主要伐採地になっている。パルプ用材の針葉樹広葉樹別伐採量は、針葉樹が 9,497 万
3,000 ㎥（68％）、広葉樹は 4,387 万 8,000 ㎥（32％）である。針葉樹パルプ用材の 84％
（8,009 万 3,000 ㎥）は南部で、そして広葉樹パルプ用材は 56％（2,470 万 7,000 ㎥）が南
部、42％（1,838 万 4,000 ㎥）は北部で生産されている（表５.７）。 

農務省山林局は前掲の伐採量の統計の他に、加工施設の丸太入荷量調査を基にした丸太
生産量のデータを毎年発表している。これによると、2017 年の米国の産業用丸太生産量は、
４億 5,071 万 1,000 ㎥である。2000 年以降の産業用丸太生産量は、経済不況の影響を受け
て 2008 年から 2012 年までの期間は３億㎥台後半の数値に減少した。同生産量はその後増

表５.７ 地域別伐採量（2016 年集計値） 
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加に転じ、現在は経済不況前の水準にまで回復している。2000 年以降の産業用丸太の針葉
樹広葉樹別割合は概ね２：１であり、2017 年の場合は針葉樹が 67％（３億 52 万 6,000 ㎥）、
広葉樹は 33％（１億 5,018 万 5,000 ㎥）を占めている（表５.８）。 

②輸入
米国の丸太需給には、かねてから輸入量が極端に少ないという特徴がある。2000 年の産

業用丸太供給量に占める輸入量の割合は４％であった。この少ない輸入量は、2007 年から
2008 年にかけて生じた経済不況によりさらに減少した後、回復しなかった。その結果、2017
年の産業用丸太供給量に占める輸入丸太の割合は、１％にも達していない。経済不況後に輸
入量が回復しなかった要因については、経済不況による輸入丸太加工産業の縮小とともに
同産業が生産する製品の輸入製品を含む代替材への転換の発生が考えられる。 

米国の丸太輸入量が極端に少ない状態で推移してきた主な要因は、国内需要に対して国
内の森林資源に余裕があること、森林資源が豊富で地理的に輸入条件が良いカナダでは、現
在では米国の業者に州有林材のオークション販売への参加機会が提供されているものの、
長年に渡って丸太の輸出が原則として禁止されてきたこと、カナダからの製材品輸入が容
易であること、海外からの丸太輸入はごく一部の高級材を除き経済的に採算がとりにくい
こと、そして後述する病害虫侵入防止のための植物防疫制度が指定する防疫処置を丸太に
施すと輸入コストが上昇することにある。 

表５.８ 丸太需給量 

12



農務省山林局が発表して
いる統計によれば、丸太の
主要輸入相手国はカナダで
ある。2017 年のカナダから
の丸太輸入量は 66 万 5,000
㎥であり、この量は丸太の
輸入量合計（90 万 1,000 万
㎥）の 74％にあたる。同年
のカナダからの輸入量は、
2000 年の 192 万 6,000 ㎥に
対して 65％減少しており、
代わってスウェーデンその
他の欧州（表５.９では「そ
の他」に分類）からの輸入量
が増加している。なお、かつ
ては南米からもある程度ま
とまった量の丸太が輸入さ 
れていたが、南米からの輸入量は 2006 年に３万 9,000 ㎥を記録して以降、１万㎥未満であ
る。さらにアフリカ及びアジアからの丸太の輸入もあるが、量は限られている（表５.９）。 

農務省山林局が発表している統計は、主要輸入相手国または相手地域別の数値なので、商
務省センサス局が公開しているデータベース 21から 2019 年の丸太輸入相手国別輸入額を抽
出すると表５.10 のようになる。 

2019 年の丸太輸入額は１億 3,983 万 2,000 ドルで、針葉樹がこの内の 80％を占めてい
る。その他は、広葉樹が 19％、熱帯材が１％を占めている。このように針葉樹丸太の輸入
が多いことが、米国の丸太輸入の特徴である。さらに、保存処理または塗装処理をした丸太
の輸入が多いのも米国の丸太輸入の特徴である。保存処理または塗装処理をした丸太の輸
入額シェアは、針葉樹広葉樹併せて 31％に達する。これら丸太は、牧柵、電柱などに多く
使用されている。 

なお、2019 年の丸太輸入相手国数は 41 か国で、針葉樹熱帯材広葉樹別相手国数は、針
葉樹丸太が 11 か国、熱帯材丸太は 10 か国、広葉樹丸太は 31 か国であった 22。 

21 U.S. Trade Online, USDC, Bureau of Census. 
22 本稿における貿易品目の針葉樹、熱帯材及び広葉樹の分類は、商品の名称及び分類についての統一システムに関す

る国際条約（HS 条約：International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System）
の品目コード（通称 HS コード）に基づく。同コードは、６桁の世界共通の品目コードに条約加盟国が品目を細分
するための数桁の枝番号を付して使用している（日本の場合は計９桁）。針葉樹、熱帯材または広葉樹の分類の詳細
は、財務省税関ホームページに掲載されている実行関税率表または関税率表解説を参照のこと。 

表５.９ 主要輸入相手国・地域別丸太輸入量
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丸太の輸入はカナダ（輸入額１億 1,374 万 5,000 ドル）一国に集中しており、丸太輸入額
の 81％を占めている。スウェーデンからの丸太輸入額（1,830 万 7,000 ドル）は輸入額の
13％のシェアを占めているものの、カナダの輸入額の 16％にすぎず、桁違いに少ない。 

カナダから輸入している丸太の 80％は針葉樹で、粗の丸太の樹種別内訳は、マツが 39％、
モミ及びスプルースが 53％を占めている。さらに、カナダからの丸太は、保存処理または
塗装処理をしたものが多いのが特徴である。保存処理または塗装処理をした丸太の輸入額
の 99％はカナダ産であり、さらにカナダからの丸太輸入額の 38％は同丸太の輸入額である
（表５.10）。

カナダ産丸太の輸入量が多い州は、太平洋沿岸に位置し船舶輸送が容易なワシントン州
及びオレゴン州並びにカナダと隣接している五大湖沿岸のミシガン州及びモンタナ州であ
る。これらの州が輸入している丸太の内容は、各州の丸太の需要動向を反映している。 

針葉樹加工地帯であるワシントン州とオレゴン州は針葉樹丸太の輸入額が多く、州別丸

表５.10 国別丸太輸入額（2019 年） 
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太輸入額に占める針葉樹丸太輸入額の割合は、それぞれ 80％と 99％である。ただし、ワシ
ントン州では保存処理または塗装処理をした丸太の輸入額が多く、同州のカナダ産保存処
理または塗装処理をした丸太の輸入額 1,029 万 9,000 ドルは同州のカナダ産丸太輸入額の
41％に相当するだけでなく、全米のカナダ産保存処理または塗装処理をした丸太の輸入額
の 24％を占め、州別輸入額では第１位である。

さらに広葉樹加工が盛んな北部広葉樹地帯のミシガン州では、カナダ産丸太輸入額の
87％がポプラ、アッシュその他の広葉樹で占められている。同じく北部のモンタナ州のカナ
ダ産丸太輸入額は、99％が保存処理または塗装処理をした丸太で占められている（表５.11）。 

2019 年に丸太の国別輸入額で第２位であったスウェーデンからの丸太は、ほぼ全量が針
葉樹で、樹種はスプルース及びモミである。 

2019 年にスウェーデンの丸太はオレゴン州、ペンシルバニア州及びフロリダ州の三州で
輸入され、広葉樹はフロリダ州で少額のカバの輸入が記録されている（表５.12）。 

カナダとスウェーデン以外の針

表５.11 対カナダ州別丸太輸入額（2019 年） 

表５.12 対スウェーデン州別丸太輸入額（2019 年） 
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葉樹丸太輸入相手国には、チリ、英
国、アルゼンチン、中国などがある
が、輸入金額は限られている（表
５.13）。 

2019 年に針葉樹丸太輸入額が最
も多かった州は、オレゴン州である。
同州の輸入額シェアは、全米の
25％を占めている。オレゴン州で
は州内の生産、輸入ともに広葉樹は
極めて限られており、針葉樹に特化
した木材供給が行われている。同年
の州別針葉樹丸太輸入額が多かっ
た第２位の州はモンタナ州で輸入
額シェアは９％であるが、前述のよ
うに同州が輸入している針葉樹丸
太の 99％は、保存処理または塗装
処理をした丸太である（表５.14）。 

2019 年の熱帯材丸太輸入は、カ
メルーンを主要相手国として計 10
か国から約 200 万ドルの輸入がな
されている。2019 年のカメルーン
からの熱帯材丸太輸入額は、142 万
2,000 ドルで、熱帯材丸太輸入額の
71％を占めている。カメルーン以
外の国からの熱帯材丸太輸入額は
少なく、熱帯材丸太の輸入はカメル
ーン一国に集中している（表５.15）。

2019 年には 16 の州がカメルーンから丸太を輸入し、輸入を行った主な州は大西洋沿岸
州のニューヨーク州（輸入シェア 30％）、ペンシルバニア州（同 15％）ノースカロライナ州
（同９％）及びフロリダ州（同７％）であり、西部のオレゴン州でも限られた額の輸入がみ
られた（表５.16）。 

表５.13 相手国別針葉樹丸太輸入額（2019 年） 

表５.14 州別針葉樹丸太輸入額（2019 年） 
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2019 年の広葉樹丸太輸入額
は 2,724 万 7,000 ドルで、主要
輸入相手国はカナダであり、広
葉樹丸太輸入額の 85％（2,316
万 4,000 ドル）を占めている（表
５.17）。 

表５.16 対カメルーン州別丸太輸入額（2019 年） 

表５.17 相手国別広葉樹丸太輸入額（2019 年） 

表５.15 相手国別熱帯材丸太輸
入額（2019 年） 
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2019 年の州別広葉樹丸太輸
入額は，カナダに隣接するミ
シガン州とワシントン州で大
きく、全米の輸入額に占める
シェアは、ミシガン州が 40％、
ワシントン州は 18％である
（表５.18）。

（２）製材品
①生産

2017 年の米国の製材品生産量は 9,959 万 2,000 ㎥である。同年の地域別製材品生産量は、
南部が 5,050 万 4,000 ㎥と最も多く、製材品生産量の 51％を占めている。西部の製材品生
産量は 3,398 万 4,000 ㎥で同じく 34％、北部（グレートプレーリーを含む）は 1,510 万 4,000
㎥で同じく 15％である。かつて西部は、豊富な森林資源を背景に全米屈指の製材産地とし
ての地位を築いていたが、生物資源保護にともなう伐採規制により丸太と製材品の生産量
が減少した。その結果、地域別製材品生産量は、1990 年代初頭に南部が西部の生産量を上
回り、現在に至っている。 

2017 年の針葉樹広葉樹別製材品生産量は全米では針葉樹が 80％を占めているが、針葉樹
広葉樹別の割合は丸太と同様に地域によって異なる。同年の地域別製材品生産量に占める
針葉樹の割合は、グレートプレーリーを含む北部が 25％、南部は 85％、西部は 98％である
（表５.19）。 

②輸入
製材品の主要輸入相手国はカナダであり、2017 年には製材品輸入量（3,789 万 8,000 ㎥）

の 90％（3,417 万㎥）、針葉樹製材品輸入量（3,706 万 1,000 ㎥）の 91％（3,378 万 8,000
㎥）、針葉樹製材品の名目消費量（１億 1,305 万 4,000 ㎥）の 30％（3,378 万 8,000 ㎥）が
カナダ産であった。このような米国市場におけるカナダ産のシェアの高さは、1930 年代か
ら続く米国とカナダ間の紛争の原因であり続けている。この紛争は米国が貿易保護基準を
発案した直後の 1982 年からは「製材品貿易紛争」と称され、同年から現在まで５回にわた
る米国の対抗措置が断続的にとられている 23（表５.20）。

23 Congressional Research Service, “Softwood Lumber Import from Canada: Current Issue”, Updated April , 2018, p9. 

表５.18 州別広葉樹丸太輸入額（2019 年） 
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表５.19 製材品需給量 
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農務省山林局の国別製材品輸入量の統計は、カナダ以外の国からの輸入量を全て「その
他」として集計しているので、商務省センサス局のデータベースから 2019 年の製材品の
国別輸入額を抽出すると表５.21 のようである。 

2019 年の製材品輸入額は 57 億 9,177 万ドルであり、この内、針葉樹製材品が 91％（52
億 8,974 万 5,000 ドル）、熱帯材製材品は５％（２億 7,576 万 6,000 ドル）、広葉樹製材品は
４％（２億 2,625 万 9,000 ドル）の割合を占めている。2019 年の製材品の輸入相手国数は、
製材品全体では 87 か国、針葉樹製材品は 49 か国、熱帯材製材品は 60 か国、広葉樹製材品
は 54 か国であった。

輸入額が多い針葉樹製材品の国別輸入額の割合は、カナダが 80％で第１位であり、次い
でドイツ５％、ニュージーランド３％、スウェーデン、ブラジル及びチリが各２％となって
いる。 

広葉樹製材品の相手国別輸入額は、第１位のカナダのシェアが 55％と同国からの針葉樹
製材品と比べればシェアは小さいものの、第２位のドイツの 15％を大きく上回っている。 

熱帯材製材品の国別輸入額は、ブラジルが 32％のシェアを占め、次いでマレーシア（シ
ェア 12％）、エクアドル（同 10％）及びカメルーン（同 10％）のシェアが大きい。 

表５.20 針葉樹広葉樹別製材品輸入量 
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製材品の主要輸入品目であるカナダ産針葉樹製材品については、2019 年に 42 億 4,503 万
6,000 ドルの輸入がなされ、米国の全ての州及び特別区並びに米領プエルトリコで輸入の実
績がある。輸入額シェアが大きい州はワシントン州（10％）及び人口が多いテキサス州（９％）
である（表５.22）。 

2019 年の相手国別広葉樹製材品輸入額が多かった国はカナダである。同年のカナダから
の広葉樹製材品輸入額は１億 2,380 万 5,000 ドル（シェア 55％）であり、45 の州と米領プ
エルトリコで輸入の実績がある。さらに、広葉樹製材品の州別輸入額のシェアが大きかった
州は、ペンシルバニア州（13％）、ミシガン州（12％）及びニューヨーク州（11％）で、カ
ナダに近く、広葉樹の需要が多い北東部州での輸入額が大きい（表５.23）。

2019 年の相手国別広葉樹製材品輸入額で第２位のドイツの輸入額は 3,359 万 9,000 ドル

表５.21 針葉樹熱帯材広葉樹別相手国別製材品輸入
額（2019 年） 

表５ .22 州別カナダ産針葉
樹製材品輸入額 
（2019 年） 
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で、40 の州で輸入実績があった。輸入額シェアが大きかった州は、テキサス州（30％）、カ
リフォルニア州（15％）、バージニア州（12％）、ワシントン州（11％）である（表５.23）。

熱帯材製材品の主要輸入相手国別州別輸入額を表５.24 に掲げた。2019 年に熱帯材製材
品を輸入した州の内、輸入額上位の州には人口が多いフロリダ州、カリフォルニア州、テ
キサス州の他、北東部及び南東部の大西洋沿岸州での輸入が多い。大西洋沿岸州は地理的
に南米またはアフリカからの輸入がしやすい。さらに大西洋沿岸州では国産広葉樹の生産
量が多く、広葉樹の潜在的需要が強い地域でもある。国別輸入額第２位のマレーシアの熱
帯材製材品州別輸入額は、南央部のアラバマ州が第１位であり同製材品の輸入シェアの
49％を占めている。米国における熱帯材製材品の用途には、床板、屋外家具やデッキの他、
車輛、ダンネージその他の特殊需要がある。熱帯材広葉樹製材品の流通量は、針葉樹製材
品と比較すると小口で、かつ、分散的である。

表５.23 主要相手国別州別広葉樹製材品輸入額（2019 年） 
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表５.24 主要輸入相手国別州別熱帯材製材品輸入額（2019 年） 
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【2000 年から 2017 年までの製材品需給の変化の概要】 
2000 年以降の製材品生産量は、2000 年の１億 1,460 万㎥から 2009 年に経済不況の影響

を受けて 7,150 万 8,000 ㎥まで 38％減少してその後回復しているが、2017 年の生産量は
2000 年対比 13％少ない量にとどまっている（表５.19）。 

2000 年以降の製材品生産量の推移の第一の特徴的事項は、2007 年末からの経済不況によ
る影響を受けた結果、経済回復後に製材品輸出量の増加がみられることである。2000 年か
ら 2017 年の間に、前述のように製材品生産量は 13％減少し、米国の製材品名目消費量は１
億 5,586 万 2,000 ㎥から１億 2,903 万㎥に 17％減少している。一方で同期間の製材品輸出
量は、637 万 2,000 ㎥から 845 万 9,000 ㎥に 33％の増加をみせている。輸出量の増加が大
きかったのは広葉樹製材品で、同期間に 45％増加した。製材品輸出量は 2009 年にボトムを
迎えたが、その後の増加率は 101％と２倍、同じく針葉樹製材品は 73％増であり、広葉樹

表５.25 製材品需給量増減率 
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製材品については 135％と大きく増加している。 
同じく第二の特徴的事項は、広葉樹製材が経済不況の影響を強く受けたことである。2000

年から 2017 年までの期間において、製材品の地域別針葉樹広葉樹別の生産量、輸入量、輸
出量、供給量及び名目消費量の各推移がボトムを迎える年は、2009 年または 2010 年であ
る。製材品生産量は 2000 年からボトムとなる 2009 年までの間に 38％減少し、その内、針
葉樹製材品は 38％の減少にとどまったが、2010 年にボトムを迎えた広葉樹製材品は同じく
56％もの減少となった。広葉樹製材品の減少割合は、主要産地である北部で 56％減、南部
では 55％減となり、西部での生産量は少なかったが、それでも 60％の減少をみせた。 

なお、針葉樹製材品は主として建築用材として、広葉樹製材品は主として内装用または家
具用として用いられることから、広葉樹の需要変動は針葉樹製材品の需要変動の後に生じ
ている。 

広葉樹製材品については、経済不況がより深刻化した状況の中で需要がさらに縮小した
ため、不況の影響を強く受けたと考えられる。経済不況を経た 2000 年から 2017 年までの
生産量の増減率は、針葉樹製材品が６％減であるのに対して、広葉樹製材品は 34％の減と
回復が伸び悩んでいる。 

同じく第三の特徴的事項は、広葉樹製材品の主要産地であり針葉樹製材品生産量が少な
い北部においては、2000 年から 2017 年までの期間に広葉樹製材が 33％減少したのに対し
て針葉樹製材品の生産量が 14％増加している点である。その要因は、広葉樹製材品の国内
需要の回復が思わしくない中で、中小企業が多い北部の広葉樹製材工場における樹種転換
または広葉樹製材工場の閉鎖と針葉樹製材工場の新設の動きがあったのではないかと推測
される。 

農務省山林局の統計によれば、2017 年の製材品輸入量は 3,789 万 8,000 ㎥である。この
量は、国内生産量 9,959 万 2,000 ㎥と輸入量を合計した供給量１億 3,749 万㎥の 28％、供
給量から輸出量を差し引いた名目消費量１億 2,903 万㎥の 29％にあたる。米国では輸入製
材品のほとんどが針葉樹製材品で、2017 年では製材品輸入量の内、針葉樹製材品が 98％
（3,706 万 1,000 ㎥）を占めている。製材品輸入量も経済不況の影響を受けて、2000 年の
4,774 万 4,000 ㎥から 2009 年には 3,789 万 8,000 ㎥に 54％もの減少をみせ、2017 年の輸
入量は 2000 年対比 21％減にとどまっている。 
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（３）木質パネル
①生産

米国ではエンジニアドウッド製品を単板、ウエファー24、木質繊維またはディメンジョン
ランバーを接着剤を使用して接着して製造された製材品また板の形状の木材製品と定義し
ている 25。エンジニアドウッド製品の内、主要な木質パネル製品としては針葉樹合板及び
OSB（Oriented Strand Board）がある。

2017 年の針葉樹合板生産量は、798 万 8,000 ㎥である。2000 年には 1,546 万 5,000 ㎥あ
った同生産量は、2007 年末からの経済不況の影響を受けて 2009 年には 761 万 8,000 ㎥ま
で落ち込んだ後にやや回復するが、800 万㎥をいくらか下回る水準で低迷している。2017
年の生産量は、2000 年の生産量から 48％減少している。 

針葉樹合板と強い競合関係にある OSB の 2017 年の生産量は、1,292 万 9,000 ㎥である。
この生産量は 2000 年以降のピークである 1,326 万 2,000 ㎥（2005 年）よりも３％少ない
量であるが、不況期の 2009 年の 849 万 4,000 ㎥から 52％増加し、回復している（表５.26）。 

切削板の内、OSB を除く普通切削板は、2017 年に２億 949 ㎡生産されている。普通切削

24 ウエファーとは、繊維方向の長さが最短で 1.25 インチ（10.8cm）で、厚さをコントロールして生産された木片をい
う。

25 Random Lengths, “Terms of the Trade”, Fourth Edition, 2000, p119． 

表５.26 針葉樹合板、OSB 需給量 
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板の生産量は減少しており、2017 年の生産量は 2000 年の４億 4,629 万 2,000 ㎡から 53％
減少している。普通切削板の生産量は、2009 年に２億 382 万 3,000 ㎡まで低下しその後や
や回復するものの、２億 1,000 万㎡を前後の水準で推移している（表５.27）。 

②輸入
針葉樹合板については、生産量が減少傾向で推移する中で、輸入量は 2017 年に 174 万

9,000 ㎥と 2000 年の 36 万 1,000 ㎥の５倍弱に達している。名目消費量に占める輸入量の割
合は 2000 年の２％から 2017 年には 19％と 17 ポイントの増加となり、輸入製品への依存
度が高まる傾向にある（表５.26）。 

米国の 2019 年の合板輸入額は、20 億 6,041 万 1,000 ドルであった。輸入合板の用途は、
針葉樹合板については建築用が主であるが、熱帯材合板及び広葉樹合板は、主に住宅、モー
ビルホーム、キャンピングカー及び船舶の内装下地、化粧貼合板の下地、家具及び建具の下
地並びにこん包用材として使用されている。 

2019 年の輸入相手国別合板輸入額は、合板全体ではベトナム（輸入額シェア 16％）を筆
頭に中国（同 13％）、インドネシア（同 12％）、ブラジル（同 12％）、カナダ（同 11％）か
らの輸入量が多く、輸入相手国数は 61 か国である。輸入合板の針葉樹熱帯材広葉樹別割合
は、針葉樹合板が 28％、熱帯材合板は 16％、広葉樹合板は 56％である。 

2019 年の合板輸入額の 28％を占めている針葉樹合板の主要輸入相手国は、ブラジル（輸

表５.27 切削板需給量 
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入額シェア 32％）、チリ（同 30％）及びカナダ（20％）で、これら３か国の合計の輸入額
シェアは 82％に達している。2019 年の針葉樹合板輸入輸入相手国数は、26 か国である。

合板輸入額の 16％を占めている
熱帯材合板の相手国別輸入額は、イ
ンドネシアからの輸入額が大きく、
一国で同合板の輸入額シェアの
54％を占め、さらに第２位のマレ
ーシアも同じく 14％のシェアを占
めており、両国のシェアは 68％に
達している。2019 年の熱帯材合板
輸入相手国数は、13 か国である。

合板輸入額の 56％を占めている
広葉樹合板の主要輸入相手国は、ベ
トナム（輸入額シェア 26％）、中国
（同 16％）及びロシア（14％）で
ある。ベトナムからの合板輸入額の
93％、中国からの合板輸入額の
69％は広葉樹合板で占められてい
る。2019 年の広葉樹合板輸入相手
国数は 52 か国である（表５.28）。

合板の州別輸入額は、大都市を抱
える州またはそれに隣接する港湾
が所在する州で大きい。 

州別合板輸入額が最も大きかった
州はカリフォルニア州（輸入額シェ
ア 16％）であり、次いでフロリダ州
（同 11％）、メリーランド州（同
11％）、テキサス州（９％）、ジョージア州（９％）の順になっている。2019 年の合板輸入
は、米国のほとんどの州で実績が記録されている（表５.29）。

表５.28 相手国別合板輸入額（2019 年） 
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OSB の輸入量は、2017 年は 565 万 1,000 ㎥で、経済不況期のボトムである 243 万 9,000
㎥（2009 年）からは回復したものの、2000 年の 678 万 1,000 ㎥に対して 17％低い水準に
とどまっている。OSB については、名目消費量に占める輸入量の割合が 2000 年の 40％か
ら 2017 年には 30％に縮小しており、針葉樹合板とは対照的に輸入製品への依存度が低下
する傾向にある。 

しかし、OSB を含む切削板全体の輸入量は、普通切削板の輸入量増加を反映して増加傾
向で推移している。2017 年の輸入量は２億 7,842 万 1,000 ㎡で、2000 年の１億 7,242 万
2,000 ㎡から 61％増加している。切削板の名目消費量に占める輸入量の割合は、2000 年の
23％から 46％に拡大している（表５.26）。 

2019 年の切削板の輸入額は 14 億 902 万 8,000 ドルで、切削板の主要輸入商品は OSB で
ある。切削板輸入額の内、OSB は 76％、普通切削板は 23％、ウエファーボードは１％のシ
ェアを占めている。 

表５.29 州別合板輸入額（2019 年） 
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切削板の主要輸入相手国は
カナダである。2019 年の国別
切削板輸入額において、カナダ
からの輸入額は 13 億 1,993 万
9,000 ドルと切削板輸入額の
94％を占めている。カナダは
普通切削板、OSB、ウエファー
ボードともに独占的な輸入額
シェアを獲得している。カナダ
の輸入額切削板のシェアは普
通切削板では 77％、OSB では
99％、ウエファーボードでは
83％である。カナダ以外の輸
入相手国の輸入額シェアは小
さく、少額で分散的な輸入が南
米、欧州、オセアニアの国々を
相手国として行われている。
2019 年の輸入相手国数は、切
削板全体では 43 か国である
が、品目別には普通切削板が
38 か国であるのに対し、OSB
は 12 か国、ウエファーボード
は 16 か国と限られている（表
５.30）。

2019 年の切削板の輸入は、50 の州の他、米領のバージン諸島及びプエルトリコまでの広
い範囲で行われている。切削板の中でも輸入額が大きく、カナダ産からの輸入がほとんどを
占めている OSB については、船舶輸送が容易な太平洋沿岸州である西部のカリフォルニア
州（輸入額シェア 13％）、ワシントン州（同 10％）、オレゴン州（同８％）が輸入額の上位
３州を占めている。普通切削板及びウエファーボードの州別輸入額は、これら３州を除くと
カナダ国境に近い州で大きい（表５.31）。

表５.30 相手国別切削板輸入額（2019 年） 
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（４）パルプ
①生産

米国の 2017 年のパルプ生産量は、5,270 万 1,000ｔである。パルプ生産量は 2000 年以
降、増減を繰返しながらも減少傾向にあり、2017 年の生産量は 2000 年の生産量に対して
16％減少している。2000 年から 2017 年までの期間に、パルプの輸入量は 722 万 7,000ｔ
から 602 万 6,000ｔに 17％減、名目消費量は 6,357 万 6,000ｔから 5,036 万ｔに 21％減少
した。 

パルプの自給率は、2000 年は 99％であったが、2007 年に生産量（5,563 万 6,000ｔ）が
名目消費量（5,559 万 8,000ｔ）を上回り、2017 年には 105％になっている。 

パルプの輸出量は 2000 年の 640 万 9,000 ㎥から 2017 年には 836 万 7,000 ㎥に 30％増加
している（表５.32）。 

表５.31 州別切削板輸入額（2019 年） 
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②輸入
2017 年のパルプ輸入量は、602 万 6,000

ｔである。パルプ輸入量は、2009 年に 504
万 4,000ｔに落ち込むものの、翌年には回
復して 600 万ｔを超え、その後は 600 万ｔ
の水準をはさんで増減しながら推移して
いる。2017 年の輸入量は、2000 年の 722
万 7,000ｔに対して 17％少ない（表５.32）。 

パルプの主要輸入相手国は、カナダとブ
ラジルである。2019 年のパルプ輸入額 33
億 1,739 万 2,000 ドルに占める輸入相手国
別シェアは、カナダが 54％、ブラジルは
40％であった。2019 年のパルプ輸入相手
国数は、18 か国である。

2019 年の州別パルプ輸入額の上位の州
は、南部及び北部の州で占められている。
州別輸入額シェアは、第１位のフロリダ州
が 20％、ウィスコンシン州及びニューヨー
ク州が９％であった。同年のパルプ輸入は、
39 の州及び米領プエルトリコでなされて
いる（表５.33）。

表５.32 パルプ需給量 

表５.33 パルプ輸入実績 
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（５）紙及び板紙
2017 年の紙の出

荷量は 2,746 万 6,000
ｔであった。紙の出
荷量は減少傾向で推
移し、2017 年の出荷
量は 2000 年の 4,551
万 9,000ｔから 40％
減少している。紙に
ついては 2000 年から
2017 年の間に輸入量
が 49％減とほぼ半減
した。2017 年の紙の
自給率は、パルプ及
び板紙が名目消費量
を上回る生産量を記
録しているのに対し
て 86％との水準にと
どまっている。 

2017 年の板紙の生産量は
7,844 万 5,000ｔで、2000 年の
9,449 万 1,000ｔから 17％減少
している。板紙の輸入量につい
ては、2000 年から 2017 年の
間に 40％もの減少となってい
るが、輸出量は増加傾向で、同
期間に 41％増加している。こ
のため板紙の自給率は、2000
年の 92％から 2017 年の 102％
に向上している（表５.34）。 

2019 年の紙及び板紙の輸入
額は、55 億 1,299 万 6,000 ド
ルであった。主要相手国は中
国（輸入額シェア 38％）及びカナダ（同 23％）であり、この２か国で輸入額シェアの
61％を占めている。紙の輸入相手国は多様で、2019 年の輸入相手国は 129 か国である。

表５.34 紙、板紙需給量 

表５.35 紙、板紙輸入額（2019 年） 
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2019 年の紙の輸入は特別区、全ての州並びに米領プエルトリコ及びバージン諸島でなさ
れている。州別輸入量が多い州は、順にカリフォルニア州（13％）、ニューヨーク州
（９％）、イリノイ州（８％）である（表５.35）。 

5-2-2 木材加工
商務省センサス局の雇用賃金統計データベース 26によると、2020 年第 1四半期において、

米国には林業・伐採に係る事業体が 9,001 件、木材製品製造に係る事業体が１万 4,944 件、
紙製品製造に係る事業体は 5,356 件存在している。 

林業・伐採業の事業体件数については、伐採業が 8,066 件（林業・伐採業の 90％）と多
く、その他は木材搬出業及び種苗生産、造林請負業その他の伐採業及び木材搬出業以外の林
業に関連する事業体である。伐採作業及び木材搬出作業は、林産企業の部署や子会社が担当
している場合もあるが、私有林所有者の森林で素材を生産する独立した素材生産業者が担
っている場合も多い。独立した素材生産業者は、林産企業と納入する丸太の量を年間または
四半期単位で契約して私有林で素材を生産し、林産企業に納材する。素材生産業者は日常的

26 Quarterly Census of Employment and Wages Data Base, U.S. Census Bureau。2020 年 12 月の時点の公表数値。 

表５.36 林産業事業体数 
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に私有林所有者とのつながりを保ち、小規模森林所有者に造林育林のコンサルタントサー
ビスを提供しながら素材生産を行っているケースがみられる。 

2020 年第 1 四半期において、主要林産物製品の製造業の事業所は、製材工場が 3,086 件、
合単板工場及びエンジニアドウッド工場が 1,655 件、その他木材加工事業所が１万 203 件
存在している。 

なお、合単板工場及びエンジニアドウッド工場の中で事業所数が多いトラス製造工場と
は、木造住宅の小屋組やフレームをはじめとする構造部を組み立てて出荷する工場である。 

さらに同じく、紙製品製造業の事業体数は 5,356 件で、これには 796 件の紙・パルプ・板
紙工場が含まれている。 

2016 年第１四半期から 2020 年第１四半期までの事業体件数の推移に大きな変化はない
が、林業・伐採業は３％減、木材製品製造業では４％増、紙製品製造業では２％減と若干の
動きがある。主要林産業の内、同期間に増加した業態は、林産物の中でも加工の水準が高い
エンジニアドウッド工場（５％増）、トラス製造工場（９％増）及び紙・パルプ・板紙工場
（３％増）であった。一方で、同期間中に伝統的な業態である伐採業（４％減）、製材工場
（３％減）及び合板工場（４％減）の事業体件数は、わずかに減少している（表５.36）。 
 

５－２－３ 木材需要 
米国は木材消費大国である。FAO（国連食糧農業機関）が発表した 2017 年の統計数値 27

によれば、産業用丸太の生産量及び名目消費量は世界第１位で、それぞれ 17％と 18％の世
界シェアを占め、さらに製材品の生産量及び名目消費は中国に次ぐ世界第２位であり、それ
ぞれ 17％と 21％の世界シェアを占めている。さらに、紙及び板紙の生産量と名目消費量も
多く、生産量はドイツに次いで第２位、名目消費量は第 1 位（それぞれ世界シェアの 17％）
である。 
 
（１）国内需要 

米国の木材需要は、住宅建築に大きく支えられている。住宅着工戸数の約７割を占める一
戸建て住宅の９割以上は木造住宅といわれており、木材需要は住宅着工の動向に大きく左
右される。 

2000 年以降の新設住宅着工戸数の推移には、大きな増減がある。新設住宅着工戸数は、
2000 年には 156 万 9,000 戸であったが、2009 年には 55 万 4,000 戸と 63％も減少し、その
後ゆるやかに回復し、2019 年には 129 万戸の着工を記録している。 

2006 年まで米国の新設住宅着工戸数は、サブプライムローンを利用した低所得者の住宅
購入により高水準を維持してきた。しかし、2006 年頃からサブプライムローン契約が定め
る一定期間経過後のローン金利の上昇による済額の増加を負担しきれない消費者が続出し 

27 Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Forest Products 2017”, 2019, pp77-79. 
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た。その結果、サブプライムローンを取扱って
いた金融機関は債権の回収が困難になり、ロー
ンの担保にしていた住宅の売却その他の債権
回収措置をとったものの、同様の状態にある金
融機関が多く、中古住宅が住宅市場にあふれか
える状況になった。この突発的な供給過剰は、
売却にかけられた担保物件の価格を押し下げ
るだけでなく、売却そのものができない状態を
生んだ。その結果、事業の継続ができずに、市
場から姿を消す金融機関が相次いだ。 

サブプライムローンの破綻による不況は
2007 年末から顕著となり、さらに翌 2008 年に
は、大手投資銀行グループのリーマンブラザー
ス社が破綻したため、経済危機がより深刻さを
増すとともに、米国の経済不況が世界各国に波
及して大きな影響をもたらした。 

住宅市場への中古住宅の突然の大量流入に
よる住宅ストックの急増と経済危機の影響は 
長きにわたり、住宅着工戸数が 100 万戸を超えるのは７年後の 2014 年、長期的な適正規模
といわれている 120 万戸に達するまで回復するのは 10 年後の 2017 年である（表５.37）。 

林産業も主要な需要分野である建築需要の低迷と世界規模に波及した不況により大きな
打撃を受け、とりわけ 2008 年から 2010 年代初めまでは林産物需給が低迷した。 

2009 年に米国連邦準備委員会（FRB：Federal Reserve Board）は、経済危機に対応するた
めに「ゼロ金利政策」を採用した。同委員会は新型コロナウイルスによる経済的な影響を緩
和するためにも、この政策を当面継続する見込みである。2021 年１月８日の同委員会副議
長の発表では、ゼロ金利政策を転換する指標である４％を下回る失業率及び２％を超える
インフレ率が達成されるのは 2023 年末と見通している 28。 

ゼロ金利政策による経済活性化は、都市部の住宅賃貸料の上昇を生み、これらは主に都市
郊外の戸建住宅需要を高め、戸建住宅需要の増加は都市郊外の森林を宅地に用途転換する
動きを促している。この需要増加は、林産業及び住宅産業にとって久しぶりの明るい材料と
なっている一方で、住宅資材の高騰とカナダ産林産物輸入量の増加をもたらしている。さら
に、森林から宅地に用途転換する土地における伐採に関しては、州法が義務づけている伐採
後の再造林義務の適用が除外されるため、森林所有者または立木所有者に再造林コストを
考慮しなくても良い木材の取引を可能にしている。 

28 Richard H. Clarida, Vice President, “U.S. Economic Outlook and Monetary Policy”, FRB, January 8, 2021.  

表５.37 新設住宅着工戸数 

 

36



さらに統計は、2007 年末から始まった経済危機を契機とした針葉樹合板から OSB への
需要代替の本格化を示唆している。 

2000 年を 100 とした製材品と構造用パネルの名目消費量の指数（図５.２）は、針葉樹合
板については 2009 年に 51.0 とほぼ半減する数値を示した。その後、針葉樹合板の回復は
鈍く、2016 年まで若干上昇しつつもほぼ横ばいで推移し、2017 年の指数は 60.3 にとどま
っている。一方で、OSB の指数は 2009 年に 62.8 に低下した。しかし 2012 年以降の回復
は急速で、2017 年の指数は 107.3 と 2000 年の水準を超える数値を示している。さらに針
葉樹合板と OSB の合計を構造用パネルと位置付けて、これと製材品の名目消費量の指数を
比較すると、年によって両者の間に多少の差異がみられるものの近似し、指数の推移を示す
グラフの線は両者が絡み合うように推移している。 

米国の木質パネル産業においては、大径の原木資源が減少したこと及び保護林の拡大に
ともない天然林材の入手がいよいよ困難になったことから、合板製造業においては径が小
さい原木に対応するための技術開発を行い、その一方で、合板に代わる構造用木質パネルと
して主にポプラ、アスペンその他の天然更新が可能で成長が早い低質原木を砕いて生産し
たウエファーの繊維方向を揃えて接着して生産する OSB が商品化された。OSB は、安価で
調達が容易な原料を利用できるというメリットを持っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSB は、使用する接着剤の改良により製品の膨潤率が低下して耐水性能が向上したため、
施行現場からは針葉樹合板と比較して膨潤の程度が均一であること、雨水などで濡れても
表面に波立ちが生じないことから、「合板よりも扱いやすい」との評価を得ながら需要を伸

図５.２ 製材品及び構造用パネルの名目消費量指数の推移 
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ばし続けている。 

（２）輸出
米国の 2019 年の林産物輸出額は、木材・木材製品が 82 億 8,026 万 9,000 ドル、パルプ

は 85 億 1,812 万ドル、紙製品は 150 億 6,661 万 9,000 ドルであった。米国の林産物輸出の
特徴は、特定の輸出相手国への集中度が高いこと及び輸出相手国が多いことである。 

2019 年の品目別主要輸出相手国及びその輸出額シェアは、次のとおりである。 
2019 年の木材・木材製品の主要輸出相手国は、カナダ（輸出額シェア 25％）及び中国（同

19％）であり、日本は第５位の輸出相手国で８％のシェアを占めている。2019 年の木材・
木材製品の輸出は、179 か国を相手に行われた。 

2019 年のパルプの主要輸出相手国は、中国（輸出額シェア 27％）であり、日本は第５位
の輸出相手国で輸出額シェアの６％を占めている。2019 年のパルプ輸出は、123 か国を相
手に行われた。 

2019 年の紙製品の主要相手国は、カナダ（輸出額シェア 33％）及びメキシコ（同 27％）
である。日本は第４位の輸出相手国であり、輸出額シェアは３％であった。2019 年の紙製
品の輸出は、199 か国を相手に行われた（表５.38）。 

2019 年の木材・木材製品の対日輸出額は６億 6,146 万 5,000 ドルで、ワシントン州（輸
出額シェア 51％）及びオレゴン州（同 26％）からの輸出額が大きい。 

2019 年のパルプの対日輸出額は４億 9,300 万 8,000 ドルで、ジョージア州（輸出額シェ
ア 24％）、ノースカロライナ州（同 19％）及びフロリダ州（同 14％）の輸出額が大きい。
さらに紙の対日輸出額は４億 8,582 万 7,000 ドルで、ワシントン州（同 25％）、ジョージア
州（同 10％）及びアイダホ州（同８％）の輸出額が大きい（表５.39）。

表５.38 品目別相手国別林産物輸出額（2019 年） 
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①丸太
2017 年の米国の丸太輸出量は、1,113 万 7,000 ㎥である。丸太の輸出量は、2000 年の

1,195 万㎥から 2008 年には 887 万 3,000 ㎥に 27％減少するが、2017 年の輸出量は 2000 年
に対し７％低い水準にまで回復している。輸出用丸太の針葉樹の割合は、2000 年は 78％で
あったが、2017 年には 81％とわずかに拡大している（表５.８）。 

2019 年の丸太の輸出額は、16 億
7,469 万 8,000 ドルである。丸太の
主要輸出相手国は、中国（輸入額シ
ェア 43％）、日本（同 20％）及びカ
ナダ（同 17％）である。2019 年の
丸太輸出は、102 か国を相手に行わ
れた（表５.40）。

2019 年の丸太輸出額は、同年の
木材・木材製品輸出額の 20％を占
めている。2019 年の丸太の州別対
日輸出額については、ワシントン州
が主要輸出州で輸出額の 76％と大
きなシェアを占めている。丸太の対
日輸出額の上位第３位までは太平
洋沿岸州であり、第４位以下の州は 
輸出額が小さくなるものの、イリノイ州、オハイオ州、ペンシルバニア州その他の遠隔地か
らの輸出が記録されている。2019年には24の州が丸太の対日輸出を行っている（表５.40）。 

表５.40 丸太製材品別相手国別輸出額 
（2019 年） 

表５.39 州別対日輸出額（2019 年） 
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②製材品
2017 年の米国の製材品輸出量は、845 万 9,000 ㎥である。製材品の輸出量も 2009 年には

421 万㎥まで減少するが、その後増加を続けた。2017 年の輸出量は、2000 年の 637 万 2,000
㎥に対して 33％増加している（表５.19）。 

2019 年の製材品輸出額は、29
億 6,716 万 6,000 ドルである。
2019 年の製材品輸出額は、同年の
木材・木材製品輸出額の 36％を占
めている。製材品の主要相手国は、
中国（輸出額シェア 28％）、カナ
ダ（同 20％）及びメキシコ（同
11％）で、日本はベトナム（同８％）
に次ぐ上位第 5 位（同５％）であ
る。2019 年の製材品輸出は、130
か国を相手に行われた（表５.40）。 

製材品の州別対日輸出額につ
いては、丸太同様、主要輸出州は 
ワシントン州で輸出額の 50％を占め、第２位のオレゴン州（輸出額シェア 12％）と合わせ
ると両州で 62％のシェアを占めている。これら以外の州の輸出額は小さいが、2019 年に製
材品の対日輸出実績がある州は 39 州に及んでいる（表５.41）。

③パルプ
2017 年のパルプの輸出量は、836 万 7,000ｔである。パルプ輸出量は、多少の増減をとも

ないながら 2000 年以降増加して推移し、2017 年の輸出量は 2000 年の 640 万 9,000 ㎥と比
較して 31％増加している。パルプの名目消費量は 2000 年から 2017 年の間に 21％減少し
たが、同期間に生産量 16％の減少、輸入量は 17％の減少にとどまった。2007 年からはパル
プの生産量が名目消費量を上回る状態が続いている（表５.32）。 

④紙
2017 年の紙の輸出量は 335 万ｔで、この量は 2000 年の 376 万 7,000ｔから 11％減少し

た数値である。不況期に入った 2008 年からは紙の出荷量が 400 万ｔを割り込む水準となっ
た一方で、輸出量は 2010 年から 2014 年までの間は 400 万ｔ台後半を記録し、2015 年から
再び 400 万ｔを下回る水準で推移している（表５.34）。 

紙の名目消費量は大きく減少しており、2000 年の 5,712 万 5,000ｔから 2017 年の 3,197
万 4,000ｔに 44％減少している。 

表５.41 州別丸太製材品対日出荷額（2019 年） 
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⑤板紙
2017 年の板紙の輸出量は 1,227 万 4,000ｔで、2000 年の 870 万 1,000ｔから 41％もの増

加をみせている。板紙の名目消費量は、2000 年から 2007 年までの期間は 1,000 万ｔ前後
で推移していたが、2008 年からの不況期以降はなだらかな減少傾向で推移している。2000
年から 2017 年までの期間に、生産量が 17％、輸入量が 40％それぞれ減少しているので、
不況期以降は輸出依存度が高まっているといえる。なお 2014 年からは、板紙の生産量が名
目消費量を上回るようになっている（表５.34）。 
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5-3 森林認証の普及状況
米国では、FSC（Forest Stewardship Council）並びに SFI（Sustainable Forestry Initiative）

及び ATFS（American Tree Farm System）による森林認証が行われている。SFI 及び ATFS
は米国発祥の認証システムである。 

ATFS と SFI はともに 2001 年６月に PEFC（Programme for the Endorsement of Forest 
Certification）に参加した。その後、SFI は 2005 年 12 月に、ATFS は 2008 年８月に PEFC
の承認を受けて現在に至っている。 

認証団体が発表している直
近の数値によると、FSC は
1,419 万 5,000ha（認証件数 92
件 ） 29 、 PEFC は 3,351 万
1,000ha（同 90 件）30の米国の
森林を認証している。PEFC の
認証林の内訳は、ATFS による
認証が 690 万 4,000ha、SFI に
よる認証は 2,660 万 7,000ha で
ある。FSC と PEFC が共同発
表している FSC と PEFC の両
方の認証を取得している米国
の認証面積（重複認証面積）は、
2019 年中頃の数値で 907 万
1,000ha である。各数値とも集
計時点が異なるが、FSC と 
PEFC の認証面積の合計から、この重複面積を差し引くと、米国の実質的な認証林面積は
3,863 万 5,000ha となり、この面積は米国の森林面積３億 3,341 万 8,000ha の 12％に該当
する（表５.42）。 

米国の森林管理認証面積は、FSC では世界の FSC 認証面積の６％にあたり、ロシア、カ
ナダ、スウェーデンに次いで第４位、PEFC では世界の PEFC 認証面積の 10％にあたりカ
ナダに次いで第２位である。

米国では、13 の州といくつかの地方自治体が森林管理認証を取得している。州有林で FSC
と PEFC 両方の認証を取得しているのは、ペンシルバニア州とワシントン州である。これ
ら二つの州以外では、FSC の認証をインディアナ州、メリーランド州、ミネソタ州、ミシガ
ン州、ニューヨーク州、オハイオ州及びウィスコンシン州が取得し、PEFC の認証はルイジ

29 2021 年１月の時点で FSC がウェブサイト（https://fsc.org/）で公表している数値。 
30 本項の PEFC 認証に係る数値は、PEFC, "Global Statistics", Data: September 2020。 

表５.42 森林経営管理認証面積、CoC認証面積
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アナ州、ミズーリ州、テネシー州及びバージニア州が取得している。さらに地方自治体につ
いては、郡や市による森林認証取得の事例が数件ある。

米国において CoC 認証を取得した事業所数は、FSC が 2,310 件、PEFC は 228 件、合計
2,538 件である。 

輸出市場を重視している林産物企業は、特に森林認証の取得に積極的で、FSC の認証ま
たは SFI の森林管理認証を取得し、自社山林から生産した木材及び木材製品を認証製品と
して輸出している。これらの企業を含めて、林産物取扱企業は、CoC 認証を顧客の信頼を
得るための重要なツールとして位置付けているだけでなく、サプライチェーン管理のツー
ルの一つとして活用している。2008 年のレイシー法改正以降は、サプライチェーンの管理
がより一層重要視されている。

（１）ATFS（American Tree Farm System）
ATFS は、家族経営の森林への適正な管理の導入を目的として 1941 年６月に設立された。

ATFS は 1943 年４月にアラバマ州の非商業用林に最初の森林認証を発行した最も古い認証
組織であり、1955 年の時点で、41 州の約 3,800 万エーカー（1,655 万 3,000ha）の森林を
経営する 7,500 件を超える林家が ATFS のツリーファームプログラムに参加している 31。 

ATFS は、1970 年から米国の家族経営林、とりわけ小規模な個人所有の非産業林におけ
る水質保全、生物多様性保護、持続可能な木材供給その他の責任ある森林管理を促進するた
めの組織である AFF（American Forest Foundation: 米国森林基金）に参加している。AFF
は米国の中小規模森林所有者の多くが加入している協会である。 

AFF は、ATFS 認証制度のスタンダードの基準と指標が曖昧であるとの批判が社会的に
高まってきたため、ATFS が 2000 年から開始した商業用林を含む生産林所有者の施業を認
証するための第三者認証システムの導入、2001 年から開始した PEFC との活動、2002 年か
ら始めた ATFS のスタンダードの内容を FSC や SFI と同等に引き上げるスタンダード改正
への取組みを直接的間接的に支援してきた。その結果、ATFS は 2008 年８月に PEFC の承
認を得ている。 

なお、ATFS のスタンダードは、家族経営の私有林の認証を目的に策定されたものなので、
連邦有林、州有林その他の公有林には適用できない 32。 

（２）SFI（Sustainable Forestry Initiative）
SFI は、1994 年に米国の林業及び林産業の全国組織である AF&PA（American Forest &

Paper Association：全米森林製紙協会）が野生生物、植物、土壌及び水質の保全を確保しな
がら木材の継続的な成長と収穫を図るための総合的な森林経営プログラムとして採択した。

31 American Tree Farm System, “History of ATFS” （https://www.treefarmsystem.org/） 
32 Congressional Research Service, “Forest Certification Programs”, September 8, 2011, p4 
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SFI は、AF&PA が米国産林産物の市場優位性を保つために、「FSC のプログラムに対抗す
る」33目的で開発してきたツールである。AF&PA は 1993 年に FSC が森林認証を開始した
ため、SFI を遅滞なく実行に移す必要があった。 

ただし、発足当時の SFI には信頼性を担保する第三者機関による審査機能が備えられて
いなかった。このため AF&PA は、これらを大きな課題と位置付けて取組み、2000 年９月
に SFB（Sustainable Forestry Board：持続可能な森林理事会）を発足し、SFI スタンダードの
設定、確認手続及び SFI スタンダードの遵守に係る業務を SFB に移管した 34。この数年後、
SFB は AF&PA から完全に独立し、SFI の全ての運営は SFB が担っている。 

AF&PA は、SFI が 2005 年 12 月に PEFC からの承認を受ける以前に、FSC、PEFC、
ATFS、CSA（Canadian Standard Association）、フィンランド認証システム（Finland System）、
スウェーデン認証規格（Swedish Standard）、UKWAS（The UK Woodland Assurance Standard）
その他の世界各国で実施されている森林認証スタンダードと SFI との両立を重要視し、こ
れらの認証管理団体と協力して相互認証の枠組策定作業を行っていた。北米においては、北
米の森林及び林産物市場を SFI のシステムで包含する目的で CSA 及び ATFS と相互承認を
締結していた。

現在では FSC を除くこれらの認証システムが PEFC の承認を得ているので、認証製品の
取引は PEFC の CoC が利用されている。 

33 Congressional Research Service, “Forest Certification Programs”, September 8, 2011, p3. 
34 発足当時の SFB は 15 人の理事で構成し、理事構成は９人が環境保護団体、学術研究団体、財団、素材生産業界、

私有林所有者団体その他の AF&PA 以外の外部関係者、６人は AF&PA の理事会で任命を受けた AF&PA 会員企業
の代表であった。現在の理事会は 17 人の理事で構成され、その内訳は分野別理事数は経済部門（林産業界）が６
人、社会部門（行政、大学、私有林団体、先住民コミュニティー）が６人、環境部門（環境保護団体）は５人であ
る。
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5-4 木材・木材製品の生産・流通等に関する法令等とその運用状況
5-4-1 森林資源管理及び原木生産に係る法令等
（１）連邦有林

１億 361 万 2,000ha の連邦有林を管理している主な連邦機関は、農務省山林局及び内務
省土地管理局である。連邦有林の 61％は山林局、16％が土地管理局により管理されている。
これら以外の連邦有林は、内務省国立公園局（National Park Service）、内務省野生生物局（Fish 
and Wildlife Service）、防衛省（Department of Defence）などの連邦機関が管理している。 

この内、丸太の生産を通常の業務として継続的に行っている連邦機関は、山林局と土地管
理局である。連邦議会は、山林局及び土地管理局に連邦有地から木材を生産する権限を与え、
これらの機関は連邦議会で許可された数量の木材を販売している。山林局及び土地管理局
以外の連邦機関が管理している連邦有林では、風害、火災、病害虫その他の被害木の整理、
施設整備その他の産業用木材生産目的以外の伐採により生じた限られた量の木材生産があ
る。 

連邦有林における森林管理及び木材生産の法的根拠は、山林局にあっては 1976 年国有林
管理法（the National Forest Management Act of 1976）、土地管理局にあっては 1976 年連邦有
地政策管理法（the Federal Land Policy and Management Act of 1976）にある。これらの法律
の規定により山林局及び土地管理局には、複合的な森林利用のバランスを考慮した長期的
な木材生産を確保しながら連邦有林を管理する義務が課せられている 35。 

山林局及び土地管理局の伐採量の統計数値は、一般的に公表されている農務省の統計か
らは見いだせない。しかし、合衆国政府会計検査局の報告書によれば、山林局の 2017 年の
伐採量は 1,175 万 2,000 ㎥、土地管理局の 2016 年の伐採量は 82 万 3,000 ㎥であった。連
邦有林の伐採量が多かった 1973 年には山林局が 5,604 万 8,000 ㎥、土地管理局は 678 万㎥
の伐採を行っていたので 36、1973 年の伐採量に対して、2017 年の山林局の伐採量は 79％、
2016 年の土地管理局の伐採量は 88％減少している。 

連邦有林の伐採量減少には、連邦有林の木材生産の中心地である西部での野生生物保護
が大きく影響している。1990 年６月に 1973 年絶滅危惧種法（the Endangered Species Act of 
1973）の絶滅の危機に瀕している種のリストにノーザンマダラフクロウ 37が加えられたの
を皮切りに、ウミスズメ科のマーブルマレット 38やサケ類の保護がそれに続けて強化され
ため、連邦有林の許容伐採量が大幅に引き下げられ、連邦有林の伐採量は 1988 年から 1996

35 “Federal Timber Sale, Forest Service and BLM Should Review Their Regulation and Polices Related to Timber 
Export and Substitution”, United States Government Accountability Office, August, 2018. p 1.  

36 “Federal Timber Sale, Forest Service and BLM Should Review Their Regulation and Policies Related to Timber 
Export and Substitution”, United States Government Accountability Office, August, 2018, p 11.

37 Northern Spotted Owl: Strix occidentalis caurina. 
38 Marbled Murrelet: Brachyramphus marmoratus. 
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年までの期間に 87％減少している 39。 

①農務省山林局の土地利用資源管理計画と木材販売
Ａ．土地利用資源管理計画

森林管理と木材生産のために、山林局と土地管理局は、それぞれが森林管理及び木材生産
を執行するための根拠法に基づいて多目的利用持続伐採モデルを作成し、このモデルを基
礎データとして土地利用資源管理計画を策定する。 

山林局が作成する土地利用資源管理計画の根拠となる「多目的利用・持続伐採モデル」は、
1960 年複合利用持続伐採法（the Multiple Use-Sustained Yield Act of 1960）により開発され
たモデルが原型である。同法の目的には、それまで連邦有林管理を規定してきた有機管理法
（the Organic Administration Act）が定めていた資源としての森林の改善及び保護並びに合
衆国市民の利用と必要性のための木材の継続的供給に、魚類及び野生生物生息地、リクレー
ション、エネルギー及び鉱物開発並びに放牧に係る事項が加えられている。

連邦議会は、山林局に 15 年を一期とする土地利用資源管理計画の作成を命じている。山
林局は土地利用資源管理計画の策定をするときに、土地利用資源管理計画を開発、修正また
は改正するための手順を確立する計画規則（Planning Rule）を施行する。最初の計画規則は
1979 年に施行され、現行の土地利用資源管理計画には 2012 年に施行したものが用いられ
ている。 

1960 年複合利用持続伐採法に基づく土地利用資源管理計画に必要な構成要素は、計画範
囲、野外リクレーション、野生生物、魚類及び木材であり、計画で区分した地域別に資源管
理と活動のための目標、基準及びガイドラインを作成する。 

土地利用資源管理計画の構成要素の内、木材について法令が要求している一般的な事項
は、木材生産地の特定及び販売許容量の設定である。山林局は、この特定を行うために木材
生産に適していない土地を特定し、その他の地域を木材生産適地として定めて土地利用資
源管理計画に用いている。ただし、資源状態または野生生物生息地の維持または改善、火災
リスクの低減その他の木材生産以外の目的で木材生産を考慮しなければならない地域につ
いては、場所を特定して土地利用資源管理計画に記載している。

木材生産適地として特定された森林のデータは、山林局が管理する国有林システム（the 
National Forest System： NFS）のデータベースで管理し、山林局の業務用基礎データや一般
に公開されている国有林の状況を示す統計や文書に活用されている。 

木材販売には、土地利用資源管理計画の中で 10 年を一期として設定した販売許容量を用
いる。販売許容量は、将来の伐採量を減少させないように設定する。 

なお、連邦議会の使命に「公共の福祉を維持するために重要と考えられている健全に機能
する森林生態系の維持」が加えられたため、2012 年計画規則の策定プロセスには、新たに

39 Jean M. Daniels, “The Rise and Fall of the Pacific Northwest Log Export Market”, USDA, February, 2005, pp 39-40. 
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市民による政府機関のパフォーマンス測定及び計画への関与が追加されている。このため、
土地利用資源管理計画を策定するときは、これまでの国家環境政策法（ the National 
Environmental Policy Act）その他の環境法及び行政法の遵守に加え、パブリックコメントの
募集、公聴会その他の市民の参加機会の設定が必要になっている 40。 

B．商業用木材販売 
山林局の『木材管理マニュアル』の商業用木材販売の章 41では、商業用木材販売の全般的

な目的を「政府及び国民双方の利益を守る方法で、政府が責任ある者との取引に限定して行
う」と規定するとともに、次の目的を掲げている 42。 

i. コスト効率が良い方法により森林計画に基づき管理される木材販売のための整然
としたプログラムの提供。

ii. 土地利用資源管理計画で指定する販売の種類による販売許容数量を販売。
iii. 木材販売プログラムの計画作成及び管理並びに他の国有林資源の利用との調整。
iv. 地域の林産業への継続的な木材供給サービスの提供。

山林局は商業用木材を販売するために、木材販売スケジュール及び木材販売事業計画を
確定する。 

山林局の通常の商業用木材の販売は、主に立木競争入札により行われているが、南部及び
北部を除く地域ではセリによる販売もできる 43。 

商業用木材販売の種類には「伐区販売」及び「金額販売」があり、土地利用資源管理計画
では伐区別に販売方法を指定する。 

「伐区販売」とは、伐採可能見積量を示した特定の伐区の販売である。伐区販売の契約で
は、販売時に提示される山林局の伐採可能量はあくまでも見積であり、購入者は購入した伐
区の全ての立木を伐採できるが、山林局は立木の実測結果が山林局の伐採可能見積量を下
回ったとしても伐採可能見積材積と実測材積との差を補償する義務を持たないと定めてい
る。 

「金額販売」は、伐区で伐採する木材の量を明確に指定する販売方法である 44。 
実施する個別の販売については、土地利用資源管理計画を逸脱しない限り木材の量また

は販売額の規模による規制はないが、山林局のマニュアルはコスト効率が高い施業を提供

40 “Timber Harvesting on Federal Lands”, Congressional Research Service, Updated April 10, 2020, pp 4-6. 
41 “FS Manual 2431.04, Management of Timber Sale Program”, Effective June 2, 2014,USFS.  
42 2402. “FS Manual 2431.04, Management of Timber Sale Program”, USFS. 
43 2431.4. “FS Manual 2431.04, Management of Timber Sale Program”, USFS. 
44 “11- Types of Commercial Sales, Chapter 10 –Sale Program Development – Gate System, FSH 2409.18 Timber sale 

Preparation Handbook”, Amendment 2409.18-2002-1, USFS
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しながら入札者のニーズに販売規模を一致させるよう規定している 45。 
木材販売スケジュールは、提案する全ての木材販売、販売材積、伐採方法及び５会計年度

先までの期間における関連道路 46整備事業の一覧を内容としている 47。木材販売スケジュ
ールの策定と維持には、承認された森林計画、許可された森林計画を伴わない木材販売行動
計画、事業決定記録、木材情報管理データベース及び道路管理目標を使用して作成する 48。
山林局は、各年の販売予定を一覧表により公表している。 

入札の予定価格は、山林局が設定する地域別地区別評定ゾーン別の標準価格を適用する。
標準価格は、伐区と隣接する市場圏または評価ゾーンでの価格と調整した額とし、標準価格
の最低額を最低価格とする 49。この最低価格は、国家森林基金 50のための伐採料及び森林再
生にその資金を利用できるクヌートンバンデンバーグ基金 51への資金を含めた額とし、山
林局が決定する 52。クヌートンバンデンバーグ基金への最低額は、販売対象立木を高位、中
位及び低位の三つの等級に分類し、このクラス別に全米一律で 100ft3 あたりそれぞれ１ド
ル、３ドルまたは５ドルを課している。ただし、商業用木材用立木以外の木材の小規模販売
価格に含めるこの基金への取引一件あたりの最低預託金は、個人使用目的のクリスマスツ
リー及び薪については５ドル、これら以外は 20 ドルである 53。

山林局の販売事業には、６段階を経て実施する「ゲートシステム」と称する手順があり、
６段階目で落札者と山林局が木材販売契約を締結する。第１段階から第５段階までの各段
階の要件が土地利用資源利用計画の要件に適合しない販売事業計画は、実施に至らない。木
材販売事業実施手順の各段階の概要は、次のとおりである。 

45 2431.13, “FS Manual 2431.04, Management of Timber Sale Program”, Effective June 2, 2014, USFS. 
46 ここでいう「道路」とは、林道または作業道をいう。 
47 2431.21, “FS Manual 2431.04, Management of Timber Sale Program”, Effective June 2, 2014, USFS. 
48 2431.21a, “FS Manual 2431.04, Management of Timber Sale Program”, Effective June 2, 2014, USFS. 
49 2431.31a, “FS Manual 2431.04, Management of Timber Sale Program” , Effective June 2, 2014, USFS. 
50 National Forest Fund。この基金は、連邦議会が主導し、国有林システム（National Forest System）の健全性と森林

利用の市民への活用促進をコミュニティーを基盤として全国的に行う国有林財団（National Forest Foundation）に
よって運用されている。 

51 The Knutson-Vandenberg Deposit。米国では国や公共機関の収益事業に係る独立採算制会計の確保及び特定の使途
のために徴収した資金を管理するために、多くの基金が設定され運用されている。山林局の木材販売の歳入基金は
クヌートンバンデンバーグ基金の外に林地残材を処分する施業に利用できる林地残材処理基金（Brush Disposal）、
立木購入者が建設した林道の恒久的維持に利用できる購入者設置林道基金（Credits for Purchaser-Built Road）及び
サルベージ販売経費に利用できるサルベージ販売基金（Salvage Sale Fund）がある(“Timber Harvesting on Federal
Lands”, Congressional Research Service, Updated April 10, 2020, p 17)。

52 2431.31, “FS Manual 2431.04, Management of Timber Sale Program” , Effective June 2, 2014, USFS. 
53 2431.31b, “FS Manual 2431.04, Management of Timber Sale Program” , Effective June 2, 2014, USFS. 
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a. 第１段階 木材販売事業の初期計画 54

第１段階では、木材販売事業計画の開発が行われる。市況その他の売却可能性の分析
及び土地利用資源管理計画の目的達成のための最も高い費用対効果の見通しを考慮して、
木材販売の実現可能性を検討する。具体的な検討事項は、造林分野の試験、伐採及び輸
送の分析、財務的経済的分析、予算編成、タイムスケジュール並びに担当職員の配置が
主なものである。 

b. 第２段階 事業分析、設計及び決定通知 55

第２段階では、木材販売事業のデザイン設計が行われる。販売事業予定区域内及び周
辺地の現地調査とともに、学際的手順を用いた国家環境政策法の規定に基づく環境に優
れ、コスト効率が高い事業の開発、現場レイアウトの設計並びに伐採及び輸送のシステ
ムを検討する。さらに、資源分析及び財務的経済的効果の見通しを統合して、販売事業
実施の決定権者に提案する。この段階では必要に応じて、環境分析、財務的経済的分析、
資源状況の確認、輸送または伐採の分析及び事業活動計画の準備が行われる。

c. 第３段階 木材販売の準備 56

第３段階では、木材の評価に必要な全てのデータの確認、現地調査、データの収集を
完了し、木材販売のための計画を実施するための準備作業として、個別の販売林区の識
別作業、現場レイアウト作業の完了及び契約準備が行われる。販売林区の識別作業は、
販売対象立木に蛍光塗料でマーキングを施し立木評価を行った後に、物理的マーキング、
伐採対象を特定した説明書または伐採契約満了後の伐区の望ましい林分の特徴を説明し
た文書のいずれかにより行う。 

d. 第４段階 木材販売の宣伝 57

第４段階では、木材販売を行うための文書パッケージの整備作業及び広告が行われる。
文書パッケージに含まれる鑑定書、契約書のサンプル、入札様式、目論見書、評価報告
書、入札様式、入札候補者への通知文、クヌートンバンデンバーグ計画、サルベージ販
売資金計画及び林地残材処分計画の各文書を整える。木材販売広告をするときは文書パ
ッケージも公開され、同パッケージ内の文書には入札のスタートプライスが提示されて
いる。 

54 2432.1, “FS Manual 2431.04, Management of Timber Sale Program” , Effective June 2, 2014, USFS. 
55 2432.2, “FS Manual 2431.04, Management of Timber Sale Program” , Effective June 2, 2014, USFS. 
56 2431.3, “FS Manual 2431.04, Management of Timber Sale Program” , Effective June 2, 2014, USFS. 
57 2431.4, “FS Manual 2431.04, Management of Timber Sale Program” , Effective June 2, 2014, USFS. 
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e. 第５段階 入札実施 58

第５段階では、入札を実施する。入札を実施した後は、全ての応札額を確認し、応札
の中から通常とはかけ離れた高値の札があればそれを特定し、合理的、かつ、最高値で
応札をした者を落札者とする。 

f. 第６段階 木材販売契約の締結 59

第６段階では、落札者と山林局が木材販売契約を締結する。落札者は、タイムライン、
伐採方法、道路建設その他の契約書に記載されている条件に基づき伐採を行う。一般的
な伐採有効期限は、契約締結後 3 年である。 

②内務省土地管理局の土地利用資源管理計画と木材販売
内務省土地管理局は、1946 年に公有地を管理するために設立された比較的新しい連邦機

関である。設立当初、同局は木材を処分する権限を持っていなかったが、連邦議会は同局に
1947 年資材法（the Material Act of 1947）に基づく「森林資材」の処分を許可した。 

1976 年以降、土地管理局は、同局の土地管理責任を明示した 1976 年連邦土地政策管理
法に基づく公有地管理と木材販売を実施している。1976 年連邦土地政策管理法は、同局に
米国市民のニーズを満たす利用の組合せを考慮した調和がとれ協調した複数の利用のため
の土地管理を要求している 60。 

ただし、土地管理局の木材販売量の 93％は、オレゴン州西部のオレゴン州とカリフォル
ニア州を結ぶ鉄道を再建するために確保されたオレゴン・カリフォルニア鉄道（O&C）用地
で行われている 61。この土地における木材生産については、1976 年連邦土地政策管理法で
はなく、この土地のために独自に制定された 1937 年オレゴン・カリフォルニア土地法（the
Oregon and California Land Act of 1937）を根拠に行われている。同法は、オレゴン・カリフ
ォルニア鉄道用地は持続的な伐採、リクレーション並びに地域のコミュニティー及び産業
の経済的安定への貢献のために管理されなくてはならないと規定している 62。

Ａ．資源管理計画 
連邦議会は、土地管理局に 1976 年連邦土地政策管理法に基づく公有地管理計画の策定、

維持及び改正作業を指示している。同計画は、土地の管理、利用及び保全の枠組を設定する。
土地管理局の公有地計画に含まれる資源管理計画には、計画の期限が設定されていない。こ

58 2431.5, “FS Manual 2431.04, Management of Timber Sale Program” , Effective June 2, 2014, USFS. 
59 2431.6, “FS Manual 2431.04, Management of Timber Sale Program” , Effective June 2, 2014, USFS. 
60 1976 年連邦土地政策管理法第 1702e 条 h 項。 
61 “Timber Harvesting on Federal Lands”, Congressional Research Service, Updated April 10, 2020, p 14. 
62 “Timber Harvesting on Federal Lands”, Congressional Research Service, Updated April 10, 2020, p 11. 
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のため、土地管理局が法令に基づく監視並びに森林の状態を示す指標の設定及び評価を行
い、天然更新の不調、病虫害または自然災害の発生その他の予測できなかった要因により計
画上想定していた状況に変化があったときは計画を改正して対応している。 

土地管理局の資源管理計画の策定においては、連邦議会が学際的プロセスを経た土地の
管理、利用及び保全の枠組を提供する。資源管理計画には伐採が発生する可能性がある場所
の特定及び持続可能な伐採のためのスケールを含む記述が盛り込まれる 63。 

B．商業用木材販売 
土地管理局では、資源管理計画の成果を得るために、長期的伐採を担保できる持続的伐採

地域の特定その他の管理措置を設定し、永続的な障害を発生させずに維持できる地域を対
象とした 10 年間を一期とする許容木材販売量を決定し、許容木材販売量に基づく年間販売
計画を作成する。年間販売計画には、年別の販売量及び伐採面積とともに許可できる伐採方
法が含まれている 64。 

土地管理局は販売を行う前に、立木へのマーキングまたは伐区を識別できる方法で囲む
物理的識別をした後、立木評価を行うとともに、伐採目録及び販売契約書を準備し、木材販
売の公告をする。 

木材の販売は山林局と同様の方法による競争入札方式であり、利害関係者で入札参加資
格がある者が入札に参加できる。入札の結果、最も高い価格で入札した者が土地管理局と伐
採契約を締結し、落札者は契約条件に基づく伐採を行える。土地管理局の伐採契約による一
般的な伐採期限は、山林局同様、契約締結日から３年である。 

木材の販売収入は、土地管理局の基金に繰り入れられる。西部の 17 州における木材収益
にあっては水基盤整備に基金を利用できる埋立基金 65に繰り入れられるが、オレゴン・カリ
フォルニア鉄道用地で行われた木材販売による収益は、サルベージ販売の準備と管理に基
金を利用できる森林生態系回復基金 66に繰り入れられる 67。

（２）ワシントン州、オレゴン州の林業施業法令
連邦有林を除く森林に係る資源及び林産業を含む事業所の管理は、州の個別事案として

原則として州政府が州の法令により規定している。 
州の法令については、日本と林産物貿易のつながりが強いワシントン州及びオレゴン州

を調査対象として報告する。 

63 “Timber Harvesting on Federal Lands”, Congressional Research Service, Updated April 10, 2020, p 11. 
64 “Timber Harvesting on Federal Lands”, Congressional Research Service, Updated April 10, 2020, pp 11-12.。 
65 Reclamation Fund. 
66 Forest Ecosystem Health and Recovery Fund. 
67 “Timber Harvesting on Federal Lands”, Congressional Research Service, Updated April 10, 2020, p 14. 
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①ワシントン州
Ａ．森林及び林産業の概要
ワシントン州は、米国本土北西部の太平洋沿岸にカナダと接して位置している。州の面積

は 18 万 5,270 ㎢と日本の国土面積のほぼ半分、森林面積は 965 万 9,000ha で州面積の 52％
を占めている（表５.３）。 

ワシントン州における森林所有形態の特徴は、森林面積に対する公有林面積の割合が
57％（553 万 4,000ha）と高い点である（全米の同割合は 42％）。 

連邦有林面積（427 万 ha）は、州の森林面積の 44％を占め、連邦有林の 85％（362 万
9,000ha）は農務省山林局が管理している。内務省土地管理局は、全米レベルでは山林局に
次いで広い 16％の連邦有林を管理しているが、ワシントン州で同局が管理している連邦有
林面積（２万 4,000ha）は、連邦有林面積の１％にすぎない。さらに州有林面積は、州森林
面積の 11％（106 万 7,000ha）である。 

州の森林面積の 43％（412 万 6,000ha）を占める私有林は、会社有林（207 万 6,000ha）
と個人所有林（204 万 9,000ha）が半分ずつの割合を占めている（表５.４）。 

ワシントン州には南北に走るカスケード山脈があり、山脈を挟んで西側と東側では気候
と森林植生が異なっている。カスケード山脈の西側の地域は、太平洋からの湿った空気が同
山脈に当たり多くの雨をもたらす湿潤な気候で、米国屈指の森林地帯が展開している。一方
でカスケード山脈の東側の地域は、カスケード山脈が太平洋の湿った空気を遮るため乾燥
した気候である。カスケード山脈の東側の地域には、乾燥に強いマツ類を主体とした森林、
草地または乾燥地が広がっている。 

ワシントン州天然資源省（Department of Natural Resources）が 2016 年に実施した調査結
果 68から、ワシントン州の林産業の状況をとりまとめると、次のようである。 

2016 年に州内の木材加工工場で加工された丸太及び州内の港湾から出荷された丸太の合
計材積は 1,401 万 2,000 ㎥であった。この内、12％（約 168 万 1,000 ㎥）はオレゴン州産丸
太で、オレゴン州からワシントン州南部のロングビュー港に輸出のために回送された丸太
である。一方で米国の他の州からの流入材及びカナダのブリティッシュコロンビア州から
の輸入材が３％弱（約 40 万㎥）あったので、オレゴン州からの輸出用丸太を除くと、2016
年には 1,273 万 1,000 ㎥の丸太がワシントン州内で流通していた計算になる。 

なお、ワシントン州天然資源省によれば、2016 年の州内の丸太生産量の 54％は会社有林、
16％は小規模林家によるもので、丸太生産量の７割は私有林が担っている。さらに丸太生産
量に占める州有林の割合は 16％であり、州森林面積の 77％を占める連邦有林による丸太生
産量は３％未満である。 

ワシントン州の主要林産業は製材業とパルプ製造業で、2016 年には製材工場が 88 件、パ

68 “2016 Washington Mill Survey”, Washington State Department of Natural Resources, December 2017. この調査はワ
シントン州天然資源局が州内の製材工場、パルプ工場その他の一次木材加工業を対象に 1968 年から実施している
任意調査で、数値を引用した 2016 年調査（調査時点で最新の公表データ）の回答率は 88％であった。
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ルプ工場は 12 件が操業している。
2016 年の製材工場数は 2016 年の 137 件から 38％減少し、製材品生産量も 2006 年の

1,167 万 6,000 ㎥から 2016 年の 821 万 3,000 ㎥に 30％減少している。工場数と製材品生産
量は減少しているものの、現存の工場では新しい技術と製造規格を導入して操業している
ため、１工場あたりの生産量は 2006 年の約８万 5,000 ㎥から 2016 年には約９万 3,000 ㎥
に増加している 69。2016 年の製材工場の樹種別原木消費量の割合は、ベイマツが 59％、ベ
イツガが 20％であった。

2006 年以降のパルプ製造量については、インターネット販売に使用するパッケージの需
要の高まりにより堅調に推移してきた。パルプ製造量は 2006 年の 388 万 8,000ｔから 2016
年には 442 万 8,000ｔに 14％増加した。 

ワシントン州では豊かな森林資源がカスケード山脈の西側の地域に展開しているため、
林産物製造業もこの地域に多く立地している。製材工場は 88 件中 84 件、パルプ工場も 12
件中 10 件がカスケード山脈の西側で操業している。 

Ｂ，林業施業法令 
ワシントン州の森林管理及び木材生産に係る主要法令は、州法 RCW76.0970章の中に定め

る林業施業法（Forest Practices）及び州規則 WAC222-0871章の中に定める林業施業規則
（Practices and Procedures）である 72。さらに、林業施業規則が定める林業施業、道路建設
その他の技術的な要件を達成するための法令文書として、林業施業理事会（Forest Practices 
Board）が定めた林業施業マニュアル（Forest Practices Board Manual）が制定されている。 

これらの法令を適用する林業施業とは、林地または林地に直接関係する育林、伐採及び枝

69 2006 年の製材品生産量の資料は、“2006 Washington Mill Survey”, Washington State Department of Natural 
Resources, December 2008。 

70 RCW は Revise Code of Washington の略称で、ワシントン州で現在施行されている全ての恒久法に付与された識別
コードである。RCW に続く上２桁の数字は章番号、次の２桁は節番号であり、林業関係の法令については 76 番代
の番号が付され、森林保護法には 76.04、森林病虫害防止法には 76.06、林業施業法は 76.09 のように区分されてい
る。これらに続く下３桁の番号は、条番号である。 

条項番号が判っている条文の内容をウェブサイトで確認するときは、検索エンジンに RCW から始まる法令番号
だけを入力すれば州政府が管理するウェブサイト上の該当法令を表示できる。

71 WAC は Washington Administrative Code の略称で、ワシントン州で現在施行されている全ての恒久規則に RCW
と同様の構成で法令番号を付与している。

72 法令の英文の題名は本文表記のとおりであるが、法令の上位下位の区別がつきにくい題名であるため、ワシントン
州天然資源省及び林産業界のウェブサイトや文書でも Forest Practice にあっては「Forest Practice Act」、Practices 
and Procedures にあっては「Forest Practice Rule」の通称を使用している。さらに、日本式の法令構成では、
Forest Practice Rule は「法」である Forest Practice Act に次ぐ「令」に該当するが、一般的に米国の州規則の法令
は、具体的、かつ、詳細に記述され、その内容は英文正式の題名のとおり行政手続その他の詳細な内容を含んでお
り、日本の「令」と「規則」を併せた内容になっている。このため、本報告書における法令の和名の題名には、
Forest Practice Act については「林業施業法」を用いたが、Practices and Procedures については翻訳と実務者の便
宜も考慮して、あえて「林業施業令」の名称は用いずに「林業施業規則」とした。 
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払い並びに玉切その他の造材に係る活動をいい、林道及び作業道の建設、主伐、除間伐、衛
生伐その他の伐採、再造林、受粉作業、病虫害防止作業、サルベージ並びに除草の施業が含
まれる。一方で、立木へのマーキング、測量、道路標識の設置その他の林業施業の準備作業、
ベリー、シダ、ヤドリギ、ハーブ、キノコその他の林地から偶発的に生ずる植生の除去及び
収穫並びに森林の土壌及び立木または公共資源への損害復旧作業は、林業施業に含めてい
ない 73。 

林業施業法令の制定及び改廃は、林業施業法にあっては州議会、林業施業法にあっては林
業施業理事会の議決事項である 74 

林業施業理事会とは、林業施業法の規定に基づき林業施業規則の採択及び改廃を行う州
政府機関をいう。同理事会の理事の任期は４年で、理事長は公有地のコミッショナーまたは
コミッショナーが指名した者が勤め、理事は州の商務省（Department of Commerce）、農務
省（Department of Agriculture）、エコロジー省（Department of Ecology）及び野生生物省
（Department of Fish and Wildlife）の各長官または各長官が指名した者並びに郡の立法当局
から選出され知事が任命した者、州全域規模の労働組合に所属する木材労働者連合が推薦
した州内の三つの主要木材加工組合の中の一団体から知事が任命した者及び一般市民６名
（保有地を積極的に管理する小規模森林所有者及び独立した素材生産業者からの選出者各
１名を含む）で構成している 75。

現行の林業施業法は、1993 年５月に発効している。林業施業法の立法宣言条項では、林
業施業法を立法する重要な背景として、次の４項目を掲げている。 

i. 森林資源が州内の全ての資源の中で最も価値があるものの一つであること。
ii. 林産業が州の経済にとって最も重要であること。
iii. 健全な政策の一環としての商業用の公有林及私有林における天然資源保護の管理

は、公共の利益であること。
iv. 林業の維持とともに、森林の土壌、漁業、野生生物、水の量と質、大気、リクレー

ション、景観の保全の保護は重要であること。

さらに州議会は、林業施業規則の採択を通じて、包括的な法体系と林業施業規則の制定及
びその維持は州の公益であると確認し、次の目的及び政策の達成を宣言している 76。 

【目的】 
i. 地球規模の環境保護の潮流とそれから生じる森林所有者への影響を軽減するための

是正措置実施を推奨する。

73 林業施業法 RCW 76.09.020 (17)。 
74 林業施業法 RCW 76.09.040 (1)(a)。 
75 林業施業法 RCW 76.09.030。 
76 林業施業法 RCW 76.09.010。 
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ii. 林業施業許可の申請者による環境保護に必要な審査費用の支払い及び同申請者への
許可申請への支援を行う。

【政策】 

i. 木材の成長を維持または促進し、伐採後の土壌の木材生産能力を合理的に利用す
る生産林での商業用樹種の再造林を要求する。

ii. 林業施業を実施するときは、全ての合理的技術手法を利用し、森林の土壌及び公共
資源の保護を行う。

iii. 木材の成長と伐採による公的利益または私的利益は、ともに有益であると認識す
る。

iv. 本法の目的と政策に一致する最大の施業を許可し、効率を高める。
v. 不必要な規定の重複を避けるために、林業施業規則を提供する。
vi. 州の省庁間及び州政府機関と部族間の調整及び協力を行う。
vii. 林業施業により生ずる水質汚濁については、連邦法及び州法が定める全ての要件

を充足する。
viii. 地域総合計画及びゾーニング規制に含む合理的土地利用計画の目標及び概念の検

討を行う。
ix. 公的資源管理者、森林所有者、インディアン部族及び州民の相互の協力の促進。
x. 林業施業の累積的な影響に対応する流域分析システムを開発し、少なくとも公共

資源である魚類、水及び公共資本の改善に適応させる。
xi. 森林所有者が公共資源の保護の結果として得る生態系サービスの時価総額及び資

金調達を支援する。

Ａ．森林管理計画 
ワシントン州では造林と伐採を目的に使用している５エーカー（2.2ha）以上の連続した

土地を生産林 77と定義し 78、固定資産税法 79の規定により、生産林所有者に森林管理計画の
作成を義務付けている。同法は、生産林の所有者が土地の登記をするときに、郡が固定資産
税率を算定するための森林管理計画を含む木材管理計画の提出を求めている 80。 

木材管理計画とは、訓練を受けた森林管理者または造林と伐採のための土地の使用に係
る管理施業の十分な知識を持っている第三者により作成された計画をいい 81、同計画は所

77 Forestland 
78 林業施業法 RCW 76.09.020 及び固定資産税法 RCW 84.33.035 (５)。 
79 州法第 84 章（RCW 84）Property Taxes。 
80 固定資産税法 RCW 84.33.041。 
81 固定資産税法 RCW 84.33.035 (21) 
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有地が森林である事実の法的説明、５エーカー（2.2ha）以上の連続した土地を造林と伐採
に使用している旨のステートメント、森林資源概要、森林管理計画（過去３年以内に伐採が
行われた場合または非商業用樹種造林を行っている場合は、所有者による再造林計画を含
む）、家畜放牧の有無のステートメントで構成されている 82。 

歳入省（Department of Revenue）及び天然資源省は、生産林所有者の森林管理計画作成を
支援するために『森林管理計画ガイドライン』を提供している。同ガイドラインによれば、
生産林所有者に必要とされる訓練を受けた専門家または第三者が開発する森林管理計画の
作成のために有効なプログラムとして、天然資源省と連邦農務省山林局が共同で実施して
いるフォレストスチュワードシッププログラム 83、連邦農務省天然資源保護局（USDA 
Natural Resources Conservation Service）が実施している連邦農務省農業法保護プログラム 84

もしくは本報告書の森林認証の項で報告した ATFS85に加入しているワシントンツリーファ
ームプログラムが実施している認証人工林プログラム 86または歳入省と郡の課税評価事務
所が実施し生産林所有者が現在使用している森林固定資産税プログラムの活用を推奨して
いる 87。 

森林管理計画は、申請者及び計画作成に係る情報を記した鑑及び計画内容で構成されて
いる。 

森林管理計画の申請書の鑑に記載する事項は、次のとおりである。 
i. 土地所有者の情報。
ii. 森林面積及び森林の位置情報及びフォレスターまたは資源専門家の連絡先その

他の計画作成者の情報。
iii. 土地所有者自身が作成した計画である場合は作成を支援した専門家の情報。
iv. 生産林全体の所有目的。
v. 生産林の一般的説明。
vi. 生産林資源の説明。
vii. 20 年またはそれ以上の期間に見込まれる管理活動のタイムテーブル。
viii. 土地所有者及び計画承認担当官の署名欄。

鑑に続く森林管理計画の主な内容は次のとおりであり、林地の状況及び対応する施業計

82 固定資産税法 RCW 84.33.035 (21)及び林業施業法 RCW 84.34.041。. 
83 Forest Stewardship Program. 
84 USDA Farm Bill Conservation Programs． 
85 American Tree Farm System. 
86 Certified Tree Farm Program. 
87 “Washington State Integrated Forest management Plan Guidelines & Template”, Washington State Department of 

Revenue, Revised and Updated March, 2017, p2. 
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画を具体的に記載する 88。 
a. 森林の健全性

i. 資源状況及び管理施業。
ii. 森林火災のリスク及びリスク削減措置。
iii. 外来動植物種の状況及び対応措置。

b. 土壌
i. 土壌の状態及び性質並びに林業管理活動に影響する懸念事項。
ii. 土壌関連問題の防止措置（懸念事項がある場合）。

c. 水質、魚類生息地及び湿地
i. 小川、湿地、水質及び魚類その他の水性生物の状態並びに既知の水性生物の特定。 
ii. 懸念事項並びに河岸、魚道、魚類生息地及び水質の保護、改善または復元のため

の管理手法（懸念事項がある場合）。
d. 森林資源、立木及び木材製品

i. 樹種、樹齢、胸高直径、立木密度、立木の品質及び下層植生並びに材積（オプシ
ョン）の林班別説明。州東部の生産林については、植物群の説明。

ii. 生産量を含む丸太その他の木材製品の現在及び将来の量、品質及び価格を維持
または改善するための管理施業の説明し、該当する場合は再造林計画または造
林計画。

e. 現場へのアクセス、林道及び作業道
i. 路面、河川横断の有無、橋、暗渠その他の既存の林道及び作業道路の状況。
ii. 道路地権者、道路使用許可または通行制限の内容。
iii. 林道及び作業道の維持または廃止の計画。

f. 野生生物
i. 出現が知られているまたは一般的に出現が見込まれる野生生物種のリスト及び

野生生物生息地の倒木、餌となる植物その他の構成要素の状態。
ii. 懸念される資源の特定。

g. 特定または重要な資産及び生物多様性の保護
i. 保護に値する固有、重要もしくは特別な場所の特定及びその場所を保護、強化、

または復元するための施業。
ii. 生産林内に生息している州または連邦により絶滅の危機に瀕している種、絶滅

危惧種及び絶滅懸念種に指定されている動植物及びこれらの種及び生息地の問
題を特定し、これらの資源を保護、強化または復元するための施業。

h. 文化的資産及び史跡

88 “Washington State Integrated Forest management Plan Guidelines & Template”, Washington State Department of 
Revenue, Revised and Updated March, 2017, p4.
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i. 既知の文化的資産または史跡を特定し、その決定理由を提示。
ii. 文化的資産または史跡を保護するための施業を特定。

なお、ワシントン州及びオレゴン州で林業施業法令の遵守状況を確認するときに注意し
なければならないのは、すでに承認を受けた森林管理計画の施業または法令で定められた
施業の方法、手順または内容と異なる施業の実施が合理的であると生産林所有者が判断し
たときは、ワシントン州にあっては代替計画、オレゴン州にあっては代替施業の実施を州の
担当機関に申請し、州の担当機関が申請を承認したときは申請した施業を実行できる点で
ある 89。現地の木材生産者の法令遵守状況を確認するときに現地企業の施業が法令で定め
る手順や方法と異なっている場合は、ワシントン州にあっては天然資源省が承認した代替
計画に基づく施業、オレゴン州にあっては林業省の森林官が承認した代替施業が行われて
いる可能性が高いので注意する必要がある。 

ワシントン州で代替計画 90の対象となるのは、次の事項である。
i. 公的文化的資源及び複数の林業施業による魚類生息地の保護または回復を行うため

の流域分析 91。
ii. 土地所有者の任意登録により林業施業理事会が指定した河川区域及び生産林内の重

要な野生生物の生息地の保護を目的に購入または寄付により取得する地役権を設定
するための「河川及び生息地オープンスペースプログラム」92。

iii. 林道の建設及び維持管理、伐採、再造林並びに森林化学物質の使用に係る計画。

ワシントン州で代替計画を実施するためには、次を内容とした書類を含めた申請書を天
然資源省に提出し、同省の承認を受ける必要がある。 

i. 林業施業の影響が出る河川、海域、湿地、不安定な斜面及び既存の道路を表示した地
図。

ii. 承認基準を満たす公的資源の保護を達成するための代替施業の方法とその説明。
iii. 代替計画に置き換えられる施業の一覧。
iv. モニタリング及び管理方針の説明（該当する場合）並びに実施スケジュール（該当す

る場合）。

森林管理計画または代替計画の申請書を受理した天然資源省は、学際的チームを組織し、

89 ワシントン州林業施業規則 WAC 222-12-041 及びオレゴン州林業施業計画規則 ORS 629-605-0173。 
90 ワシントン州林業施業規則で Alternate Plan と記されている名称を代替計画と訳したが、正確な意味合いは「代

替」計画よりも「差替」計画に近い。
91 林業施業規則 WAC 222-22。 
92 林業施業規則 WAC 222-23。Rivers and Habitat open Space Program。旧称は「河岸オープンスペースプログラム

（Riparian Open Space Program）」。 
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同チームの作業完了期限を設定する。学際的チームは、代替計画の評価に必要な資格を持つ
者、土地所有者及びインディアン部族の代表者並びにエコロジー省、野生生物省及び天然資
源省の森林官により構成し、天然資源省職員が率いる。学際的チームは現地調査を行い、推
奨事項を検討した上でそれを省に提出する。学際的チームから推奨事項を受け取った天然
資源省は、省の承認基準に基づいて申請の承認、不承認または条件付承認を決定する 93。 

天然資源省には、承認した代替計画のモニタリング及び監査の実施が義務づけられ、実施
報告書の確認とともに現場検証を含むより広範な監査を実施する場合がある。さらに天然
資源省小規模森林所有者事務所には、河川また流域単位で重要な河川機能への小規模森林
所有者による施業の累積的な影響評価の実施が義務づけられており、天然資源省は評価報
告書を林業施業委員会に提出しなければならない 94。 

天然資源省が承認した森林管理計画は、承認後の施業や災害の影響により森林の状態が変
化したときに随時更新する 95。ただし小規模森林所有者 96の森林管理計画の更新について
は、小規模森林所有者の林業施業実施時期に柔軟性を確保する必要があるため、土地所有者
の裁量により有効期限を４年から 15 年までとする長期森林管理計画が設定できる 97。 

天然資源省は林業施業規則の規定 98に基づき、同省内に設置した小規模森林所有者事務所
（Small Forest Landowner Office）による家族所有の小規模森林の所有者への森林管理計画
開発を含む森林管理支援及び林業施業申請手続、林道及び作業道の橋または暗渠の架け替
えのための財政支援その他の支援プログラムを提供している 99。 

Ｂ．施業許可 
生産林の施業は、特定の条件を満たすものを除き、原則として許可制である。土地所有者

が生産林で施業を行うときは、規制機関である天然資源省また地方自治体に施業許可申請
をし、同省から許可がおりた後に林業施業規則を遵守しながら実施する。 

施業許可を要さないで実施できる施業は、次のとおりである 100。 
i. 規制当局が天然資源省である公共資源に、損害を与える可能性がない最小限の特定

の施業。ただし、このような施業であっても規制当局が郡その他の地方自治体であ

93 林業施業規則 WAC 222-12-041 (4)-(7)。 
94 林業施業規則 WAC 222-12-0405(1)。 
95 “Washington State Integrated Forest management Plan Guidelines & Template”, Washington State Department of 

Revenue, Revised and Updated March, 2017, p3.
96 小規模森林所有者とは、平均年間伐採量が 200 万 BF（9,040 ㎥）以下の森林を所有する者をいう（RCW 

76.09.450）。
97 林業施業法 WRC 222-12-035。 
98 林業施業規則 WAC 222-12-041。 
99 https://www.dnr.wa.gov/sflo 
100 林業施業法 RCW 76.09.050 及び林業施業規則 WAC 222-12-020。 
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るものについては、地方自治体の規則により施業許可を要する場合がある。 
ii. 天然資源省の承認を受けた森林管理計画または同省に土地所有者が提出した将来

10 年間に渡り森林を商業用林産物生産以外の用途に供さない旨の覚書が対象とす
る森林で、森林以外の土地用途に指定されている土地に所在する森林での施業、天
然資源省が土地用途は森林であるものの都市建設への転換が将来可能であると認め
た造林されていない土地での施業及び都市拡大地域内の森林での伐採及び道路建設。 

天然資源省その他の規制当局が施業申請を受理してから許可するまでの日数は、施業区
分別に定められている。公共資源に損害を与える可能性が概して小さい施業については、５
日後に施業開始が認められる。野生生物省の審査対象となる施業については原則 30 日以内
であるが、審査のための現地調査を必要としない施業は 14 日以内、複数年に渡る施業の申
請は 45 日以内に申請許可の諾否を決定する。これら以外の施業許可が必要な施業は 30 日
以内に申請許可の諾否を決定するが、例外規定として小規模森林所有者による長期申請に
ついては資源と道路の評価及び資源保護方針のレビューを経てから決定するとの規定が、
野生生物省のレビューを要する申請にあっては 60 日以内に申請の諾否を決定する規定が、
環境ステートメントが必要な施業については追加の時間を要するとの規定がある 101。 

これらの施業に係る申請手続及び許可は、文書により行われる。 

Ｃ．施業手続きと検査 
天然資源省は、施業活動が州の天然資源に重大な損害を与えないようにするため、施業現

場の検査を実施している。同省による検査は、施業の実施前、実施中及び実施後に行い、伐
採及び再造林については全ての施業を対象に、その他の施業については必要に応じて行わ
れている 102。 

土地所有者が伐採施業を行うためには、伐採計画を作成し、天然資源省に施業申請をしな
ければならない。林業施業規則が対象としている伐採施業は、偶発的な植生または個人消費
用の薪材採取のための伐採を除く全ての伐採である。伐採施業に係るワシントン州の林業
施業規則は、河岸及び水質の保護に重点がおかれており、伐採施業には野生生物及び水生生
物資源、これらに関連する生息地並びに河岸機能の保護を目的とした規制がなされている
103。このため伐採システムは、貯木及びスキッディングを経済的に行い、かつ、生態学的目
標を達成できるように地形、土壌及び樹種に適したものでなければならないと規定してい
る。林業施業規則の規定は、伐採計画を天然資源省に申請する前に、天然資源省及び野生生

101 林業施業規則 WAC 222-12-030。
102 林業施業法 RCW 76.09.150。 
103 林業施業規則 WAC 222-30-010。 
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物省に事前の相談をするよう勧めている 104。 
林業施業法は、天然資源省に同法の遵守を確保するための伐採跡地の検査 105及び再造林

を視野に入れながら伐採地の土地が木材生産以外の他の用途としてどれだけの価値がある
のかを確認するための土地調査の実施を要求している 106。 

なお、林業施業法はエコロジー省に、水質保全及び廃棄物処理規定遵守の状況確認のため
の生産林への立入りを認めている 107。 

伐採後に行う再造林は、林業施業法の立法目的 108にも謳われている政策上最も重要な施
業の一つであり、十分な再造林は土地所有者の義務である。 

土地所有者は、義務である再造林を実施するために、天然資源省に再造林計画を作成して
同計画の承認を求めなければならない。天然資源省は、林業施業規則の規定に基づく許容蓄
積量が達成できると判断したときは、再造林計画の申請を承認する 109。 

林業施業規則が定める再造林が必要な箇所は次のとおりである 110。 
i. 土地が森林以外の用途に転換されている伐採跡地及び土地が都市利用に転換される

可能性があると天然資源省が特定している地域を除く地域での皆伐跡地。
ii. 立木材積の 50％以上が５年以内に除去される部分的な伐採跡地で、残存立木が土壌

の木材生産能力を理論的に保持できないと判断できる場所。

一方で、次に掲げる木材の除去または伐採については、再造林が不要とされている 111。 
i. 単体の枯死木及び倒木またはサルベージされた倒木。
ii. 商品に値しない単体の立木及び農地または放牧地における特定の立木の伐採。
iii. 間伐。
iv. カスケード山脈西側の地域では、１エーカー（0.4ha）あたり平均 190 本（生産能力

が高い地域では 150 本）の健全で損傷がない商業用樹種で十分な分布がなされるよ
うに播種施業が完了している場所または十分な分布がなされている健全で損傷がな
い稚樹もしくは商品化できる立木が残存している伐採跡地。

v. カスケード山脈東側の地域では、１エーカー（0.4ha）あたり平均 150 本の健全で損
傷がない商業用樹種で十分な分布がなされるように播種施業が完了している場所ま

104 林業施業規則 WAC 222-30-020。 
105 林業施業法 RCW 76.09.150。 
106 林業施業法 RCW 76.09.290。 
107 林業施業法 RCW 76.09.160。 
108 林業施業法 RCW 76.09.010(2)(a)。 
109 林業施業規則 WAC 222-34-030(1)。 
110 林業施業規則 WAC 222-34-010(1)(a)及び WAC 222-34-020(1)(a)。 
111 林業施業規則 WAC 222-34-010(1)(b)及び WAC 222-34-020(1)(b)。 
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たは１エーカーあたり 100 本以上の健全で損傷していない立木が十分に分布し、優
勢な樹種、苗木もしくは商業用樹種が残存している伐採跡地。 

再造林規格は、カスケード山脈の西側と東側で区分して設定されている。原則として再造
林が達成したとみなせるのは、少なくとも一回の伐採のために成育させる健全で損傷がな
い商業用樹種の稚樹が１エーカー（0.4ha）あたりカスケード山脈の西側にあっては 190 本
以上、同じく東側にあっては 150 本以上十分に分布していると認められる状態であり、競
合する植生は、商業用樹種の定着、生存及び成長を可能にするために必要な範囲で除去され
ていなければならない。ただし、再造林地の木材生産能力を理論的に活用する場合は、カス
ケード山脈西側にあっては 1 エーカーあたり 150 本未満、同じく東側にあっては 120 本未
満の稚樹定着により再造林が許容される場合がある 112。

なお、天然更新による再造林については、この再造林規格に次の条件を加えて達成評価を
している 113。 

i. 商業用樹種で形質が良い樹木を供給源とした種子の生産が可能であること。
ii. 母樹の所有者は、計画で指定された期間または再造林達成検査報告書が発行される

までの期間に種子の採取を行わないこと。
iii. カスケード山脈の西側では１エーカー（0.4ha）あたり少なくとも８本の相互の距離

が 400ft（122ｍ）以上を保ち、かつ、十分に分布している損傷がなく、強風に耐え
うる健全な母樹がマーキングにより識別できること。

iv. カスケード山脈の東側では、天然資源省に承認された計画に示された場所で保存さ
れている強風に耐えうる母樹群が 40 エーカー（17.4ha）の林区またはその一部で林
区面積の少なくとも５％の面積を占め、かつ、１エーカー（約 0.4ha）あたり少なく
とも４本の損傷がない母樹が 40 エーカー（17.4ha）の林区またはその一部に十分に
分布していること。

林業施業規則では、再造林完了期限を人工更新は３年 114、天然更新は天然資源省の天然
更新計画に基づく同省の決定に基づき１年から 10 年以内に定めるとしている 115。ただし、
次に掲げる場合は、再造林完了期限の延長が認めらていれる 116。 

i. 種子または苗木が入手できない場合（再造林完了期限を延長）。
ii. 天然更新計画が天然資源省により承認された場合（最長５年間）。

112 林業施業規則 WAC 222-34-010 (2)・(3)及び WAC 222-34-020(2)・(3)。 
113 林業施業規則 WAC 222-34-010 (5)及び WAC 222-34-020(5)。 
114 林業施業規則 WAC 222-34-010(3)。 
115 林業施業規則 WAC 222-34-010(5)。 
116 林業施業法 RCW 76.09.070(1)。 
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iii. 天然資源省が天然更新の生産性が低いと指定した土地での天然更新（最長 10 年
間）。

土地所有者、立木所有者またはこれらが指名した者 117は、再造林施業が完了したときま
たは造林シーズンが終わったときに天然資源省に再造林報告書を提出しなければならない
118。再造林報告書では、少なくとも林業施業通知書又は通知書の原本の文書番号、植林また
は播種をした樹種、苗木の樹齢または播種に使用した種子の母樹が所在する地域及び植林
または播種を実施した場所の説明が求められる 119。 

天然資源省は、この報告書を受理してから 12 か月以内に再造林地の検査を行う。天然資
源省は、検査により補植もしくは再度造林が必要であると判断したときは、検査完了後 30
日以内に再造林報告書提出者に通知を発するとともに再造林規格に適合するための指導を
行わなくてはならない。この天然資源省の通知及び指導により補植またはさらなる再造林
を行った者は、施業を完了した後に補植報告書または再造林報告書を同省に提出し、同省は
報告書を受理してから 12 か月以内に再度検査を実施する。補植に係る規定では、公共資源
を保護するために森林蓄積の改善が必要であり、かつ、施業実施が可能である場合を除き、
天然資源省は二回に渡り補植を適切に実施した後に許容できる立木蓄積水準に達しない場
合は、さらなる補植を要求しないと定めている 120。 

Ｄ．森林または立木の所有権移転時の伝達事項 
再造林義務は、土地または立木を売却または譲渡するときも譲渡人から譲受人に引き継

がれる。所有権を移転するときは、譲渡人から譲受人に再造林義務と再造林の内容を天然資
源省が定める様式を用いた通知書により知らせ、譲受人は再造林に係る全ての義務を承諾
したときは通知書に署名しなければならない。譲受人が署名した通知書の写しは、譲渡人に
より天然資源省に送付される 121。 

さらに、土地用途が森林以外の用途に転換されている地域の森林の所有権を移転すると
きは、譲渡人が譲受人にこの旨の通知を天然資源省指定の様式を用いた通知書により行わ
なければならない。土地所有者は、森林以外の土地用途に所在している森林で商業的造林及
び伐採を行う場合は、その森林の利用目的を 10 年間変更しない旨の宣誓書を州政府に提出

117 再造林の実施主体には、土地所有者の他に立木販売により獲得した立木の所有者または土地所有者もしくは立木所
有者から伐採及び再造林を請け負った素材生産者があり、林業施業規則では天然資源省に再造林報告書を提出する
者として、これらの再造林実施主体をあげている。 

118 林業施業規則 WAC 222-34-030(2)。 
119 林業施業規則 WAC 222-34-030(3) 
120 林業施業規則 WAC 222-34-030(4) 
121 林業施業法 RCW 76.09.070(2)-(4)。 
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している 122ので、譲受人がこの森林を引続き生産林として管理するのであれば、この宣誓
をし、その森林を生産林として登記しなければならない。 

Ｅ．土地用途区分の変更に係る規定 
林業施業法令は、土地用途が森林以外の用途に転換された土地に所在する森林で、生産林

の登記をしていないものについては、伐採後の再造林義務を課していない。ただし、このよ
うな森林を伐採したときは、伐採後３年以内に森林以外の土地用途への実質的な転換が義
務づけられている。さらに将来用途が転用される可能性がある土地の全ての森林またはそ
の一部については、再造林の要件から免除する必要があるため、林業施業規則では、このよ
うな森林の土地所有者に再造林の代替計画を提案するよう推奨している 123。 

②オレゴン州
Ａ．森林及び林産業の概要
オレゴン州は、北はワシントン州、南はカリフォルニア州に接した太平洋沿岸に位置して

いる。州の面積は 26 万 7,600 ㎢、森林面積は 1,291 万 7,000ha で州面積の 48％にあたる
（表５.３）。 

オレゴン州の所有形態別森林面積については、オレゴン州もワシントン州同様、森林面積
に占める公有林面積（827 万 ha）の割合が 64％と高い。州森林面積の 60％は連邦有林（777
万 8,000ha）であり、連邦有林の 79％（613 万 8,000ha）は農務省山林局が、同じく 19％
（155 万 6,000ha）は内務省土地管理局が管理している。私有林面積は州森林面積の 36％
（464 万 7,000ha）を占めておりで、その 61％（282 万 6,000ha）は、会社有林である（表
５.４）。私有林面積は少ないが、オレゴン州で生産されている丸太の約 76％は、私有林で生
産されたものである 124。 

オレゴン州は林産業が盛んな州で、長年に渡り、針葉樹製材品生産量及び合板製造量が全
米第１位を記録している。2019 年の針葉樹製材品生産量は 1,320 万 6,000 ㎥で全米の生産
量 8,298 万 5,000 ㎥の 16％を占め、同じく合板製造量は 212 万㎥と全米の製造量 757 万
3,000 ㎥の 28％を占めている 125。 

Ｂ，林業施業法令 
オレゴン州の森林管理及び木材生産に係る法律は、州法第 527 章に含まれるオレゴン林

122 林業施業法 RCW 76.09.240(1)(a)(i)。 
123 林業施業規則 WAC 222-34-050。 
124 “Oregon Forest Facts, 2021-22 Edition”, Oregon Forest Resources Institute, 2021, p 4. 
125 “Oregon Forest Facts, 2021-22 Edition”, Oregon Forest Resources Institute, 2021, p 8. 
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業施業法 126（Oregon Forest Practice Act）（以下、「林業施業法」という。）である。 
林業施業法は、同法の方針として、森林は雇用、林産物、課税基盤その他の社会的経済的

利益の提供により、樹木、土壌、大気及び水資源の維持により、さらに野生生物及び水生生
物の生息地の提供によりオレゴン州に重要な貢献をしているため、オレゴン州の公共政策
は森林の樹木の継続的な育成及び伐採並びに私有地の主要な利用目的のための森林の維持
を確実にする経済効率が高い林業施業を奨励すると宣言している 127。さらに同法では、林
業施業規則は森林の樹木の継続的な育成及び伐採を確実とするために、大気の質、家庭用飲
料水その他の用水の水源、土壌の生産性並びに魚類及び野生生物の資源の全体的な維持を
はかるとともに、情報を収集分析した上で、次の保護が必要な資源現場の確保を確立すると
定めている 128。 

i. 州の魚類野生生物委員会が指定した魚類及び野生生物。
ii. 1973 年絶滅危惧種法に基づき連邦政府が作成したリストに絶滅の危機にある種

（Threatened Species）または絶滅の危機に瀕している種（Endangered Species）とし
て掲げられている魚類及び野生生物。

iii. 敏感な鳥 129の巣、ねぐら及び生息地の水辺。
iv. 重要な湿地。

オレゴン州では、林業施業法の下位法令である規則を単一の規則として制定していない。
しかし法令の本文には、林業施業規則（Forest Practice Rules）という用語が随所にみられる。
オレゴン州林業省が林業施業法令集としてとりまとめた出版物 130では、林業施業規則とい
う名称を、州行政規則第 629 章（林業省規則）に含まれる 22 の節の規則の総称として用い
ている。この慣例にしたがって、本項ではこれら 22 の節の規則の総称を林業施業規則と表
記する。

林業施業規則に該当する 22 の節の規則は次のとおりである。 
 第 600 節 定義（Definitions）

 第 605 節 林業施業計画規則（Planning Forest Operations）

 第 610 節 再造林施業規則（Forest Practices Reforestation Rule）

126 ORS 527.610 の規定は、ORS 527.610（法令の略称）から ORS 527.770（水質基準に違反しない最善の管理施業の
誠実な遵守）までの条並びに ORS 527.900（刑事罰）及び ORS 527.992（民意罰）はオレゴン林業施業法というと
規定。 

127 林業施業法 ORS 527.630(1)。 
128 林業施業法 ORS 527.710(2)・(3)。 
129 「敏感な鳥」とは、指定資源保護規則 OAR629-665-100 が指定している種で、ミサゴ（Osprey: Pandion 

haliaetu）、オオアオサギ（Great Blue Herons: Ardea herodias）及びハクトウワシ（Bald Eagle: Haliaeetus 
leucocephalus）をいう。 

130 “Forest Practice Administrative Rules and Forest Practices Act”, Oregon Department of Forestry, February 2018. 
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 第 611 節 再造林インセンティブ施業規則（Forest Practice Reforestation Rules）
 第 615 節 スラッシュ 131処理規則（Treatment of Slash）

 第 620 節 化学製品及び石油製品取扱規則（Chemical and Other Petroleum Product Rules）

 第 623 節 急激な地表地滑安全規則（Shallow, Rapidly Moving Landslides and Public Safety）

 第 625 節 林道建設維持規則（Forest Road Construction and Maintenance）

 第 630 節 伐採規則（Harvesting）

 第 635 節 水資源保護規則（目的、目標、分類及び河岸管理区域）
（Water Protection Rules; Purpose, Foals, Classification and Riparian Management Area） 

 第 642 節 水資源保護規則（小川周辺植生の維持）
（Water Protection Rules; Vegetation Retention Along Streams） 

 第 645 節 水資源保護規則;（水辺の管理地域及び重要な湿地の保護措置）
（Water Protection Rules; Riparian Management Areas and Protection Measures for 

Significant Wetlands） 
 第 650 節 水資源保護規則（河岸管理区域及び湖保護基準）

（Water Protection Rules; Riparian Management Area and Protection Measures for 

Lakes） 
 第 665 節 水資源保護規則（「その他の湿地」、氾濫原及び泉の保護）

（Water Protection Rules: Protection Measures for “Other Wetlands,” Seeps and 

Springs） 

 第 660 節 水資源保護規則（州水域周辺の操業に係る特別規則）
（Water Protection Rules; Specific Rules for Operations Near Water of the State） 

 第 665 節 特定資源現場保護規則（Specified Resources site Protection Rules）

 第 670 節 森林施業管理規則（執行及び民事罰）
（Forest Practices Administration – Enforcement and Penalties） 

 第 672 節 林業施業管理規則（Forest Practices Administration）

 第 674 節 林業施業管理規則（通知及び書面による計画の取得）
（Forest Practices Administation – Access to Notification and Written Plans） 

 第 676 節 林業施業管理規則（地域林業施業委員会）
（Forest Practices Administation – Regional Forest Practice Committees） 

 第 680節 資源地域の登録及び保護手順規則（Resources Site Inentory and Protection Rules） 
 第 21 節  スチュワードシップ契約規則（Stewardship Agreements）

林業施業法の主務官庁は、林業省（Department of Forestry）であり、林業施業規則は州政
府機関である林業理事会（Board of Forestry）が規則の策定及び改廃並びに執行を行ってい

131 伐採施業により生ずる木屑その他の小さな木質廃棄物。 
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る。 
林業理事会は、州全体及び地域の林業施業規則を策定及び執行するために設置された機

関で、州知事が任命し、州議会上院が承認した７名の理事で構成されている 132。理事会は
その権限により、州の関係機関及び地方政府機関との調整を行うとともに 133、地域の森林
の条件に適した規則の策定を支援するための規則を検討する地域林業施業委員会（Regional 
Forest Practices Committees）を森林地域別（北西部、南西部及び東部）に設けている 134。 

それぞれの地域林業施業委員会は、９人の委員により構成している。委員は、天然資源管
理の教育または経験により資格を有する者であり、各委員会の委員総数の三分の二以上が
民間の土地所有者もしくは立木所有者または合法的に操業者と定期的に契約している土地
所有者もしくは立木所有者の代理人で構成しなければならない 135。 

オレゴン州の林業施業法令の特徴的事項の一つは、州森林官（State Forester）が法令執行
業務の中心的な役割を担っている点である。州森林官には、森林管理計画及び代替管理計画
の承認 136、林業理事会が指定した林業施業実施通知の受付 137、再造林地の再造林基準達成
評価 138、絶滅危惧種生息地の指定 139、他の州政府機関と開催する森林環境会合の結果を参
考にした林業施業規則の見直し、林業理事会への同規則の改廃及び追加のための推奨事項
の報告 140など法令により多くの権限が与えられている。 

なお、林業施業法及び林業施業規則は、後述の伐採施業の項目に掲げた伐採施業区分及び
平均年間成長量区分により生産林を区分し、必要に応じてこれらの区分別の規定または特
定の区分に適用する規定を設けている。 

Ａ．森林管理計画 
州政府への生産林 141の森林管理計画の提出は、木材生産林課税法（Timber and Forestland 

132 林業施業法 ORS 526.009。理事の任期は４年。ORS とは Oregon Revised Statutes の略称で、州法の条番号であ
る。Oregon Revised Statutes の Revised とは、1940 年に州議会が州法を整理したときに新たに設定した条番号と
いう意味であり、Revised Statutes とは改正法令という意味ではない。

133 林業施業法 ORS 527.630(3)。 
134 林業施業計画規則 OAR 629-605-0160。OAR とは Oregon Administrative Rules の略称。 
135 林業施業法 ORS 527..650(1)。委員の任期は３年。 
136 林業施業計画規則 OAR 629-605-0100(1)・(2)。 
137 林業施業法 ORS 527.670(6)及び OAR 629-605-0140。 
138 再造林施業規則規則 OAR 629-610-0020。 
139 林業施業計画規則 OAR 629-605-0190(1)。絶滅危惧種生息地の場所の指定は、林業理事会だけでなく森林官が行

う場合がある。 
140 林業施業計画規則 OAR 629-605-0110。 
141 Forestland． 
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Taxation）142が定める登記の要件である。 
オレゴン州では生産林を「市場性がある樹種の育成及び伐採を主目的として保有または

利用しているオレゴン州西部の土地」と定義している 143。「オレゴン州西部の土地」とは州
内を南北に走っているカスケード山脈の西側の地域をいい、この地域の気候は湿潤で、ベイ
マツを主要樹種とした豊かな森林が展開している。

木材生産林課税法では、生産林の指定を希望する土地所有者は、生産林としての課税評価
を最初に希望する年の４月１日までに郡の課税額査定官に生産林指定の申請をすると定め
ている 144。森林管理計画書 145は、生産林を指定する申請書の必要書類の一つである 146。同
法の規定では、生産林指定申請書には次のものを含むと定めている。 

i. 生産林としての指定を希望する全ての土地の説明。
ii. 土地取得日。
iii. 土地所有の証明並びに市場性がある樹種の育成及び伐採が土地利用の主目的であ

ることを説明した文書。
iv. 森林管理計画書。
v. 森林管理計画の実施範囲及び内容。
vi. 放牧利用の有無。
vii. 州法第 92 章（土地区画）の規定に基づく土地区画の状態。
viii. 州法第 477 章（森林及び草木の火災予防）の規定による指定の有無。
ix. 申請対象地における育林及び伐採の経緯の概要。
x. 申請対象地における育林及び伐採に係る現在の状況並びに継続的に実施している

事業の概要。
xi. 申請書内容が真実であるステートメント。

Ｂ．施業許可 
林業施業は、後述の州森林官による代替施業の承認がある場合を除き、森林施業法令に則

って行われる 147。ただし、林業施業規則が指定している特定の施業については、施業を実
施する前に、土地所有者、立木所有者または施業を請負い施業を操業する者（以下、「操業
者」という。）は、州森林官が定める様式により詳細な施業内容を記載し、測量図または航
空写真を添付した施業計画を州森林官に提出して承認を求め、州森林官が施業計画を承認

142 州法第 321 章。 
143 林業施業法 ORS 321.347。 
144 木材及び生産林課税法 ORS 321.358(1)。 
145 Forest Management Plan。 
146 木材及び生産林課税法 ORS 321.358(3)。 
147 再造林施業規則 OAR 629-625-0100(1)-(3)。 
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した後に実施しなくてはならない 148。 
林業施業規則により、実施前に州森林官に申請が義務づけられている施業は、次のとおり

である 149。 
i. 伐採、玉切、貯木及び椪積み並びに丸太その他の林産物の積載及び運搬。
ii. 河川の横断または構造物の再建もしくは交換を含む道路の建設、再建または改良。
iii. 重機の使用を伴う皆伐または再造林のための現場での準備作業。
iv. 化学物質の使用。
v. 森林以外の用途に転換するための林地の皆伐。
vi. 林地残材の処分または廃棄。
vii. 除間伐。
viii. 薪の販売または物々交換のための薪割。
ix. 露天掘り。

なお、林業施業の申請は、郡が所管している税務が関係しているので、施業対象林区が郡
の境をまたいでいる場合は、郡別に行う必要がある 150。 

一方で林業施業規則は、次に掲げる活動については施業の有無に係わらず州森林官への
施業計画の提出は不要であると定めている 151。 

i. クリスマスツリーの生産だけに使用される土地におけるクリスマスツリーの植林、
管理またはは伐採。

ii. 排水溝または暗渠の清掃及び小川のクロスドレインの設置。
iii. 種子の殺鼠剤処理を除く、播種または植林。
iv. 販売または物々交換に供さない薪の薪割り。
v. 枝、松かさ、ねじれた広葉樹その他の主要ではない林産物の採取または収集。
vi. 通知手順に要する時間の経過により、施業よりも大きな資源の損害が生じる可能性

がある緊急の道路再建 152。
vii. 次の条件のいずれかに該当するハイブリッドコットンウッドその他の広葉樹の設置、

管理又は伐採。
 集約的栽培方法により準備され、植林後、少なくとも３年間、競合する植生を

除去した土地で生産されているもの。

148 林業施業法 ORS 527.670(1)及び再造林施業規則 OAR 629-615-0150(7)。 
149 再造林施業規則 OAR 629-625-0140(1)。 
150 林業施業法 ORS 629.605.0150(7)。 
151 再造林施業規則 OAR 629-625-0140(2)。 
152 操業者は、緊急の道路再建施業を開始してから 48 時間以内に州森林官に連絡し、州森林官から要求があったとき

は、緊急事態が存在した事実を証明しなければならない。 
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 紙製品製造のための繊維として販売できる樹種。
 施肥、栽培、灌漑、昆虫防除、病害防止、その他の集中的な農業施業。

viii. ナッツ、果物、種子、苗床その他の農業用樹木作物の生産のために、積極的に栽培し
ている樹木の設置、管理または伐採。

ix. 都市化されている地域での鑑賞用、街路用または公園用の樹木の設置、管理または伐
採。

x. 単一の所有権内において、120 エーカー（52.3ha）未満の単位で行われるウェスタン
レッドしダーその他のジュニパー種 153の管理及び伐採。

xi. 防風林、河岸林または積極的に耕作された土地に隣接する日除け用の樹木の設置ま
た管理。

xii. 伐採作業が完了し、土地用途転換作業が開始された後の承認済みの土地用途転換の
ための開発。

操業者は、法令が規定する保護基準または方法と異なる代替施業 154の利用が合理的であ
ると判断できるときは、代替施業計画を州森林官に申請し、州森林官が同計画を承認した後
に代替施業を実施できる。 

州森林官は、林業施業法の規定及び林業施業規則と一致する結果をもたらすと評価した
場合に代替施業計画を承認するので、代替施業計画には州森林官が評価できるための十分
な情報が盛り込まれなくてはならない 155。 

操業者は、州森林官が申請した代替計画を承認したときは、代替計画に掲げている全ての
規定に従わなくてはならない 156。 

オレゴン州の代替施業の対象は、林業施業規則の中で個別具体的に特定されている 157。
代替施業計画の申請及び州森林官の承認が必ず必要な施業また活動は、次のとおりである
158。 

 連邦または州の機関、単科大学もしくは総合大学または民間の土地所有者によっ
て実施されていた誠実な研究プロジェクトに係る規則または法令の適用除外また
は変更。

 特定の施業の放棄または変更による環境へのダメージの削減。
 特定の施業の放棄または変更による土壌、水質または魚もしくは野生生物の生息

153 Juniperus。 
154 Alternate Practices. 
155 再造林施業規則 OAR 629-615-0173(1)。 
156 再造林施業規則 OAR 629-615-0173(4)。 
157 代替施業対象は改正される頻度が高いので、法令遵守を確認するときは現行の規定を確認する必要がある。 
158 再造林施業規則 OAR 629-615-0173(5)。 
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地の改善。 
 公共安全の提供または土地利用の変更を達成するための規則の放棄または変更 159。 
 郡が土地保全開発省（Land Conservation and Development Department）規則の

OAR660-016-0005（土地用途の評価分析）及び OAR660-016-0010（目標達成プロ
グラム開発）の規定に基づいて資源の現場を評価したプログラムを採用したとき
の資源の現場に係る規則の適用除外または変更。

 法令で指定されている保護基準とは異なる保護基準または方法を利用した森林施
業の実施。

 単一の所有権の連続する 120 エーカー（52.3ha）の制限を超える単一の伐採タイ
プ３160の林区内での施業または複数の伐採タイプ３の林区の組み合わせにより行
う施業の実施。

 林業施業法 ORS 527.740 第４項の規定に掲げる樹種転換に係る適用除外規定また
は災害に係る伐採タイプ３の造林面積規制の除外 161。

 森林の健全性確保または公共の安全もしくは公共財産への危険回避のための小川、
湖、湿地及び河岸管理地域の保護要件の変更。

 残存林分により長期的な樹木の成長を促進する林分改良施業を実施した後の再造
林要件の適用除外または変更。

 再造林規則の目的 162を達成するときのまたは公的機関もしくは教育機関が実施す
る研究プロジェクトのための再造林資源蓄積基準の変更または廃止。

 施業により再造林が必要なときに利用する天然造林。
 天然再造林の完了期限の延長。
 施業の結果が再造林を要するときの、資源蓄積量に占める広葉樹の割合を 20％以

上とする基準を満たす目的を持つ測樹。
 施業の結果が再造林を要するときの、資源蓄積量基準を満たす目的を持つ非在来

159 再造林施業規則 OAR 629-605-0100(2)(d)。 
160 「伐採タイプ３」とは、再造林施業規則 OAR 629-605-0175 が規定する伐採時に営巣木を残し、伐採後に再造林

が必要な伐採施業またはその施業が必要な林地をいう。タイプ３の林区は、原則として面積が 120 エーカー
（52.3ha）以内に制限されている。 

161 州森林官の承認により低木地もしくは藪、州森林官が火災、病虫害、風害、その他の天災もしくはその他の不測の
出来事により森林管理者の土地管理能力が及ばなくなり林区の生産性及び安全性を大幅に損なうもしくは近隣の森
林を危険にさらす状態にあると判断した林区または１エーカー（0.4ha）あたり胸高直径 11 インチ（27.9 ㎝）以
上の立木の胸高断面積が 80 平方フィート（7.4 平方メートル）未満の広葉樹で構成されている林区を管理された
針葉樹林または広葉樹林に転換するときは、伐採タイプ３の施業面積の上限を 120 エーカー（52.3ha）以下に制
限する規定の適用を除外する規定。 

162 再造林施業規則 OAR 629-610-0000(3)。この規定が定める再造林規則の目的は。再造林施業後の立木の自然成長
を確実にし、オレゴンの林地の樹木成長能力を活用したより高い蓄積を確実にするための規格を設定することにあ
る。
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種の測樹。 
 森林インセンティブプログラム参加期間における低価値林分のサルベージまたは

樹種転換に係る再造林規定の一時停止。
 森林被覆の維持と互換性がない森林開発を目的とした再造林要件の適用除外。
 野生生物の食物区域を設定する目的による再造林要件の適用除外または変更。
 野焼の必要性が維持しなければならないコンポーネントを保護する利点を上回る

場合の河岸地域、水生地域または湿地の保護要件の変更。
 殺菌剤または非生物科学殺虫剤の空中散布に係る保護要件の変更。
 広い氾濫原を道路が横切る場所における暗渠のサイズの要件変更を伴う盛土高の

削減。
 タイプ F の小川 163に沿った河岸管理区域の植生保護要件の変更を伴う安全上問題

がある道沿いの立木の除去。
 タイプ SSBT の小川 164に沿った河岸管理区域の植生保護要件の変更を伴う安全上

問題がある道沿いの立木の除去。
 タイプ D165またはタイプ N166の小川に沿った河岸管理区域の植生保護要件の変更

を伴う安全上問題がある道沿いの立木の除去。
 小川及び河岸管理区域のための現地固有の植生維持方法の利用。
 重要な湿地のための現地固有の植生維持方法の利用。
 森林の健全性を理由とした植生保護要件の変更。
 申請した林業施業が資源の現場に適合しない場合の構造的時間的例外措置。
 ミサゴ 167生息地の構造的変更。
 ミサゴ生息地付近での一時的な例外。
 オオアオサギ 168生息地の構造上の例外。
 オオアオサギ生息地付近での一時的例外。

州森林官は、土地所有者、立木所有者または操業者が指定資源保護規則により保護が要求
されている資源の近くでの施業を申請したときは、申請者及び野生生物省担当官とともに

163 タイプ F の小川とは、魚類が生息している小川または魚類が生息し人間が水を利用している小川をいう。 
164 タイプ SSBT の小川とは、州森林官が中小規模のタイプ F の小川でサーモン、スチールヘッドまたはブルトラウト

が生息するものまたは年間を通してこれらの魚が生息する小川として認めたものをいう。
165 タイプ D の小川とは、魚類の保護を行わない水利目的のものをいう。 
166 タイプ N の小川とは、魚類の保護及び水利用を行わないものをいう。 
167 Osprey: Pandion Pandionidae. 
168 Great Blue Heron: Ardia Ardeodae. 
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現地調査を実施する 169。指定資源保護規則が指定している保護が必要な資源とは、本項の
冒頭に保護が必要な資源現場として掲げた四つの資源である。 

指定資源保護規則では、保護が必要な資源の保護目標を、林業施業が資源が所在する場所
の破壊、放棄または生産性の低下を引き起こさないようにするよう定めている。州森林官は
申請された施業が行われる林区内の資源を現地で特定し、申請された林業施業と保護目標
の達成が矛盾しないかを検討し、保護目標の設定が必要であると判断したときは、その資源
を林区内の保護対象に指定する。この指定が行われないときは林業施業規則に則った施業
を行えば良いが、指定があったときは土地所有者、立木所有者または操業者は資源保護計画
書を州森林官に提出して承認を得なければならない。さらに、土地所有者、立木所有者また
は操業者が操業中に資源を発見したときは、資源から 300ft（91.4ｍ）以内に残存している
立木を直ちに保護するとともに州森林官に直ちに連絡し、資源保護計画を提出しなければ
ならない 170。さらに 1984 年林業理事会及び魚類野生生物委員会との協力協定で指定した
種または絶滅危惧種に分類されている種の生息地として州森林官が指定した場所の中また
はその付近での施業については、施業を行う前に州森林官に書面による計画書を提出しな
ければならない 171。 

Ｃ．伐採施業 
森林の伐採は、人間が使用する木材を獲得し、森林を確立し維持する森林管理に欠かせな

い一部分として位置付けられている。オレゴン州の伐採規則は、その目的として森林の生産
性維持、州の土壌の保全及び伐採残材の水への混入の最小化並びに野生生物及び魚類の生
息地保護を確保する林業施業規格の設定を謳っている 172。 

林業施業法では、伐採施業を表５.43 の伐採施業区分の欄に掲げた三つのタイプに分類し、
基本的な伐採方法を定めている 173。 

169 指定資源保護規則 OAR 629-665-0020。 
170 指定資源保護規則 OAR 629-665-0010。 
171 林業施業管理規則 OAR 629-605-109。 
172 伐採規則 OAR 629-630-0000。 
173 林業施業法 RCW 76.09.050 及び定義規定 OAR 629-600-100。 
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タイプ１及びタイプ３の伐採施業には、再造林が義務づけられ、さらにタイプ３の伐採施
業は、野生生物のための営巣木を残す伐採施業を行わなくてはならない。タイプ２の林区の

表５.43 伐採施業区分及び年間平均成長量区分 
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伐採は、野生生物のための営巣木は残さなくてはならないが、十分な資源蓄積量を残す施業
なので再造林は必要とされていない 174。ただし、再造林が必要とされないタイプ２の林区
には、伐採施業後 12 か月以内に土壌の生産力に継続した安定性をもたらすための十分な植
生の回復を確保する義務が課せられている 175。さらに 25 エーカー（10.9ha）以上の伐区で
行うタイプ 1 からタイプ３までの伐採施業には、年間平均成長量区分別の残存木の基準を
適用している 176。 

なお、タイプ３の伐採の伐区の面積は、原則として最大 120 エーカー（52.3ha）までと規
定しているが 177、伐区の面積を代替施業計画により最大 240 エーカー（104.5ha）まで拡大
できる例外規定がある 178。 

生産林の年間平均成長量区分への分類は、操業地域全体の立木成長量と資源量の測定に
より直接決定する方法または連邦農務省天然資源保護局（Natural Resources Service）の土壌
調査情報、連邦農務省山林局の植物ガイド及びオレゴン州歳入省（Department of Revenue）
のオレゴン西部サイトクラスマップを使用して間接的に決定する方法により行っている 179。 

伐採の具体的な施業に係る規則は、「林業施業規則」に含まれる伐採施業規則で規定され
ている。伐採規則では、スキッディング及び集材、急傾斜地及びエロージョンが発生しやす
い斜面での伐採、椪積、排水システム、廃棄物処理、地滑り危険地での伐採、林地残材の除
去、水域付近での架線機器の取扱い並びに水域近くの地表施設を規定している 180。 

なお、オレゴン州では林業施業規則に含まれる水資源保護に係る規則 181により河川及び
河岸並びに水質を保護するための規定が設定され、河川や河岸の状況に応じて施業に制約
が課されている。 

Ｄ．再造林施業 
林業施業規則に含まれる再造林規則では、適時に行う再造林を立木の森林資源管理上、不

可欠な事項と位置付け、再造林規則の目的として、森林の樹木の自由な成長を確実にするこ
と、林地の立木成長能力を活用したより高い蓄積を確実にするための規格（再造林規格）を
制定することの二点を掲げている 182。 

174 林業施業法 RCW 76.09.050 及び定義規定 OAR 629-600-100。 
175 再造林規則 OAR 629-610-0080。 
176 ”Planning a Timber Harvest”, Oregon Forest Research Institute, pp 16-17（2021 年１月にオレゴン州森林調査研究

所ウェブサイトからダウンロードした木材伐採計画の解説書であるが、出版年月不明）。
177 林業施業法 ORS 527.740(1)。 
178 林業施業管理規則 OAR 629-605-0175。 
179 再造林規則 OAR 629-610-0010(2)。 
180 伐採規則 OAR 629-630-0100 から OAR 629-300-800 までの条項。 
181 州行政規則第 629 章（林業省規則）の第 635 節、第 642 節、第 650 節及び第 660 節。 
182 再造林規格 OAR 629-610-0000(1)及び(3)。 
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再造林規則では、再造林適地を年間平均成長量が 1 エーカー（0.4ha）あたり 20ft3（1.4
㎥）以上の森林とし、同規則の適用対象としている 183（表５.43 下部の年間平均成長量区分
のクラスⅥの最低蓄積量）。 

再造林規格の達成は、次の a 項から c 項までの年間平均成長量区分クラス別に掲げた要
件のいずれかを少なくとも満たしたときに認められる 184。 

a. 年間平均成長量区分クラスⅠ、クラスⅡ及びクラスⅢの林地
i. エーカー（0.4ha）あたり 200 本の播種による稚樹。
ii. エーカーあたり 120 本の商業用樹種の稚樹または小径木。
iii. 胸高直径 11 インチ（27.9 ㎝）以上に成長した立木の胸高断面積がエーカーあたり

80ft2（7.4 ㎡）以上。
iv. 異なる樹齢で構成されている林区については、エーカーあたり 100 本の播種による

稚樹及び 60 本の商業用樹種の稚樹または小径木は、胸高直径 11 インチ以上の成木
のエーカーあたり胸高断面積 40 ft2（3.7 ㎡）と換算し、a のｉ項から iii 項までのい
ずれかの要件を充足。

b. 年間平均成長量区分クラスⅣ及びクラスⅤの林地
i. エーカーあたり 125 本の播種による稚樹。
ii. エーカーあたり 75 本の商業用樹種の稚樹または小径木。
iii. 胸高直径 11 インチ以上に成長した立木の胸高断面積がエーカーあたり 50ft2（4.6

㎡）以上。
iv. a のⅳ項に同じ。

c. 年間平均成長量区分クラスⅤの林地
i. エーカーあたり 125 本の播種による稚樹。
ii. エーカーあたり 75 本の商業用樹種の稚樹または小径木。
iii. 胸高直径 11 インチ以上に成長した立木の胸高断面積がエーカーあたり 40ft2（3.7

㎡）以上。
iv. a のⅳ項に同じ。

再造林方法は、原則として在来種を用いた植林または播種である。天然更新による再造林
は、土地所有者が州森林官に発芽に成功する根拠を添えて代替施業計画を申請する 185。 

非在来種による再造林を行うときは、伐採施業を開始する 12 か月前までに、土地所有者
が州森林官に非在来種による再造林の必要性を説明し、再造林に使用する樹種及びその樹
種が再造林に適している証拠書類、その樹種が商業的林産物を生産できる証拠書類並びに

183 再造林規格 OAR 629-610-0010(1)。 
184 再造林規格 OAR 629-610-0010。 
185 再造林規則 OAR 629-610-0040(5)。 
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その樹種が施業地区と同様の再造林現場で正常に利用されたことを示す利用可能な研究ま
たはフィールドテストの所見を添えた代替施業計画を提出しなければならない 186。 

植林または播種による再造林の完了期限は、施業開始または伐採施業が始まったときの
どちらか早いときから起算して、植林にあっては 12 か月以内、播種にあっては５年以内と
定められているが、地拵えが必要なときは地拵えのための期間が 12 か月許容されているの
で 187、一般的には伐採開始後、植林による再造林にあっては２年、播種による造林にあっ
ては６年とされている 188。 

なお、天然更新による再造林の完了期限は、承認された代替施業計画に定められたものと
する 189。 

さらに、苗圃における苗木生産の失敗、サルベージ伐採後の播種不適合、極端な干ばつ、
虫害、火災その他の災害及び予測できなかったまたは制御できなかった深刻な野生生物に
よる被害その他の土地所有者のコントロールが及ばない事情があったときは、州森林官は
事情を審査した上で、再造林完了期限の延長を認めることができる 190。 

林業施業規則に含まれる再造林規則の規定は、再造林施業区域の内、伐採施業後、適切な
成木資源量が残存している場所または再造林規格を満たせない土壌もしくは現場について
は再造林を要さないと定めている 191。このような伐採現場及び再造林の必要がないタイプ
２の伐区では、伐採施業後、12 か月以内に継続的な土壌の生産性または安定性の確保ため
に十分な下層植生を確保しなければならない。下層植生の確保は、植林または自然による回
復により行う 192。 

ここまでで報告した事項は再造林に係る規定の一般的な内容であるが、林業施業法及び
林業施業規則では、一般的な規定を除外する規定が含まれているので、主要な適用除外規定
を以下に列挙する。 

林業施業委員会は、連邦機関、教育機関、司法立法機関、地方自治、特別な政府機関によ
り、または私有地で行われる誠実な研究事業のために、さらにスチュワードシップ契約の対
象林地における再造林並びにハイブリッドコットンウッドを含む広葉樹の植林、育林、管理
また伐採のための集約的栽培、法制林及び集約的農業利用のために、一部の林業施業法規定
の制限及び要件を変更または除外することがある 193。 

186 伐採規則 OAR 629-610-0400。 
187 伐採規則 OAR 629-610-0400(1)・(2)。 
188 ”Oregon’s Forest Protection Laws”, Revised Third Edition, Oregon Forest Research Institute, 2018, p 17． 
189 伐採規則 OAR 629-610-0400(5)。 
190 伐採規則 OAR 629-610-0400(6)。 
191 伐採規則 OAR 629-610-0020(2)。。 
192 伐採規則 OAR 629-610-0080。 
193 林業施業法 ORS 527.736(3)－(5)。対象となる規定は、伐採タイプ２または伐採タイプ３の林区に枯死木及び丸太
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土地所有者が林地を開発し樹冠被覆を不要とする土地利用に変更したいときは、州森林
官に代替施業計画を提出する。その計画を受理した州森林官は、土地所有者が意図した土地
利用のための最小限の土地に対する再造林義務を免除する。土地所有者は土地利用変更の
ための施業を伐採施業完了後 12 か月以内に開始し、同じく 24 か月以内に完了した後、少
なくとも歴年で６か年、変更後の土地利用を継続的に維持しなければならない 194。 

林業施業法では、森林の用途区分を他の用途区分に転換する行為を制限していないが、用
途転換はゾーイングの変更をともなう 195。土地用途ゾーイングに係る法令に基づき森林以
外の用途に転換された土地については、伐採施業後の再造林義務が免除される 196。 

なお、再造林義務は、林地の所有権を移譲するときに譲渡人は譲受人に再造林の要件を書
面により通知する必要がある。この通知がなかった場合でも林地の取引は成立するが、譲受
人は譲渡人に対して再造林要件を遵守するための費用を回収する適切な措置を請求できる
197。 

Ｅ．法令遵守の監督及び執行措置 
オレゴン州の林業施業法令の法令遵守の監督は、森林管理計画並びに施業計画及び施業

申請の審査と承認を基軸としているが、保護対象となっている水資源、野生生物、史跡その
他の公共資産に影響が及ぶ可能性がある施業については、州森林官が施業申請の審査プロ
セスの一環として、または施業の適正な完了の確認のために現地を確認している。

法令上、州森林官が現地を確認する義務を負っている対象の第一は、指定資源保護規則が
指定している保護が必要な資源がある場所またはその付近の林区である。林業施業規則の
中の林業施業管理規則は、これらの場所での施業の申請があったとき、州森林官は土地所有
者または土地所有者の代理人とともに、可能であれば操業者または野生生物省担当官とと
もに現場を調査すると定めている 198。第二の対象は、野生生物のための営巣木を残し、再
造林基準資源量を下回る少数の稚樹または小径木を残した皆伐を行うタイプ３の伐区であ
る。タイプ３の伐採に係る施業は、州有林を含む州内の全ての事業に適用される基準として
州森林官が管理している 199。 

林業施業規則に含まれる林業施業管理規則では、「考えられる全ての状況に対応できる規

を残す規定（林業施業法 ORS 527.676）、伐採タイプ３の制限規定（林業施業法 ORS 527.740）、伐採タイプ３の規

模制限規定（林業施業法 ORS 527.750）及び沿道林規定（林業施業法 ORS 527.755）。 
194 伐採規則 OAR 629-610-0090。 
195 林業施業法 ORS 527.730。 
196 林業施業法 ORS 527.760。 
197 林業施業法 ORS 527.665。 
198 林業施業管理規則 OAR 629-665-0020(1)。 
199 林業施業法 ORS 527.736。 
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則の作成は困難であり、州森林官がオレゴン州全ての林業活動を監視できる可能性は低い」
200と現実的な状況を規定本文に記している。この状況を補完しているのが、オレゴン州林業
省が監査と調査を通じて林業施業法令の有効性を継続的に見直す目的で実施している林業
施業監視プログラムである。このプログラムの目標の一つには林業施業法令の遵守及び自
主的措置の実施状況の評価が含まれ、法令遵守のモニタリングと調査が実施されている 201。 

なお、法令に違反する行為の通報があったときは、州森林官が林業施業規則または代替施
業計画への準拠を評価するための検査が行われている 202。 

５－４－２ 原木の輸送に係る法令 
原木の管理に焦点をおいて執行されている原木の輸送に関する制限は、連邦有林丸太の

輸出及び代替の禁止に関連して行われている。 
農務省山林局及び内務省土地管理局には、契約書が指定した伐区での伐採の実施、契約書

で指定したルートでの丸太の搬出その他の落札者の施業が契約書を遵守しているかをモニ
タリングする義務が課せられている 203。

山林局は、詳細については輸出規制の項で述べる森林資源保護不足緩和法が定める西経
100 度以西の隣接した州の連邦有林からの丸太の輸出禁止及び製造業者に私有林丸太を輸
出しながらその私有林丸太生産地と同じ地域で生産された連邦有林丸太を購入する「代替」
を禁止する規定の運用の一環として、落札者に丸太を木材販売契約エリアから搬出する前
に生産した丸太の両木口を道路の路面標識に使用する塗料の耐久性に匹敵する黄色の塗料
で着色するとともに「ハンマーブランド」と称される連邦有林材の刻印を施す連邦有林材識
別作業を要求している 204。ただし、山林局職員が輸出または代替のリスクが低いと判断し
たしたときはこの表示作業を省略できることになっており、太平洋沿岸南西部（カリフォル
ニア州）の連邦有林では直径 10 インチ（25.4 ㎝）以下の丸太にはこの表示作業の省略が認
められている 205。

土地管理局が管理する連邦有林材にも森林資源保護不足緩和法が定める西経 100 度以西
の隣接した州の連邦有林からの丸太の輸出禁止及び輸出できる私有林丸太の代替として連
邦有林丸太を用いる「代替」を禁止する規定が適用されている。土地管理局の規定は、購買
者に直径 10 インチ（25.4 ㎝）以上の丸太を対象として、丸太を木材販売契約エリアから搬

200 林業施業管理規則 OAR 629-670-0015。 
201 オレゴン州林業局ウェブサイト（https://www.oregon.gov/odf/working/Pages/fpa.aspx）。 
202 林業施業管理規則 OAR 629-670-0100(1)及び(3)。 
203 “Federal Timber Sale , Forest Service and BLM Should Review Their Regulation and Polices Related to Timber 

Export and Substitution”, U. S. Government Accountability Office, August, 2018. p 7. 
204 “Chapter 2450- Timber Sale Contract Administration, Forest Service Manual 2400”, USFS, March 9, 2004. 
205 “Chapter 20- Measuring and Accounting for Included Timber, Forest Service Manual 2409”, USFS, March 9-, 2004 
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出する前に生産した丸太の一方の木口に黄色の塗料で着色するとともに連邦有林材の刻印
を施す連邦有林材識別のための作業の実施を定めている。ただし土地管理局では、10 本以
下の丸太をトラックに積載するときにあっては直径に係わらず全ての丸太に、11 本以上の
丸太をトラックに積載するときにあっては 10 本の丸太の一方の木口に黄色の着色と刻印に
よる表示を施すこととしている。土地管理局の規則では、販売担当官は購買者に丸太全数に
表示を施すよう厳しい措置の要求はできるが、輸出の可能性の大小に係わらず表示の省略
はできないと定めている 206。 

5-4-3 輸出入に係る法令
（１）輸出に係る法令

米国の林産物に係る輸出制限措置には、次のものがある。
i. 1973 年絶滅危惧種法（the Endangersd Species Act of 1973）
ii. 1990 年森林資源保護不足緩和法（the Forest Resources Conservation and Shortage

Relief Act of 1990）並びに 1993 年及び 1997 年の同法改正法。
iii. 1897 年有機管理法（the Organic Administration Act of 1897）

①1973 年絶滅危惧種法（the Endangersd Species Act of 1973）
1973 年絶滅危惧種法は、絶滅の危機に瀕している種 207及び絶滅危惧種 208が依存してい

る生態系を保護する手段及びプログラム提供し、これらの種に該当する野生動植物の保護
を目的とする連邦法 209である。この法律では、絶滅の危機に瀕している種及び絶滅危惧種
に該当する種を決定してリストを作成し 210、それらの種に係る次の行為を禁じている 211。 

i. 米国への輸入または米国からの輸出。
ii. 米国内または米国領海内での採取または捕獲。
iii. 公海への輸送。
iv. ｉ項及び ii 項に違反して捕獲した種の所有、販売、配達、運搬、輸送または出荷。
v. 州間もしくは外国間の商取引または商業活動における配達、受領、運搬、輸送ま

たは出荷。
vi. 州間もしくは外国間の商取引での販売または販売依頼。

206 “Handbook- 5420-1, Preparation for Sale, BLM Oregon Forest Product Sale Procedure Handbook”, December 1, 
2016, Bureau of Land Management. 

207 Endangerd Species. 
208 Thritened Species 
209 絶滅危惧種法第２条(b)。 
210 絶滅危惧種法第４条。国際条約で保護が必要とされている種を含む。 
211 絶滅危惧種法第９条。 
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表５.44 1973年絶滅危惧種法登録種数 

81



さらにこの法律では、ワシントン条約その他の米国が批准している国際条約が指定して
いる保護種に対する上記箇条書きの行為も禁止している。 

1973 年絶滅危惧種法の主務官庁である内務省野生生物局（Fish and Wildlife Service）は、
同局のウェブサイトで米国内の絶滅危惧種を検索できるシステムを設置している 212。この
システムから抽出したデータによれば、2020 年 12 月現在、絶滅の危機に瀕している種は
1,224 種、絶滅危惧種は 342 種、絶滅の危機に瀕している種または絶滅危惧種の存続に必要
な関連保護種が 70 種、合計 1,636 種が登録されている。登録されている 1,636 種の内の
54％にあたる 890 種は顕花植物で、区分別の登録種数としては最も多くなっている。

野生生物局の管区別に絶滅危惧種法による登録された種を集計すると、西部のワシント
ン州、オレゴン州及びアイダホ州並びにカリフォルニア州及びネバダ州に登録されている
種の数が 876 種と、登録されている種全体の 54％を占めている。特にワシントン州、オレ
ゴン州及びアイダホ州における登録種数の数が 585 種（登録種の 36％）と多くなっている。

樹木では、４種が絶滅危惧種法のリストに掲載されている。絶滅危惧種として登録されて
いる樹木は、フロリダ北部からジョージア南西部に分布するイチイ科のフロリダトレーヤ
（Torreya taxifolia）、カリフォルニアに分布するヒノキ科のサンタクルーズサイプレス
（Cupressus abramsiana）及びガウェンサイプレス（Cupressus goveniana ssp. goveniana）で
あり、絶滅の危機に瀕している種として登録されている樹木は、グアム島に分布するソテツ
科のファダン（Cycas micronesica）である。 

林業施業を監督する連邦及び州の林業施業に係る法令には、これら数多くの登録された
動植物の種の他、州によっては州の固有種を保護する規定が設けられており、これらの種に
影響を与えるまたは与える可能性がある施業を行うときは、これらの種の保護措置をはか
らなくてはならない。 

②森林資源保護不足緩和法（the Forest Resources Conservation and Shortage Relief Act）
米国では、公有林で生産された未加工木材の輸出が禁止されている。公有林からの未加工

木材輸出禁止の法的根拠は、アラスカ州を除く州にあっては森林資源保護不足緩和法（the 
Forest Resources Conservation and Shortage Relief Act）、アラスカ州にあっては後述の 1897
年有機管理法（the Organic Administration Act of 1897）である。 

現在の森林資源資源保護不足緩和法は、1990 年に制定された法律に対して行われた 1993
年及び 1997 年の改正法を適用して執行されている 213。 

森林資源保護不足緩和法の主要な内容は、次の二つの事項である。 

212 https://ecos.fws.gov/。このウェブサイトでは、絶滅危惧種に登録されている種を州別に検索できる。 
213 1993 年及び 1997 年の改正法は、それぞれ 1990 年法の一部を改正する独立した法律で、改正条項だけで構成され

ている。 

82



その第一は、西経 100 度以西の隣接する州 214の公有地を産地とする未加工木材の取得、
販売、取引もしくは交換または輸送をする者による輸出を原則として禁止していること、第
二は、この輸出規制を確実にするために、輸出が可能な私有林丸太の代替として連邦有林丸
太を使用する「代替」を禁じていることである。 

これら二つの手法を一組にして国内向け木材供給量を確保する政策コンセプトは、1968
年の「モース改正」から継続して現在まで継続されている。 

森林資源不足緩和法成立までの背景を概略的に整理すると、次のようである。 
オレゴン州選出のウエニー・モース上院議員は、日米の木材需要増加の状況を受けて 1962

年４月に発表された米国内加工用木材の持続的確保のためにワシントン州及びオレゴン州
の西部の連邦有地で生産された未加工材の輸出量を 160 万㎥に制限する農務長官及び内務
長官の共同決定（Joint Determinations by the Secretaries of Agriculture and the Interior）の内
容が輸出制限の手順を示すにとどまったため、さらに規制内容を強化してその手順を法制
化する規定を 1926 年外国支援法（the Foreign Assistance Act of 1926）に加える改正法案を
連邦議会に提出し、同法案は 1968 年 10 月に可決した。 

連邦有地から生産された未加工木材の輸出制限の適用地域を西経 100 度以西とすること
及び代替を禁止することを要点として外国支援法に加えられたこの追加条項は、1968 年外
国支援法モース改正（Morse Amendment to the Foreign Assistance Act of 1968）と称された。
このモース改正には 1971 年末までの時限があったため、1972 年からは 1970 年住宅都市開
発法（the Housing and Urban Development Act of 1970）の中の条項として組み込まれ、翌
1973 年に同法が時限を迎えるまで法的効力が継続した。 

第一次オイルショックが起きる 1973 年までは、日本も米国も高水準の木材需要が続いて
いた。米国内では、この需要はすでに米国の木材供給能力を超える水準にあるとして、製材
品を含めたさらなる木材の輸出強化を図る提案が連邦議会に多く提出された。その結果と
して、1973 年内務省関係機関歳出法（the Department of Interior and Related Agencies 
Appropriations Acts of 1973）に条項を加える改正がなされ、米国本土の全ての連邦有林を対
象に同年 10 月には輸出用連邦有林材の輸出手続に使用する予算の執行停止措置がとられ
た。同法に加えられた条項では、連邦有林材の輸出禁止対象地域を西経 100 度以西の隣接
する 48 州に所在する米国の連邦有地とし、それまで輸出禁止の対象であったアラスカ州は
同法の適用対象外となった 215。 

1970 年代から 1980 年代初めまでの期間に、丸太の輸出需要が大幅に増加したため、大
企業及び日本の投資家と対峙する小規模工場からは、私有林材の確保及び州有林材の競争
的入札での落札が困難であるとの主張が、環境保護論者からは伐採の拡大により野生生物

214 カナダを挟んで位置するアラスカ州及び太平洋上のハワイ州は対象外。 
215 Christine L. Lane, “Log Export and Import of the U. S. Pacific Northwest and British Columbis: Past and Presrnt”, 

USDA Forest Service, August 1998 年, p 10.
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の生息地が脅かされているとの主張がなされるようになった。この解決策として登場した
のが森林資源不足緩和法である 216。 

森林資源保護不足緩和法は、1990 年関税貿易法（the Customs and Trade Act of 1990）の
７番目の法律 217として 1990 年に制定、1991 年１月発効し、その後、1993 年と 1997 年に
改正法案が議会で可決されて現在に至っている。同法の主務官庁は、商務省である。 

1990 年森林資源保護不足緩和法は、連邦議会での審議の結果、主に次の事項を議会が認
めるに至り成立している 218。 

i. 米国にとって木材は不可欠であること。
ii. 森林、森林資源及び森林の環境は、効果的な保護を必要とする枯渇する可能性がある

天然資源であること。
iii. 西部の未加工木材の供給不足については証明できる証拠があること。
iv. 行動をとらない限り、すでに存在する（資源の）不足が悪化する可能性があること。 

さらに、1990 年森林資源保護不足緩和法は、同法の目的として次の事項を掲げている 219。 
i. 森林資源の利用に影響を与える州及び連邦の資源管理計画並びに資源管理計画以外

の活動または決定と連携して森林資源の保全を促進する。
ii. 米国西部における森林資源または製品の供給不足に必要な活動を行う。
iii. 米国に不可欠な特定の森林資源または製品の十分な供給を確保するため、1994 年の

GATT 条約の Article XI 2.(a)（ウルグアイラウンド協定法第２条（１）（B）に規定）
に必要な活動を行う。

iv. 米国西部の連邦地からの未加工木材の輸出を再び厳格化する連邦政策を継続し、改
正するとともに、

v. WTO 協定及び多国間貿易協定に基づく米国の義務に従い、目的を達成する措置を実
施する。

Ａ．輸出禁止の対象 
現在、森林資源保護不足緩和法が輸出禁止措置の適応範囲は、米国本土の隣接する 48 州

の内の西経 100 度以西の全ての公有地で生産した未加工木材である。 
公有地で生産した未加工材の輸出が禁止されている州は、図５.１に赤色の線で示した西

経 100 度線がかかる州より西のアラスカ州及びハワイ州を除く西部の 11 州、グレートプレ

216 Christine L. Lane, “Log Export and Import of the U. S. Pacific Northwest and British Columbis: Past and Presrnt”, 
USDA Forest Service, August 1998 年, p 15. 

217 1990 年関税貿易は七つの法律で構成されている。 
218 1990 年関税貿易法第 488 条(1)から抜粋。 
219 1997 年関税貿易法第 488 条(2)。 
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ーリーの４州及び南部のオクラホマ州とテキサス州の計 17 州である。 
この法律でいう公有地とは、私有地を除く連邦、州、地方自治体その他の公的機関が管理

する土地をいう。この法律では、私有地について、「隣接した 48 州の内の西経 100 度以西
の土地であり、かつ、個人により所有されているものをいう」と定義し、米国によって信託
されているインディアンの部族及び個人の土地またはアラスカ先住民請求解決法（the 
Alaska Native Claims Settlement Act）に基づき先住民法人が保有する土地は、公有地とはみ
なさないと定義している。 

さらに、森林資源不足緩和法では、輸出禁止対象となる未加工木材を、ウェスタンレッド
シダーを除く 220樹種で加工した次に掲げる物品に該当しないものと定義している 221。

i. 製材品及び建築用材 222で、四面を製材した米国製材品規格（American Lumber
Standards）適合品または太平洋製材品検査局（Pacific Lumber Inspection Bureau）の
輸出用の R 等級品または N 等級品で、再加工を要さないもの。

ii. 製材品、建築用材及び再加工用のキャンツで、四面が製材してあり、米国製材品規
格適合品または太平洋製材品検査局の輸出用の R または N のリストに掲載されて
いるクリアグレードで、厚さ 12 インチ（30.5 ㎝）を超えないもの。

iii. 前項に該当しない四面を製材した製材品、建築用材及び再加工用キャンツ並びにウ
ェニーで厚さ 8.75 インチ（22.2 ㎝）を超えないもの。

iv. チップ、パルプ及びパルプ製品。
v. 合単板。
vi. ポール及び丸棒で、杭用に先端を加工したものまたは保存処理用のもの。
vii. こけら板。
viii. アスペンその他の輸出用パルプ用材で、材長が 100 インチ（2.54ｍ）を超えないも

の。
ix. 損傷木 223を含むパルプ用材で、国内のパルプ工場またはチップ工場向けのもの。

農務省山林局は、輸出禁止措置遵守を確認するための定期的な検査を港湾で行っている
224。 

220 連邦有地及び州有地で生産されたウェスタンレッドシダーの未加工材の輸出は、1979 年輸出管理法（the Export 
Administration Act of 1979）により禁止されているため、森林資源不足緩和法の本文ではこのような記載がなさ
れている。 

221 ここまでの森林資源保護不足緩和法の定義については、2002 年連邦恒久規則第 36 隷第 11 章第 222.185 条の該当
部分を要約した。 

222 Construction Timber. 
223 Cull Logs. 
224 “Forest Service and BLM Should Review Thier Regulations and Policies Related to Timber Export and 

Subsititution”, United States Government Accoountabilitu Office, August 2018, p 19.
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米国では未加工木材の輸出を制限する法律は、1831 年不法侵入防止法（the Antitrespass 
Law of 1831）以来、継続的に執行されてきていたが、輸出制限の適用範囲は連邦有地で生
産されたものであった。1990 年森林資源保護不足緩和法は、このような長い輸出規制政策
の歴史の中で、初めて州有地を含む公有地で生産された未加工木材の輸出を制限した法律
である。 

同法の公有地からの未加工木材の輸出禁止措置規定は、輸出規制対象州の公有林の年間
販売量が 4 億 BF（180 万㎥）以下の州とそれを超える州で区分している。1991 年当時、州
有地からの未加工木材の年間販売量が４億 BF を超えていた州はワシントン州のみであり、
同州を除く輸出規制対象州については、商務長官の命令により 1991 年 1 月の 1990 年森林
資源不足緩和法施行日から公有地で生産された未加工材の輸出が禁止された 225。一方で、
ワシントン州については、公有地からの未加工木材販売量の内、25％までの輸出を認められ
ていた 226。

しかしながら、輸出用州有林丸太販売による歳入額が大きかったワシントン州では、森林
資源保護不足緩和法の規制による輸出制限が大きな問題になっていた。このため、ワシント
ン州の州教育天然資源委員会 227及び複数の郡は、連邦法である同法の「州有林及びその他
の公有林からの未加工木材の輸出禁止」の条の中の「連邦プログラムに代わる州プログラム」
の項の規定に、「各州の知事また知事が指名する州の職員は、本条の目的を実施するための
規則プログラムを施行する必要がある」228と州の権限に属する州有林の運営に言及する規
定があったため、この規定が合衆国憲法修正条項第 10 条の「合衆国憲法が委任していない
権限または州に対して禁止していない権限は、それぞれの州または国民に留保されている」
という規定に違反しているとの司法宣言を得るための訴えを連邦地方裁判所に行った。連
邦地方裁判所はワシントン州州有林地からの未加工木材の輸出規制を支持する判決を下し
たため、ワシントン州は連邦巡回裁判所に控訴した。1993 年５月にサンフランシスコの連
邦第９巡回裁判所は連邦地方裁判所の判決を覆し、1990 年森林資源不足緩和法の州有林及
びその他の公有林からの未加工木材の輸出禁止の規定は、合衆国憲法修正条項第 10 条の規
定に違反しているため違憲であるとの判決を全会一致で下し、違憲判決が確定した。

この違憲判決により、1990 年森林資源保護不足緩和法の州有地で生産された未加工材の
輸出制限措置の執行は停止されるとみられていたが、判決が出た翌月、連邦議会では森林資
源保護不足緩和法を改正した 1993 年森林資源保護不足緩和改正法（Forest Resources 
Conservation and Shortage Relief Amndment Act of 1993）の法案が上院を全会一致で通過

225 1990 年関税貿易法第 491 条(a)(1)：USC 620c。
226 Christine L. Lane, “Log Export and Import of the U. S. Pacific Northwest and British Columbis: Past and Presrnt”, 

USDA Forest Service, August 1998 年, p 16.
227 州のトラスト林を管理している州委員会。
228 1990年関税貿易法第491条(d)(2)(B)：USC 620c。 
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し、６月 18 日に大統領は６月１日に遡及して発効する法案に署名をした。 
この改正法では、裁判所から違憲判決を受けた 1990 年森林資源保護不足緩和法の公有地

からの未加工木材の輸出禁止に係る連邦政府が州知事に強制的に行う規定を州知事に裁量
権を与えて輸出禁止ができるよう改めるとともに、州知事が輸出禁止を履行しなかったと
きは、連邦議会に輸出禁止を制定できる権限を与える規定を加えた。さらに、州有地で生産
された全ての未加工木材の輸出を禁止する規定が加えられたため、それまで未加工材の輸
出が可能であったワシントン州でも、公有地で生産された未加工木材の輸出が全面的に禁
止された 229。 

なお、1997 年にも 1990 年森林資源不足緩和法への改正が行われ、1998 年に施行された。
この改正内容は、ワシントン州に係る代替禁止措置を緩和し、間違え、不注意または誤りを
含む全ての罰則緩和要因を考慮して、代替禁止措置に違反したときに課せられる罰則の軽
減を可能にするとともに、農務省山林局の 1995 年の規則を停止し、1998 年６月までに本
改正法に則った新規の一貫性がある規則を発効するよう指示するものであった 230。 

Ｂ．代替の禁止 
森林資源保護不足緩和法では、公有林で生産された未加工木材の輸出禁止を確実にする

ために、輸出が可能な私有林丸太の代わりに連邦有林丸太を使用する「代替」を禁じている。
1997 年森林資源保護不足緩和法の規定では、「隣接する 48 州の西経 100 度以西にある連邦
の土地に由来する未加工の木材を取得する者は、そのような木材を米国から輸出したり、輸
出の目的で他の人に販売、取引、交換、またはその他の方法で輸送したりすることはできな
い」231と規定している。同法では代替の概念に直接代替と間接代替を導入している。 

ⅰ．直接代替 
森林資源保護不足緩和法の規定では、「直接代替は西経 100 度以西の連邦有地を産地

とする未加工木材が、私有林を産地とする未加工木材の輸出の代替として用いられる
場合、または、同じく連邦有地を産地とする未加工木材を購入した者が 24 か月以内に
私有地を産地とする未加工木材を輸出した場合に生じる」232と記されている。 

ii．間接代替 
森林資源保護不足緩和法の規定では、「西経 100 度以西の連邦有地を産地とする未加

229 Christine L. Lane, “Log Export and Import of the U.S. Pacific Northwest and British Columbis： Past and 
Presetnt”, USDA Forest Serveice, August, 1998, p 19.

230 “Forest Service and BLM Should Review Thier Regulations and Policies Related to Timber Export and 
Subsititution”, United States Government Accoountabilitu Office, August 2018, p 11.

231 16 U.S.C. 620a。 
232 1990 年関税貿易法第 491 条(a)(1) ：USC 620b。 
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工木材は、他人から購入できない」と定めている 233。すなわち、連邦有地で生産され
た未加工材の購入者には購入した未加工材の加工を義務づけ、その購入者による未加
工材の販売、譲渡または交換を禁じている。 

さらに 1997 年森林資源保護不足緩和法では、木材加工業者に同一の調達地域の中で、私
有林材を輸出しながら連邦有林材を購入する業務を禁じている。ただし、この規定では、調
達地域以外の私有林から生産された材の輸出を代替とみなしていない 234。例えば、一つの
企業が、ワシントン州で同州の私有林から生産された丸太を輸出し、オレゴン州東部で連邦
有林材だけを原料として加工を行っている場合は、オレゴン州東部からワシントン州に丸
太を輸送する経済的合理性がないので代替とはみなされない 235。 

調達地域は市場圏及び経済圏を考慮して農務省山林局及び内務省土地管理局が設定する
ことになっているが、その設定状況の詳細については今回の調査調査では明らかにできな
かった。森林資源保護不足緩和法の規定で特定している調達地域は一つだけあり、それは同
法で「北西部私有林オープンマーケット」と規定しているワシントン州である。 

2018 年に連邦会計検査局（United States Government Accoountability Office）が連邦議会
に提出した農務省山林局及び内務省土地管理局による連邦有地で生産された未加工木材の
輸出禁止措置及び代替の禁止措置の履行状況を検査した報告書では、ワシントン州以外の
調達地域については山林局または土地管理局が承認し、５年ごとに見直しを行うことにな
っているが、調達地域のリストが存在せず、調達地域の見直しも 20 年間なされていない不
備を指摘している 236。 

代替の禁止措置を確実にするための手段として行われているが、連邦有林の木材販売の
入札者の資格審査における木材輸出実績の調査である。当該連邦有地と同一の調達地域内
の私有林で生産された未加工材を過去 24 か月以内に輸出した者には、入札資格が与えられ
ない。 

なお、山林局と土地管理局は、木材の購買者に代替禁止措置を改めて認識させるために、
木材販売契約に連邦有林材の輸出と代替禁止の認識を確認するための宣言を含めている。 

前掲の連邦会計検査局の報告書では、連邦有林から生産された未加工材の輸出禁止措置
及び代替禁止措置の遵守については問題が検出されなかったが、山林局、土地管理局とも内
部規定及び使用している事務手続用の様式の一部を新しく施行した法令に合わせて改訂す

233 1990 年関税貿易法第 491 条(b)(1)：USC 620b。 
234 “Forest Service and BLM Should Review Thier Regulations and Policies Related to Timber Export and 

Subsititution”, United States Government Accoountability Office, August 2018, p 24.
235 “Forest Service and BLM Should Review Thier Regulations and Policies Related to Timber Export and 

Subsititution”, United States Government Accoountability Office, August 2018, p 16.
236 “Forest Service and BLM Should Review Thier Regulations and Policies Related to Timber Export and 

Subsititution”, United States Government Accoountabilitu Office, August 2018, p 25.
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る必要性があると指摘している。 

③1897 年有機管理法（the Organic Administration Act of 1897）
1897 年有機管理法は、1897 年雑貨歳出法（the Sundry Civil Expenses Appropriation Act

of 1897）に含まれる法律である。1897 年有機管理法は、国有林材（連邦有林材）が生産さ
れた州または領土で使用する目的での国有林材販売を承認する一方で、州間輸出を禁止し
ている 237。 

この法律は、木材の輸出を禁止しているため、木材輸出を可能にする規定が 1905 年年間
歳出法（the Annual Appropriation Act of 1905）に加えられ、1926 年まで農務長官の裁量に
より国有林で生産された木材の輸出割当がなされていた。その後、1973 年までの間に、木
材輸出をコントロールするいくつかの法律が施行されてきたが、1973 年に内務省関連機関
歳出法に基づく輸出用未加工材の輸出手続への歳出停止がなされたときに、アラスカ州は
輸出制限の対象に含まれなかった。このためアラスカ州については、内務省機関関連歳出法
が施行されからは、1990 年森林資源保護不足緩和法及びその改正法においても、アラスカ
州を輸出制限の対象としなかったため、アラスカ州の連邦有林から生産された木材につい
ては、1897 年有機管理法の国有林材の州間輸出を禁止する規定に基づく規制が適用されて
いる。 

④ワシントン州の丸太輸出規制
ワシントン州では、1990 年森林資源保護不足緩和法により知事に公布が義務づけられた

ため、知事が作成した規則が丸太輸出規則（Log Export Regulations）として運用されている。
ただし、この規則は、1990 年当時のブースガードナー知事が行政法典に掲載するように提
出した規則で、行政手続法（Administrative Procedure Act）の規定による採択がなされてい
ない 238。 

このワシントン州の丸太輸出規則の施行日は、1990 年森林資源保護不足緩和法と同じ
1991 年１月である。この規則は、ワシントン州政府が最新の州規則を掲載しているウェブ
サイト 239から取得できる。しかし、行政手続法を経ていない規則であるためか、規則を構
成する七つの条項は全て 1992 年までの発効であり、1993 年と 1997 年の森林資源保護不足
緩和改正法の改正内容が同規則の規定に反映されていない箇所がある。ただし、連邦農務省
山林局の報告書によれば、輸出割当に係る部分を除けば、ウェブサイトに掲載されている情
報は、連邦商務省により承認されている規則とのことである 240。

237 16.U. S. C. 477. 
238 WAC 240-15. 
239 https://apps.leg.wa.gov/. 
240 Christine L. Lane, “Log Export and Import of the U.S. Pacific Northwest and British Columbis： Past and 
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ワシントン州の丸太輸出規則も、主要な目的は丸太の輸出と代替の禁止である。
この規制の対象となる丸太は、米国から輸出が禁止されている丸太の輸出、販売、取引、

交換または他人への譲渡であり 241、広葉樹及びウェスタンレッドシダーは適用を除外して
いる 242。すなわち、森林資源保護不足緩和法が規制する公有林で生産された未加工木材は、
米国から輸出が禁止されているものに該当する。 

丸太の代替の禁止については、ワシントン州も直接代替と間接代替を禁じている。ただし、
コロンビア河から東の地域については、地理的条件により私有林材の輸出が実質的に困難
であるとして、代替に係る規則の適用を除外している 243。

州有林材の販売入札者の資格に係る規定は、丸太輸出規定の中に設定されていないが、不
適格者の入札受入れは禁止され、さらに公有地から輸出が制限されている木材の販売を契
約する州機関は、州歳入省（Department of Revenue）が発行した不的確者の写しを契約書に
添付することとなっている 244。州歳入省は代替を防止するために、ウェブサイトで不適格
者及び丸太輸出規則違反による不適格者を公表している。2021 年２月現在、このウェブサ
イトは、前者については私有林丸太を輸出している企業及びその関連会社を一件の対象と
して具体的な名称を、後者については「該当なし」と表示している 245。

⑤オレゴン州の輸出規制
オレゴン州では州法により、オレゴン州の公有地に由来する未加工木材の輸出を禁止し

ている 246。 
前述のように、州による州有地を含む公有地で生産した未加工木材の輸出を禁止する規

則の制定は、1990 年森林資源保護不足緩和法の要求事項であるが、オレゴン州では、それ
以前の 1961 年から公有地で生産した未加工材の輸出を制限している。 

オレゴン州の 1961 年の緊急法（Emargency Act）は、公有林で生産した丸太について、州
間貿易に制限は設けなかったものの、米国内での一次加工を要求した。しかし、1963 年２
月にコロンブスデーストームと称された嵐により大量の被害木が発生したときに、州内の
加工工場にはこの嵐による大量の被害木を処理できる能力がなかったため、1963 年に州議
会は州林業省が外国への輸出許可を与えた丸太については輸出できるように緊急法を改正
した。その後、この輸出制限は、1982 年に行われた輸出制限の憲法違反を焦点とした裁判

Presetnt”, USDA Forest Serveice, August, 1998, p 29.
241 WAC 240-15-015(1)。 
242 WAC 240-15-015(4)(a)。 
243 WAC 240-15-015(4)(b)。 
244 WAC 240-15-020(5)・(6)。 
245 https://dor.wa.gov/taxes-rates/other-taxes/forest-tax/log-export-regulations 
246 ORS 526.806｡ 
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闘争により強制力を持たない規制となり、その結果、1987 年までに州の丸太の約 40％が丸
太を輸出する企業に購入されるような状況が 1990 年森林資源保護不足緩和法が施行される
まで続いた 247。 

現在州法として執行されている丸太の輸出規制は、1990 年森林資源保護不足緩和法の規
定に基づき制定されたものであるため、その内容は 1990 年森林資源保護不足緩和法の規定
に準じている。 

オレゴン州州法による輸出規制の主要な点は、公有地に由来する未加工木材の輸出並び
に直接代替及び間接代替の禁止である。さらに、公有地の木材販売に参加する入札者の資格
要件として、過去 24 か月以内にオレゴン州の私有地から未加工木材を輸出していないこと
を定めている 248。 

この州法の未加工材に該当しない製品の定義は、1990 年森林資源保護不足緩和法で定義
するものに薪材を加えている。州法の定義では、薪材の材長を 48 インチ（1.2ｍ）以下と定
めている。 

(２)輸入に係る法令
合法性の確認に関係する林産物の輸入に係る法令の主なものは、1973 年絶滅危惧手法、

植物検疫に係る法令及びレイシー法である。 
1973 年絶滅危惧種法については、前述のように特定の種の輸入を制限または禁止してい

る。同法は、米国内の絶滅危惧種だけでなく米国が締結している国際条約で指定している種
も制限の対象としているので、注意が必要である。ワシントン条約（絶滅のおそれのある野
生 動 植物 の種 の 国際 取引 に 関す る条 約 ） （ The Convention on International Trade in 
Endangered Spacies of Wild Flora and Fauna: CITES）には 2019 年現在 73 の樹種がリストア
ップされており、これらの樹種は許可がないと取引ができない。 

米国の動植物防疫を担当している機関は、農務省動植物防疫局（Animal and Plant Health 
Inspection Service: APHIS）である。動植物防疫局は、欧州人が北米に入植して以降、北米
では 300 件を超える害虫と病気が偶発的に持ち込まれ、樹木だけでなく農作物や家畜にも
被害を及ぼしてきたため、農務省が行ってきた動植物防疫業務を専門に行う機関として
1972 年に設立された 249。 

設立当初、動植物検疫局は、農務省山林局と共同で、ニュージーランド産のラジアータパ
インとダグラスファーの丸太を対象に害虫リスク評価を行った。その結果、これらの樹種に
ついては、剥皮及び伐採後 45 日以内の臭化メチルによる燻蒸消毒処理を要求し、後にチリ

247 Christine L. Lane, “Log Export and Import of the U.S. Pacific Northwest and British Columbis： Past and 
Presetnt”, USDA Forest Serveice, August, 1998, pp 30-31.

248 ORS 526.816. 
249 Christine L. Lane, “Log Export and Import of the U. S. pacific Northwest and British Columbia: Past and Present”, 

USDA Forest Service, August, 1998, p45. 
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産丸太の輸入が開始されたため、この規制はチリ産のラジアータパインとダグラスファー
の丸太にも適用できるよう改正された。1995 年に動植物防疫局は木材の植物防疫措置を大
幅に改正し、輸入される全ての未加工木材を消毒処理の規制対象に加えた 250。このため現
在では、米国に輸入される丸太には、剥皮、熱処理、燻蒸、ガンマ線照射その他の同局が指
定する消毒処理を施さなければならない 251。 

輸入が禁止または制限されている物品及び防疫措置が必要な物品については、農務省動
植物検疫局のウェブサイト 252で情報が公開されており、このウェブサイトでは防疫措置の
詳細な情報については直接同局に問い合わせるよう呼びかけている。 

レイシー法の内容については、次項で報告する。

250 『前掲書』p46 
251. APHIS, "Universal Import Option, Kiln Dried or Heat Treated Logs or Lumber"， APHIS, "Tropical Hardwood

Logs and Lumber(Greater Than 15 Pieces; Not Debarked)" 及び APHIS, "Temperate Hardwood logs and Lumber
(With or Without Bark)。

252 https://www.aphis.usda.gov/ 

表５.45 輸入丸太に係る防疫規制の概要 
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5-5 リスク低減への取組み
5-5-1 違法伐採対策に係る法令及びその運用状況

2019 年２月に発表された連邦議会調査局の報告書によれば、米国の違法伐採対策に対応
する法令は、1973 年絶滅危惧種法、熱帯林保護法及びレイシー法である 253。 

1973 年絶滅危惧種法については、すでにこれまでの項で概略を報告しているので、本項
では熱帯林保護法の概要とレイシー法について報告する。 

（１）熱帯林保護法（the Tropical Forest Conservation Act）254

熱帯林保護法は、違法伐採の削減を目的として、違法伐採対策が必要な熱帯林が分布する
国と債務取引を行い、債務取引により生み出された資金を、債務国の伐採活動の監視、違法
伐採対策要員の訓練その他の熱帯林保護事業の支援に利用するための法律である。 

このような自然保護債権取引は、1990 年代初めからラテンアメリカ諸国を対象とした南
北アメリカイニシアティブの EIA（The Enterprise for the American Initiative）として開始さ
れていた。 

1998 年以降、EIA は熱帯林保護法のプログラムに組み入れられ、同法による自然保護債
権取引のプログラムはラテンアメリカを含む世界各地の適格国で実施された。14 か国 255が
参加した熱帯林保護法のプログラムによる 20 件の協定により、米国からの債務額が少なく
とも 9,000 万ドル削減され、熱帯林保護事業のための資金が現地通貨で３億 3,940 万ドル以
上生み出されている。 

熱帯林保護法のプログラムでは、既存の債務契約を取消した上で、債務スワップ、債務再
編または債務買い戻しを行う新たな債務契約を締結し、ローン元本の利息を現地通貨によ
り新たに設置した管理団体が監督する熱帯林基金に元本として繰り入れ、熱帯林基金の主
残高及び元本からの利息を地元の保護団体また債務者である政府に熱帯林保護活動を行う
ための助成金として提供している。 

熱帯林保護法のプログラムが実施できる債務国については、政治的基準及びマクロ経済
的基準を満たす必要がある。この内、政治的基準としては、次の事項が設定されている。 

i. 民主的に選ばれた政府であること。
ii. テロを支援しない政府であること。
iii. 薬物管理に関する米国との協定を怠らない政府であること。
iv. 重大な人権侵害を行わない政府であること。

253 “International Illegal Logging: Background and Issues”, Congressional Research Service, February 26, 2019. 
254 熱帯林保護法については、Percaze A. Sheikh, “Debt for Nature Initiatives and the Tropical Forest Conservation 

Act (TFCA): Stats and Implementation”, Congressional Research Service, July 24, 2018 の内容を要約して報告す
る。 

255 参加国は、バングラデシュ、ベリーズ、エルサルバドル、ペルー、フィリピン、パナマ、コロンビア、ジャマイ
カ、パラグアイ、ガテマラ、ボツワナ、コスタリカ、インドネシア及びブラジル。 
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さらに、マクロ経済的基準としては、次の事項が設定されている。 
i. 国際復興開発銀行（IBRD：International Bank for Reconstruction and Development）

もしくは国際開発機関（IDA：International Development Association）または部門別
調整ローンもしくはそれに相当するものを持つこと。

ii. 国際通貨基金（IMF）とのマクロ経済協定の締結。
iii. 米国との二国間投資条約、投資部門への融資または投資開放体制に向けた進展が証

明できるような投資改革の実施。

熱帯林保護プログラムの対象となる自然保護プログラムは、次の５種類である。 
i. 公園、保護区、自然地区の設立、維持及び修復プログラム。
ii. 公園管理者の能力向上のための訓練プログラム。
iii. 熱帯林の中または近傍に位置するコミュニティーの開発及び支援プログラム。
iv. 持続可能な生態系及び土地管理システムの開発プログラム。
v. 熱帯林植物及び同製品の医療品利用を促進するプログラム。
vi. 珊瑚礁を保護するプログラム。

熱帯林保護法関連の予算は、2007 会計年度分まで連邦議会から承認を受けていたが、2008
会計年度に４会計年度分の予算歳出の承認が失効し、連邦議会は 2013 会計年度以降、予算
の割当をしていなかった。 

この背景としては、自然債務取引の対象となる債務が減少していること、取引額が債務国
に関心を与えるほど多くないこと、熱帯林保護法を通じて熱帯林に焦点をあてる事業は多
くの適格国にとって範囲が狭すぎることがあげられている。 

連邦議会は、2019 年に熱帯林保護法の改正と予算の承認を検討し、熱帯林保護法の事業
に珊瑚礁を保護するプログラムを加え、連邦議会は 2018 会計年度から 2021 会計年度まで、
毎年 2,000 万ドルの予算を熱帯林保護法関連プログラムに支出する承認を行っている。 

（２）レイシー法（the Lacey Act)
2008 年に改正されたレイシー法は、米国を代表する包括法である「農業法案」の 2008 年

版である 2008 年食糧・保全・エネルギー法（the Food, Conservation, and Energy Act of 2008）
を構成する複数の法律の内の一つである。 

レイシー法は 1900 年に密猟及び狩猟が禁じられている動物を捕獲し、狩猟が禁じられて
いない州で捕獲した野生動物の皮や肉を販売するロンダリングに対応する法律として制定
された。同法にはこれまで多くの改正が加えられてきたが、1981 年の改正では違法に採取
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された野生動物、魚及び植物の売買を取り締まれるように大幅な改正が加えらた 256。 
なお、レイシー法の執行権限は、内務長官、商務長官及び農務長官にあり 257、植物の輸

出入に関しては農務省動植物防疫局が主務官庁である。ただしレイシー法の執行は、この他
の多くの省の権限に関与している。レイシー法の執行ができる政府機関は、山林局、税関国
境保護局、沿岸警備隊、海洋漁業局、連邦捜査局、移民局など多様である 258。さらに税関
関係のデータ管理に関しては、PGA（Partner Governance Agencies）と称される農務省、保
健福祉省、商務省、運輸省、法務省、内務省及び財務省で構成する作業グループがあり、連
邦政府が運用しているデータベース上で、各省が要求する一般的なデータ要素が重複しな
いように調整を行っている。データベースに必要なデータ項目の追加決定は、PGA が行っ
ている。 

①植物の定義及び規制対象
2008 年のレイシー法の改正の目的は、違法伐採を減らし輸出市場における米国産木材の

価値を高め、林産業を活性化することにある。改正法案が連邦議会に提出された当時は、違
法伐採がなければ合衆国の丸太、製材品、木質パネルの輸出額は年間４億 6,000 万ドル増加
し、さらに違法伐採の停止により国内の木材生産額が上昇するので、違法伐採停止による米
国企業の収益は年間約 10 億ドル増加すると見込まれていた。このため、2008 年に行われた
改正では、レイシー法の対象をより広範な植物及びその製品に拡大している 259。 

2008 年に改正されたレイシー法の植物の定義は、次のとおりである 260。 
a. 植物の一般的な定義

一般的に野生の植物の構成要素（根、種子及び部位または製品を含む）をいい、天
然林または人工林の木材を含む。 

b. 適用除外植物（c 項に掲載されているものを除く。）
i. 一般的な品種及び木材を除く、一般的な食品作物（根、種子及び部位またはそれ

らの製品を含む）。
ii. 実験室または屋外研究にのみ使用される植物遺伝物質（根、種子、胚芽及び部位

またはその製品を含む）の科学的標本。
iii. 植えられるもしくは植替えられるまたは植え残した全ての植物。

256 “Report to Congress”, APHIS, May, 2013。2008 年改正レイシー法は、2008 年食糧・保全・エネルギー法第 8204
条（16 Code Chapter 53）。 

257 Prcaze A. Shekh, “The Lacey Act: Compliance Issue Related to Importing Plant and Plant Products”, Congressional 
Research Service, February 25, 2014, p 8.

258 16 U. S. C. 3375。 
259 Prcaze A. Shekh, “The Lacey Act: Compliance Issue Related to Importing Plant and Plant Products”, Congressional 

Research Service, February 25, 2014, Summary Page. 
260 16 U. S. C. 3371。 
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c. 適用除外の例外
次に掲げるものは、適用除外から除く。

i. ワシントン条約の附属表に掲載されている種。
ii. 1973 年絶滅危惧種法が規定する絶滅の危機に瀕している種または絶滅危惧種。
iii. 州の固有種であり、絶滅の危機に瀕している種の保全を規定する州法が定める

保護種。
iv. 木製パレットその他のこん包材で、こん包材そのものが輸入物品でないもの。

レイシー法による規制対象は、2008 年の改正前は内国法及び外国法に違反した魚、野生
生物の取引及び輸出入を禁じていたものの、植物については規制の対象を州法に違反して
取得、所有、輸送または販売されたもの並びにワシントン条約の附属表に記載されている絶
滅の危機に瀕している種及び 1973 年絶滅危惧種法の保護指定種の内の米国原産種に限定し
ていた 261。 

2008 年のレイシー法改正の目的は、国外の違法伐採の削減にあるため、改正法には規制
対象に植物保護を目的とした外国法に違反した物品及び犯罪に関係した物品を加えた 262。
この改正により。2008 年に改正したレイシー法では次の行為を禁止している 263。 

a. 連邦の法律、条約、規制またはインディアン部族法に違反した魚類、野生生物または
植物の輸入、輸出、輸送、販売、受領、取得または購入。

b. 少なくとも次の一に該当する行為。
i. 植物の保護に係る州の法律もしくは規制または外国法に違反して採取、所有、輸

送もしくは販売される植物に対する次の行為。
 窃盗。
 公園、保護林その他の公的保護区域での植物の採取。
 正式に規制された地域での植物の採取。
 当局が要求する許可を取得せずに行った植物の採取。

ii. 州法または外国の法律もしくは規制が規定する植栽に必要な適切なロイヤリティ
－、税金または伐採料を支払わない採取、所有、輸送もしくは販売。

iii. 植物の輸出または転売を管轄する当該州の法律もしくは規制または外国法に違反
した採取、所有、輸送もしくは販売。

c. 連邦の海域及び領土内における次の行為。
i. 州の法律もしくは規制、外国法またはインディアン部族法に違反した魚類または

261 “Report to Congress”, APHIS, May, 2013 p5。 
262 “Report to Congress”, APHIS, May, 2013 p5。 
263 16 U. S. C. 3372 を要約。 
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野生動物の所持。 
ii. 植物の保護または規制に係る州の法令または外国法に違反した採取、所有、輸送

もしくは販売（禁止行為は b の i 項の箇条書きに同じ）。
iii. b の ii 項及び iii 項の行為

d. 魚や野生動植物の違法な採取、取得、受領、輸送または所持のためのガイドその他の
サービス提供、ライセンス発行その他の便宜供与、賄賂、販売または購入。

e. 次の行為に係る虚偽の記録、計測もしくは表示、故意もしくは意図的な虚偽の植物の
識別または虚偽の識別により作成した表示または書類の提出。
i. 外国からの輸入、輸出、輸送、販売、購入または受領。
ii. 州間または外国との商取引における輸送。

なお、2008 年に改正したレイシー法では、「販売」の定義の範囲を拡大し、販売依頼行為
（オファー）もその中に含めている。販売依頼行為に含めるものとしては、物品の販売依頼
の他に、ライセンスの提供、ガイド、装備提供その他のサービスの提供及び販売許可の提供
がある 264。

②輸入申告
2008 年の改正によりレイシー法は、植物及び植物製品を輸入する業者に、一般的な輸入

申告に加えて、同法が要求する事項の申告を義務づけた。 
2008 年のレイシー法改正により輸入申告項目が増えたので、税関国境警備局（U. S. 

Customs and Borser Protection）は同局が運用している輸出入電子情報管理システム 265に上
記輸入申告項目を加え、動植物検疫局は「PPQ 505 様式」と名付けた紙ベースのレイシー
法が定める事項の申告を行うための様式を整備している。 

なお、紙ベースの輸入申告書は、②Ｈ項で報告する税関データベースの整備が完了してい
ない品目について任意で行う輸入申告にも使用されている。 

264 Kristina Alexander, #The Laccey Act: Protectiong the Enveironment by Restrictiong Trade”, Congressional 
Reserach Service, January 14, 2014, p 3. 

265 米国の輸入申告の 99％は、電子申告によるものである（Prcaze A. Shekh, “The Lacey Act: Compliance Issue 
Related to Importing Plant and Plant Products”, Congressional Research Service, February 25, 2014,）。
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2008 年に改正したレイシー法が定める規定上の輸入申告事項は、次のとおりである 266。 
i. 輸入に含まれる植物の学名（属及び種）。
ii. 輸入額及び数量の説明。
iii. 植物の採取国（Country of Harvest）。

上記箇条書きに掲げた改正法が定める事項の要求を満たすために、次の項目が既存の輸
入申告項目に新たに加えられ、運用されている 267。 

i. 輸入物品の構成要素の説明。
ii. 輸入物品に含まれる植物の学名（属及び種）。
iii. PGA ライン額（レイシー法対象物品のドルベースの実質額）。
iv. コンテナを用いているときはコンテナ識別番号 268。
v. 輸送手段（数量を含む）。
vi. 植物の採取国（Country of Harvest）の国コード。

なお、輸入額及び数量の申告に使用する度量単位は、2008 年のレイシー法改正を機会に
メートル法（ｍ、㎡、㎥）に統一することとし、bf、bm、ft3、ピースその他のメートル法で
はない長さ、面積、材積または数量の単位の使用を禁じている 269。メートル法の度量単位
の使用を確実にするために、電子輸入申告システムの入力帳票は、度量単位をスクロールメ
ニューの中から選択して使用するよう構築されている。

Ａ．植物の学名の取扱い 
輸入物品に含まれる植物の学名は、採取国の国コード別に申告する。しかし、デューケア

を行っても樹種が特定できないときは、可能性がある全ての樹種を申告する 270。電子輸入
申告を行うときは、入力帳票上のスクロールメニューから対象物品の学名または一般名を
選択できる 271。 

なお、SPF は、次項に掲げるように樹種としては唯一、特殊用途指定の対象になっている
272。 

266 16 U. S. C. 3371 (f)(2)及び 3372(f)(1)。 
267 “CBP and Trade Automated Interface Requirements: APHIS Lacey Act Message Set Requirements”, CBP, June, 

2019, p 5.
268 Container Number（入荷時）/ Equipment ID（出荷時）。 
269 “Report to Congress”, APHIS, May, 2013 p 24。 
270 16 U. S. C. 3372(f)(2)(A)。 
271 USDA, “LAWGS, The Lacy Act Web Governance Cyctem: An Introduction”, August, 2013, p 16. 
272 Prcaze A. Shekh, “The Lacey Act: Compliance Issue Related to Importing Plant and Plant Products”, Congressional 

Research Service, February 25, 2014, p 7 及び“CBP and Trade Automated Interface Requirements: APHIS Lacey 
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Ｂ．特殊用途指定（SUD：Special Use Designaton） 
次に掲げる三つのカテゴリーに該当する複数の樹種または原料で構成している物品につ

いては、学名の申告にあたりデューケアを行っても樹種を特定できないときは、特殊用途指
定（SUD）物品として、学名の属の欄には「Special」と記入し、種の欄には箇条書きの括弧
内に記載した用語を記入できるようになっている 273。 

a. 樹種のグルーピング
SPF（SPF）。

b. 複合、リサイクルまたは再利用原料を使用した工業製品（デューケアを通じて特定
できない場合に使用）

i. MDF、ハードボード、OSB、切削板、紙、板紙等（COMPOSITE）。
ii. リサイクル原料（RECYCLED）。
iii. 再利用原料（RECLAIMED）。

c. その他特殊ケース
2008 年改正レイシー法が施行された 2008 年５月 22 日以前に製造され、その種

及び採取国をデューケアを通じても特定できない場合（PREAMENDMENT）。 

なお、SPF に含む具体的な樹種は、次の 10 種に限定されている 274。 
 Abies balsamea 
 Abies lasiocarpa 
 Picea engelmannii 
 Picea glauca 
 Picea mariana 

 Picea rubens 
 Picea sitchensis 
 Pinus bamksiana 
 Pinus contorta 
 Pinus resinosa 

Ｃ．採取国の取扱い 
レイシー法は、物品が製造された原産国（Country of Origin）ではなく、実際に植物を採

取した場所を示す採取国（Country of Harvest）の申告を要求している。レイシー法における
採取国とは、植物が採取、切断、伐採または移動させられた国をいう。植物種が複数の国で
採取された場合及び製品が複数の国で生産された植物原料で構成されている場合は全ての
採取国を申告し、植物製品を生産するために使用された原料の採取国が不明な場合は可能
性がある全ての採取国を申告する 275。ただし、採取国である可能性がある国が 10 か国を超
えるときは、SUD の規定により二つのアスタリスク（＊＊）を用いて具体的な国コードに

Act Message Set Requirements”, CBP, June, 2019, p 14。
273 “Laycey Act Plant and Plant Products Declaratioin: Species Use Declarations”, USDA, Updated June 19, 2019, P 1. 
274 “Laycey Act Plant and Plant Products Declaratioin: Species Groups”, USDA APHIS Lacey Act Program. 
275 16 U. S. C. 3372(f)(2)(B)。 
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代えることができる 276。 
なお、紙または板紙でリサイクル植物原料を含む場合は、樹種または採取国に係わらず非

リサイクル植物の含有量及び平均リサイクル率を申告する 277。

D．PGA ライン額 
レイシー法対象物品のドルベースの実質額を申告する。物品に含まれる採取国別の原材

料の学名別の額が申請可能である場合は、その額を申告する。この情報は、植物原料の属及
び種の別または採取国別の輸入総額を分析するために使用する 278。 

Ｅ．コンテナ識別番号 
レイシー法対象物品の輸入にコンテナを使用する場合は、コンテナ識別番号を申告する

279。この手続は、保税地域におけるレイシー法対象物品を積載したコンテナの入出荷の管理
だけでなく、2001 年９月に発生した同時多発テロ以降のテロ対策として、積出港での船積
みの 24 時間前までに米国の税関に申告する「24 時間ルール」の手続きの一部として実施さ
れている措置である 280。 

Ｆ．記載事項宣言 
輸入申告は輸入物品別に行われ、申告するときは「私は偽証罪を認識し、私の知識と信念

を最大限活用し、提供された情報が真実で正しいことを証明します」という宣言欄に紙ベー
スの申告書である PQ505 様式を使用するときは署名を、電子輸入申告をするときは「Ｙ」
（Yes）を入力する。この宣言文だけを読むと、輸入申告書への記入内容または電子申告デ
ータの入力内容が正確であると宣言しているようにとらえられる。しかし、税関国境警備局
のマニュアルによれば 281、輸入申告書の記載事項には Entity Address が含まれており、
Entity Address は一般的には法人所在地をいうものの、Entity には「許可された物」という
意味があるため、この宣言の中には合法的な物品の輸入を申告しているという意味を含め

276 “CBP and Trade Automated Interface Requirements: APHIS Lacey Act Message Set Requirements”, CBP, June, 
2019, p 15.

277 16 U. S. C. 3372(f)(2)(C)。 
278 “CBP and Trade Automated Interface Requirements: APHIS Lacey Act Message Set Requirements”, CBP, June, 

2019, p 23.
279 “CBP and Trade Automated Interface Requirements: APHIS Lacey Act Message Set Requirements”, CBP, June, 

2019, p 24.
280 “Business Rule and Process Document (Trade – External))- ACE Entry Summary (Version 9.25”, CBP, July, 2018, p 

1. 
281 “CBP and Trade Automated Interface Requirements: APHIS Lacey Act Message Set Requirements”, CBP, June, 

2019, p 19 及び p 22。 
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ると解釈されている。 

Ｇ．デミニス例外措置 
前述のように、レイシー法では輸入する植物の学名（属及び種）、輸入額及び数量の説明

並びに植物の採取国を申告するように定めているが、わずかに植物製品を含む輸入物品を
適用除外とするデミニス例外措置（De Minis Exception）が設定されている。この措置の目
的は、輸入業者 282の負担軽減である。動植物検疫局は、2020 年３月２日付の連邦政府官報
によりレイシー法実行計画へのデミニス例外措置の導入を官報により公示した 283。 

同官報によれば、デミニス例外措置の適用対象は、「個々の製品の重量の５％を超えない
植物を原料とする製品で、かつ、同じく製品の総重量が 2.9 ㎏を超えないもの」である。た
だし、次に掲げる植物原料が含まれる場合は、デミニス例外措置の適用から除外する。 

i. ワシントン条約の附属表に掲げられている種。
ii. 1973 年絶滅危惧種法の指定種。
iii. 絶滅の危機に瀕している種の保護を規定している州法により定められた種。

動植物検疫局は、デミニス例外措置の導入と対象物品の決定方法についてパブリックコメ
ントを募集した。

パブリックコメントでは、デミニス例外措置の導入については、少量でも違法木材を含め
ている可能性がある製品カテゴリーを対象としないよう求めるコメントが一部あった一方
で、最小限の植物材料を含む製品の最小限の除外を確立する考えを支持するコメントが一
般的であったため、動植物検疫局はこれらの二種類のコメントに同意した上でデミニス例
外措置の導入を決定した。 

さらに動植物検疫局は、デミニス例外措置の対象物品の決定方法について、材積または数
量に基づく方法または重量に基づく方法の二つの案を検討の俎上にあげてパブリックコメ
ントを求め、そのコメントを含めて検討した。その結果、材積または数量に基づく決定方法
は、測定または算定の方法が輸入申告をするそれぞれの業者で異なる可能性があるため、重
量に基づく決定方法を採用した。

動植物検疫局は、最終的に決定された「個々の製品の重量の５％を超えない植物を原料と
する製品で、かつ、製品の総重量が 2.9 ㎏を超えないもの」というデミニス例外措置の対象
物品の定義の設定については、「５％を超えない」という部分は、しきい値が５％を超える
とレイシー法が目的とする違法伐採対策及び法的要求事項の実施を監視するという意図に
反すると述べているだけで、明確な数値的根拠を示していない。一方で、「製品の総重量が

282 ここでいう「輸入業者」とは、輸入代理店及び製品を直接輸入する卸売業者、製造業者並びに小売業者及び流通業
者をいう（“Lacey Act Implementation Plan: De Minis Exception”, Federal Register, March 2, 2020）。 

283 “Lacey Act Implementation Plan: De Minis Exception”, Federal Register, March 2, 2020． 
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2.9 ㎏を超えないもの」という部分については、米国で一般的に製材品の材積単位として使
用されている１bf（Board Feet: 長 12 インチ×幅 12 インチ×厚１インチ＝長 30.48 ㎝×幅
30.48 ㎝×厚 2.54 ㎝）を許容限度とし、それを比重が最も高いリグナムバイタの重量（１㎤
あたり 1.23g）を用いて算出して導き出した「2.9 ㎏」をしきい値としている。 

動植物防疫局では 2018 年の輸入申告の内、このデミニス例外措置が適用できる可能性が
ある申告が週あたり約 1,300 件あり、この申請が不要となった場合の民間部門のコストの
削減額を 55 万 5,300 ドルと算定している。 

官報では、デミニス例外措置が適用できる可能性がある輸入物品として、傘、杖、拳銃及
び木製のボタンがついたシャツその他のアパレル商品を例示している。 

Ｈ．実行スケジュール 
米国では、2008 年 12 月 15 日からレイシー法に基づく植物及び植物製品の輸入申告が

義務づけられた。 
しかし、前掲のように 2008 年に改訂されたレイシー法では輸入申告事項として、学名

の記載、レイシー法が対象とする植物の量及び額、リサイクル原料のリサイクル率及び含
有量、複合原料製品に使用している原料の量など新しい多くの事項を要求している。 

植物及び植物製品の輸入申告業務の主務官庁である動植物検疫局は、レイシー法の改正
によりレイシー法に基づく輸入申告を必要とする品目は、実行関税率表を構成している計
99 章の内の 59 章に存在し、5,000 品目以上の物品に係る輸入申告が毎月 100 万件以上発
生すると予測した 284。さらに、新たな申請事項に対応するために、ほとんどの輸入業者が
利用している税関国境保護局が管理する輸入申告データベースを整備する必要が生じた。 

これらの事情から、動植物検疫局は法的手続に係る混乱を回避するために、2008 年 10
月８日付官報により、2009 年９月 30 日までの期間を三つのフェーズに分けた植物及び植
物製品の輸入申告スケジュールの初期計画を公示した。その後、このスケジュールは改訂
され、フェーズⅣ以降のスケジュールの発表は、施行する少なくとも半年前までに官報及
び動植物検疫局のウェブサイト 285でなされるようになった。 

同官報によれば、この段階的スケジュールの、フェーズⅠは電子輸入申告システムを整
備するための準備期間であり、フェーズⅠの期間中のレイシー法に基づく申告は、動植物
検疫局が制定した書類の申告様式（PPQ 505 様式）を使用して任意に行うこととしてい
る。ただし、電子輸入申告システムの利用は品目別に段階的に開始されるので、官報には
レイシー法執行当局は 2009 年４月以降も電子輸入申告システムが使用できるまでの期間
は、手書きの申請がなくとも起訴または没収の訴訟をしない旨が記載されている 286。

284 “Report to Congress”, APHIS, May, 2013, p 8. 
285 https://www.aphis.usda.gov/ 
286 Federal Register, Vol. 73, No. 196, October 8, 2008, Notices. 
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動植物検疫局及び税関国境保護局は、パブリックコメントの募集を含む調査を行いなが

表５.46 レイシー法輸入申告施行スケジュール（木材及び木材製品） 
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ら電子輸入申告システムの整備作業をすすめ、同システムが対応可能になった品目を段階
的にレイシー法輸入申告の対象品目に加えている。 

最新のレイシー法輸入申告実行スケジュールは、2020 年３月 31 日付官報で公示され、
木材製品では OSB（H.S. 441012）及び木製ケース等（H.S.4415）を対象品目とする「フ
ェーズⅥ」が同年 10 月１日から施行される予定であった 287。しかし、「フェーズⅥ」の実
施は、2020 年８月に新型コロナウイルス感染症の蔓延を理由に延期する運びとなった
288。後日、改めて「フェーズⅥ」の実施スケジュールが動植物検疫局から発表される予定
とのことであるが、2021 年２月現在、新たな実施スケジュールは発表されていない（表
５.46）。 

電子輸入申告システムの整備により、これまでに多くの木材及び木材製品がレイシー法
に基づく輸入申告の対象となってきたが、複合原料製品と雑多な品目で構成されている貿
易統計品目へのシステム対応には時間がかかっているようである。前表のフェーズⅥまで
に掲げられた品目を除く貿易統計品目第９部第 44 類に含まれる木材及び木材製品は、木
毛及び木粉（H.S.4405）、OSB を除く切削板（H.S.4410）、繊維板（H.S.4411）、表面に切
削板を使用した合板（H.S.44129906 及び H.S.44129957）、改良木材（H.S.4413）並びに
「その他の木製品」（H.S.4421）である。 

Ｉ．輸入申告情報の運用管理とトラッキング 
2018 年において、米国の輸入申請の 99％は電子情報取引（EDI：Electric Data 

Exchange）を利用した電子申請である。米国に輸入される貨物の輸入申請は、税関国境警
備局が運用する輸入物品のトラッキング機能を備えた ACS（Autometed Commercial 
System）の一部である税関申請等電子処理システムである ABI（Autometed Boeder 
Interface）システムを介して行われる。現在、税関国境警備局は、ACS を新たに設置した
貿易情報の再確認及び見直しが可能で電子申請及び提出データの確認機能及びトラッキン
グ機能を備えた ACE（Automated Commercial Environment）システムに統合すべく作業を
行っている。 

さらに、ACE システムは国土安全保障省が管理し、テロリスト及び犯罪者の特定並びに
コンテナ貨物のデータ分析機能を備えた ATS（Automated Targeting System）並びに税関
国境警備局が管理し、入国許可に係るスクリーニング決定を支援する機能を備えた TECS
システムとインターフェイスをしている 289。

2008 年のレイシー法改正によって新たに加えられた申請項目は、すでに税関国境警備局

287 Federal Register, Vol.85, No.62, March 31, 2020, Notices． 
288 "APHIS Will Delay Implementation of Phase Six of the Lacey Act Enforcement Schedule", August 4, 2020, USDA 

APHIS (https://content.govdelivery.com/) 
289 “Business Rule and Process Document (Trade- External)- ACE Entry Summary (Version 9.25)”, US Custom and 

Border Protection, July, 2018, Summary Page, p 1. 
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が運用している税関システムに項目を追加して、電子商取引を可能にしている 290。システ
ムに追加する具体的な項目は、農務省、保健福祉省、商務省、運輸省、法務省、内務省及
び財務省で構成する PGA（Partner Governmet Agencies）が改正したレイシー法が輸入申
告に要求している内容を検討した上で、既存のデータ要素との重複がないように調整しな
がら決定している 291。

動植物検疫局はレイシー法に係る輸出申告事項を書類で提出できるように PPQ505 様式
を準備した一方で、この様式の内容を電子申請するための LAWGS（Lacey Act Web 
Governance System）を構築している。このシステムは、税関国境警備局の ABI とインター
フェイスされ前図の税関関係のネットワークと接続しているている。

動植物検疫局が税関国境警備局と接続できる LAWGS を開発した目的の一つ目は、税関
国境警備局の職員がデータベースに手入力している紙ベースの輸入申告を削減することで

290 “Report to Congress”, APHIS, May, 2013, p 24. 
291 “CBP and Trade Automated Interface Requirements: APHIS Lacey Act Message Set Requirements”, CBP, June, 

2019, p 5 & p 19.

図５.４ レイシー法輸入申告に係る米国の輸出入管理システム 

注：PGA（Partner Government Agencies）：農務省、保健福祉省、商務省、運輸省、法務省、内務省及び財
務省で構成された組織。 

資料１：“Report to Congress”, APHIS, May, 2013, p 24. 
２：“CBP and Trade Automated Interface Requirements: APHIS Lacey Act Message Set Requirements”, CBP, 

June, 2019, p 5 ＆ p 19． 
３：“Lacey Act Program, Filing APHIS Lacey Data for Foreign Trade Zone (FTZ) Shipments- Interim 

Measures”, APHIS, November 16, 2006. P 2. 
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あり、二つ目は動植物検疫局と国境税関管理局のシステムの違い及び個人情報管理の観点
から両局のシステムが直接接続できないため、動植物検疫局のレイシー法に係る輸入物品
管理に生じていたタイムラグの問題を解決することにあった。動植物検疫局と税関国境警
備局のシステムのインターフェイスが構築される前は、毎週水曜日に税関国境警備局が動
植物検疫局に保税地区の入出荷データを CD（コンパクトディスク）で届け、動植物検疫局
はこのデータを同局のシステムに入力していた。このため、動植物検疫局のシステムに入力
したデータの中には、保税地区から一週間前に出荷した貨物のデータも含まれ、このタイム
ラグが問題視されていた 292。動植物検疫局によれば、2009 年から 2012 年までの期間に、
レイシー法に係る輸入申告が約 140 万件あり、この内の 13％（約 18 万 2,000 件）は、紙ベ
ースの申告書である PPQ 505 様式による申告であった 293。

さらに ACE と ACS は、輸出国の出荷者から米国内の最終荷受人までのトラッキングが
可能である。レイシー法が定めた申告事項の内のコンテナに係る情報は、ACE を通じてテ
ロ対策用のシステムである ATS でも利用できる。

③デューケアと罰則規定
デューケア（due care）とは、「一定の情況下において要求される十分な注意。常識的な

分別を持った人物であれば、その情況において、当然払うべき注意。過失の存在の有無に
おいて使われる用語」294をいう米国の法的概念である。したがってデューケアの内容はそ
れぞれの人で知識や組織上の責任の程度が異なるので、違反に対する罰則はこれらの程度
に応じた適用がなされる。1981 年のレイシー法改正にあたり連邦議会上院に提出された報
告書は、特定の情況下で道理をつくした人が法律に違反していないことを保証するため
に、同様の情況下でデューケアを講じる必要があると指摘している 295。 

2008 年に改正されたレイシー法では、デューケアという用語は使われていない。しか
し、その概念は罰則規定に反映されており、違反が故意であるかもしくは過失であるかま
たはデューケアを実施したかもしくは実施しなかったかによって大きく罰則が異なるた
め、罰則を決定する上でまたは重い罪を犯さないようにする上で、デューケア実施の有無
は極めて重要視されている。 

取引をするときに注意を払わなくてはならない事項については、動植物検疫局が「レッ

292 “Report to Congress”, APHIS, May, 2013, p 13. 
293 “Report to Congress”, APHIS, May, 2013, p 10. 
294 福田守利著、『アメリカビジネス法辞典』、株式会社商事法務、2001 年１月、125 頁。 
295 Pervaze A. Shekh, “The Lacey Act: Compliance Issue Related to Importing Plant and Plant Products”, Congressional 

Research Service, February 25, 2014, p 17．原資料は、U.S. Congress, Senate Committee on Environment and 

Public Works, Lacey Act Amendments of 1981, report to accompany S.736, 97th Cong., 1st sess., April 27, 1981, S. 

Rept. 97-123 (Washington: GPO, May 21, 1981), p. 10。 
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ドフラッグ」として、次の事項をあげている 296。 
i. 取引価格が一般の市場レートを大幅に下回る。
ii. 書類をともなわない現金取引。
iii. 無効または改ざんされた文書または許可の使用。
iv. 通常ではない異常な販売慣行または取引。

これらに加えて、米国司法省首席弁護士のトーマス・スウィーゲル氏は、次の事項を
「レッドフラッグ」の例としてあげている 297。 

i. 賄賂の要求。
ii. 関税または税金が含まれない価格。
iii. 不正確な商品ラベル。
iv. 質問に対する合理的な回答がない。

さらに 2016 年２月にバージニア州の大手建材流通企業のレイシー法違反事件の裁判の
結審を報じた司法省が発行している『司法ニュース』298の紙面では、同社が認識しながら
行動を起こせなかった「レッドフラッグ」として次の事項をあげている。 

i. 高リスク国からの輸入。
ii. 合法伐採を証明する文書を提供しないサプライヤーからの購入。
iii. 製品に関する誤った情報を提供したサプライヤーからの輸入。
iv. 何度も提供された同一のコンセッション伐採許可書。

このような「レッドフラッグ」を回避し、デューケアの実施を証明する手段にはどのよ
うなものがあるかについて、前掲の司法省首席弁護士のトーマス・スウィーゲル氏は、次
のものをあげている 299。 

i. 法令遵守計画の策定。
ii. 取引業務への法令遵守計画の適用方法の文書化。
iii. 企業を代表しているという責任感を醸成するための社員教育の実施。
iv. サプライヤーへの訪問。

296 Pervaze A. Shekh, “The Lacey Act: Compliance Issue Related to Importing Plant and Plant Products”, Congressional 
Research Service, February 25, 2014, p 17.

297 Thomas W. Swewgle, “Lacey Act Amendments of 2008”, パワーポイント資料 13 頁、セミナー『世界の違法伐採対
策と日本の取組』、2015 年 8 月 28 日、FoE Japan、地球・人間環境フォーラム。 

298 “Lumber Liquidators Inc. Sentenced for Illegal Importation of Hardwood and Related Environmental Crisis”, Justice 

News, Department of Justice, February 1, 2016.. 
299 Thomas W. Swewgle, “Lacey Act Amendments of 2008”, パワーポイント資料 14 頁。セミナー『世界の違法伐採対

策と日本の取組』、2015 年 8 月 28 日、FoE Japan、地球・人間環境フォーラム。
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v. 質問による合理性の追求。
vi. 業界規格の策定とその遵守。

レイシー法における罰則は、故意による違反か過失による違反かによって大きく区分し、
故意の違反の場合は、刑事罰の重罪とし、過失による違反の場合はデューケアの履行の有無
と違反の内容によって罰則が区分されている（図５.５）。 

違反となる行為については、違法ソースからの木材取引と輸入申告書の虚偽記載の二つ
に大別され、罰則内容は前者へのものが厳しい。 

罰則の内容は、当然ながら故意の違反へのものが過失の違反へのものよりも重くなる。 

 

量刑を決定するときにデューケアの実施の有無が検討される対象は、過失による違反行
為である。デューケアを実施していれば軽い罰が、実施していなければ重い罰が課せられ
る。例えば、過失による違法ソースからの木材取引の違法行為に対する罰則は、デューケ

図５.５ レイシー法罰則規定の概要 
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アを実施していなかった事案に対しては、刑事罰の軽犯罪を適用した罰金の他、収監がな
される場合がある一方で、デューケアを実施していた事案の場合は、物品の没収だけが適
用される。

レイシー法の罰則規定では、全ての違反を対象に輸入物品の没収が行われる。罰則の中
でも最も重い罰則は、故意に違法ソースからの木材取引を行った事案に対するもので、物
品の没収とともに違反一件あたり法人にあっては最高 50 万ドル、個人にあっては最高 25
万ドルまたは取引粗利益の倍額もしくは損失利益額という高額の罰金が課せられ、さらに
収監を命ずる場合もある。 

なお、レイシー法の罰則規定は、同法が犯罪前提法（Presicate Act Law）であるため、
他の法令に係る前提行為違反が証明されない限り適用できない 300。 

例えば、「州法が指定している狩猟禁止地区で動物の狩猟をし、その肉を販売した」場
合、この文の「州法が指定している狩猟禁止地区で動物の狩猟をし」の部分は狩猟法違反
（前提法違反）であり、「その肉を販売した」の部分はレイシー法違反である。この場合
は、前提法違反が存在するので、レイシー法の違反にも問える。しかし、「州法が指定し
ている狩猟禁止地区で動物の狩猟」だけでは、レイシー法の違反には問えない。 

さらに、レイシー法の禁止行為条項には、「国の法律または規制に違反して、または外
国法に違反した魚類または野生動物の採取、受領、輸送及び販売」という本文がある 301。
この文の場合は、「国の法律または規制に違反して、または外国法に違反した」の部分は
前提法違反の内容を、「魚類または野生動物の採取、受領、輸送及び販売」の部分はレイ
シー法違反に該当する行為を説明している。

司法省は、レイシー法違反を摘発するときに、被疑者が前提法違反を認識していたかを
確認しなければならないが、この確認作業は時に困難に直面するようである。しかし、こ
れについて連邦第９巡回裁判所は、レイシー法は、違反者が違反した法律や規則の全ての
詳細を知っていることを要求していない。植物または動物が、何らかの法律違反により
「汚染されている」ことを認識していれば十分であると述べている 302。 

④レイシー法違反事例
司法省は、連邦裁判所が扱った事案の概要を同省が作成した『司法ニュース』または連

邦検事局の発表をウェブサイト上で公表している。 
レイシー法に係る裁判事例は多く、レイシー法違反に係る判決は毎月のように下されて

いる。レイシー法が適用対象とする物品や行為は広いので、裁判事例の内容は多種多様で

300 Kristina Alexander “The Lacey Act: Protecting the Environment by Restricting Trade”, Congressional Research 
Service, january 14, 2014, p 7 及び p 10。 

301 16 U. S. C. 3372(a)(2)(A)． 
302 Kristina Alexander “The Lacey Act: Protecting the Environment by Restricting Trade”, Congressional Research 

Service, January 14, 2014, p 18.
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ある。レイシー法違反に係る裁判事例の内容を俯瞰すると、物品別裁判事例件数として
は、植物及び植物製品に係る裁判事例は極めて少なく、最も多いのは動物に係るもので、
次いで多いのは水産物に係るものである。 

これらの事件内容としては、保護指定を受けている魚類または野生生物の捕獲及びその
販売、取引または輸送並びに許可または免許を要する種の捕獲または免許を得ないで行っ
た捕獲及び取引または販売が多く、その他にもハンティングまたはフィッシングのガイド
が顧客を狩猟または漁獲が禁じられている場所に案内する違法サービス提供、肉、魚肉そ
の他の動物由来の製品に義務づけられている表示の偽装などがみられる。 

木材に係るレイシー法違反の裁判事例として司法省のウェブサイトから収集できたの
は、表５.47 に掲げた６件である。これらの裁判事例の内訳は、米国内の連邦有林で発生
したカエデの盗伐に係るものが２件、他の４件は外国法に違反した物品を米国に持ち込ん
だ事件のものである。 

表５.47 木材に係るレイシー法違反裁判事例 
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Ａ．連邦有林材の盗伐に係る裁判事例 303 
前表の＃２の裁判事例は、三人の男性が謀議を行ない、2011 年 11 月と 12 月及び 2012

年５月にワシントン州のギンフォードピチョット連邦有林でカエデの盗伐を行った事件
で、農務省山林局が調査して起訴した。三人の男性は、公共財産を盗む謀議を働いた上で
盗伐（窃盗）をし（前提法違反）、その材を販売したためレイシー法違反となっている。 

裁判の結果、被告三人のうち一人には懲役 15 か月、もう一人には懲役６か月及び懲役
後の保護観察３年の刑が確定した。残り一人の判決内容については、取得できた資料では
判決予定日が記載されているが、その判決内容についてはウェブサイトで見つけられなか
った。 

前表の＃４の裁判事例は、ワシントン州内の連邦有林で盗伐されたカエデ材の密売事件
の裁判事例である。 

2012 年４月に農務省山林局の法務執行官は製材工場の所有者であった被告と面会し、ワ
シントン州ではカエデの伐採業者に特殊林産物許可の取得を義務づけており、カエデ材を
購入する全ての者は伐採業者が所持している特殊林産物許可書を確認しなければならない
と警告した。しかし、被告はその後も伐採業者に特殊林産物許可書の提示を求めずにカエ
デ材を購入し続け、2012 年４月から 2014 年３月までの期間に州外の業者にカエデ製品を
販売して合計 49 万 9,414 ドルの収入を得た。

この事例の場合、被告は素材業者からカエデ材を購入するときに州法が定める伐採業者
が所持している特殊林産物許可書の確認義務を意図的に怠ったことが前提法違反となり、
盗伐された材と知りながらカエデ材を購入し続けたこと及び取得した盗品を加工し、州外
の業者に販売した行為（ロンダリング行為）がレイシー法違反となっている。 

この裁判で連邦検事は、「この被告のような悪意のある工場所有者が盗伐した木材の市
場を作っている限り、我々が保護した森林は危機にさらされている。被告は事実上、窃盗
品を守る「フェンス」の役割をした。被告は盗難された宝石や電子機器とは異なり、公的
に所有されたかけがえのない天然資源を盗んだ」と厳しい指摘をし、判決では被告に６か
月の懲役、６か月の自宅拘留及び釈放後３年間の保護観察並びに違法に伐採されたカエデ
の密売によるレイシー法違反の賠償金として 15 万 9,626 ドルの支払いを命じている。 

なお、連邦検事局西部ワシントン事務所は 2016 年４月 16 日付の緊急発表で＃２と＃４
の事件の裁判結果を同じ紙面で伝えているので、二つの事件には関連性があると思われる
が、この発表文書では両者の関連性について明確に記述していない。 

Ｂ．ギターメーカーによる製材品不正輸入の裁判事例 
前表の＃１の裁判事例は、テネシー州に所在する世界的に有名なギターメーカーによる

303 “Mill Owner Sentenced to Prison for Puechases and Sales of Stolen Figures Maple from National Forest”, Immediate 
Release, Western District of Washington, The United States Atoorney’s Office, April 19, 2016. 
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ギター用原料の不正輸入をめぐるものである。 
このギターメーカーは、採取国で禁止されている製材品の輸出を、サプライヤーを通じ

て輸出業者に依頼し、虚偽記載をした輸入申告書を使って製材品を輸入し、輸入した材料
を使用して製品の製作及び販売をしていた。 

この事件は、世界的に有名な企業に特殊部隊をともなった強制捜査が行われたため、社
会的に衝撃を与え注目された。さらに、この事件を解決するために締結された刑事執行協
定（criminal enforcement agreement）の内容に、法令遵守プログラムの作成と実行が盛り
込まれたことから、デューケアを含むレイシー法への具体的な企業対応に頭を悩ませてい
た木材関係者から、ギターメーカーが作成する法令遵守プログラムの内容に注目が集まっ
た。連邦議会からの要求により調査を行う連邦議会調査局（Congressional Research 
Service）も、この事件について複数の報告書を議会に提出している。 

刑事執行協定の内容は、次のとおりである 304。 
i. 米国政府は、レイシー法の刑事違反に係る起訴を延期する。
ii. 米国政府は、ギターメーカーの認識、同社のレイシー法に基づく義務及び協力内容

の履行並びに是正措置に照らして、同社が協定に基づく義務を完全に履行し、将来
に渡り法律違反を犯さない限り、同社が注文、購入及び輸入したマダガスカルから
のエボニー並びにインドからのエボニー及びローズウッドに関連したレイシー法違
反を含む刑事告発を取り下げる。

iii. ギターメーカーは、30 万ドルの罰金を支払う。
iv. ギターメーカーは、楽器産業で使われる樹種及びそれらの樹種が分布する森林の保

護、樹種識別及び成長促進のための活動に使用する国立魚類野生生物基金
（National Fish and Wildlife Fundation）に 50 万ドルのコミュニティーサービスを
支払う。

v. ギターメーカーは、法令遵守の管理と手順を強化するために設計する法令遵守プロ
グラムを実施し、司法省に 18 か月に２回、このプログラムの取組状況を報告す
る。

vi. ギターメーカーは、民事没収訴訟に訴えた 26 万 1,844 ドルのマダガスカル産エボ
ニーを含む犯罪捜査過程で押収された木材に対する請求を撤回する。

この刑事施行協定には、ギターメーカーが責任を受入れ、認めるための詳細な事実説明
の声明が含まれている。その内容は、次のマダガスカル産エボニーに関するものである。 

i. マダガスカルのエボニーは成長が遅い樹種で、同樹種の過伐により自然環境が脅か
されていると考えられる。マダガスカルの森林は、エボニーその他の樹木の合法的

304 刑事執行協定の内容の出典は、”Gibson Guitar Corp. Agrees to Resolve Investigation into Lacy Act Violations”, 
Justice News, Department of Justice, August 6, 2012。 

113



伐採及び違法伐採により大幅に減少した。マダガスカルの森林には貴重な固有動植
物が生息している。マダガスカルでのエボニーの伐採と完成していないエボニー製
品の輸出は、2006 年から禁止されている。 

ii. ギターメーカーは、ギター製造のためにエボニーの製材品である指板を、マダガス
カルの輸出業者に注文業務を行うサプライヤーを通じて購入した。ギターメーカー
のサプライヤーは、2006 年の輸出禁止以降もマダガスカルの輸出業者からエボニ
ーを継続して受領した。マダガスカルの輸出業者は、2006 年に発効された法律に
より、エボニーの指板を輸出する権限を持っていなかった。

iii. 2008 年にギターメーカーの従業員は、NGO が主催するマダガスカルツアーに参加
した。ツアーに参加した従業員は、2006 年にマダガスカルで制定された法律によ
り、エボニーの輸出及び完成していないエボニー製品の輸出が禁止されたとの情報
を得た。同従業員は、ギターメーカーのサプライヤーが木材の調達先としているマ
ダガスカルの輸出業者の施設を訪問し、その施設内の木材がすでに押収され、移動
できないことを知らされていた。同従業員は、マダガスカルからこの情報を持ち帰
り、ギターメーカーで上司や他の人にこの情報を伝達したが、ギターメーカーはそ
の情報に基づくの対応をしなかった。2008 年 10 月から 2009 年９月までの期間
に、ギターメーカーはサプライヤーにマダガスカルからエボニーの指板を４回に渡
り出荷させた。

この事件は、ギターメーカーがインドで輸出が禁止されている製材品を米国に持ち込も
うとしていたことに端を発している。その調査の過程で、ギターメーカーによるマダガス
カルで 2006 年から輸出が禁止されている製材品の同国からの輸出が明らかになり、捜査
の対象に加えられた。結論を先に述べると、事件の発端になったインド産製材品について
は、調査をすすめたところインドの関税法に一貫性がないことが判明し、レイシー法違反
を問うのに必要な前提法違反の明確な根拠がなくなり立件できなかったため、米国当局は
没収したインド産製材品をギターメーカーに返却し、最終的にギターメーカーがレイシー
法違反に問われたのは、マダガスカル産製材品のマダガスカルからの輸出と米国への持込
みに係る事案であった。

以下ではこの事件の経緯について、連邦議会調査局が連邦議会に提出した報告書 305に記
載された内容を要約して報告する。 

この事件は、2011 年６月にテキサス州のダラス国際空港の税関国境警備局職員が到着貨
物であるインド産エボニーはレイシー法に違反しているのではないかと疑いを持ち、野生
生物局に照会を入れたことから発覚している。この貨物の書類の記載内容には一貫性がな

305 Kristina Alexander, “The Lacey Act: Protecting the Environment by Restricticting Trade”, Congressional Research 
Service, January 14, 2014, pp 14-20. 
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く、品目名が貿易統計品目番号とともに単板、指板及び完成した楽器部品と記載され、荷
受人の欄にはドイツ及びカナダの輸入業者名とともにギターメーカーの名称が記載されて
いた。 

野生生物局査察官並びに税関国境警備局及び動植物検疫局の専門家は当該貨物を実地検
査し、この貨物の木材製品は貿易品目では製材品に分類する厚さ 10mm のインド産のエボ
ニーであると断定した。

この貨物の荷受人は、書類上では前述の三者が記載されていたが、この調査の後にギタ
ーメーカーからレイシー法に基づく輸出申告書の提出があり、この申告により当局は当該
貨物の荷受人がギターメーカーであると特定した。宣誓供述書によると、ギターメーカー
が提出した輸出申告書には、貿易統計品目番号 H.S. 4407 に分類するエボニーの製材品が
含まれていた。 

しかし、インドでは伐採された全ての樹種について、貿易統計品目番号 H.S. 4407 に分
類する製材品の輸出を例外なく禁止しているため、この貨物の輸入については、輸入関係
書類の虚偽記載に加え、外国法への違反の疑いが生じた。 

さらにギターメーカーが 2011 年６月 27 日にインドから輸入した貨物についても、税関
国境警備局から野生生物局にレイシー法違反の疑いがあるとの連絡があった。出荷書類に
は、貨物がインド産の貿易統計品目 H.S. 4407 に分類したエボニーとローズウッドの製材
品が記載されていた。書類上の荷受人としては、ギターメーカーとは異なる会社の名称が
記載されていたが、野生生物局が調査したところ、正しい荷受人はギターメーカーである
事実が判明した。 

野生生物局が税関国境警備局と調査をすすめたところ、これら 2 件の貨物の他に、過去
にギターメーカーから 11 件のインド産製材品に係る輸入申告書の提出があり、税関国境
警備局のデータベースの記録もこれらがインド産のエボニーまたはローズウッドの製材品
であることを示していた。 

野生生物局は 2011 年 8 月にギターメーカーの加工工場、荒挽製材工場、企業所在地施
設及び配送サービス施設への強制捜査を実施し、インド産のエボニー及びローズウッドの
製材品とともにギターメーカーが 2008 年から 2009 年にかけて輸入したマダガスカルでは
輸出が禁じられている同国産エボニー製材品を没収した。 

Ｃ．大手建材流通企業による違法伐採材輸入及び偽装表示の裁判事例 306 
前表の＃３の裁判事例は、バージニア州を本拠地とする床板を主要製品とする大手建材

流通企業によるレイシー法違反事件のものである。 

306 この項の内容は、”Lumber Liquidators Inc. Sntenced for IllegalImportation of Hardwood and Related 
Environmental Crimes”, Justixe News, February 1, 2016”を要約し、解説を加えたものである。 
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2013 年にこの建材流通業者は、極東ロシアから違法に伐採したモンゴリアンオーク 307

を原料とした床板を英国ウェールズ産オークと虚偽の表示をして米国に持ち込み、それを
米国内で使用した。取引されたモンゴリアンオークの床板は、極東ロシアのシベリアタイ
ガー及びアムールヒョウ生息地でもある地域で違法に伐採され、そのほとんどは中国で床
板に加工したものであった。さらに調査の過程で、建材流通業社がミャンマーから輸入し
たメルバウ 308を、インドネシア産マホガニーと虚偽の輸入申告をしたことも判明した。 

このため、2015 年 10 月にこの建材流通業者は、外国法違反、虚偽表示、違法な植物製
品の米国での輸送及び使用並びにレイシー法輸入申請書に係る虚偽陳述により、輸入物品
の虚偽陳述に係る重罪１件、レイシー法の刑犯罪４件の疑いで起訴された。 

2016 年２月１日に下された判決では、刑事罰金 780 万ドル、刑事没収額 98 万 9,175 ド
ル及びコミュニティーサービスへの支払額が 123 万ドル以上、合計 1,315 万ドル以上の支
払いの他、５年間の保護観察、政府が承認した環境コンプライアンス計画及びその独立監
査の実施並びに民事没収に係る 315 万ドルを超える現金の支払いが命じられた。

コミュニティーサービスへの支払金は、国家魚類野生生物基金及び野生生物局サイ・ト
ラ保護基金（USFWS Rhionceros and Tiger Conservation Fund）に提供された。

裁判所に提出された事実確認についてのステートメントによると、建材流通業者は繰返
し自社の内部手続に従わず、2010 年から 2013 年までの期間に、認識していた「レッドフ
ラッグ」に対し行動を起こせなかった。

この「レッドフラッグ」には、次のものが含まれていた。
i. 高リスク国からの輸入。
ii. 合法伐採を証明する文書を提供しないサプライヤーからの購入。
iii. 製品に関する誤った情報を提供したサプライヤーからの輸入。
iv. 何度も提供された同一のコンセッション伐採許可書。

建材流通業者の従業員は、木材の供給地が遠隔で、腐敗及び違法調達のリスク負う可能
性が高いと認識していた。違法リスクが高いにもかかわらず、同社はロシア極東を供給源
とする中国の床板製造業者からの購入量を増やし続けた。 

2013 年に建材流通業者は、何回も使用されたコンセッション許可証により伐採されたロ
シア材製品を輸入した。その結果として、建材流通業者の輸入量は、モンゴリアンオーク
の合法的伐採量（許容伐採量）の９倍に達した。

調査の結果、木材の密輸企業で蔓延している一見合法とみられる政府の許可書を使用し
て違法に伐採を行う慣行が明らかになった。 

この事件の判決は、違法な木材の輸入及びその使用に係るレイシー法違反として初めて

307 Quercus mongolica。 
308 Intsia palembanbica。 
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の重罪判決が下ったこと、罰金を含む同業者の支払い額が合計 1,630 万ドル以上の巨額に
達したこと、建材流通業者が自ら用いる政府が承認した「レイシー法コンプライアンス」
と名付けた環境コンプライアンスを公表したことから大きな話題となった。 

建材流通業者の環境コンプライアンスの内容については、次項で報告する。 

Ｄ．禁伐樹種の木製パレットを米国に持ち込んだ事件の裁判事例 309 
前表の＃５の裁判事例は、ペルーの国内法で義務づけられている適切な許可を得ずにま

たは承認された地域外で伐採された木材を使用して作成した疑いがある木製パレットを米
国に持ち込んだ事件の裁判事例である。 

この事件は、2015年12月に国土安全保障省（Department of Homeland Security）がペル
ーとの関税相互援助協定に基づきペルー政府から受け取った報告書に記載されていた申立
てにより発覚し、24枚の木製パレットがテキサス州ヒューストン港で同省により押収され
た。このパレットの荷主であるオレゴン州の製材工場は、同港において関税法及びレイシ
ー法に違反したとして国土安全保障省から訴えられた。 

国土安全保障省は、農務省山林局の林産物研究所にパレットから採取したサンプルの解
析を依頼し、同研究所は解析の結果、このサンプルはペルーで伐採が許可されている樹種
ではないと結論付けた。 

司法省は、この事件をオレゴン州の製材工場との和解により解決した（settlement 
agreement）。和解内容の概要は、オレゴン州の製材工場が押収物品の輸送、破壊及び処分
に係る全ての費用を負担すること、米国政府はレイシー法違反の申立てに対して、さらな
る民事執行措置、罰金または民事罰を行わないことというものであった。押収されたパレ
ットは、2017年１月に国土安全保障省がヒューストン港において処分を行っている。 

本件を伝える司法省のニュースでは、オレゴン州の製材工場の関税法違反の内容、同工
場がこのパレットを米国に持ち込んだ経緯、そしてこのパレットは輸入物品であったのか
または輸入物品の輸送に使用したものなのかについての記述がないので、事の詳細は不明
である。しかし、事件の解決が軽い違反を解決するときに用いる和解協定によってなさ
れ、オレゴン州の製材工場は没収物品の輸送及び処分の費用を負担するだけで罰金が課さ
れていないことから、デューケアを実施した上での過失による違反ではないかと推測でき
る 310。 

309 この項の報告は“Justice Department Reaches Agreement to Ensure Destruction of Timber Believed to Have Been 

Harvested in Violation of Peruvian Law”, Justice News, Department of Justice, January 18, 2017の内容を要約し解

説を加えたものである。 

310 図５－５参照。
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Ｅ．エッセンシャルオイル不正輸入事件の裁判事例 311 
前表の＃６の裁判事例は、ユタ州のエッセンシャルオイル製造販売会社がワシントン条

約の附属表に掲載されている種であるブラジリアンローズウッド 312を原料としたエッセン
シャルオイルを不正輸入した事件のものである。

この製造販売会社の従業員及びサプライヤーと請負業者は、2010 年６月から 2014 年 10
月までの期間に、ペルーにおいて必要な許可を得ずにブラジリアンローズウッドを無許可
で伐採及び輸送し、これを蒸留してエッセンシャルオイルを製造した。製造したエッセン
シャルオイルは、エクアドルに輸出した後、エクアドルから米国に輸出し、その一部は米
国に持ち込まれていた。ペルー政府は、ワシントン条約で保護されている種の無許可の伐
採、輸送及び輸出を禁じている。

当局の調査の結果、2014 年 11 月から 2016 年１月までの間に、製造販売会社は米国の
輸入業者を通じて、1,100kg を超えるブラジリアンローズウッドのエッセンシャルオイル
を購入していた事実が明らかとなった。 

さらに、事件発覚後の米国当局の調査により、製造販売会社は 2015 年 12 月にスペイン
のナパルで収穫された原料を使った香油を輸出に必要なワシントン条約の許可書を得ない
で英国に輸出した事実も明らかになった。製造販売会社は、2016 年３月に香油を英国に輸
出した後にワシントン条約の許可書を申請していた。それ以前に製造販売会社は、香油を
ワシントン条約の許可を取得した英国の会社から輸入したが、その製品が不充分であると
して英国の会社に返品していた。

2017 年９月に製造販売会社は 1973 年絶滅危惧種法及びレイシー法違反による有罪を認
め、答弁取引協定（plea agreement）を連邦政府と締結した。 

この協定に基づき、製造販売会社の罰金 50 万ドル、賠償金 13 万 5,000 ドル、エッセン
シャルオイルに使用される保護対象植物の保護に係るコミュニティーサービス 12 万 5,000
ドルの支払いが確定し、さらに５年間の保護観察期間が宣告されるとともに、特別な条件
として、企業コンプライアンス計画の実施及び監査並びに有罪判決に関する声明の公表が
義務づけられた。

5-5-2 民間のリスク低減に係る取組み実施事例
米国でも大手林産物企業を中心に、取扱林産物への違法伐採木材の混入の確実な防止及

び違法伐採木材の取扱いがないことを第三者に示す目的で、サプライチェーン管理の強化
がはかられている。サプライチェーン管理については、自社内での法令遵守の強化に加

311 この項の報告は“Essential Oils Company Sentenced for Lacey Act and Endangered Species Act Violations to Pay 

$760,000 in Fines, Forfeiture, and Community Service, and to Implement a Comprehensive Compliance Plan”, 

Justice News, Department of Justice, September 18, 2017の内容を要約し解説を加えたものである。 

312 Aniba roseaodora． 
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え、サプライヤーに対する審査を厳格化し、サプライヤーへの法令及び企業の調達方針の
遵守に関するトレーニング機会の提供、登録制によるサプライヤー管理、サプライヤーの
モニタリング及び監査の強化、林産物企業から伐採地までのトラッキング及び流通過程全
体の合法性確認などを実施している事例がある。

以下では、林産物企業がサプライチェーンを強化する現在の状況に至るまでの経緯の一
端として、レイシー法に係るサプライチェーン管理の事例を紹介する。 

レイシー法のデューケアと EUTR のデューデリジェンスの内容には類似点があるもの
の、2008 年に改正したレイシー法には、EUTR が求めている CoC 情報及びリスク低減の
算定に係る規定がないといわれている 313。しかしながら、デューケア実施の具体的な意味
は、サプライチェーン管理にあると解釈できるため、2008 年のレイシー法改正がなされて
から、法令遵守をするためのサプライチェーン管理の内容と実施をめぐり輸入林産物を取
扱う業者を中心に林産業界でも混乱が生じていた。 

このような状況の中で木材輸入関係者は、前項に掲げた裁判によって被告に作成と履行
が義務づけられた二つのプログラムに注目した。その一つ目は、ギターメーカーのレイシ
ー法違反事件の解決のために、ギターメーカーと政府が締結した刑事執行協定の中で実施
が定められた法令遵守プログラムである。二つ目は、ギターメーカーの事件後に発生した
大手建材流通企業のレイシー法違反裁判において、裁判所が命じた政府が承認のしたサプ
ライチェーン管理を含む環境コンプライアンス計画である。

さらに化粧板広葉樹協会（Decorative Hardwood Association）314は、ギターメーカーの法
令遵守プログラム及び大手建材流通企業の環境コンプライアンス計画を参考にして、「合
法木材の購入及び供給源を確立するデューデリジェンスのための米国標準化協会認定規
格」(American National Standard for Due Diligence in Procuring/Sourcing Legal Timber: ANS 
LTDD 1.0 2015)をデューデリジェンスを実施するためのツールとして開発している。 

なお注意を要するのは、これらの事例は、あくまでも企業が設定したまたは団体が推奨
しているシステムの「事例」であり、米国で輸入木材を取扱う全ての者がこのような基準
を設定し、実施しているわけではないという点である。 

2017 年に林野庁が実施した調査報告書では、大手建材流通企業のコンプライアンス計画
は「デューデリジェンスを実行するための「good example」であるが、すべての企業にや
らせようとしたものではない。司法省の基本的な立場は、それぞれの事業者が、できる範
囲で対処することを求めており、大企業と小企業では求める内容は異なる」315という連邦

313 Pervaze A. Shekh, “The Lacey Act: Compliance Issue Related to Importing Plant and Plant Products”, Congressional 
Research Service, February 25, 2014, p 19.

314 旧称，広葉樹合単板協会（Hardwood Plywood and Veneer Association）。 
315 『海外現地調査報告書』、林野庁平成 28 年度「グリーンウッド法」体制整備等事業、4-31 頁。 
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政府職員のコメントを報告している。この引用箇所は、輸入業を行う者のデューケアへの
対応の実態をも表しており、林産物取扱企業においても同様である。 

この点は、個別の林産物取扱企業がウェブサイト上で提供しているレイシー法への対応
またはデューケアに関する情報の種類が企業によって様々であることからも伺える。林産
物取扱企業のレイシー法への対応を示すウェブサイトの情報は、概ね次のように分類でき
る。 

a. 何も掲載していない。
i. ウェブサイト上にレイシー法またはデューケアへの対応に関する情報を全く掲

載していない。
ii. 大企業の場合は、ウェブサイトで公表している年次報告書において、法令遵守

またはサプライチェーン管理もしくは資材調達に係る事項は記しているが、デ
ューケアその他のレイシー法に係る事項はこれらの中に含む扱いとし、レイシ
ー法に特化した記述がない。

b. レイシー法遵守の宣言だけを公表。
企業の代表者の署名を入れたレイシー法を遵守するステートメントだけを公表し

ているもの。 
c. レイシー法遵守の宣言とレイシー法の解説を掲載。

レイシー法を遵守した企業活動を行っていると宣言し、同法の概要を解説し、林
産物を取扱うときには 2008 年からレイシー法が適用されると関係者に注意を促し
ているもの。 

一般的に林産物取扱企業の個別のウェブサイトから取得できるデューケアの情報は、極
めて限られていが、床板の生産企業及び流通企業にあっては大手建材流通企業の、化粧品
販売業者にあってはエッセンシャルオイル製造販売企業のレイシー法違反を受けて、レイ
シー法を遵守している旨の情報をウェブサイトで発信している企業が散見できる。ウェブ
サイトでレイシー法の遵守に特化した管理システムの情報を掲載している企業は、前項の
裁判事例に掲げた大手建材流通会社及びエッセンシャルオイル製造販売会社並びにこれら
の同業企業である。

（１）ギターメーカーの法令遵守プログラム
ギターメーカーの法令遵守プログラムは、現在、同社のウェブサイト上では公開されて

いない。しかし、経営コンサルタント会社 316、床板メーカー317などのウェブサイトに、ギ

316 Thomas R.Fox, ”Compliance in the Supply Chain - The Lesson of Gibson Guitar and the Lacey Act”, Lexis Nexis’, 

August 11, 2012（https://www.lexisnexis.com/）. 

317 Cherry Lumber Outlet 社ウェブサイト（https://www.cherrylumberoutlet.com/）。 
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ターメーカーの法令遵守プログラムを紹介した記事が掲載され、それらの内容が整合して
いるので報告する。

ギターメーカーの法令遵守プログラムでは、従業員は木材製品を購入する前に、サプラ
イチェーンを評価するデューケアを実施する必要があると述べた上で、次の７項目の手順
の実行を掲げている。

i. ギターメーカーの方針についてサプライヤーと連絡をとり、法令遵守プログラ
ムが実施できないサプライヤーを確認する。

ii. サプライヤー及び木材の出所について問い合わせをする。
iii. リスクが高い出所を特定する独立した調査を実施する。
iv. 購入する前に、問い合わせた木材が合法的に伐採されたことを示す文書を要求

する。
v. 確認した全ての情報に基づき、合理的に購入を判断する。
vi. 各手順の記録を文書化して保管する。
vii. 上記の手順のいずれかに不確実性があるときは、取引を進めない。

この法令遵守プログラムには、外国公務員に対する贈収賄行為などの禁止し、違反者を
処罰し，企業に適正な帳簿記録保管義務及び内部統制システムの構築を義務付けた海外腐
敗行為防止法（the Foreign Corrupt Practices Act of 1977）に基づく次の手順が含まれてい
る 318。 

i. 業務をともに行っている輸入業者または輸出業者の法律違反を発見したとき
は、その業者との取引を停止し、必要に応じて関係当局に通報する。

ii. サプライヤーに関連法遵守を証明するための第三者との協働を推奨する。
iii. これらの実施を強化するために、持続可能な調達を専門とする機関と協働す

る。
iv. サプライヤーに対するデューデリジェンスを少なくとも年一回実施するととも

に、サプライヤーが政府の違反者監視リストに含まれていないか確認する。
v. サプライチェーンの業務、方針及び手順の監査を毎年実施する。
vi. 従業員を対象に法令遵守プログラムの訓練を実施する。
vii. 法令遵守プログラムの記録を５年間保管する。
viii. 法令遵守プログラムに違反した従業員を懲戒し、懲戒に関連する記録を保管す

る。

（２）大手建材流通企業の環境コンプライアンス計画
レイシー法違反で有罪判決を受けた大手建材流通企業には、その判決により政府が承認

318 前々の注に同じ。 
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する環境コンプライアンス計画の作成及び実行が命ぜられた。この環境コンプライアンス
計画は「レイシー法遵守フレームワーク」との題が付けられ、同社がウェブサイトで公表
している。同社のレイシー法遵守フレームワークの内容は、次のとおりである。 

① 法令遵守の目的
当社は全ての直接及び間接の系列会社を含めて適正な一般企業であり、業務に適用

される法律及び規則の遵守をコミットしている。当社はこのコミットメントを満たす
ために、手続きと手順を継続的に改善する取組みの一環として、第三者である専門家
と協議の上、当社が関連する方針を更新し、改訂する。当社は産業界のリーダーとし
て、絶滅の危機に瀕している森林の種の保全及び保護の方策を探り、将来の天然資源
の危機に対する自己防衛を行う。レイシー法を含む関連法の遵守は、透明、かつ、合法
で持続可能なサプライチェーンの重要な構成要素である。 

この文書の目的は、合法的な木材の調達、正確な報告及び正確な表示を確実にする
フレームワークの確立にある。包括的なレイシー法遵守プログラムの一部として、当
社は次に掲げる規則を実施するための手順と文書を開発する。したがってこの文書で
は、当社が基準を満たすために利用する特定の手順とは対照的に、最小限の基準のみ
を掲げる。

② 法律の背景
レイシー法の概要及び罰則規定（略）。

③ プログラムの権限とガバナンス
当社は、全ての従業員が、当社が関連する全ての制度と同様に、レイシー法の要求事

項の遵守への責任を確認するための業務行動規範及び倫理規定を実施し、これを継続
する。レイシー法その他の法律の遵守を保障する主な責任が当社にあるため、各部門の
従業員は、問題が生じたときは手順を進める前に法務・法令遵守担当者に相談しなけれ
ばならない。 

法務・法令遵守部門のリーダーは、従業員及び第三者による必要な全ての法令遵守の
手続きの実施を保証する責任を負う。 

当社の最高法令遵守責任者（CCO）は、レイシー法及び関連規則の要件に対応するた
めの当社のプログラムの監督を担当し、その結果を最高経営責任者（CEO）に直接報告
する。最高法令遵守責任者は、少なくとも年一回、法令遵守に係る定期的な報告を取締
役会の委員会に直接報告するとともに、取締役会及び委員会にいつでも報告できる権
限を有する。 

独立してレイシー法の要件への達成に焦点をあてた業務を行うレイシーチームは、
最高法令遵守責任者に直接報告を行う権限を有し、さらに同チームに最高法令遵守責

122



任者を含める場合がある。レイシーチームのメンバーの内の一人は、概ね５年以上の林
業または木材関係の経験があり、かつ、米国を拠点としている従業員とする。レイシー
チームは、他の業務部門と調整し、レイシー法遵守プログラム及びその関連手順の要求
を満たさなければならない。各業務部門には、レイシーチームが指定した同チームとの
連絡担当者を配する必要がある。

④ デューケアとデューデリジェンス
当社は、店舗で販売している商品及び取引先の個人または組織に係る情報について

の調査、見直しまたは検証を通じてデューケア及びモニタリングを行う。デューケア
の一般的手順は、次の４段階とする。 

i. リスク評価。
ii. 売手の検証または評価。
iii. 発注者の見直し。
iv. 監査またはモニタリング。

これらに加え、従業員にレイシー法違反の潜在的懸念を報告する訓練及び手段を提
供してデューケアを実施する。デューケアの実施を確保するための各手順は、全て記
録する。 

⑤ リスク評価
レイシー法遵守プログラムを含む当社の法令遵守プログラムの多様な要素の実行に

は、リスクベースアプローチを用いる。 
A． リスク評価は、次の各項に掲げる対象及びスケジュールにより行う。 

a. 米国以外の地域を供給先とする木材製品を取扱う新規のサプライヤーにつ
いては、木材製品を米国に輸入または出荷する前までに実施する。

b. アジアまたは南アメリカに所在する既存のサプライヤーについては、2016
年３月１日までに実施する。

c. アフリカ、中央アメリカまたはメキシコに所在する既存のサプライヤーに
ついては、2016 年６月１日までに実施する。

d. 上記以外の新規または既存のサプライヤーについては、2017 年３月 31 日
までに実施する。

e. 既存の木材製品サプライヤーのワシントン条約の附属表に掲載されている
リスクが高い製品または植物を含む生産ラインもしくは荷口については、米
国への船積または出荷の前に実施する。ただし、過去 12 か月以内に完全な
リスク評価を受けているサプライヤーについては、新しい製品ラインまたは
荷口への直接の現地調査を含む対象を絞ったリスク評価が実施できる。
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B． 米国を本拠地としているレイシーチームのメンバーは、サプライヤーのリスク
評価をするときに、次の要素も加えて検討する。 
a. 製品リスク

i. 伐採禁止、輸出割当その他の特定の製品の原料に関する法令の要件。
ii. 地理的な地域、関連製品または樹種に係る違法伐採または非倫理的伐採

の事例。
iii. 樹種代替の可能性。
iv. 製品に使用された樹種の保全状態。

b. 森林とサプライヤーの間の垂直統合の程度。
c. 第三者機関による国レベルの汚職の評価。
d. 民間部門または政府の第三者が指摘した合法性の懸念。
e. 異常な取引または販売方法。
f. 関連する製品の市場価格またはオファー価格。
g. 業界の専門知識を有するレイシーチーム、第三者認証機関または第三者監査

人のメンバーがサプライヤーの事務所で面接により実施した監査の結果。
C． 当社は次の事項についても考慮の対象とする。 

a. 当社とサプライヤーの関係の深さ。
b. 当社における製品の重要性。
c. サプライヤーからの年間製品購入量または年間製品購入額。

これらの全ての事項及び適切とみなされた他の要素は、リスク評価マトリックスの一部
とみなして各サプライヤー及び荷口を低リスク、中リスクまたは高リスクに指定し、各サプ
ライヤーとの取引に関する具体的な制限を定める。高リスクと見なされる製品をサプライ
ヤーが供給している場合、そのサプライヤーは自動的に高リスクとみなされる。ただし、上
記のＣ項に列挙された事項は、リスク評価マトリックスの構成割合で 10%を超えないもの
とする。

最高法令遵守責任者は、サプライヤーが中リスクまたは高リスクと見なされる場合、製
品を購入する前または米国向け製品の出荷につながる取引が完了する前に判断をする必要
がある。最高法令遵守責任者は、書面による意思決定プロセスの記録を作成しなければな
らない。 

サプライヤーの評価は、低リスクのものについては３年ごとに、中リスクのものについ
ては２年ごとに、高リスクのものについては毎年行う。これまで製品を購入した実績がな
いサプライヤーについては、そのサプライヤーからの製品を米国に輸入する前に評価を行
う。 

レイシーチームのメンバーもしくはレイシー検査手順の訓練を受けた最高法令遵守責任
者に対してフルタイムもしくはプロジェクトベースで報告する従業員、専門の業界専門知
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識を持つ第三者監査人または適切な認証機関は、中リスク及び高リスクのサプライヤー並
びに中リスク製品を提供している低リスクサプライヤーの現地調査を四半期以内に行う。
現地調査の記録は、レイシーチームの米国に拠点を置くメンバーが保管する。 

⑥ 売手の検証と評価
最高法令遵守責任者は、当社がレイシー法の要件に違反する可能性がある製品または活

動を行うサプライヤー及びベンダー（売手）と取引を行わないように設計された手順を実施
する責任を負う。レイシー法に準拠していない第三者との業務活動を回避するための重要
な要素は、そのようなベンダーを関与させないための第三者のデューデリジェンス手順の
確立にある。 

レイシー法の要件に適合する活動を行う新しいサプライヤーまたはベンダーを新たに採
用するときは、レイシーチームは関連する業務部門と協力して一連の手順を完了し、サプラ
イヤーまたはベンダーが当社の基準を満たすようにできる。これらの手順には次の事項が
含まれるが、こられに限定するものではない。

i. この文書の⑤の項に掲げるリスク評価。
ii. この文書の⑦の項に掲げる発注確認の評価。
iii. レイシーチームのメンバー、適切な第三者認証機関または専門的な業界での経

験を持つ第三者監査人による面接監査。
iv. 言語スキルの手配及び提出された木材の出所及び合法性の文書を評価する言語

スキルの使用。

レイシーチームは、これらの手順を記録し、最高法令遵守責任者は書面により承認する。

⑦ 発注確認
レイシーチームには、発注書がレイシー法に準拠している保証をするためのリスクベー

スアプローチを実施する責任がある。発注確認の目的は、発注書を監査するだけではなく、
2016 年６月１日までに、森林から製品の供給まで連続した検査済みの CoC を文書により
確立することにある。

木材製品をレビューする前に、レイシーチームの米国を拠点とするメンバーは、次を行う。 
i. 各発注の履行のために使用する木材の伐採地、伐採の合法性及び CoC を示す全

ての補足文書を確認してカタログ化する。
ii. 市場価格及びオファー価格に関する確認する。
iii. 補足文書が以前に使用されているか確認する。
iv. 全ての補足文書が発注に含まれる木材の量をカバーできるか判断する。
v. 全ての補足文書に一貫性があり合理的であるか判断する（例えば、全ての文書に

おける樹種の整合性、大きな時間的ギャップの有無、その樹種が実際にその地域
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で成長している事実等）。 
vi. PPQ 505319輸入申告書を再確認し、その内容が補足文書の全ての情報と一致

し、補足しているか判断する。
vii. PPQ 505 輸入申告書は、農務省動植物検疫局に提出するのではなく、輸入時に

提出する 320。
viii. 上記の要素並びに製品及びサプライヤーのリスクを考慮して、購入が合法的に

調達されたとみなせるかを決定する文書を作成する。

発注書に合法性を補足するための十分な文書が添付されていない場合、または PPQ 505
輸入申告書の内容が補足文書で補足できない場合は、不足している文書が提供するまで製
品の受領は行わない。文書が妥当な時間内に提供されないときは、製品を輸入しない。不備
が判明したときに既に製品が出荷されている場合は、当社はその製品を拒否し、サプライヤ
ーに返送する。 

⑧ 監査及びモニタリング
最高法令遵守責任者は、内部または第三者の資源を利用して、レイシー法の遵守のための

適切な監査及びモニタリング活動の実施を保証する。これらの業務においては、当社の要件
への充足を確認するための現地調査及び内業監査、必要な是正措置の特定並びに継続的な
モニタリングが当社の活動に組み込まれていることを確認する。

⑨ 改善及び緩和
最高法令遵守責任者は、レイシー法法令遵守プログラムの改善及び緩和を担当する。是正

措置計画及び検証手順は、監査によるモニタリング及び確認プロセスの中で手順の誤りが
検出された場合またはその他の場合に使用する。購入または発注サイクルのいずれかの時
点で、製品が当社の要件に適合しないと判断したときは、当社は発注を取下げ、製品の輸入、
返品及び受領を拒否する。さらに当社は、サプライヤーからの情報と製品を生産するために
使用される原料の属、種及び成育地域の整合性を確認するために、必要に応じて製品の DNA
検査または同位体検査を必要とする場合がある。中リスクまたは高リスクの製品について
は、不特定樹種同定プログラムが開発されたので、2016 年１月１日以降、検査を継続的に
実施する。 

業務部門（商品部門など）は、レイシー法遵守プログラムに関係する主要な活動に従事し
ている。最高法令遵守責任者はレイシー法遵守プログラムの承認責任者であり、各業務部門

319 レイシー法が定める書類提出用の輸入申告書様式。 
320 この企業がレイシー法違反に問われたときに、PPQ 505 輸入申告書の事後提出が発覚したため、その予防措置を規

定していると思われる。輸入申告書を事後に提出する場合は、動植物検疫局に書類を提出するようになるが、その
ような提出方法は法令に違反するので、輸入時に税関国境警備局に提出するという意味であると思われる。 
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のリーダーはレイシー法の遵守に対応するために担当業務部門で働く従業員及び第三者が
確立した手順を遵守する責任を負う。これには製品のサプライヤーに履行したものを含む
特定の対象に必要な是正措置の実施とその後の確認が含まれる。 

レイシーチームのメンバーまたは同チーム以外の従業員が、会社の内部組織にサプライ
ヤーまたは製品を十分に監査または評価する能力がないと判断した場合、その懸念を適正
な経路を通じて最高法令遵守責任者に報告する必要がある。最高法令遵守責任者は、懸念事
項を記録し検討して、必要に応じて社内の能力を高めるか、社内で十分に完了できない活動
を第三者に依頼しなければならない。最高法令遵守責任者は、報告された懸念に根拠がない
と判断した場合、その決定と根拠を記録する。

⑩ 訓練及びコミュニケーション
レイシー法に関連する事業部門のリーダーは、適切な訓練を必要とする全ての従業員が

トレーニングを受けられる保証をする責任がある。最高法令遵守責任者は、レイシー法及び
関連規則並びに会社の方針及び手順の改正のための要求事項の改正に関係する訓練を提供
する責任がある。

レイシー法及び当社のレイシー法遵守プログラムに関する年次訓練は、レイシー法に関
係する従業員及び第三者に必要である。最高法令遵守責任者は、レイシー法の訓練を受ける
必要がある従業員と第三者を特定する。このような訓練の内容は、従業員または第三者の職
務がレイシー法に関わる程度により調整する。レイシーチームは、必要に応じて他の業務部
門と調整しながら、これらの訓練プログラムを開発する。 

⑪ 法令順守違反に対する懲戒
当社のレイシー法遵守プログラムに含む手順への違反を行った従業員は、解雇の可能性

を含む懲戒処分の対象となる。 

⑫ 記録の保管
レイシー法遵守に関する全ての記録を、少なくとも５年間保管する。

⑬ 違反の報告と報復の防止
取締役、役員、従業員及びエージェントは、法律またはレイシー法遵守プログラム及び

その手順に違反する可能性があると誠実に確信できるときは、潜在的な不正行為を報告す
るよう命ぜられている。報告は、電話及び電子メールのホットラインを介して、監督者、
経営陣、法務・法令遵守部門に匿名で行える。 
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（３）エッセンシャルオイル製造販売会社のレイシー法遵守プログラム
このエッセンシャルオイル製造販売会社は、2017 年９月にレイシー法違反の有罪判決を

受け、罰金の支払いとともに企業コンプライアンス計画及び監査の実施を命じられた。この
命令に基づき、この会社は「レイシー法遵守プログラム」を開発し、ウェブサイトでその内
容を公開している。 

同社のレイシー法遵守プログラムは、五つの基本的なステップにより構成されている。ウ
ェブサイトで公表されているプログラムの内容は、その骨子を紹介したシンプルなもので
あるが、その内容からウェブサイトでは公開していない詳細な手順書などの存在が伺える。 

なお、数件の同業企業及びエッセンシャルオイルに係る団体が、同社がウェブサイトで掲
載しているレイシー法遵守プログラムの骨子と同じ内容をウェブサイトに掲載している。 

同社のレイシー法遵守プログラムの内容は、次のとおりである。 

A． サプライヤーの教育 
レイシー法の基本要件を全てのサプライヤーに提供する。

B． サプライヤー評価 
製品リスク及びサプライヤーリスクの要因を評価し、調達する製品と定型するサプ

ライヤーを決定する。

C． サプライヤー認定 
レイシー法と当社の法令遵守プログラムに関数訓練を提供した後、サプライヤーは

当社のレイシー法法令遵守認定を取得する必要がある。 

D． リスク評価 
各サプライヤー及び植物製品には、当社との提携または植物製品を調達するために

必要な承認のレベルを決定するリスクカテゴリーが割当てられる。このカテゴリーの
割当は、サプライヤーと植物製品ともに独立して評価する。 

E． 監査及びモニタリング 
リスク要因に基づいて、ヤングリビングは継続的な監査及びモニタリングプログラ

ムを開発した。レイシー法遵プログラムは、サプライチェーン内の全ての個人と組織を
対象にしている。

（４）「合法木材の購入及び供給源を確立するデューデリジェンスのための米
国標準化協会認定規格」(American National Standard for Due Diligence in 
Procuring/Sourcing Legal Timber: ANS LTDD 1.0 2015) 
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広葉樹化粧板協会（Decorative Hardwood Association）321は、「合法木材の購入及び供給
源を確立するデューデリジェンスのための米国標準化協会認定規格」を、デューデリジェ
ンスを実施するためのツールとして開発している。

この規格は、ギターメーカーの法令遵守プログラムをガイダンスとし、大手建材流通企業
の環境コンプライアンス計画で示された内容を参考にしながら、デューデリジェンスの実
行を目的に、「合法木材調達の方針と手順の初期認定、リスク評価方法、文書化された管理
システム及び現地検査の詳細な要件を含めており、（中略）サプライチェーンにおける木材
製品の合法性を合理的に保証できるように設計されている」322規格である。

この規格は書籍及び電子ファイルとして広葉樹化粧板協会が販売しており、ウェブサイ
ト上での情報は少ないが、講演資料として使用されたパワーポイント資料がウェブサイト
から取得できる 323。

（５）その他のプログラム
2013 年に米国の製パルプ会社が『レイシー法に基づくデューケアプログラム』を発表し

ている。このプログラムは、レイシー法に基づくデューケアの義務の行使により、顧客をサ
ポートし、パルプ及び紙製品に係る既存のプロセスを検証するためのツール提供を目的と
して策定された。ただし、このプログラムは、発表から８年を経た今日、この紙パルプ会社
のウェブサイトのフロントページからは取得できない。 

参考のために、このプログラムの構成を次に掲げる。 
i. 目的とアプローチ
ii. レイシー法の概要
iii. デューケアの実施
iv. レイシー法改正（植物輸入申告）
v. 当社の方針

vi. 世界的規模で承認できるスタンダー
ドと認証

vii. リスク評価
viii. 訓練及び認識
ix. デューケアの関係者
x. 結論

321 旧広葉樹合単板協会（Hardwood Plywood and Veneer Association）。 
322 ”Hardwood Floors”, Blogs, March 5, 2017 ( https://hardwoodfloorsmag.com/). 
323 フェアウッドジャパン（https://www.fairwood.jp/）及び Forest Legality Initiative (https://forestlegality.org/)のウ

ェブサイト。 
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5-6 参考情報
米国の行政及び公共機関は、木材または木材製品の合法性証明を行っていないが、バー

ジニア州に本拠地を置く米国広葉樹輸出協会（American Hardwood Export Council）は、独
自の取組みとして『アメリカ広葉樹環境プロファイル』（American Hardwood 
Enveironmental Profile）（以下、「環境プロファイル」という。）を会員企業の輸出製品を対
象にして発行している。この環境プロファイルは、森林認証によるものを除けば、米国で
合法性を確認するために発行されている唯一の書類である。 

環境プロファイルは、出荷した製品の持続性及び合法性を保証するととともに、ユーザ
ーに製品の環境性能データを提供している。米国広葉樹輸出協会は、EU の EUTR、日本
のクリーンウッド法その他の各国で実施されている違法伐採材を排除する制度及び建築物
に求められる環境性能要求に対応するための環境プロファイルを発行し、会員企業の活動
を支援している。 

米国広葉樹輸出協会は、環境プロファイルの発行に先立ち、米国広葉樹の持続性及び合法
性を検証するための調査を民間コンサルタント企業に依頼して実施した。2008 年に行われ
たこの調査は、天然資源及び木材市場、森林管理制度及び生態学の専門家並びに FSC 及び
SFI の実務経験を有する専門家により構成した専門家チームが行っている。米国広葉樹輸出
協会はウェブサイト 324で、調査結果の骨子を公表しているので、その主な内容を次により
報告する。 

i. 「盗伐」は存在しているが、その多くは境界のトラブルに関係しており、制度的ま
たは常態的な問題ではない。「盗伐」による原木生産量は、おそらく広葉樹生産量の
１％に満たない量である。

ii. 米国は中国、ロシア、南米の温帯産広葉樹を輸入しているが、一般的に米国からの
再輸出品には温帯広葉樹がほとんど使用されていない。

iii. 混合製品に使用されている非認証材について、FSC で回避すべきとされている五つ
のリスク 325についても検討したが、米国産広葉樹生産州 326においては低リスクで
ある。

iv. PEFC の CoC が定義する疑わしき生産地から生産された危険性は、非常に低い。
v. 連邦及び州の制度の情報を包括的に収集し、盗伐及び持続可能な森林管理に関する

プログラムの枠組を検討したところ、CPET のＢ類要件の「認められた認証スキー
ム以外のプログラム及びイニシアティブ」に適合すると判断できる。

324 https://www.ahec-japan.org/ 
325 五つのリスクとは、違法伐採材、伝統または公民権に反して伐採された材、森林管理活動が高い保全価値を脅かし

ている森林から伐採された木材、造林または非林業目的に転用される森林から伐採された木材、遺伝子を組替え
られた苗木を植えた森林から伐採された木材。 

326 米国の広葉樹生産量の 96％を占める北部、南部及び太平洋北西部太平洋沿岸の計 33 州を広葉樹生産州と定義して
いる。 
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vi. CPET の条件につながる合法性及び持続可能性の課題に関する法規制及び規制外の
プログラムの範囲及び効果に関する複数の項目を評価したところ、米国産広葉樹生
産州の全ての州が低リスクの範囲であった。

vii. 違法行為や森林経営の悪化に対しては、連邦及び州レベルの規制や制度がセーフテ
ィーネットとして機能しているので、合法性を実証するトレーサビリティー及び第
三者による CoC または森林管理認証は、米国産広葉樹製品にとって必須の条件では
ないであろうと結論付ける。

文末に掲げた米国広葉樹輸出協会の環境プロファイルは、同協会からサンプルとして提
供があったもので、ミネソタ州で伐採された原木を使用したアッシュ 327の製材品を日本に
出荷する場合を想定して作成されている。環境プロファイルは、書類の ID 並びに合法性及
び持続可能性に係る事項並びにライフサイクルアセスメントに係る事項で構成されている。 

環境プロファイルの具体的内容は次のとおりである。 
１頁目の一行目にタイトル及び発行日とともに記載されている ID（一部墨消し）は、環

境プロファイルの ID 番号である。この書類を受領した者は、広葉樹輸出協会本部にこの ID
番号を使って荷口及び書類の照会ができる。 

タイトルの下には、書類に記載しているデータの根拠が記されている。その内容は、書類
のデータが、シンクステップ社 328が開発した米国広葉樹のライフサイクルアセスメント、
農務省山林局の資源分析プログラム、前述の米国広葉樹の合法性及び持続可能性に関する
リスク検証調査及び FSC のリスクレジスターからもたらされたとの説明である。

（１）製品の説明
１頁上段の表は、製品の説明を記載している。
この表の一行目の内容は、注文番号または請求書番号（Cross- Ref）、環境プロファイル

を発行する米国広葉樹輸出協会会員名及び組織名称の連絡先（Issues By）並びに宛先（顧
客名）（Issued To）である。この環境プロファイルは樹種別に発行するので、荷口に複数
の樹種が混合している場合は樹種別に複数枚の書類が発行される。 

同表の二行目の記載内容は、製品の説明として、左から順に、貿易統計品目番号及び製
品説明（Description Of Products）、樹種の一般名（Common Nams(s)）、樹種の学名
（Scientific Name）が記載される。 

同表の三行目は、原木の産地に係る記載で、伐採国（Country Of Harvest）、伐採地域
（Sub-National Region Of Harvest）及び伐採コンセッション名（Concession Of Harvest）が

327 Ash（セイヨウトネリコ）：Fraxinus excelsio L. 
328 Thinkstep 社。ドイツを本拠地としたライフサイクル分析ソフトウェア会社。同社は、2019 年に米国の Sphera 社

に買収された。
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記載される。このサンプルの場合は、原木がミネソタ州で伐採されているので、コンセッ
ション名の欄には、「複数の私有林所有者」と記載されている。米国広葉樹輸出協会には
カナダのコンセッションを伐採地とする原木または材料を使用しているメンバーもいるの
で、環境プロファイルの様式はコンセッション名が記入できるようになっている。

表の最下段には、製品の厚さ（Thickness）及び材積（Quantity）が記載される。 

（２）法令遵守（Legal Compliance）
表の下の法令遵守の項目には、前掲の広葉樹に係るリスク検証調査結果によりリスクが

極めて限られているとの説明に加え、米国の広葉樹企業は、全ての米国への木材輸入への申
告を義務づけ、いかなる国の法律であっても違反して調達した木材を所有している企業に
罰則を課すレイシー法の規制を受けているとの記載がなされている。 

（３）持続的森林（Sustainable Forestry）
その下の持続的森林の項目には、製品の樹種の持続可能性についての情報を提供してい

る。 
このサンプルで扱っている製品の樹種はアッシュなので、アッシュの伐採量と資源量の

バランス、樹種に係る情報が記載されている。具体的には、米国のアッシュの資源量は６億
7,100 万㎥で全米の広葉樹資源量の 5.1％に該当すること、米国のアッシュの資源量は年間
600 万㎥増加していること、エメラルドアッシュボーラー329の虫害の中心地であるミシガ
ン州及びオハイオ州を除く全ての主要な生産州において成長量が伐採量を上回っているこ
と、アッシュの枯死量及び伐採量（資源の減少量）はエメラルドアッシュボーラーの侵入に
より一部の州では成長を上回る可能性が高く、近い将来上昇すると予想されていることが
記載されている。

さらに、前掲の FSC コントロールウッドに係る五つのリスクが低く、生物多様性への影
響に関して土地利用の変更が懸念されているものの伐採後の土地は元の森林に戻されると
の説明がなされている。 

１頁下部の二つの図は、アッシュの資源蓄積量を階層別に色分けした分布図及び州別の
年間の成長量（赤色）及び伐採量（青色）のグラフである。 

（４）再生率（Replacement Rate）
２頁の最初の項は、米国山林局の森林資源分析結果を根拠に、製品歩留りを 50％と仮定

した上で、全米規模の資源で１㎥のアッシュ製材品に必要なアッシュが成長するのに 2.6 秒
を要するとの再生率を掲載している。 

329 Agrilus Buprestidae（タマムシの一種）。 
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（５）ライフサイクルアセスメント（Life Cycle Assessment）
特定の厚さの１㎥の製材品（このサンプルの場合は、厚１１/４インチ。）を海外の顧客に

配送するときの環境への影響を、ISO 準拠のライフサイクルアセスメントモデルから取得
し、グラフと数値によって示している。 

グラフと数値で表示されている内容は、左から順に次のとおりである。 
i. 地球温暖化係数（カーボンフットプリント）（kg CO2 e）。
ii. 資源からの一次エネルギー（石化燃料）需要メガジュール。
iii. 再生可能エネルギーからの一次エネルギー需要メガジュール。
iv. 土壌の酸性化の可能性（Ｈ＋相当モル）。
v. 淡水富栄養化の可能性（リン酸塩相当量 Kg）。
vi. 海洋富栄養化の可能性（リン酸塩相当量 Kg）。
vii. 光化学オゾン（光化学スモッグ）生成の可能性（エテン相当 kg）。
viii. 再生できない鉱物資源の枯渇測定値（ミネラルアンチモン比率）。

上記箇条書きのそれぞれの数値は、炭素取込み、森林、乾燥、製材工場、森林から乾燥施
設までの輸送及び乾燥施設から顧客までの輸送の各要素を積み上げたものであり、その構
成をグラフの色分けによって表示している。 

グラフの下の注釈は、上掲箇条書きの数値の簡潔な解説である。 

（６）パラメータ及び仮定
３頁は、ライフサイクルアセスメントの各数値を算出したパラメータ及び使用した仮定

値を説明している。 
一段目の表（Kilning）は人工乾燥の条件が掲げられており、具体的には、左から順に乾

燥効率（Kiln Effeciency ％）、人工乾燥熱エネルギー（Kiln Thermal Energy）、乾燥窯ファ
ンの電力消費量（Kiln Power）、天然ガス消費量（Natural Gas）が示されている。

二段目の表（Kiln Fuel For Thermal Energy）は、人工乾燥に要した種類別エネルギー割
合がバイオマス、重油、軽油、天然ガス別のパーセンテージで記載されている。 

三段目の表（Transportation）は、数値の算定に使用したトラック、鉄道、船舶別輸送手
段の距離（仮定値）を輸送区間別に掲載している。輸送区間は、森林から製材工場まで、
製材工場から乾燥尾施設まで、乾燥施設から港まで、出発港から到着港まで及び到着港か
ら顧客までのそれぞれを km 単位で設定している。 

文末の注釈は、環境プロファイル文書の項目に対する説明である。 
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図５.６ 米国広葉樹輸出協会のアメリカ広葉樹環境プロファイル 

資料提供協力：米国広葉樹輸出協会（American Hardwood Export Council） 
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図５.６ 米国広葉樹輸出協会のアメリカ広葉樹環境プロファイル（つづき） 

資料提供協力：米国広葉樹輸出協会（American Hardwood Export Council） 
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図５.６ 米国広葉樹輸出協会のアメリカ広葉樹環境プロファイル（つづき） 

資料提供協力：米国広葉樹輸出協会（American Hardwood Export Council） 
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6 ニュージーランド 

６-１ 概要

ニュージーランドは南西太平洋の中緯度に位置する、南北の主要二島及び周辺諸島から

なる島国である。プレート境界に位置し山地や丘陵が多く、海洋性気候の影響で比較的降

水量も多く植物の生育に適している。火山や地震の活動が活発で自然災害も多いといった

点は我が国と共通している。 

約 1000 年前に先住民が渡来、定住し、17 世紀にオランダ人が初めて来航した後、18 世

紀からヨーロッパ人の移住が本格的に始まった。移住者は森林を伐採し牧草地や農地とし

て開発したため天然林は急速に失われ、土壌の侵食、流出等も発生したと言われている。 

1840 年に英国代表と先住民の伝統的首長との間でワイタンギ条約が署名され、英国の植

民地となったが、その後自治領を経て 1947 年に立法機能を取得し独立した。現在、英連

邦に加盟し、英国女王を元首とする立憲君主国であり、歴史的な結びつきは強いが、近年

は社会面及び経済面でオセアニア諸国やアジアとの関係が強まっている。 

人口は 5,112 千人 で増加傾向にある1。約 70％をヨーロッパ系が占め、マオリと総称さ

れる先住民が 16％居住するほか、近年はアジア系の増加が見られる。総人口の 4 分の 3 が

北島に居住している。 

６-１-１ 森林

ニュージーランドの国土面積は約 2,680 万 ha で、日本の約 4 分の 3 に相当する。2018

年の全国の土地被覆現況に関する調査によると、このうち森林面積は 847 万 ha と国土の

32％を占め、内訳は、人工林（外来樹種の森林＋伐採跡地）が 204 万 ha、在来樹種の森

林（大部分が天然林）が 643 万 ha となっている。 

 人工林の大宗（約 170 万 ha）が外来樹種によるものであり、2020 年 4 月現在の蓄積量

は 5 億㎥に達する。樹種別にはラジアータパインが 149 万 ha と全体の 90％を占め、以下

ダグラスファーが 6％、ユーカリが 1％となっている。所有形態別には、私有林（会社有

林等含む）が全体の 96％を占め、残りは公有林 3％、企業有林、国有林等が各 1％未満で

ある（2019 年 4 月現在）。なお、人工林の 7 割強は北島に所在している。 

在来樹種の森林の約 8 割の 530 万 ha は政府管理による保全目的の森林で、木材の収穫

は基本的に禁止されている。残りの 120 万 ha は私有林で、これの約 3 分の 1 程度で木材

生産は可能であるが、持続可能な森林経営を指向する方針の下、これらの在来樹種天然林

での木材生産は少ない。蓄積量は約 32 億㎥、うち約９割がナンキョクブナ属

（Nothofagus）に代表される広葉樹で、約１割がマキ属（Podocarpus）等の針葉樹であ

る。 

６-１-２ 林業・林産業

ニュージーランドにおける林業生産活動は、外来樹種の人工林におけるものがほとんど

であり、以下これを中心に説明する。人工林を所有規模別に見ると、約 7 割に相当する

1 StatsNZ。2020 年 12 月末時点の推定値。 
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117 万 ha が所有規模 1000ha 以上の森林所有者（うち 86 万 ha が所有規模 1 万 ha 以上の

森林所有者）であり、現在、木材生産の多くはこれらの大規模所有者の森林が担っている

が、2020 年代には小規模所有者の人工林からの生産が相対的に増加すると見通されている

（6-4-2-2 参照）。 

表 6.1 所有規模別人工林所有者数及び面積 

40 ha 

未満 
40-99 ha

100-499

ha

500-

999 ha 

1,000-

9,999 ha 

10,000ha

以上 
合計 

森林所有者数(人) データなし 841 651 85 94 28 -- 

森林面積（ha） 280,596 52,767 129,258 61,630 309,289 863,045 1,696,584 

割合 17% 3% 8% 4% 18% 51% 100.0% 

資料：National Exotic Forest Description (NEFD) 2019, 第一次産業省 

図 6.1 人工林面積の推移 

ニュージーランドの人工林面

積の推移を図 6.1 に示す。1984

年に 100 万 ha に達し、その後

は順調に拡大を続け、2000 年

代初頭には 180 万 ha を超えた

が、その後は横ばいから微減傾

向となり、近年は約 170 万 ha

の水準で推移している。 

2020 年 4 月時点の人工林の

齢級構成を図 6.2 に示す。1990

年代に人工林経営に対する関心

の高まりから造林面積が拡大し

たため、現在 20～25 年生の人

工林面積が突出している。ラジ

アータパインの場合、平均の伐

採林齢は 29 年生前後で、30 年

生を超える人工林は少ない。 
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同じ

面積（千 ha） 

資料：NEFD 2020 

同じ

面積（千 ha） 

図 6.2 人工林の齢級構成

面積の推移

同じ
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 林業部門における事業体数及び雇用者数を表 6.2 に示す。雇用者数は全体的に増加傾向

にあり、事業体数も伐出業及び林業サービス業では増加している。 

表 6.2 林業部門における事業体数と雇用者数 

年 

林業 伐出業 
林業サービス業

（育苗等含む） 

林業計 

事業体

数 

雇用者

数 

事業体

数 

雇用者

数 

事業体

数 

雇用者

数 

事業体

数(社) 

雇用者

数(人) 

2016 3,786 900 624 3,550 486 2,000 4,896 6,450 

2017 3,723 1,000 648 3,750 495 2,050 4,866 6,800 

2018 3,564 900 666 4,050 513 2,300 4,743 7,250 

2019 3,456 1,050 699 4,000 522 2,450 4,677 7,500 

2020 3,267 1,100 702 3,800 537 2,450 4,506 7,350 

資料：Stats.NZ、Business Demographic Statistics より作成。各年 2 月時点の数値。 

 林産業部門における事業体数及び雇用者数を表 6.3 に示す。事業体数は製材業でやや減

少が目立つがそれ以外は横ばいないし微減程度で推移している。雇用者数は全体的にやや

増加の傾向にあり、事業体数の減少に伴い規模拡大の傾向がうかがわれる。 

表 6.3 林産業部門における事業体数と雇用者数 

年 

製材業 チップ製造業 製材品二次加工業 

事業体

数 

雇用者数 事業体

数 

雇用者数 事業体

数 

雇用者数 

2016 297 4,950 18 30 96 1,600 

2017 285 5,100 18 30 87 1,550 

2018 282 5,600 18 45 87 1,600 

2019 273 5,500 15 35 90 1,600 

2020 255 5,400 15 40 90 1,500 

年 
合単板製造業 

パーティクルボー

ド・繊維板等製造業 

パルプ・紙・板紙 

製造業 
林産業計 

事業体

数 

雇用者数 事業体

数 

雇用者数 事業体

数 

雇用者数 事業

体数 

雇用者

数 

2016 15 940 18 760 21 2,300 465 10,580 

2017 15 930 21 990 18 2,650 444 11,250 

2018 15 1,450 21 1,050 18 2,850 441 12,595 

2019 15 1,300 21 1,100 21 2,850 435 12,385 

2020 15 1,350 21 1,100 21 2,800 417 12,190 

資料：表 6.2 に同じ。 
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 林業部門（林業・伐出業）及び林産業部門（木材製造業・製紙業）の生産額と GDP 全

体に占める割合の推移を表 6.4 に示す。林業部門は GDP 全体と同程度の伸びを示してお

り、対 GDP 比に大きな変化はないが、林産業部門では対 GDP 比は年々低下している。 

表 6.4 林業部門及び林産業部門の生産額と GDP 比の推移 

年 
林業・伐出業 木材製造業・製紙業 GDP 

(百万 NZ ドル) 生産額 対 GDP 比 生産額 対 GDP 比 

2010 1,127 0.58% 1,949 1.00% 194,282 

2011 1,243 0.63% 2,030 1.03% 197,305 

2012 1,276 0.63% 1,994 0.99% 201,959 

2013 1,362 0.66% 1,919 0.93% 206,482 

2014 1,439 0.68% 1,941 0.92% 211,910 

2015 1,436 0.65% 1,948 0.89% 219,593 

2016 1,376 0.60% 2,048 0.90% 227,540 

2017 1,424 0.60% 2,100 0.89% 235,908 

2018 1,595 0.66% 2,155 0.89% 243,372 

2019 1,664 0.66% 2,127 0.85% 250,965 

2020 1,597 0.63% 2,147 0.84% 254,482 

資料：Stats NZ。2009/10 年の物価換算値。2020 年 9 月時点。林業には林業サービス業を含まない。 

1NZ ドル≓78 円（2021 年３月８日現在） 

６-２ 木材需給の状況

外来樹種の針葉樹人工林を主体に生産される木材は年間 3,000 万㎥を超えて増加傾向に

あり、そのうち約 6 割は丸太で輸出されている。2018 年にはロシアを抜いて世界一の丸太

輸出国となった2。一方、国内での木材消費量の伸びは小さく、加工品の輸出も現時点では

横ばい傾向である。相対的に木材輸入量は少なく、木材及び木材製品については大幅な輸

出超過の状況である。 

６-２-１ 木材供給

６-２-１-１ 丸太の生産

表 6.5 に近年の丸太生産量と供給先の推移を示す。国内の丸太生産量の 99％以上が人工

林からのものであり、最大の供給先である輸出用を中心に総量では増加傾向にある。国内

での加工用途への供給は製材向けが最大であるが、いずれへの供給量も横ばい傾向にあ

る。 

天然林から生産される丸太はすべて国内の製材加工に供されている。 

2 FAO Yearbook of Forest Products 2018，Industrial round wood の国別輸出量。 
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 参考まで、2000 年以降の丸太生産量と供給先の推移を図 6.3 に示す。2010 年代から生

産量が増加傾向にあり、その増加分は輸出に向けられていることが分かる。この間、輸出

向けは約 3.5 倍に増えているが、国内向けは数％の伸びにとどまっている。 

表 6.5 国内の丸太生産量と供給先の推移 （千㎥） 

年 

人工林材の供給先 
人工林

計 

天然

林 
合計 

製材 
合単

板 

小径木

加工 
パルプ 

輸出チ

ップ 

輸出丸

太 

2015 7,289 1,204 1,241 3,561 241 15,396 28,931 22 28,953 

2016 7,425 1,033 1,290 3,497 291 17,428 30,965 24 30,989 

2017 8,402 1,191 1,298 3,604 274 19,216 33,984 17 34,001 

2018 7,976 1,246 1,307 3,523 232 21,384 35,669 15 35,684 

2019 7,825 1,228 1,251 3,543 257 21,720 35,825 18 35,843 

2020 7,207 961 1,173 3,275 200 20,083 32,899 10 32,909 

資料：第一次産業省、Forestry and wood processing data より作成。各年１～12 月の計。2020 年は暫定

値。 

資料：表 6.5 に同じ。

６-２-１-２ 丸太の輸入

近年の丸太輸入量及び主要な輸入先の推移を表 6.6 に示す。2014 年以前も含め、毎年

4,000 ㎥前後で大きな変動なく推移しており、輸入先も豪州、米国等が中心で、いわゆる

ハイリスク国からの輸入は少ない。
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図 6.3 国内の丸太生産量と供給先の推移（2000 年以降） 

同じ
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表 6.6 丸太輸入量と主な輸入先の推移 （㎥） 

年 丸太輸入量 

主要な輸入先 

豪州 米国 
ソロモン

諸島
チリ

ニューカ

レドニア

2015 3,986 1,656 815 828 0 40 

2016 3,676 2,116 892 156 0 140 

2017 4,386 2,847 1,065 311 0 105 

2018 3,131 2,557 254 20 0 70 

2019 4,359 2,711 268 573 566 0 

2020 5,096 3,297 31 20 30 120 

資料：表 6.5 に同じ。 

６-２-１-３ 製材品の輸入

近年の製材品輸入量及び主要な輸入先の推移を表 6.7 に示す。2014 年以前は 4～5 万㎥

程度であったが、2015 年以降毎年 7 万㎥強程度の水準を保っていたところ、2019 年は前

年の約 2.3 倍に急増しており、これまでの主要な輸入先以外の多様な国からの輸入が増加

している。2020 年は新型コロナ感染症の影響もあって大きく減少している。 

表 6.7 製材品輸入量と主な輸入先の推移                  （㎥） 

年 
製材品輸

入量 

主要な輸入先 

カナダ 豪州 チリ
ソロモン

諸島
米国 

インドネ

シア

2015 72,483 34,029 5,276 4,239 3,023 7,088 2,522 

2016 74,085 28,371 5,298 4,347 4,543 5,177 4,030 

2017 71,250 28,152 7,299 6,791 5,203 4,683 5,410 

2018 72,190 29,183 7,549 6,125 5,260 5,712 3,856 

2019 166,859 26,708 13,038 4,065 6,148 5,173 2,284 

2020 58,959 18,089 9,363 5,556 5,290 4,343 3,318 

資料：表 6.5 に同じ。 
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６-２-１-４ パネル類の輸入

近年の合板、パーティクルボード、繊維板等のパネル類の輸入量及び主要な輸入先の推

移を表 6.8 に示す。輸入量は年による変動が大きいが、輸入先はほぼ固定している。 

表 6.8 パネル類輸入量と主な輸入先の推移 （㎥） 

年 
パネル類

輸入量 

主要な輸入先 

チリ 中国 ドイツ ベルギー 豪州 米国 

2015 265,240 20,108 72,999 21,090 12,076 12,368 9,738 

2016 158,796 24,650 63,813 5,516 2,505 8,616 4,557 

2017 323,429 21,862 138,823 49,435 41,170 17,482 10,923 

2018 209,174 25,220 59,999 43,631 10,002 12,282 8,081 

2019 179,492 25,271 33,415 7,350 5,651 19,250 17,033 

2020 314,613 29,473 34,343 3,960 6,728 42,315 3,309 

資料：表 6.5 に同じ。 

６-２-２ 木材加工

６-２-２-１ 製材品の生産

表 6.9 製材品生産量の推移   （千㎥） 

近年の製材品生産量の推移を表 6.9 に

示す。毎年 400 万㎥以上を安定して生産

しており、近年はやや増加の傾向が見ら

れる。天然林で生産された原木による製

材品は減少傾向にある。 

資料：表 6.5 に同じ。 

６-２-２-２ パネル類の生産

近年のパネル類（合板、パーティクルボード及び繊維板）の生産量の推移を表 6.10 に示

す。いずれも大きな変動はなく横ばいないし微減傾向で推移している。 

表 6.10 パネル類生産量の推移          （千㎥） 

資料：表 6.5 に同じ。 

年 人工林材 天然林材 計 

2015 4,027 11 4,038 

2016 4,102 12 4,115 

2017 4,642 9 4,651 

2018 4,407 7 4,415 

2019 4,515 9 4,523 

2020 4,071 5 4,076 

年 合板 パーティクルボード 繊維板 計 

2015 395 149 720 1,264 

2016 436 154 766 1,356 

2017 411 158 777 1,346 

2018 357 149 792 1,298 

2019 358 135 751 1,244 

2020 275 122 681 1,079 
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６-２-２-３ パルプ及び紙･板紙の生産

パルプ及び紙・板紙生産量の推移を表 6.11 に示す。大きな変動はないが傾向としてはい

ずれもわずかながら減少している。 

表 6.11 パルプ及び紙･板紙生産量の推移（千トン） 

資料：表 6.5 に同じ。 

６-２-３ 木材需要

６-２-３-１ 丸太

近年の丸太輸出量の推移を表 6.12 に示す。近年着実に増加しており、増加量のほとんど

は中国への輸出の伸びによるもので、我が国も含めその他の輸出先への輸出量は減少して

いる。この結果、丸太輸出先として中国が占める割合は、2015 年は 68％であったが、

2019 年以降は 80％に達している。2020 年は、年前半は新型コロナ感染症の影響で減少し

たが、年後半は前年並みの水準に回復し、対前年わずかな減少にとどまっている。 

表 6.12 丸太輸出量と主な輸出先の推移                 （千㎥） 

年 輸出量 
主要な輸出先 

中国 韓国 インド 日本 台湾 香港 

2015 15,396 10,517 2,624 1,617 405 99 28 

2016 17,428 12,238 2,702 1,722 423 127 116 

2017 19,216 14,296 2,502 1,624 510 118 102 

2018 21,384 16,319 2,174 1,337 383 131 565 

2019 21,721 17,364 1,866 1,524 342 134 461 

2020 20,083 16,267 1,762 611 322 140 867 

資料：表 6.5 に同じ。 

年 パルプ 紙・板紙 

2015 1,447 736 

2016 1,438 739 

2017 1,465 717 

2018 1,430 714 

2019 1,442 716 

2020 1,332 668 
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 丸太の、国内生産、輸入及び輸出の数量から見かけ上の国内消費量を推定し、その推移

を表 6.13 に示す。生産量の増加と輸出量の増加が平行して進展し、国内消費量は横ばいで

推移している。 

表 6.13 丸太国内消費量（推定）の推移      （千㎥） 

資料：表 6.5 に同じ。 

国内消費量＝生産量＋輸入量―

輸出量 

６-２-３-２ 製材品

近年の製材品輸出量の推移は表 6.14 のとおりで、横ばい又は微増の傾向がうかがえる。

製材品も最大の輸出先は中国であるが、丸太ほど占有率は高くない。 

表 6.14 製材品輸出量と主な輸出先の推移  （千㎥） 

年 輸出量 
主要な輸出先 

中国 米国 ベトナム 豪州 タイ 韓国 日本 

2015 1,787 458 200 178 183 112 144 57 

2016 1,735 385 207 157 157 124 114 36 

2017 1,627 450 169 126 149 112 124 67 

2018 1,936 446 232 162 148 131 127 71 

2019 1,990 506 253 199 123 127 79 65 

2020 1,720 428 231 203 131 101 82 52 

資料：表 6.5 に同じ。 

製材品の、国内生産、輸入及び輸出の数量から見かけ上の国内消費量を推定し、その推

移を表 6.15 に示す。年による変動があり、国内消費量に一定の傾向は見られない。  

表 6.15 製材品国内消費量（推定）の推移     （千㎥） 

資料：表 6.5 及び 6.6 に同

じ。国内消費量＝生産量＋輸

入量―輸出量 

年 生産量 輸入量 輸出量 国内消費量 

2015 28,953 4 15,396 13,561 

2016 30,989 4 17,428 13,564 

2017 34,001 4 19,216 14,790 

2018 35,684 3 21,384 14,303 

2019 35,843 4 21,721 14,126 

2020 32,909 5 20,083 12,832 

年 生産量 輸入量 輸出量 国内消費量 

2015 4,038 72 1,787 2,324 

2016 4,115 74 1,735 2,454 

2017 4,651 71 1,627 3,095 

2018 4,415 72 1,936 2,550 

2019 4,523 167 1,990 2,700 

2020 4,076 59 1,720 2,414 
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６-２-３-３ パネル類

近年のパネル類輸出量と輸出割合の推移を表 6.16 に示す。表 6.10 の生産量と対比した

輸出割合では、特にパーティクルボード及び繊維板で高くなっているが、量及び割合とも

に近年は低下傾向にある。輸出先としては日本が大きな割合を占め、合板、パーティクル

ボード及び繊維板の輸出量のうち、日本向けはそれぞれ 33％、78％、49％となっている

（2019 年実績）。 

表 6.16 パネル類輸出量と輸出割合の推移            （千㎥） 

年 
合板 パーティクルボード 繊維板 

輸出量 輸出割合 輸出量 輸出割合 輸出量 輸出割合 

2015 63 16% 79 53% 588 82% 

2016 52 12% 80 52% 602 79% 

2017 51 13% 81 51% 546 70% 

2018 34 9% 71 48% 600 76% 

2019 25 7% 56 41% 597 80% 

2020 18 6% 47 37％ 511 75％ 

資料：表 6.5 に同じ。 

６-２-３-４ 木材チップ

近年の木材チップ輸出量の推移を表 6.17 に示す。我が国が輸出先のほとんどを占める状

況が続いている。なお、その内訳を見ると、以前は針葉樹チップ及び広葉樹チップが半々

程度であったが、最近は針葉樹チップの割合が低下している。 

表 6.17 木材チップ輸出量の推移  （千 BDU） 

資料：表 6.5 に同じ。 

６-２-３-５ 木材輸出額

ニュージーランドの木材及び木材製品（HS44 類）の輸出額と主な輸出先の推移を表

6.18 に示す。丸太の最大輸出先である中国が総額でも過半を占め最大となっており、パネ

ル類の輸出が多い我が国がこれに次いでいる。なお、木材はニュージーランドでは乳製

品、肉類に次ぐ主要輸出品の地位にある。 

年 輸出量 
主要な輸出先 

日本 中国 

2015 250 250 0 

2016 302 283 19 

2017 284 283 0 

2018 243 242 0 

2019 268 244 23 

2020 208 207 0 
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表 6.18 木材輸出額と主な輸出先の推移 （百万 NZ ドル） 

年 総額 
主な輸出先国 

中国 日本 韓国 豪州 インド 米国 

2015 3,513 1,551 333 361 378 215 218 

2016 4,117 1,969 374 411 368 253 239 

2017 4,634 2,477 386 416 358 252 240 

2018 5,210 2,909 375 388 345 227 245 

2019 5,006 2,924 368 312 298 255 240 

2020 4,503 2,629 309 288 273 282 103 

資料：StatsNZ から作成。FOB 価格。 

我が国の木材及び木材製品（HS44 類）の輸入額の推移を表 6.19 に示す。近年は横ばい

傾向が続いているが、2020 年（速報値）は全品目とも減少幅が大きい。品目別に見ると、

繊維板を中心とするパネル類が約半分を占め、チップがこれに次いでいる。 

表 6.19 我が国のニュージーランドからの木材輸入額の推移 (百万円) 

年 チップ 丸太 製材品 PB FB 合板等 
建築用

木工品 
その他 計 

2016 7,182 5,862 2,374 2,451 13,974 1,265 1,978 123 35,208 

2017 5,950 5,898 2,276 2,219 14,739 933 2,052 133 34,201 

2018 6,294 6,205 2,326 2,343 15,424 705 1,755 130 35,181 

2019 6,900 5,332 2,395 2,243 13,105 726 2,108 96 32,905 

2020 4,513 3,819 1,826 1,955 9,838 498 1,846 62 24,361 

資料：財務省貿易統計 

６-３ 森林認証システムの普及状況

ニュージーランドにおける森林認証システムのうち、FSC 認証は、2021 年 1 月現在、

23 件、132 万 ha が認証されている。認証面積は 2010 年代前半には一時 149 万 ha まで増

加したが、その後は現在程度の水準で推移している。これらのほとんどは人工林であり、

人工林の 4 分の 3 以上が認証林という状況である。CoC 認証は 150 件で、件数は横ばいな

いし微増で推移している。国内には 7 つの認証機関がある。 

なお、現在人工林管理に係る国内規格（National Standard for Certification of Plantation 

Forest Management)の改訂作業を行っており、2018 年 3 月に意見募集のためのドラフト

が示されたが、現時点で確定には至っていない。 

PEFC 認証は、2015 年にニュージーランド森林認証協会（New Zealand Forest 

Certification Association NZFCA）が相互認証を取得し、2020 年 9 月現在、62 万 ha の

森林及び 25 件の CoC が認証されている。 
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両方の認証スキームを重複して取得している森林は、2019 年年央時点で 59 万 ha とさ

れており、PEFC 認証林のほとんどは FSC 認証を取得した上で二重に取得している状況で

ある。 

６-４ 木材・木材製品の生産・流通等に関する法令等とその運用状況

６-４-１ 森林資源管理及び原木（丸太及び同副産物）生産に係る法令等

６-４-１-１ 資源管理法

資源管理法(Resource Management Act 1991 RMA）3は、天然資源及び物的資源の持続

可能な管理の推進（to promote the sustainable management of natural and physical 

resources 法第 5 条）を目的とし、土地、水、大気、土壌、鉱物、エネルギー、動植物等

に係る保全、利用等のあり方を定めた、産業活動、社会活動等全般に広く関係する法律で

ある。それまで都市計画や農村計画、土壌保全等について個別法で規定していたものを、

国及び地方自治体の役割等について共通化し包括的に規定したものである。 

法律は環境省（Ministry for Environment MfE）が所管し、国は全国環境政策方針

（National Policy Statement）や全国環境基準(National Environmental Standards)の策定

等を行う一方、具体的な方針や計画の策定及び環境に影響を及ぼす様々な行為の管理等の

法執行は地方自治体が担っている。地方自治体は全国 11 の広域自治体（Region リージョ

ン）及び全国 67 の普通自治体（District ディストリクト4）からなる。

広域自治体は地域環境政策方針（Regional Policy Statement）を作成し、当該地域の環

境面の課題、対応方針と対策を提示するとともに、任意作成の地域計画（Regional Plan）

において具体の行為の基準等を定める。 

普通自治体は地区計画（District Plan）を策定し、広域自治体同様に具体の行為の基準

等を定める。 

同法の執行における自治体の役割分担を概括的に言えば、広域自治体は主に広域の観点

から土壌保全、水質・水量の保全、自然災害の防止等を担い、普通自治体はより属地的な

観点から資源の利用・開発、土地利用ゾーニング、建築計画、騒音の管理等を分担する。 

自治体による資源管理の方法は、資源利用承認（Resource Consent）によって行われ

る。これは、事業者が開発行為や土地利用形態の変更のような資源管理に影響を与える行

為を行う場合、その影響が軽微な行為では自治体の承認は不要とするが、行為ごとに設け

られた一定の基準を超えるような場合には自治体による資源利用承認が必要となるもので

ある。具体的には、環境に影響を与える行為をその影響の程度に応じて、ア許容、イ管

理、ウ制限付き裁量、エ裁量、オ非適合、カ禁止の６つに区分し、「許容」の基準を満た

す行為であれば資源利用承認の申請は不要だが、それ以外では行為の実施に当たって自治

体に資源利用承認を申請し承認を得ることを求めている（「禁止」はいかなる場合も承認

されない）。自治体は、どのような行為がどの区分に該当するか、地域計画又は地区計画

（以下、Plan と総称する。）の中の規則において基準を設けている。 

3 http://www.legislation.govt.nz/act/public/1991/0069/latest/DLM230265.html 

4 67 の普通自治体は、District 単位のもの 54、City 単位のもの 12 及びオークランド特別市 1 からなり、Territorial 

Authority と総称されるが、資源管理法では District で代表されることが多いので、ディストリクトと称した。 
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資源利用承認の申請があった場合、自治体では法律に定められた手順に従い、住民への

告知や公聴会の開催の有無の判断等を含め処理を行い、Plan に定める基準に基づいて承認

が付与され、あるいは申請が却下される。 

行為の区分は、環境への影響の小さいものから順に以下のとおりである。 

ア「許容」に該当する行為は、Plan で定める基準以下の行為で、自治体への申請は不要。

イ「管理」は、自治体は許可しなければならないが一定の範囲に限って条件を付すことが

できる。 

ウ「制限付き裁量」は、自治体は却下又は条件を付して許可することができるが、条件を

付して裁量できる範囲は限定される。 

エ「裁量」は、自治体は却下又は条件付き／条件なしで許可することができる。

オ「非適合」は、自治体は却下する、または影響が非常に軽微等特別な場合に限って許可

する。 

カ「禁止」は、自治体は承認申請の受け付けをせず、承認はしない。

林業生産活動の諸行為は、地域計画に規定されるものが多いが、地区計画で定められる

土地利用のゾーニングによって適用される基準が異なる場合があり、通常、広域自治体と

普通自治体の両方に承認申請が必要である。 

 一方、国は法第 43 条及び 43A 条に基づき全国環境基準（National Environmental 

Standards NES）を定めることができる。全国環境基準は、法執行にかかる技術的基準や

標準的な手続き等を定めるもので、特定の活動分野や対象行為ごとに策定され、全国共通

の基準となる。ただし、全国環境基準において各 Plan がより厳しい又はより緩やかな条件

にできることを明示的に定めている場合にはそれらの厳しい／緩い条件を適用することが

可能とされている。自治体は全国環境基準を遵守しなければならない(must observe)とさ

れており、全国環境基準が定められている場合には全国共通の基準が適用されることにな

る。現在、以下の 8 つの全国環境基準が定められている（（ ）は策定年）。 

 大気の質（2004）、飲料水源（2007），通信施設（2016）、送電行為（2009）、土壌汚染

管理（2011）、人工林施業(2017)、淡水（2020）、海洋における水産養殖（2020） 

 人工林施業に関する全国環境基準（National Environmental Standards for Plantation 

Forestry5。以下、NESPF という。）は 2017 年 8 月に策定され、2018 年 5 月から施行され

ている。この策定に当った第一次産業省は、策定の理由を、自治体ごとに基準が異なるこ

とにより複数の自治体に亘って森林を所有する場合等に林業者の混乱と対応コストの増加

を招き、環境への影響も区々なものになることから、全国で一貫した基準の下で人工林施

業が行われ、環境への影響を管理しながら、人工林施業が「許容」の範囲で行われるよう

にするためとしている（同省 HP6）。 

 NESPF は、商業目的で人工植栽により造成される 1ha 以上の森林を対象とし、在来種

の天然林や、人工植栽であっても幅 30ｍ未満の防風林、市街地の林、果樹･園芸木等は対

象外である。人工林における林業生産活動のうち主要な作業行為の、新規植林、枝打ち及

5 https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2017/0174/latest/whole.html#DLM7373510 

6 https://www.mpi.govt.nz/forestry/national-environmental-standards-plantation-forestry/ 
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び間伐、森林土木、河川の横断、採石、収穫、機械地拵及び再植林の 8 つの行為について

全国共通の基準を設けている。 

なお、NESPF では、法 43B 条に基づき、各自治体がより厳しい規則をきめることがで

きる場合として、ア全国淡水管理施策声明等の国レベルで定められた目的を達成するため

に定める規則、イ優れた自然的特徴や景観等を保全するための規則、ウ貴重な地質や地形

で自治体の環境計画で特定されているものを管理するための規則が定められていることと

しており、その範囲は限定的である。 

木材生産が関係するのは、収穫（Harvest）における伐採行為である。規定 64～69 にお

いて伐採行為が「許容」となるための条件を以下のとおり定めている。 

普通自治体に対しては、伐採箇所及び作業開始日と終了日に関する届出を作業開始の 20

日～60 日前までに行う（普通自治体に関する規定はこれのみ）。 

広域自治体に対しては、普通自治体同様に伐採箇所、作業開始日等を届け出るととも

に、以下の条件に合致するよう作業を行う。 

ア伐採地から流出した土砂が下流域において環境に悪影響を与えないこと（顕著な濁りが

発生しないなど） 

イ伐採計画（Harvest Plan）を提出すること

伐採計画においては、個々の施業箇所に付随するリスクを特定し、図面上で明示するこ

とが求められる。具体的には、a)集材方法（地曳き集材か架線集材か、架線集材の場合の

索張り方式）、b)伐採の時期、期間、程度（強度）及び実行段階の区分（staging）、c)伐採

活動において保全すべき対象物や箇所におけるリスクを回避、除去及び緩和する方法、特

に残材や端材の流出等を防止する方法、d)在来植生への影響を最小化し、下流域及び近隣

の施設・資産への影響を回避するため制限を加える事項、e)通常時や降雨時、伐採終了後

における管理や影響のモニタリングの方法等について記載が必要である。 

ウ地表の攪乱を抑え、土砂の流出を最小限にすること。例えば、可能な場所では地上から

材を吊り上げた集材方法とすること。 

エ淡水域や沿岸域周辺での攪乱を抑えること。例えば、a)安全確保上やむを得ない場合を

除き、水流及び渓畔林の域内において伐採をしない、b)幅 3m 以上の水流越しに集材する

場合、材を地上から完全に吊り上げて行う、c)林業機械は、満水位で幅 3ｍ未満の恒常河

川又は面積 0.25ha 以上の湿地の近傍 5ｍ以内、及び満水位で幅 3ｍ以上の河川や面積

0.25ha 以上の湖沼等の近傍 10ｍ以内の範囲では使用しない、などと定めている。 

オ伐採に伴う端材枝条や枝条残渣を適切に管理すること。例えば、伐採で発生した端材等

は河川の流水域や氾濫しやすい区域に存置しないなどと定めている。 
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伐採行為において NESPF が資源利用承認を求めているものはさほど多くない。「管理」

に該当する行為は、申請の内容が、普通自治体に対しては伐採届出の提出をしない場合、

広域自治体に対しては、上記の「許容」の基準のいずれかに合致しない場合、または土壌

侵食発生危険度区分7が「極高（特に高い）」に

該当する箇所のうち土地利用可能性区分8が

「8e（最大の制限が必要）」以外の場所において 3

ヶ月のうちに 2ha 以上の伐採を行う場合とされて

いる。「管理」では自治体は一定の範囲に限って

条件を付すことができるとされており、NESPF

では条件を付する範囲として、集材方法、作業の

時期と場所（淡水魚の産卵期との関係等）、事業

実施中及び実施後の土壌侵食防止措置等を定めて

いる。 

伐採行為が「制限付き裁量」となるのは、申請の内容が、広域自治体に対して土壌侵食

発生危険度区分が「極高」でかつ土地利用可能性区分「8e」の区域及び土壌侵食発生危険

度区分が設定されていない区域において伐採を行う場合が該当する。 

伐採において「裁量」、「非適合」及び「禁止」に該当する行為はない。 

また、伐採の際、新たに搬出路や林道を開設する場合では、NESPF の森林土木や河川

の横断の項で定める各行為の基準をクリアする必要がある。例えば森林土木工事について

は、行為の届出、土砂の流出管理、森林土木工事計画の提出、セットバック（隣接地から

一定の間隔をとること）や切土量についての基準の遵守等について広域自治体への対応が

必要としており、伐採に係る事項とほぼ同様の内容を定めている。 

NESPF で記述している林業生産活動全体で見ても、「裁量」に該当する行為は河川の横

断の項（2 スパン以上の橋梁の設置）等で見られる程度である。 

なお、参考まで新規植林（afforestation 人工林でない又は過去 5 年以内に人工林の伐採

が行われていない土地での植栽及び保育事業）においては、普通自治体及び広域自治体に

対し、新規植林事業の場所、予定しているセットバック、事業期間等を記した書面の提出

のほか、針葉樹野生化リスク算定指数9を所定の手続きで算出しその写しを提出すること、

7 土壌侵食発生危険度区分（Erosion Susceptibility Classification）は、国土を土壌侵食の発生可能性から低、中、高、

極高 4 つに区分したもの。人工林のうち極高は面積で 7％程度。 

8 土地利用可能性区分（Land Use Capability Classification）は、通常、8 つのクラス（数が大なるほど規制大）と 4 つ

のサブクラス（erodibility・climate・wetness・soil で、各 e,c,w,s で表示)によるユニットで表わされる、長期的な持続

可能な土地生産力の観点から土地を区分した指標で、8e は「最大の制限を受ける区域で侵食に注意」を意味する。通

常、8 の土地は農・林・牧畜業とも不適で、保全目的（conservation land）に適すとされる。 

9人工林等の外来針葉樹の種子が林地外において天然更新して環境に悪影響を及ぼし（例：地域固有の生態系及び景観

の劣化、山火事リスクの増大等）、ひいては将来的な農業や林業等の土地利用にも問題となることから、針葉樹の野生

化（wilding）への対応が重要課題となっている。針葉樹野生化リスク算定指数は、新植による野生化のリスクを 5 つ

の客観的な指標（樹種別の種子分散能力、家畜の採食嗜好性、（卓越風の方向を含む）地形的特徴、風下における土地

利用及び植生）から測定し点数化（0～21 点）したものである。 

写真６.１ 伐採作業（2019 年撮影） 

同じ
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前記指数が 12 以下であること等が「許容」の条件となっている。また、新規植林に先だ

って既存の植生を除去する作業を行う場合は NESPF の対象外で、各自治体の関連規定に

従うことになる。再植林（replanting 人工林の伐採後 5 年未満に行う植栽及び保育事業）

の場合は、新規植林のような当該事業についての書面の提出は求めないが、その他はほぼ

同様の内容となっている。 

NESPF では、伐採の時点では再植林を求めていないが、年ごとの変動はあるものの国

全体の人工林面積は安定的に推移しており、実態上再植林は確保されている。これは、人

工林は炭素排出量取引制度の対象（1989 年末までの造成林は義務登録、1990 年以降の造

成林は任意登録）となっており、植栽をせずに森林以外に転用すると炭素クレジットの減

少として土地所有者の追加的負担になること、一般にニュージーランドでは林業は投資先

としては高いリターンが期待できることから再植林して人工林として維持される機会が多

いことによると考えられる。再植林の際は NESPF の規定に従うこととなり、また、伐採

後に伐採作業に起因して枝条や端材の流出、侵食等が発生して環境に大きな影響を与えた

場合には、その責は伐採業者に帰する。 

このほか、法 35 条では自治体に同法の執行状況等を把握するための情報収集、モニタ

リング及び記録の保存を義務づけており、また、NESPF の規定 106 では「許容」の行為

に係るモニタリングについて、収穫や森林土木工事等においてはその費用を請求すること

ができるとされている。 

以上のように、通常求められる程度の技術的な留意事項や手続きを遵守していれば、伐

採行為は特段の問題なく「許容」に相当する行為として、時間と手間のかかる資源利用承

認の手続きを経ずに実施できるものと考えられる。 

 環境省がとりまとめた資源管理法の執行状況の実績によると、2018 年 7 月から 2019 年

6 月までの 1 年間に全国で 42,029 件の資源利用承認の申請があり、このうち自治体におい

て NESPF を適用したものは 142 件、11 の自治体にとどまっている。これは、NESPF の

施行（2018 年 5 月）直後の期間であったことから、各自治体では現行の計画に基づいて処

理されるケースが多かったためではないかと思われる。また、NESPF に基づいて広域自

治体に提出された伐採行為届出の件数は 1,524 件、伐採計画の提出は 827 件、跡地検査

（Site audit）が実施されたものは 289 件、これらのうち要件に不適合であったものは 51

件と報告されている。 

 このほかの関連規定としては、法 139 条において、「許容」の範疇のため資源利用承認

に該当しなかった行為について、合法的に行われていることの証明書（Certificate）の発

行を可能としている。証明書は、当該事業が資源利用承認なしで合法的に実施されている

ことを証するもので、資源利用承認と同等に取り扱われるものとされている。2019 年 6 月

までの 1 年間で法 139 条に基づく証明書の申請は 617 件あり、林業に関係するものは 4 件

の実績があった（発行手数料は必要。4 事例では NZ＄288～1,168）。 

 資源管理法に基づいて伐採が行われていることに関する第一次産業省による証明書の発

行については後述（6-4-3-2）する。 

 資源利用承認が必要にもかかわらずこれを取得しないで開発行為を行ったり、資源利用

承認に付された条件を遵守しないなどの違反に対しては、法 339 条に基づき禁固２年以内

及び 30 万 NZ ドル（法人の場合 60 万 NZ ドル）以下の罰金が科される。違反の一例を挙
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げると、2018 年 6 月、Gisborne District では２回の集中豪雨により地滑りと河川への土砂

及び堆積物の流出が発生し、枝条や端材等を含む大量の流下物が下流の農地や住宅、海岸

に堆積するという災害が起きた。地元自治体が調査を行い、上流における人工林の伐採に

当って、土壌侵食が発生しやすい地域のため搬出路作設や土場の設置における侵食防止の

ための適切な措置等を伐採に係る資源利用承認において条件としていたにもかかわらず、

これらが実施されていなかったため土砂、木材等の流出が発生したとして、関係する 10

社を訴追した。資源管理法に基づく環境裁判所（Environment Court）は、現地調査や専

門家意見聴取を行った上で、資源管理法違反を認め、森林所有会社４社に対し、関係する

森林面積や施業の実態に応じて 12 万～39 万 NZ ドルの罰金刑を言い渡している10。 

 制定後 30 年を経て、現在、政府は資源管理法に代わって 3 つの法律（自然環境と都市

環境の保全、戦略的長期計画及び気候変動への適応）からなる資源管理に関する新たな法

制度を検討しており、主要な法律については 2021 年中に改正法案の提出、2022 年内の成

立をめざしている11。 

６-４-１-２ 森林法

森林法（Forests Act 1949）12は 1949 年に制定され、当初は国有林の管理やこれを所管

する森林局（Forest Service 当時）の組織等について大部の規定を有していたが、1980 年

代後半以降の行財政改革に伴う一連の見直しによりこれらの条項は削除され、現在は、在

来種の天然林（indigenous forest land）における木材の生産、加工及びこれらの輸出に関

して規定している第３A 章等が主要な部分であり、第一次産業省（Ministry for Primary 

Industries MPI）が所管している。 

第 3A 章は天然林の持続可能な管理の推進（to promote the sustainable forest 

management of indigenous forest land 法 67B 条）を目的としており、私有林の天然林にお

いては、持続可能な森林経営計画（Sustainable Forest Management Plan。以下、SFM 

Plan という。）または持続可能な森林経営許可（Sustainable Forest Management Permit。

以下、SFM Permit という。）に基づく伐採のみが認められている13。また、法 67AB 条に

より、国が環境保全法（Conservation Act 1987）14及び同法付表 1 に列挙された国立公園

法等の法律に基づいて管理する保全対象地の在来種天然林の伐採は原則禁止となってい

る。 

 SFM Plan は、50 年以上の長期の森林管理経営に関する計画で、計画期間、収穫予定の

樹種及び数量、これの裏付けとなる森林資源の総量についての情報、森林の管理及び保全

の方法、持続可能な森林経営の方針等を記載するものである。森林所有者からの承認申請

を受け第一次産業省が承認し、5 年ごとにレビューを受ける。承認に当って第一次産業省

は、伐採対象樹種の伐採の程度が適切であるかどうかを、森林のタイプや対象面積、立地

10 判決の事例 http://www.gdc.govt.nz/aratu-forestry-limited-sentencing-decision-released 

11 https://www.beehive.govt.nz/release/rma-be-repealed-and-replaced 

12 https://www.legislation.govt.nz/act/public/1949/0019/latest/whole.html#DLM256497 

13 例外として、例えば 10 年間で 50 ㎥以下の自家用の伐採等。 

14 https://www.legislation.govt.nz/act/public/1987/0065/latest/whole.html#DLM107200 
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条件、成長率等に基づいて判断するとともに、環境保全省（Department of 

Conservation）への協議が必要である。また、当該計画の申請内容に対し、第一次産業省

は伐採面積や樹種ごとの年間伐採量の縮小、対象伐区の変更等を要請することができる。 

実際に伐採を行う際、事業者は年次伐採計画（Annual Logging Plan）を提出する。年次

伐採計画には、対象樹種ごとの伐採予定量、伐採対象区域、地況（地形、水路、既設及び

新設の搬出路や土場に関する情報を含む）、伐採及び集材の方法等を記載するとともに図

面の添付が必要である。 

 SFM Permit は、10 年間の森林管理経営に関する計画で、対象地の面積及び収穫予定の

樹種と蓄積を特定した上で、期間内の伐採量の上限の基準（樹種ごとの伐採量がそれぞれ

の蓄積の 10％未満等）を満たすこと、伐採の実行に当っては SFM Plan と同様に年次伐採

計画を提出すること等が要件となっており、SFM Plan を簡素化した内容となっている。 

2018 年 3 月現在有効な計画によると、SFM Plan は 54 件承認、対象面積合計 59 千

ha、許容伐採量の合計は 86 千㎥となっており、SFM Permit は 113 件承認、対象面積合計

18 千 ha、許容伐採量の合計は 33 千㎥となっている。これらの SFM Plan/Permit に基づ

いて生産された木材の製材加工については別途森林法に規定されており、6-4-2 で後述す

る。 

SFM Plan／Permit に基づかない伐採等に対しては、法 67U 条に基づき 20 万 NZ ドル

以下の罰金が科される。 

なお、SFM Plan／Permit を取得していても、資源管理法の規定は適用され、資源利用

承認の取得等は必要である。例えば Taranaki Region では地域計画において、森林法によ

る SFM Plan／Permit の許可があっても土壌侵食や水源の水質等の保全の観点から資源管

理法の対象となると明記しており15、具体的には、植生の除去（vegetation clearance）に

関する規則において、1 年間で 5ha 以上かつ傾斜 28 度以上の土地における植生の除去行為

に規則を適用するとして、水質への影響（顕著な濁りや透明度の低下）、面積で 10％以上

の表面土壌の露出等が発生する場合に資源利用承認の取得を求めている。 

６-４-１-３ 一次産品徴税法及び木材徴税令

一次産品徴税法（Commodity Levies Act 1990）16は、一次産品（農産物、林産物、園芸

作物、鉱産物及び野生の産物）の生産額や生産量に対し一定の割合で生産者等に課税し、

その税収を当該産品の生産に係る調査研究、人材育成等の振興策に充てることを規定して

いる。同法に基づいて、現在、小麦、アボカド等の 32 品目の徴税対象が指定されてい

る。 

 同法では品目ごとに、徴税機関、対象物品の範囲、納税者、徴税単位、使途等の詳細を

別途政令で定めることとしており、制度の適用に当っては納税者の了解を得るとともに、

6 年ごとに見直すことを定めている。 

15 Regional Soil Plan for Taranaki, P12 

16 https://www.legislation.govt.nz/act/public/1990/0127/latest/whole.html 
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 木材については 2013 年に制度が始まり、現在は 2 期目として 2019 年制定の木材徴税令

（Commodity Levies（Harvested Wood Material）Order 2019）に基づいて実施してい

る。 

課税対象は人工林（在来種のものを含む）で生産した木材で、自家用の薪材、クリスマ

スツリー等は対象としない。大小の森林所有者の代表によって構成する森林育成者徴税協

会（Forest Growers Levy Trust FGLT）が徴税及び使途の割り当てを行うが、実際の徴税

は FGLT と契約した独立した第三者機関である Levy Systems Limited が実施している。 

人工林で伐採され山元から運ばれ

た丸太は、国内加工向けの場合は製

材工場等の加工施設の土場に、輸出

向けの場合は輸出港の埠頭にそれぞ

れ到着した時点で、公式に認証され

た重量検量機器で検知され、当該丸

太の所有者が重量に応じて税を支払

う。納税した者は税額分を森林所有

者に請求する又は購入時に税額分を

控除することにより、最終的な納税

者は当該丸太を生産した森林の所有者となる。なお、法 24 条に基づき、徴税令に則した

税金の納付をしなかった者には 1 万 NZ ドル以下の罰金が科される。 

税率は毎年の納税状況や使途での必要額等に応じて決定され、2019 年の見直しにより制

度上の上限税率は引き上げられたが、制度の開始以来、適用される税率は 1 トン当たり 27

セントで変更はなかった。しかしながら、2020 年 12 月の FGLT の理事会において、

COVID-19 の影響による減収、インフレによる実質的な目減り等に対応し、研究開発や労

働安全等の使用目的への一層のコミットメントを高めるため、徴税令で定める上限の 1 ト

ン当たり 33 セントへの引き上げを決定し、2021 年 1 月から適用している。

2019 年の実績では、税収は 9,710 千 NZ ドルで、このうち 54％に相当する 5,278 千 NZ

ドルが調査研究部門に割り当てられ、労働安全/研修部門の 941 千 NZ ドル（同 10％）が

これに次いでいる。これらの実績は 4 半期ごとに詳細な報告がなされ、ウェブに掲載され

ている17。 

最近の納税請求対象の丸太量（納税のインボイスを発出した丸太の量）と人工林からの

生産量を比較すると表 6-20 のとおりである。 

表 6-20 納税請求対象量と丸太生産量の比較 

年 
納税請求対

象量(千トン) 

丸太生産量 

（千㎥） 

2017 33,480 33,984 

2018 35,425 35,669 

2019 35,815 35,825 

17 FGLT https://fglt.org.nz/work-programme/reports-and-updates 

写真 6.２ 製材工場での検量（2019 年撮影）

同じ
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資料：納税請求対象量は Levy Statistics Data, FGLT より作成。丸太生産量は表 6-5 に同じ。納税に当っ

て立方メートルでの取引は 1 トン＝1 ㎥で換算されるため、この表では立方メートル単位である丸太生産

量（外来種人工林のみ）をそのまま記載した（いずれも暦年）。 

両者の数字は近似しており、増減の傾向もパラレルな関係にあることから、人工林で生

産された丸太はほぼもれなく課税されていると考えられる。このため、木材徴税令に基づ

く税金の納税証明をもって伐採における合法性の証明を行うシステムが設けられており、

6-4-3 で後述する。

６-４-２ 原木の売買及び加工に係る法令等

６-４-２-１ 森林法

6-4-1-2 で述べた、森林法に基づく SFM Plan/Permit に即して在来種天然林の私有林か

ら生産された木材については、第一次産業省に登録された製材工場でのみ製材加工が可能

である（森林法 67D 条）。このほか、わずかに例外的な木材、例えば在来種の人工林から

生産された木材、在来種天然林の風倒被害木や公共工事の支障木等を製材工場等で加工す

る際には、製材加工説明書（Milling Statement）を第一次産業省に申請・取得し、登録さ

れた製材工場に提出する必要がある18。 

登録工場における製材加工について、詳細は 1993 年天然林木の加工に係る林業規則

（The Forestry (Indigenous Timber Milling) Regulations 1993）19に定められており、登録

工場は取り扱った丸太の樹種・数量、関係する SFM Plan/Permit の年次伐採計画等を記録

し、3 か月ごとに実績報告するとともに、毎年、登録を更新する必要がある。 

登録された製材工場以外での天然林木の加工に対しては、伐採等と同様に法 67U 条に基

づき 20 万 NZ ドル以下の罰金が科される。第一次産業省による登録工場の調査では、

2018 年 4 月から 2020 年 6 月までの約 2 年間に 5 件の森林法違反の事例を確認している。

内訳は、非登録工場による加工 1 件（罰金 13,500NZ ドル）、製材加工説明書の非取得 4

件（罰金 450～4,000NZ ドル）となっている。 

2018 年 7 月～2019 年 6 月の 1 年間の在来種天然林産の丸太の取扱量は 20,886 ㎥と報告

されており、うち 16,216 ㎥がナンキョクブナ silver beech（Nothofagus menziesii）、次い

でリム rimu （Dacrydium cupressinum マキ科）の 1,898 ㎥であった20。 

６-４-２-２ 改正森林法

2020 年 5 月に森林法改正案が国会に提出され、同年 8 月に成立した。改正法の正式名

称は Forests (Regulation of Log Traders and Forestry Advisers) Amendment Act 202021であ

り、木材の買受に携わる事業者(log trader 以下、木材買受事業者という。)及び森林所有

者等に対し森林管理や林業経営面のアドバイスを行う事業者（forestry adviser 以下、林業

18https://www.mpi.govt.nz/forestry/native-indigenous-forests/harvesting-milling-native-indigenous-timber/  

19 https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/1993/0227/latest/whole.html 

20違反事例及び取扱量は Forestry and land operations sawmilling newsletter, Issue 17, August 2020, MPI による。 

21 https://www.legislation.govt.nz/act/public/2020/0043/latest/LMS324328.html 
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アドバイザーという。）の義務的登録制度の創設が主たる内容で、以前削除され空いてい

た第 2A 章に条項を新設する形で定められている。 

 今回の改正の背景について第一次産業省は以下のとおり説明している。すなわち、2007

年の木材生産量のうち所有規模 1,000ha 未満の小規模森林所有者からの生産は 14％を占め

るに過ぎなかったが、この割合は 2015 年には 25.5％に上昇し、2020 年代には平均で

40％、13～14 百万㎥に達するとの見通し22が示されている。このような木材生産構造の変

化にあたり、木材の供給については、従来のような会社組織による大規模な供給モデルか

ら、より多様な主体による供給モデルに変えていく必要性が高まっている。しかしなが

ら、小規模森林所有者の多くは人工林の育成、伐採及び販売に関する経験が少なく、木材

の販売に関して情報や助言を受ける機会も少ない。また、国内の加工業者もこれらの小規

模森林所有者とのつながりが薄く原料の確保が十分にできていない。現在の木材サプライ

チェーンは、量より質を重視する方向にあり輸出量は伸びているが、これに大きく依存す

ることはリスクが伴う。一方、国内加工業者を含む多様な関係者間のつながりを強化する

ことは付加価値を高めることにつながる。 

 以上のような背景の下、今回の法改正では、木材の買受又は林業経営の助言を行う事業

者に義務的な登録制を導入し、これらの者が行う木材の適正な取引の活動及び林業経営に

対する助言等の活動の水準の確保と信頼性・透明性の向上を目的としている。この措置を

通じて、森林所有者は森林施業について質の高い助言を受けることや木材の売買等の事業

実行に必要な情報を十分に得ることが可能となり、ひいては市場の透明性の確保、環境へ

の影響の改善、林業への投資促進等にも資するとされている。  

実際、国内では 1990 年代の造林ブームで植栽された人工林が 2020 年代に伐期を迎える

一方、現在増加傾向にある木材生産のほとんどは輸出の増加、とりわけ中国への輸出増加

として表れている状況で、国内での加工量は伸び悩んでいる。他方、政府内ではビジネ

ス・イノベーション・雇用省（Ministry of Business, Innovation and Employment）が中心

となって産業改革プラン（Industry Transformation Plan ITP）の対象 10 分野の一つに林

業及び林産業を選定し、長期的な戦略として、丸太生産と少品目の加工という現在の形態

から、幅広い製品（ウッドプラスチック、バイオ燃料等含む）の生産とその原料供給とい

う方向への転換に向けた検討も進められている。 

これらの状況に対応するため、今後、国内加工を含む多様な先に丸太を供給し、小規模

森林所有者及び木材加工業者の生産活動を活性化し、雇用の増大等地域の発展につなげて

いくねらいがあると考えられる。 

 法 63I 条の定義によると、木材買受事業者は、丸太又は立木販売された立木の購入者、

丸太の輸出を行う者及び自ら育成した森林の丸太を加工する個人又は法人をいい、これら

の事業を請負で行う者を含む。ただし、年間の取扱量が 2,000 ㎥または細則で別途定める

量以下の者や運材等の物流のみを行う者は対象とならない。 

これらの者が業務を行う場合は木材買受事業者として登録が必要で、登録は第一次産業

省又は同省が認定した機関（以下、林業当局という。）が行い、登録要件、要件合致の判

断基準、登録期間等は細則で別途定める。 

22 Commercial forestry supply workshops, December 2019 P10 
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木材買受事業者には、林業実施基準（forestry practice standards）の遵守、事業者間の

協定（agreement）の遵守、登録要件の維持、記録の保存、定期報告等の義務が課され

る。林業実施基準は、林業の各種の行為及び助言の提供に係る基準を示すもので、具体的

には細則で定めるが、以下に関する事項を含むとしている。 

ア土地の造成、植林、森林管理、伐採の計画立案及び準備、森林評価

イ森林の保全、持続可能な土地利用、生物多様性、排出量取引

ウ国内又は輸出に関する売買契約

エその他の売買に関する必要事項

法 63M 条で定義する林業アドバイザーとは、以下のサービスを提供する者で、個人に

限られる。 

ア林業の実施に関する助言。具体的には、森林の造成・管理及び保護、林業に供する土地

の管理又は保護、木材その他の林産物の評価・収穫・販売・利用、森林・林地等の林業分

野の資産の評価、排出量取引制度の利用、森林の持つ諸機能。 

イ木材その他の林産物の売買の代行。

ウ林業アドバイザーの他の業務に関連する検査又は報告書作成。

ただし、これらを主要な業務としない者、農地境界の植栽等に対するアドバイスを行う

者、他の法律による免許（不動産、会計等）等に基づいて助言を行う者等は対象とならな

い。 

登録や義務についての基準等は木材買受事業者とほぼ同様であるが、継続的な職業研修

及び技術研修の受講及び倫理規程（code of ethics）の遵守義務が付加されている。倫理基

準は細則で別途定められるが、専門家としての責任（誠実さ、技術的正確さに関する最高

水準の維持）、顧客に対する責任、専門水準の維持等の規定を盛り込むこととしている。 

 木材買受事業者又は林業アドバイザーとして望ましくない行為23があった場合、林業当

局は、登録条件の付加又は変更、警告書の送付、是正措置の要請等の措置ができる。また

同様に不正行為の場合は、登録の取り消し、更新申請の却下等ができる。 

登録せずに業務を行った者、木材買受事業者としての義務を怠った者等は、個人の場合

4 万 NZ ドル（個人以外の場合 10 万 NZ ドル）の罰金が課される（法 63ZL 条）。 

成立後 2 年以内の施行が規定されており、2021 年半ば頃に細則の制定、その後木材買受

事業者及び林業アドバイサーの登録を進めていくとされている。 

報告書作成時点では細則等は公表されていないため、今回の改正がどの程度木材の生

産、流通、加工及び輸出に影響を及ぼすかを見通すのは困難であるが、政府の目論見どお

りに行けば市場の透明性やトレーサビリティの確保等に貢献するものとなろう。また、6-

5-1 で述べるように、木材合法性保証制度の創設のための森林法改正が 2021 年以降に予定

されており、これとあいまって木材のサプライチェーンには大きな影響を及ぼすものと見

込まれる。 

23 望ましくない行為とは、適格登録者の基準に達していないこと、義務違反（軽微でないもの）、能力不足または怠慢

な状態及び登録者から不適格と見なされることをいう。 

不正行為とは、不名誉な恥ずべき（disgraceful）行為、故意による義務違反（軽微でないもの）及び重罪への関与をい

う（63ZI 条）。 
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６-４-３ 輸出入に係る法令等

６-４-３-１ 森林法

6-4-2-1 で述べた登録工場において製材加工された在来種の天然林由来の木材のうち、

製材品はナンキョクブナ又はリム rimu（いずれも断面積が 300 ㎠以下のもの）に限って24

輸出が許可されており、輸出の際、輸出業者は輸出申請書（Notice of Intention to 

Export）の提出が必要である（森林法 67C 条）。なお、最終製品に加工されたものは、他

の樹種を含め輸出に制限はない。 

 輸出業者は、輸出の 10 日前までに、木材の出所を証明する情報（SFM Plan／Permit の

番号と森林所有者名等）を輸出申請書に記入した上で、第一次産業省の承認を受けた独立

検査機関（Independent Verification Agency IVA）の Asure Quality 社に届け出なければな

らない。第一次産業省は出所となった森林の確認及び目視による現物と申請書の記述の整

合を確認し、問題がなければ 1 回限り通用で譲渡不可の承認番号を輸出申請書に付与し、

これに基づいて通関事務が行われる。 

このように第一次産業省の承認番号を付与された輸出申請書の写しを輸出業者から入手

すれば、当該荷口の天然林で生産された木材の合法性を証明する書類として使用できる(6-

6 付属資料参照)。 

 過去 5 年間のニュージーランドから我が国への製材品（針葉樹又は熱帯産木材以外）の

輸入実績を財務省貿易統計で検索すると、2015 年に 21 ㎥の記録がある。一方、ニュージ

ーランドからの輸出実績は、2015 年及び 18 年に記録があるがいずれも少額である。ニュ

ージーランドの統計によると、過去 5 年間の輸出実績は年間 150～400 ㎥程度で、主要な

輸出先は豪州及び近隣の島嶼諸国となっている。 

 なお、伐採された木材ではないが、カウリ Kauri （Agathis australis）の土埋木（根株を

含む）は、木材としての利用のほか科学的及び文化的にも価値が高いことから、これの採

取、加工及び輸出には以下のような特別な手続きや許可を必要としている。 

ア採取；第一次産業省への届出及び資源管理法に基づく地方自治体の手続き（第一次産業

省は採取地において採取の前後に検査を実施）。 

イ加工；第一次産業省の製材加工説明書（Milling Statement）の取得（有効期間 6 ないし

12 か月）、天然林から採取されたものでなく、かつ採取により自然環境の価値を損ねない

こと、登録された製材工場で加工されたものであること。 

ウ輸出；最終加工製品又は未加工若しくは加工された根株（天然林で採取されたものでな

いこと）。輸出手続きは天然林木とほぼ同様（輸出申請書の提出、承認等）。 

 最近の日本向けの輸出は、2015～2019 年の期間では 1 件、0.8 ㎥の実績（同年の総輸出

量は 138.3 ㎥）25がある程度で、総輸出量も漸減傾向にある。 

６-４-３-２ 資源管理法

24 例外としては、根株（樹種及び加工の有無を問わない、SFM Plan/Permit に基づいて発生したもの）、木性シダの樹

幹又は繊維（SFM Plan/Permit の対象森林から採取されたもの等）、人工植栽された在来種森林の木材等がある。 

25 第一次産業省 Annual report of swamp kauri activity 2019 
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第一次産業省では、違法伐採対策の観点から、輸出事業者に対して、その取り扱う木材

（国内の外来種人工林の生産物に限る）が資源管理法に基づいて合法的に伐採されたもの

であることを証明する、木材輸出業者情報証明書（Exporter Information Statement。以

下、EIS という。）を発行する仕組みがある。 

EIS を必要とする輸出事業者は、当該事業者の概要、証書の対象品目（丸太、製材品

等）、証書の提出先（国）、資源管理法に違反していない又は捜査を受けていないことの宣

言、関係者の署名等を内容とする申請書26を第一次産業省に提出し、審査の後、最長 2 年

間有効の EIS（6-6 付属資料参照）を取得する。この証明書は、関係事業者が資源管理法

に違反していないことを証明するものではあるが、個々の伐採事業地や取扱量を特定して

荷口ごとに発行されるものではないことに注意が必要である。 

なお、この制度はインドネシアへの木材輸出を前提に措置したものとされているが、後

述（6-5-1）する新たな木材合法性保証制度が今後これを代替していく予定である。  

 

６-４-３-３ 一次産品徴税法及び木材徴税令 

輸出業者に対し、6-4-1-3 の一次産品徴税法及び木材徴税令の項で述べた木材徴税令に

基づく税金の納税証明をもって合法性の証明を行うシステムについて説明する。 

韓国の違法伐採対策関連法として 2017 年に改正された「木材の持続可能な利用に関す

る法律」では、韓国に輸入される木材又は木材製品の伐採の合法性について検査機関が検

査をする際の関係書類として 4 種類を挙げており、具体的には山林庁告示で次のように説

明している27。 

1. 原産国の法令に基づいて発行された伐採許可書 

2. 合法伐採された木材又は木材製品であることを認証するために国際的に通用できるも

ので韓国山林庁長官が定め告示する書類 

3. 韓国と原産国との二国間協議に従い、相互が認証するもので韓国山林庁長官が定め告

示する書類 

4. その他、合法的に伐採されたことを証明するもので韓国山林庁長官が定め告示する書

類 

このうち木材徴税令に基づく税金の納税証明は、二国間の協議に基づき上記４.に該当す

るものとされた。 

韓国向けに丸太を輸出する輸出業者は、供給者である森林所有者又は丸太所有者に木材

徴税令に基づく税金の一次産品徴税証明書（Levy Statement）の提出を依頼する。製材品

等の木材製品を輸出する場合は、製造業者は当該製品の原木の供給者から同様に上記証明

書を入手する。原木の供給者が複数の場合は原則的には全ての供給者を対象とするが、韓

国向けの当該製品が特定できるような取り扱いをしている場合は当該原木の証明書のみで

よい。 

26 申請書は以下で参照可能。https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/7899-Request-for-Exporter-Information-

Statement 

27 クリーンウッドナビ参照 https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/kunibetu/kor/pdf/kor_hourei_gaiyou.pdf 
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一次産品徴税証明書が必要な森林所有者等は、徴税事務を行っている会社（Levy 

System Ltd.）に申請すると、手数料税抜き 65NZ ドルで 1 年間有効（9 月から翌年 8 月ま

で）の証明書が発行され、第一次産業省が裏書き（endorse）する（一次産品徴税証明書の

例は 6-6 付属資料を参照）。 

一次産品徴税証明書には森林所有者コードと整理番号が記載されており、輸出業者は当

該荷口に該当する全ての丸太供給者の証明書を集めて仕向け先の輸入業者に提出する。 

一次産品徴税証明書によって丸太の供給者（森林所有者）を特定することは可能となる

が、個別の供給者ごとの数量は記載されておらず、ある荷口の全量が合法であるかどうか

は証明できない。 

 なお、この制度は韓国への木材輸出を前提に措置したものであるが、今後は後述（6-5-

1）する新たな木材合法性保証制度がこれを代替していく予定である。 

６-５ リスク低減への取組

６-５-１ 違法伐採対策に係る法令等及びその運用状況

現在、ニュージーランドには国内で流通する木材の合法性を要求する法律や制度は存在

しない。しかしながら、第一次産業省は、木材の輸出先が要求する木材の合法性に対応し

うる枠組づくりについて 2017 年から検討を始め、2019 年９月に木材合法性を保証するた

めの法制度を検討することを閣議決定した。それ以降、地域のワークショップで関係者の

意見を聞くなどして検討を進めてきたところであるが、2020 年 9 月、林業担当大臣は内閣

の環境エネルギー気候委員会に、木材の合法性を保証する制度（Wood legality assurance 

system)の創設を目的とする森林法改正を提案した。以下、内閣文書（Cabinet paper）28に

基づいて報告書作成時点における情報として提案内容を紹介する。 

内閣文書では、制度創設の理由を以下のとおり挙げている。 

ア違法伐採が国際的に問題となっている中で、ニュージーランドの木材輸入は 10 年間で

70％増加し、木材の合法性を保証する制度がないと違法伐採木材を招き寄せるリスクを高

める。 

イ輸入木材については輸入木材貿易グループ NZITTG による熱帯産木材の一部について

の取組（6-5-2 で後述）があるが、自主的な取組みであって法的な義務ではない。 

ウニュージーランドの木材輸出業者が、輸出先で合法性の証明を求められる機会が増えて

いる（2019 年 6 月までの 1 年間の輸出量のうち 32％が合法性を求める国向け）中で、大

規模木材生産者は第三者認証をもって証明することができるが、今後木材供給量の増加が

見込まれる小規模生産者にとっては、これらの認証制度は費用の点で効率的な方法とは言

えず、また合法性を超える持続可能性をも求められるものであり負担が大きい。 

エ違法伐採木材は木材価格を低下させ林産物収入を減少させるものであり、国産材及び輸

入材両者に係る木材合法性保証制度を導入して違法伐採木材を排除することで関係業界に

便益が期待できる。 

28 https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/41959-Proposed-Legislation-to-implement-a-National-Wood-Legality-

Assurance-Cabinet-paper 
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なお、現在、森林認証材でない輸出木材の合法性を保証する手段として第一次産業省で

はインドネシア向けに木材輸出業者情報証明書（6-4-3-2 参照）を、韓国向けに一次産品

徴税証明書（6-4-3-3 参照）を発行しているが、これらは当面の対応との位置づけであ

り、今後増加が見込まれる輸出先からの合法性証明の要求に対し長期にわたって対応する

には別途の措置が必要となる。従って、これらの現行の対応策は、新たに導入する木材合

法性保証制度によって代替することになる。 

（１）制度の概要 

①対象範囲

 国内の人工林（在来種及び外来種）から生産される木材と木材製品、及び輸入木材と同

木材製品（在来種の天然林で生産される木材については既存の制度（6-4-3-1 等参照）で

対応し、これを包含するような内容にする意向） 

②合法性の定義

 「ニュージーランド国内または輸入木材の原産国で適用される関連法に従って木材が収

穫されていること」 

  ‘the wood has been harvested in accordance with the relevant laws operating in New 

Zealand (or the country of origin for imported wood)’ 

③対象物品

 輸入木材は、44 類(木材及び木材製品)、47 類(木材パルプ)、48 類（紙及び板紙並びに

製紙用パルプ）及び 94 類（家具、プレハブ建築物等）を対象とし、具体的には HS 番号で

特定する。 

 国内産木材は、丸太や未加工材及び輸出用木材が直接の合法性証明の対象となる。 

（２）合法性の確認方法 

国内加工業者、輸出業者及び輸入業者は、合法性基準を満たしていることについて第一

次産業省又は第一次産業省が認定した第三者機関による検証（監査）を受ける。 

合法性基準の要件は以下のとおり。 

①デューデリジェンスシステムを設け維持すること。

②購入した木材が合法性の要件を満たしていることを示す情報を要求し、評価し、保持

し、定期的に第一次産業省に提供すること。

③デューデリジェンスシステムに関する記録を保管すること。

上記の「合法性の要件を満たしていることを示す情報」とは、 

１）国内加工業者及び輸出業者が収集する情報

A 製品に含まれる樹種の通称名及び学名（common and scientific name） 

B 数量及び金額 

C 供給者の情報（名称、住所、商号、納税者番号又は NZ 事業者番号を含む） 

D 森林所有者からの適合性宣言（A declaration of conformance from the forest 

owner） 

E Worksafe 通知番号（伐採業者が登録事業体であること） 

F ＜不開示＞ 

G 伐採が国内で合法的に行われたことを証明する証拠書類（必要に応じ） 

２）輸入業者が収集し保管する情報

162



A 輸入品の種類及び名称（Type and trade name） 

B 数量及び金額 

C 生産国 

D 製品に含まれる樹種の通称名及び学名（common and scientific name） 

E 供給者の情報（名称、住所、商号を含む） 

F 伐採が生産国で合法的に行われたことを証明する証拠書類 

（３）その他 

① 法律では違反、罰則、捜査権限等を設ける。詐欺等の犯罪行為への罰金を含むが懲役

は科さない。違反や罰則は、現行森林法の天然林の伐採に係る規定を必要に応じて調

製ないし変更して適用する。対象行為は、合法性証明についての不実記載、必要なデ

ューデリジェンスが確保されていない輸出又は輸入、違法伐採木材の国際的又は意図

的な取引等を想定している。 

② 第一次産業省は、本制度の要件が FSC や PEFC 等の第三者認証制度と齟齬がないも

のとなることを確認する。 

③ 本制度は、豪州の違法伐採禁止法 2012 と同様な法制度を想定しており、また、トラ

ンス・タスマン相互認証協定により、豪州の条件を満たしたものはニュージーランド

でも合法的に販売可能となる。 

④ 既存の FTA や WTO の規則に整合的な細則の制定、海外の市場における必要条件の

確認、検証を行う第三者機関の認定、事業者の合法性基準の理解と準備に必要な時間

の確保等に対応するため、一定の期間を設け段階的に導入を行う。 

⑤ 合法性要件を満たす事業者には第三者機関による合法性証明書の発行を可能とする。 

⑥ 制度の運用に必要な費用は事業者が負担する。 

（４）スケジュール 

2021 年 5 月国会提出。11 月委員会からの最終報告。 

2022 年 4 月法律の制定。3 月より WTO 協議、その他 CPTPP 加盟国等との協議。 

2022 年 7 月細則の制定。 

2023 年 2 月法律の施行（ただし、各国との協議の進捗状況によって異同ありうる）。 

 報告書作成時点で法律案は公表されておらず、また公表された内閣文書の一部には不開

示情報もある。また、制度の具体的な内容は細則で定めることとされており、例えばデュ

ーデリジェンスの具体的要件（リスクを特定・評価する手法、リスク緩和措置の有無等）

等の情報は明らかでない。このため、本制度の詳細を把握するには引続き情報収集が必要

であるが、内容的には豪州の違法伐採禁止法とよく似ており、これに近いものになると想

定される。 

 

６-５-２ 民間のリスク低減に係る取組みの実施事例 

６-５-２-１ 荷物配送明細票（Load Delivery Docket）によるトレーサビリティの確保 

図６.4 Load Delivery Docket の事例 
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一般にニュージーランド国内では、山元における丸太の生産から積込、運搬及び製材工

場等又は輸出港への納入までの一連の商流を荷

物配送明細票（Load Delivery Docket 以下、

Docket という。）と称する伝票形式の書類で管

理している。これは、違法伐採対策等を特に目

的とするものではなく一般的な商慣習として用

いられているものであり、Docket には特に定ま

った様式はないが、一例を図６.４に示す。 

Docket には一般に以下のような情報を掲載す

る欄が設けられている。

ア基本情報：

Docket 番号、積込日、森林（又は丸太）所有

者名 

イ伐採情報：

生産林地（森林名、区画名等）、伐採業者名、

伐採日、伐採／集材方法 

ウ積荷情報：

樹種、本数、グレード、長級、重量

エ運材情報：

積込業者名、運送業者名、トラック／トレー

ラー番号、総重量・車体重量・積荷重量

オ売買情報：

買受者名、荷卸地

 これらの情報とともに、Docket の下部には積

込作業者、運材作業者及び受取者の確認（サイ

ン）欄が設けられ、トラックやトレーラーによる丸太運材の荷工場等加工施設や輸出業者

に配送される仕組みとなっている。掲載される情報は、各関係者にとって、丸太生産量、

伐採量、積込量等の記録となるとともに、手数料算定や配送証明等の基礎データとなるも

ので、荷口ごとのトレーサビリティが確保されるとともに、複数の者による相互監視的な

抑制と均衡が働くため不正が起きづらいと言われている29。また、この Docket の積荷情報

（重量）は、前述の一次産品徴税法に基づく課税に利用されているほか、運輸関係当局が

過積載等の運送関係の規定の遵守状況を確認する際にも参照される30。 

29 EGILAT Timber legality guidance template for New Zealand, August 2018, P21 

30 第一次産業省からの情報 

イ 

ア 

ウ 

エ 

オ 

エ 
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 また、丸太が輸出される際、輸出港において輸出業者によって材積（JAS ㎥）による検

量が行われ、この情報は個々の丸太に貼付された二次元バーコードで管理され、Docket 番

号とひも付けされる。また、この情報は、携帯

モバイル機器の専用アプリで容易に参照可能で

ある。一例を写真６.３に示す。この例では、以

下のような情報が画面に表示されている。 

 Docket 番号、検量日及び検量者名、丸太情報

（樹種、径級、長級、材積、皮付き有無等）、船

舶名 

写真左下部に示された「View Docket」を選択

すると、該当する Docket の情報を参照でき、ご

く一部31を除いて山元までのトレーサビリティを

確認することが可能となっている。ただし、情

報システムの違いから、バーコードは直接

Docket のシステムとはつながってはいない。 

６-５-２-２ 輸入木材貿易グループ（NZITTG）の取組

ニュージーランド輸入木材貿易グループ（New Zealand Imported Timber Trade

Group。以下、NZITTG という。）は、1992 年に創設された、木材業者（輸入業者及び卸

売・小売業者）及び環境保全団体（グリーンピースニュージーランド）から構成される団

体で、第一次産業省がオブザーバーで参加している。ホームページによれば、木材業者は

15 社が加入している。 

 同グループは、第三者機関による認証林及びその他の持続可能な経営が証明された森林

から生産される木材の輸入と関係者の理解の促進を目的とし、当初は熱帯産木材を輸入す

る業者のみで構成していたが、現在はすべての輸入木材を対象としており、輸入量の約９

割をカバーしている。 

熱帯産木材に関する取り組みにあたっては、段階的なアプローチとして、まず伐採の合

法性（Verified Legal Origin, VLO）の確認から始め、次いで伐採以外を含めたプロセス全

体の合法性（Verified Legal Compliance, VLC）、さらに FSC や PEFC 等の森林認証による

持続可能性の確保と、順次より高い水準を求めていくこととしている。具体的な目標とし

て、取り扱う輸入熱帯産木材はすべて産地における合法性が第三者によって証明されたも

のとし、さらに、持続可能性が第三者によって証明されたものを 85％以上とすることとし

ている。 

また、取り扱う木材の合法性を第三者機関が証明するスキームには地域や国によって

様々なものがあることから、これらのスキームの妥当性を評価する独自の基準・指標

（criteria and indicator）を作成し、スコア表として評価しやすい方法で整理し、メンバー

の用に供している。（6-6 付属資料参照） 

31 国内で一旦製材工場へ納入されたが何らかの理由で処理されず輸出にまわされた丸太等 

写真６.３ 輸出丸太に貼付された

バーコードと読み取られた情報 

同じ

資料：第一次産業省 
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 具体的には、評価の視点として５つの基本原則（Principle）を設け、この下に 18 の規

準（Criteria）と 40 の指標（Indicator）を定め、評価項目としている。基本原則 1 は「シ

ステムは完全にオープンかつ透明で、すべての関係者を含んでいる」、基本原則２は「シ

ステムの合法性基準の定義はわかりやすく明確で、地域コミュニティの権利、伐採権の付

与や労働についての合法性、環境に関する規定等の主要な要素を含んでいる」、基本原則

３は「信頼できる CoC が確保されている」、基本原則４は「より総合的な目的として社会

面／環境面で責任ある森林管理の目標に資するもので、大企業による商業伐採を不当に優

遇していない」、基本原則５は「「監査の手続きは信頼性が高い」としている。 

 このうち、特に基本原則 2（合法性基準）には 8 つの規準と 21 の指標があり、全体の半

数を占める重要な部分となっている。ここで示された考え方は、合法性を構成する具体的

な要素ないし要件を表しており、クリーンウッド法において事業者がリスクを特定し評価

する際の参考になるものと考えられる。 

なお、NZITTG の会員企業では、合法性や持続可能な森林経営を証明するスキームとし

て以下のものを利用している。  

FSC、MTCS (Malaysian Timber Certification Scheme )、Certisource、SGS、

Smartwood、PEFC  

また、NZITTG では、熱帯産木材のうち外構部材やウッドデッキ材等として利用量が多

いメルバウ（Intsia bijuga ニュージーランド現地名 Kwila）については、森林認証材のみ

を扱うことを最終的な目標としている。しかしながら、その 9 割以上がインドネシアから

の輸入であり、以前は合法性の証明すらないものもあったため、やむを得ない場合には第

三者機関によって持続可能性が証明された木材を 3VL Kwila(3rd party Verified Legal 

Kwila)として許容している。ただし、これはあくまで暫定的な取り扱いという位置づけで

あり、3VL Kwila の消費のプロモーションは限定的に行う32など自主規制も行っている。  

 これらの取組みに関連して、ニュージーランド国内の主要な E-コマースプラットフォー

ムの一つである Trademe では、メルバウ材を使用したアウトドア家具やウッドデッキ用木

材の新品をネット販売する場合は PEFC 又は FSC 認証を取得したものに限るとし、証明

書類の提示を求めている33。 

参考まで、近年のメルバウ製材品の輸入量は表６.21 に示すとおり 2～5 千㎥程度で推移

しているが、その 9 割以上はインドネシアからである。これらは金額ベースで熱帯産木材

製材品の約 5 割前後に相当している。なお、同期間の丸太輸入の実績はない。 

  

32 http://nzittg.org.nz/news/details/vlo_telling_the_story.html 

33 https://help.trademe.co.nz/hc/en-us/articles/360010959212-Banned-and-restricted-#kwila 
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表６.21 メルバウ製材品輸入量の推移 （㎥） 

年 輸入量 
主要な輸入先 

インドネシア ソロモン諸島

2015 2,654 2,316 207 

2016 3,863 3,570 134 

2017 5,562 5,254 122 

2018 4,213 3,833 61 

2019 2,248 2,166 14 

2020 2,962 2,937 11 

資料：Stats NZ。ニュージーランドの HS システムの 4407291010 

及び（下 4 ケタ）1027、4019、9019 の計  
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６-６ 付属資料

○森林法（6-4-3-1 参照）

輸出申請書(Notice of Information to Export)の様式 

資料：第一次産業省 https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/37-Notice-of-intention-to-export-

indigenous-timber-ITE1  

輸出業者名 

品目名 樹種名 数量 

SFM Plan/Permit の番号又は森林所有者名と所在地 

許可番号 

第一次産業省担当

者名及びサイン 

168

https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/37-Notice-of-intention-to-export-indigenous-timber-ITE1
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/37-Notice-of-intention-to-export-indigenous-timber-ITE1


○資源管理法（6-4-3-2 参照）

木材輸出業者情報証明書（Exporter Information Statement）の様式

資料 日本木材輸入協会34 

34https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/pdf/4-1nz-sample.pdf 

輸出業者名 

有効期間 
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○一次産品徴税法（6-4-3-3 参照） 

一次産品徴税証明書(Levy Statement)の例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料： APEC Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade (EGILAT)  

 Timber legality guidance template for New Zealand 

 Version: August 2018,  P31 

  

森林所有者コード 
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○輸入木材貿易グループによる、第三者機関証明スキームを評価する規準・指標（criteria 

and indicator）と採点表（Scorecard） (6-5-2-2 参照)   
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 資料：ニュージーランド輸入木材貿易グループ（NZITTG）http://nzittg.org.nz/files/LVS-Checklist-

Generic.pdf 
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（仮訳） 
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７ オーストラリア 
７-１ 概要
７-１-１ 森林

オーストラリアの国土面積は 769 百万 ha、2016 年における森林面積は 134 百万 ha で、森林
被覆率は 17%である 1。このうち天然林は 132 百万 ha（全森林面積の 98%）、商業プランテーシ
ョン林は 1.95 百万 ha（全森林面積の 1.5%）、非商業的な人工林やサンダルウッド（白檀）プラ
ンテーションなど様々な植林地を含む「その他の森林」は 0.47 百万 ha である（図 7.1）。オース
トラリアの森林面積は 1990 年以来減少が続いていたが、2008 年より増加に転じ、現在に至って
いる。

なおオーストラリアの森林の特徴の一つは火災の頻度が高いことである。2011 年度～2015 年
度にかけて 55 百万 ha の森林（全森林面積の 41%）が一回以上の火災を受け、特にクイーンズ
ランド州北部と北部準州で頻度が高かった。2019 年 6 月～2020 年 5 月の火災は深刻で、全国で
18 百万 ha の土地が燃え 2、Black Summer と呼ばれた。ニューサウスウェールズ州とビクトリア
州を中心に天然林 8.3 百万 ha、プランテーション林 0.13 百万 ha も焼失し、林業にも深刻な被害
がもたらされた 3。

図 ７.1 森林タイプごとのオーストラリアの森林分布 

出典：ABARES (2018)4 

1 https://www.agriculture.gov.au/abares/forestsaustralia/australias-forests 
2 https://www.busseltonmail.com.au/story/6620313/it-was-a-line-of-fire-coming-at-us-firefighters-return-home/ 
3 https://www.agriculture.gov.au/abares/products/insights/effects-of-bushfires-and-covid19-forestry-wood-processing-sectors 
4 ABARES 前掲 
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表 ７.1 オーストラリアの 2016年州別森林面積（千 ha） 
天然林 商業プランテーション 

公有 私有 帰属未
定 

公有 私有 共同管
理 

その他 

西オーストラリア
（Western Australia） 

17,850 2,600 0 72 233 46 1.7 

北部準州（Northern 
Territory） 

10,214 13,435 38 0 47 0 0 

南オーストラリア
（South Australia） 

3,258 1,580 20 16 151 0 0.9 

クイーンズランド
（Queensland）

36,702 14,213 666 0 230 0 0 

ニューサウスウェール
ズ（New South 
Wales）および首都特
別地域（Capital 
Territory） 

12,560 7,414 81 269 124 8 0 

ビクトリア（Victoria） 6,660 984 0 3 415 0 0.1 
タスマニア
（Tasmania）

2,536 806 0 35 258 16 0 

合計 89,780 41,032 805 394 1,459 70 3 

＜天然林＞ 
天然林 132 百万 ha のうち、ユーカリ属（101 百万 ha）、アカシア属（11 百万 ha）、メラルー

カ属などの樹種の森林面積が広く、熱帯雨林は 3%を占める。
また天然林 132 百万 ha のうち、公有地は 43 百万 ha（32%）、私有林ないし民間へのリース地

は 88 百万 ha（67%）、未確定値は 1 百万 ha を占める。 
公有地の天然林のうち、保全林（conservation forest）の面積は 22 百万 ha、多目的利用公有

天然林（multiple-use public native forest）は 10 百万 ha、そのうち商業的木材生産が可能な天然
林は 6.3 百万 ha である。 

私有地またはリース地の天然林のうち、商業的木材生産が可能な森林は 21.8 百万 ha であるが
その大部分は商業性が低い森林である。 

商業性が高い～中程度の天然広葉樹林は 7.7 百万 ha で、そのうち私有ないしリース林と多目
的利用公有天然林は 50%ずつを占める。 
 また各州は天然公有林において森林管理計画を策定する法律を施行しているが、2016 年時点
で森林管理計画を策定しているのは 43 百万 ha であり、そのうち保全林は 19 百万 ha、多目的利
用公有天然林は 24 百万 ha であった。
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＜商業プランテーション林＞ 
商業プランテーション林 1.95 百万 ha のうち、針葉樹プランテーションは 1.04 百万 ha

（52%）、広葉樹プランテーションは 0.93 百万 ha（47%）、その他混交林その他のプランテーシ
ョンは 0.01 百万 ha である 5。 

針葉樹プランテーションはニューサウスウェールズ州（2015 年の全針葉樹プランテーション
面積の 30%）、ビクトリア州（22%）、クイーンズランド州（19%）などに広く分布する。植栽
面積が広い種はラジアータパイン（Pinus radiata、74%）やサザンパイン（P. caribaea や P. 
elliottii、15%）で、ほぼ全て製材用材として使われ、25-35 年ローテーションで伐採・再植林さ
れている。 

一方、広葉樹プランテーションは西オーストラリア州（2015 年の全広葉樹プランテーション
面積の 30%）、タスマニア州（25%）、ビクトリア州（21%）などに広く分布する。植栽面積が
広い種は Eucalyptus globulus（53%）や E. nitens（25%）で、主にパルプ用材として使われ、
10-15 年ローテーションで伐採・再植林されている。また広くはないが建材用の広葉樹プランテ
ーション（マホガニーやチークなど）も存在し、25-45 年ローテーションで伐採・再植林されて
いる。 

針葉樹プランテーションは 1960-80 年代に拡大した（図 7.2）が、その多くは天然ユーカリ林
を転換したものであった。一方、広葉樹プランテーションは 1990～2000 年代に拡大したが、す
でに在来植生の皆伐は厳しく規制されていたため、その多くは既存の農地が転換されて造成され
た。2010 年代以降、新規プランテーションの造成はほとんどなされていない。むしろ 2015 年の
広葉樹プランテーション面積は 2010 年に比べ微減している。2000 年代初頭にはプランテーショ
ンの拡大のため、政府による減税措置が取られていたが、その政策が停止されたことも現在の停
滞の理由の一つに挙げられている 6。しかしオーストラリア連邦政府が 2018 年に発表した国家
森林産業計画（National Forest Industries Plan）「Growing a better Australia – A billion trees for 
jobs and growth7」において、今後 10 年間で 0.4 百万 ha プランテーションを拡大し、10 億本の
植林を行うという目標が示され、そのために 2014 年に設立された排出削減基金（Emissions 
Reduction Fund）などの活用 8や、民間支援、規制緩和などが推進されている。 

また商業プランテーション林 1.95 百万 ha のうち、公有は 21%、私有は 79%を占める。ほと
んどの州では私有プランテーションの面積の方が大きいが、ニューサウスウェールズ州のみは公
有プランテーションの面積の方が大きい。私有プランテーションの所有者は機関投資家（国際的
な退職年金基金など）が最も多く（2015 年時点で 63%）、2010 年から増加を続けている。また
27%は農家や他の個人所有者で、木材産業による所有は 5%に過ぎない。 
 
  

                                                      
5 Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Science (ABARES) (2018) Australia’s Forests Report State of 

the 2018 < https://www.agriculture.gov.au/abares/forestsaustralia/sofr/sofr-2018> 
6 Responsible Wood に対するヒアリング（2021） 
7 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/national-forest-industries-plan.pdf 
8 https://www.industry.gov.au/regulations-and-standards/methods-for-the-emissions-reduction-fund/plantation-forestry-

method 
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図 ７.2 1939～2015年の商業プランテーション面積推移 

出典：ABARES (2018)9 
 
 
＜先住民森林財産（indigenous forest estate）＞ 

オーストラリアの森林のうち、70 百万 ha（全森林面積の 52%）は先住民森林財産
（indigenous forest estate）とされ、先住民が土地所有権、管理権、共同管理権、その他の特定
の権利のいずれかの権利を有している（図 7.3）10。先住民森林財産の大部分は在来植生の森林で
ある。 
 
 

                                                      
9 ABARES 前掲 
10 ABARES. 前掲 
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図 ７.3 所有、管理権ごとの先住民森林財産（indigenous forest estate）の分布 

出典：ABARES (2018)11 

７-１-２ 林業・林産業
2016 年度の全国の林業・木材産業セクターの直接雇用者数は 51,983 人で、その内訳は、林業

（Forestry and logging）6,027 人、林業支援業（Forestry support services：再造林、間伐など）
2,957 人、木材製品製造業（Wood product manufacturing）29,035 人、紙パルプ産業（Pulp, 
paper and converted paper product manufacturing）13,962 人であった（表 7.2）12。直接雇用者
数はニューサウスウェールズ州とサウスウェールズ州で多く、クイーンズランド州がこれに続い
た（図 7.4）。林業・木材産業セクターの雇用者人口は、2006 年から 2016 年度の期間、北部準州
を除いた各州で減少が続いている。主な減少は木材製品製造業、紙パルプ産業でおきており、そ
の主な理由は加工施設の労働効率の高い大規模施設への統合、部門の再編によるとされる。 

なお連邦政府は林業セクターの振興のため、2019 年に全国に 9 つの地域林業ハブ（Regional 
Forestry Hubs）を設定し、積極的な投資を行っている 13。 

11 ABARES 前掲 
12 ABARES 前掲 
13 https://www.agriculture.gov.au/forestry/regional-forestry-hubs 
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表 ７.2 林業・木材産業セクターの雇用者数推移 

出典：ABARES (2018)14 
 
 
図 ７.4 各州の林業セクター雇用者数の変化 

ACT：首都特別地域、NSW：ニューサウスウェールズ州、NT：北部準州、Qld：クイーンズラ
ンド州、SA：南オーストラリア州、Tas.：タスマニア州、Vic.：ビクトリア州、WA：西オース
トラリア州 
出典：ABARES (2018)15 
 
 

                                                      
14 ABARES 前掲 
15 ABARES 前掲 
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７-２ 木材需給の状況 
７-２-１ 木材供給 
７-２-１-１ 内国生産 
 2018 年度（2018/7-2019/6）のオーストラリアにおける丸太生産量は 32.9 百万 m3 で、その
うち天然木丸太は 4.2 百万 m3（13%）、植林木丸太は 28.7 百万 m3（87%）を占めた（図
7.5）16。天然木では広葉樹丸太が 96.5%（4.1 百万 m3）を占めていたが、植林木では広葉樹丸
太が 41%（11.7 百万 m3）、針葉樹丸太が 59%（17.0 百万 m3）を占めていた。製材用丸太は
2000 年代初めより主に針葉樹丸太の生産量が多く、天然木丸太が次いでいたが、後者の生産量
は緩やかな減少が続いている（図 7.6）。一方パルプ用丸太は、2000 年代初頭は天然木丸太の生
産量が多く、植林針葉樹丸太が次いでいたが、2000 年代後半から植林広葉樹丸太の生産量拡大
と、天然木丸太の生産量減少という大きな変化が起き、2016 年時点では植林広葉樹丸太が 55%
を占めるに至っている。 

州別に見ると、広葉樹天然木の生産量が多いのはニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、
タスマニア州、広葉樹植林木の生産量が多いのは西オーストラリア州＋北部準州、ビクトリア
州、タスマニア州、針葉樹植林木が多いのはニューサウスウェールズ州とビクトリア州であっ
た。 
 広葉樹天然木丸太の主な供給源はニューサウスウェールズ州、タスマニア州、ビクトリア州、
西オーストラリア州、クリーンウッド州の 5 州の多目的利用公有天然林である。その伐採面積は
2001 年～2016 年の間に減少の一途をたどっている 17。2011～2015 年度にかけ、多目的利用公
有天然林は年平均 78 千 ha 伐採された。そのうち 86%は択伐、9%は皆伐、5%は傘伐方式
（shelterwood systems）で伐採された。その結果、同期間に年平均 1.14 百万 m3 の建材丸太が
生産された。 

天然木のうち、日本向けの輸出量が多いパルプ用丸太については、1990 年代～2000 年代にか
けてはタスマニア州の多目的利用公有天然林および私有天然林からの生産量が多く、それぞれ
2.0 百万 m3／年生産されていたが、2011-15 年には平均 532 千 m3、82 千 m3 まで減少した。現
在はビクトリア州、ニューサウスウェールズ州の多目的利用公有天然林も主要な供給源となって
おり、オーストラリア全体では多目的利用公有天然林から 1.74 百万 m3、私有天然林から 141
千 m3 生産された。 

なお 7-5-1 節で述べるように、オーストラリア連邦政府と 4 州政府（西オーストラリア州、ニ
ューサウスウェールズ州、ビクトリア州、タスマニア州）は、10 地域の天然林に対し、地域森
林合意（Regional Forest Agreement）を締結しているが、地域森林合意締結地域内の多目的利用
公有天然林からの伐採量は 2011-2016 年の年平均 878 千 m3 であり、オーストラリアの広葉樹
天然木丸太の主な供給源となっていることが分かる。 
 
 
 
  

                                                      
16 オーストラリア農業水環境省＜https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/forests/forest-economics/forest-

wood-products-statistics＞ 
17 ABARES 前掲 
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図 ７.5 オーストラリア各州の 2018年度原木生産量 

出典：Australian forest and wood product statistics datasets18 
 
 
図 ７.6 天然林およびプランテーションからの製材用丸太とパルプ用丸太の生産量推移 

出典：ABARES (2018)19 
 
  

                                                      
18 https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/forests/forest-economics/forest-wood-products-statistics 
19 ABARES 前掲 
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表 ７.3 2016年の伐採可能な公有天然林面積、伐採面積（千 ha）  
伐採可能面積 伐採面積 

西オーストラリア 849 7.50 
北部準州 -  
南オーストラリア -  
クイーンズランド 1,921 38.00 
ニューサウスウェールズ 1,020 17.88 
首都特別地域 -  
ビクトリア 824 4.82 
タスマニア 376 5.01 
合計 4,989 73.21 

出典：ABARES (2018)20 
 
 
７-２-１-２ 輸入 
 2018 年のオーストラリアの木材・木材製品の輸入額は 3.08 十億 AUD、輸出額は 2.39 十億
AUD で、入超となっている。輸入額の上位は、その他木材製品（753 百万 AUD）、製材品（538
百万 AUD）、合板（471 百万 AUD）、モールディング（461 百万 AUD）となっていた（図
7.7）。なお原木の輸入額は 3.2 百万 AUD のみであった。 
 
図 ７.7 オーストラリアの木材・木材製品輸入額推移 

出典：Australian forest and wood product statistics datasets21 
 
                                                      
20 ABARES 前掲 
21 https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/forests/forest-economics/forest-wood-products-statistics 
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＜製材品＞ 
2018 年の製材品輸入量は 973 千 m3 で、その上位はニュージーランド、EU 諸国（ドイツ、エ

ストニア、チェコ、スウェーデン、フィンランド）、カナダであり、この 7 か国で 74%を占め
た。その他、ロシア、チリ、マレーシア、中国、インドネシア、ソロモン諸島、ブラジルなどか
らの輸入もあった。

表 ７.4 2018年製材品輸入量上位 20か国（m3） 
輸入量 

Germany     148,526 
New Zealand    142,131 
Estonia     121,395 
Czech Republic     101,310 
Sweden  96,671 
Canada    55,171 
Finland  54,633 
Russian Federation 41,983 
Lithuania  37,387 
Austria   37,243 
Latvia    32,266 
Chile   23,460 
Malaysia   19,131 
USA  14,209 
China    13,749 
Poland   12,186 
Indonesia    6,050 
Solomon Islands     2,890 
France   2,058 
Brazil     1,840 

出典：Australian forest and wood product statistics datasets22 

＜合板＞ 
 2018 年の合板総輸入量は 523 千 m2 で、近年輸入額が増加しているが、主に中国からの輸入
量の増加によるもので、2015 年 51 千 m3→2018 年 219 千 m3（全輸入量の 42%）と増加した。 

22 https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/forests/forest-economics/forest-wood-products-statistics 
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７-２-１-３ 木材加工 
＜木質チップ＞ 
 木質チップはプランテーションまたは天然林からの木材で製造されている。木質チップ製造・
輸出事業者の多くは１，２の主要な供給源を持つが、小規模なプランテーションからの木材や、
製材残渣も受け入れている 23。 
 
 
 
７-２-２ 木材需要 
７-２-２-１ 内国消費 
 2015 年度のオーストラリアの消費量は、製材：5.6 百万 m3、木質パネル：5.6 百万 m3、紙お
よびボード類：3.7 百万 m3であった 24。 
 
 
７-２-２-２ 輸出  

2018 年の輸出額上位の木材・木材製品は、木質チップ 1,466 百万 AUD（7.45 百万トン）、原
木 642 百万 AUD（4.18 百万 m3）、製材品 90 百万 AUD（207 千 m3）であった（図 7.8）。特に
木質チップ、原木の輸出額は近年急速に増加している。木材の輸出先は主に中国と日本、原木の
輸出先は中国である。中国との間には China-Australia FTA（ChAFTA）、日本との間には日豪経
済連携協定（Japan–Australia Economic Partnership Agreement: JAEPA）がともに 2015 年に締
結されており、両国に対する原木や木材チップの関税はゼロとなっている。しかしながら中国政
府は 2020 年 10～12 月以降、7 州のうち 6 州（クイーンズランド州、ビクトリア州、南オースト
ラリア州、タスマニア州、ニューサウスウェールズ州、西オーストラリア州）からの丸太につい
て、害虫（キクイムシ）が見つかったことを理由に輸入を禁止しており 25、林産業に大きな影響
を与えている 26。 
 

                                                      
23 Responsible Wood に対するヒアリング（2021） 
24 ABARES 前掲 
25 https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3115282/china-australia-relations-timber-trade-felled-imports-axed 
26 https://www.abc.net.au/news/rural/2020-12-28/china-ban-causes-job-losses/13017450 
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図 ７.8 オーストラリアの木材・木材製品別輸出額推移 

出典：Australian forest and wood product statistics datasets27 
 
 
＜原木＞ 
 2018 年の原木輸出量 4.18 百万 m3 のうち、中国向けが 94%（3.93 百万 m3）を占めた（図
7.9）。ただし 2017 年度 43.6 百万 m3 よりは減少している。次いで多いのはマレーシア向けで、
2018 年には 0.21 百万 m3 輸出された。日本向けの輸出量は 331 m3 に過ぎなかった。  
 
図 ７.9 輸出先別原木輸出量推移 

出典：Australian forest and wood product statistics datasets28 
 

                                                      
27 https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/forests/forest-economics/forest-wood-products-statistics 
28 https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/forests/forest-economics/forest-wood-products-statistics 
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＜製材品＞ 
 2018 年の製材品輸出量 207 千 m3 のうち、上位は台湾（66 千 m3）、マレーシア（55 千
m3）、中国（31 千 m3）であった（図 7.12）。日本向け輸出量は 797m3 に過ぎなかった。2015
～2018 年の間に中国向け輸出量は大きく減少した。 
 
 
図 ７.3 輸出先別製材品輸出量推移 

出典：Australian forest and wood product statistics datasets29 
 
 
＜木質チップ＞ 
 2018 年の木質チップ輸出量 7.45 百万 m3 のうち、中国向けは 58%（4.35 百万 m3）、日本向け
は 37%（2.74 百万 m3）を占め、2015～2018 年の間に大きな変化はなかった（図 7.13）。 
 
 

                                                      
29 https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/forests/forest-economics/forest-wood-products-statistics 
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図 ７.4 輸出先別木質チップ輸出量推移 

出典：Australian forest and wood product statistics datasets30 
 
 
 
７-３ 森林認証システムの普及状況 

オーストラリアで商業伐採が行われている森林の大部分は認証林となっている。FSC の認証林
1.22 百万 ha と、PEFC のメンバーである Responsible Wood の認証林 11.4 百万 ha があり、うち
9 事業者の 1.04 百万 ha は両者のスキームの認証を受けている 31。認証木材生産量のデータを得
ることができなかったが、オーストラリアの総木材生産量の 85%程度が Responsible Wood の認
証品ではないかと言われている 32。 
 
＜FSC＞ 
 2020 年現在、12 事業者が FSC 森林認証を持ち、その総面積は 1.22 百万 ha となっている 33。
この認証面積は天然林も広く含んでいるが、多くの認証事業者が実際に伐採をしているのはその
プランテーションの部分のみである 34。2 事業者は例外的に天然林の伐採を行っているが、その
総面積は 1.7 千 ha に過ぎない。 

また CoC 認証は 250 事業者が取得している。このうち 32 事業者は木質チップ製造も認証の
対象に入っている 35。 
 
＜PEFC (Responsible Wood)＞ 
 2002 年に Australian Forestry Standard（AFS）社が設立され、2003 年にオーストラリア森林
管理認証（Australian Forestry Standard: AS 4708）、CoC 認証（AS 4707）が開発された。オー

                                                      
30 https://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/forests/forest-economics/forest-wood-products-statistics 
31 Responsible Wood に対するヒアリング（2021 年）、FSC Australia に対するヒアリング（2021 年） 
32 Responsible Wood に対するヒアリング（2021 年） 
33 FSC<https://www.fsc.org/en/facts-figures> 
34 FSC Australia に対するヒアリング（2021 年） 
35 https://info.fsc.org/certificate.php#result 
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ストラリア森林管理認証（AS 4708）は 2007 年に修正されたが、さらに 2013 年以降、持続的管
理認証（AS4708:2013）に置換された。AFS は 2004 年に PEFC に加盟し、2017 年に
Responsible Wood と名称を変更した 36。Responsible Wood は New Zealand Forest Management
Scheme の管理も行っている。

2021 年現在オーストラリアにおいて、29 事業者が Responsible Wood の森林管理認証（AS 
4708）を持ち 37、その総面積は 11.4 百万 ha、大部分が天然林だが、1.8 百万 ha はプランテーシ
ョンである 38。前述のようにオーストラリアの商業プランテーション総面積は 1.95 百万 ha なの
でそのほとんどが Responsible Wood 認証を受けていると言える。認証天然林の大部分は公有林
だが、私有林も存在する。 

また CoC 認証（AS 4707）は 249 事業者が取得している 39。このうち 15 社程度が木質チップ
製造事業者である 40。この中には調達量の全量を認証材としているものもあれば、認証材とコン
トロール材の両方を調達し、ミックス認証品を製造している事業者もある。

７-４ 違法伐採に関する情報
オーストラリアでは一般に違法伐採の事例は少ないが、西オーストラリア州においては香木で

あるサンダルウッド（Santalum spicatum：白檀）天然木の違法伐採、輸出の事例が知られてい
る 41。 
 2020 年には、ビクトリア州の州有企業 VicForests による州有天然林の伐採がフクロムササビ
（Petauroides volans）とフクロモモンガダマシ（Gymnobelideus leadbeateri）に脅威を与えて
おり、操業前の配慮が不十分だったとして、連邦の 1999 年環境保全生物多様性保護法に違反し
ているとの判決が連邦裁判所から出された 42。現在上訴中である。 

36 Responsible Wood＜https://www.responsiblewood.org.au/about-us/history/＞ 
37 Responsible Wood＜https://www.responsiblewood.org.au/find-certified/sustainable-forest-management-certified/＞ 
38 Responsible Wood＜https://www.responsiblewood.org.au/wp-content/uploads/2019/10/Responsible-Wood-Annual-Report-

2018-19.pdf＞ 

Responsible Wood に対するヒアリング（2021 年） 
39 Responsible Wood＜https://www.responsiblewood.org.au/find-certified/chain-of-custody-certified/＞ 
40 Responsible Wood に対するヒアリング（2021 年） 
41 NEPCon＜https://preferredbynature.org/sites/default/files/library/2020-09/INT-024-AU-TIMBER-RA-27Oct16-EN-

Final_V1.1%202017.pdf＞ 
42 https://www.smh.com.au/environment/conservation/federal-court-says-vicforests-unlawfully-logged-rare-possum-habitat-

20200527-p54wxt.html 
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７-５ 木材・木材製品の生産・流通等に関する法令等とその運用状況 
 連邦国家であるオーストラリアにおいては、森林を含めた土地の管理は各州（北部準州と首都
特別地域を含む）政府が一次的な責任を持つが、連邦政府も一部権限と責任を持っている 43。一方
輸出入に関しては連邦政府が責任と権限を持っている。 

オーストラリアの連邦また各州の森林関係法規は、5 年ごとに発行されている農業水環境省の
オーストラリア森林白書（Australia's State of the Forests Report）の中で取りまとめられている
（2018 年版では Criterion 7 章）44。 

またオーストラリア農業水環境省のサイトでは、首都特別地域と北部準州を除くすべての州に
ついて、2012 年違法伐採禁止法（Illegal Logging Prohibition Act）に基づく州別ガイドライン（State 
Specific Guideline）が公開されている 45。違法伐採禁止法によれば、外国産材を輸入する事業者
とともに国産材原木を加工する事業者も、それが違法に伐採されたものでないか、デューデリジ
ェンスを行わなければならない（違法伐採禁止法第 17 条）が、国産材原木が違法伐採由来のもの
でないか確認するための方法として①木材合法性枠組み（FSC ないし PEFC）、②州別ガイドライ
ン、③その他の 3 つのオプションが示されており（違法伐採禁止規則第 19 条）、州別ガイドライ
ンはこれに基づいて整備された（2014～2016 年）ものである。ただしこのガイドラインはオース
トラリア国内で原木を加工する段階のためのものであるので、さらにそれが加工、輸出された木
材・木材製品の合法性の判断のためには加工以降のサプライチェーンの各段階における情報も必
要となる。 
 また NEPCon は 2017 年にオーストラリアの木材法的リスク評価（Timber Legality Risk 
Assessment）46を公開し、オーストラリア産木材の伐採から輸出に至る各段階で関連する法規と存
在する違法性のリスクの分析結果を示している。 

このためオーストラリア産木材・木材製品の合法性確認にあたってはこれらの文章を参考に必
要な書類を集め、リスクの特定と評価を行うことができる。ただし法律改正や省庁再編の結果、
一部の州の情報はすでに古くなっており、各州のウェッブサイトでの確認が必要である。 
 
 
７-５-１ 森林資源管理及び原木（丸太及び同副産物）生産、また原木の輸送に係
る法令等 
 
７-５-１-１ 連邦レベルの法規 
 

主要な所管官庁および機関 役割 
農業水環境省  2012 年違法伐採禁止法を所管 

                                                      
43 ABARES 前掲 
44 ABARES 前掲 
45 オーストラリア農業水環境省＜https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/processors/resources#state-

specific-guidelines＞ 
46 NEPCon＜https://preferredbynature.org/sites/default/files/library/2020-09/INT-024-AU-TIMBER-RA-27Oct16-EN-

Final_V1.1%202017.pdf＞ 
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Department of Agriculture, Water 
and the Environment 
林業および木材製品委員会 
Forestry and Forest Products 
Committee (FFPC) 

 オーストラリア連邦政府、州政府、ニュージーランド政
府の公務員によって構成される 

 林業関係閣僚会議、森林と林業に関する農業高級事務
レベル委員会に対して助言を与える 

 3 つの作業部会を持つ 
 オーストラリアモントリオールプロセス実施グル

ープ 
 国家森林インベントリー運営委員会 
 森林火災管理グループ 

 
関連法規 内容 
地域森林合意法 
Regional Forest Agreements Act 
200247 

 地域森林合意は天然林についての 20 年間の保全また
は持続的管理の計画 

 地域森林合意の下での連邦政府の義務を定める 
環境保全生物多様性保護法 
Environment Protection and 
Biodiversity Conservation Act 
1999: EPBC Act48 

 重要な植物・動物相、生態的群集、遺産を保護するため
の法的枠組み 

 地域森林合意締結エリアは対象外 

アボリジニおよびトレス海峡民
の遺産保護法 
Aboriginal and Torres Strait 
Islander Heritage Protection Act 
198449 

 アボリジニおよびトレス海峡民にとって重要な土地の
保護 

 
 連邦国家であるオーストラリアにおいては、森林を含めた土地の管理や木材生産は基本的に各
州政府が責任と権限を有しているが、1992～1995 年に連邦および州・準州政府によって署名され
た国家森林政策声明（National Forest Policy Statement50）、2017 年に連邦および州・準州政府の
林業大臣によって署名された林業大臣声明（Ministerial forestry statement51）によって全体的な原
則が示されている。また連邦政府は 2014 年に設立された林業諮問委員会（Forest Industry Advisory 
Council: FIAC）を設置し、林業諮問委員会は 2016 年に公表した「Transforming Australia’s forest 

                                                      
47 https://www.legislation.gov.au/Details/C2014C00720 
48 https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00081 
49 https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00937 
50 https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/forest-policy-statement 
51 https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/ministerial-forestry-statement 
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products industry52」など、林業や木材産業政策に対する勧告を行っている 53。 
 天然林に関し、1991 年にオーストラリア森林協議会常任委員会（Standing Committee of the 
Australian Forestry Council）から、天然林からの木材生産に関する森林実施における国家原則
（Forest Practices Related to Wood Production in Native Forests: National Principles）が公表され
た。これは国内の公有・私有の全ての天然林が対象となる。また環境と水に関するオーストラリ
ア政府協議会（Council of Australian Governments）は 2012 年に、オーストラリア天然植生枠組
（Australia's Native Vegetation Framework）を発表している。

プランテーションに関しては、1995 年に農林水産関係閣僚会議（Ministerial Council on Forestry, 
Fisheries and Aquaculture）によってプランテーションからの木材生産に関する森林実施における
国家原則（Forest Practices Related to Wood Production in Plantations: National Principles）が合
意された。これらは国内の公有・私有の全てのプランテーションに適用される。また連邦政府は
2018 年に国家森林産業計画（National Forest Industries Plan）「Growing a better Australia – A 
billion trees for jobs and growth54」を発表し、今後 10 年間で 0.4 百万 ha プランテーションを拡大
し、10 億本の植林を行うという政策を進めている。 

生物多様性保全に関して、林業施業は一般的に1999年環境保全生物多様性保護法（Environment 
Protection and Biodiversity Conservation Act）の適用を受ける。またオーストラリア政府は生物
多様性保護国家戦略（Australia’s Biodiversity Conservation Strategy 2010–2030）を策定している。 

また 2005 年に策定された国家先住民林業戦略（National Indigenous Forestry Strategy55）では、
森林セクターにおける先住民の参加と、先住民の土地とコミュニティの包括的で持続的な発展が
目指されている。 

＜地域森林合意（Regional Forest Agreement）＞ 
 1992 年国家森林政策声明（National Forest Policy Statement ）および 2002 年地域森林合意法
（Regional Forest Agreements Act）に基づき、オーストラリア連邦政府と 4 州政府（西オースト
ラリア州、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、タスマニア州）は、10 地域に対し、地域
森林合意（Regional Forest Agreement）を締結している（図 7.14）56。

地域森林合意は木材業界への供給確保、持続可能な森林管理、森林生物多様性の保護を目的と
し、科学的調査、幅広いステークホルダーとの協議に基づいて締結された。この地域森林合意締
結エリアについては、締結前の 1995-2000 年に行われた網羅的地域アセスメント（Comprehensive 
Regional Assessment）がなされ、包括的で適切かつ代表的な（Comprehensive, Adequate and 
Representative: CAR）保護区システムが確立された。またこの結果、地域森林合意地域は、1999

52 https://www.agriculture.gov.au/forestry/industries/fiac/transforming-australias-forest-industry 
53 https://www.agriculture.gov.au/forestry/industries/fiac 

なお FIAC の前身は 2000 年に設立された森林・木材製品委員会（Forest and Wood Products Council: FWPC） 
54 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/national-forest-industries-plan.pdf 
55

https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/nifs#:~:text=A%20key%20aim%20of%20the,forest%20and%20wood%20prod

ucts%20industry. 
56 ABARES. 前掲 

192



  

年環境保全生物多様性保護法の対象外（世界遺産地域、ラムサール登録地域は除く）とすると定
められている。 

各地域森林合意は 1997～2001 年の間に締結され、有効期間は 20 年間だが、すでにニューサウ
スウェールズ州、タスマニア州、西オーストラリア州との地域森林合意はさらに 20 年間の延長が
なされ、ビクトリア州との地域森林合意は 2030 年まで延長された 57。またクイーンズランド州の
一地域でも網羅的地域アセスメントが実施されたが、連邦との地域森林合意締結は行われていな
い 58。 

地域森林合意締結地域の総面積は 39.2 百万 ha、うち森林面積は 21.9 百万 ha で、内訳は天然林
21.0 百万 ha、プランテーション林 1.3 百万 ha である 59。天然林の約 5 割は保護区となっている
が、3 割は多目的利用公有天然林（multiple-use public native forest）として伐採が行われ、オー
ストラリアにおける天然広葉樹丸太の主要な供給源となっている（7-2-1 節）。 

前述のように、ビクトリア州の地域森林合意地域内で操業を行っている州有企業 VicForests に
よる伐採が地域森林合意で定められた行動規範に違反しており、連邦の環境保全生物多様性保護
法の適用を受けるとの判決が 2020 年に出されており 60、今後も他の地域森林合意地域にも影響が
及ぶ可能性が指摘されている 61。一方で 2021 年 2 月に判決が出たタスマニア州の地域森林合意地
域での伐採に関する裁判では、地域森林合意地域は絶滅危惧種のオトメインコの保護に十分では
ないために有効ではないという NGO の主張は却下された 62。2021 年 1 月に連邦政府によって発
表された 1999 年環境保全生物多様性保護法に対するレビュー報告書では地域森林合意地域にお
ける 1999 年環境保全生物多様性保護法の免除の廃止が主張されており、今後も注視が必要であ
る 63。 
 
 

                                                      
57 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/documents/RFA_ReservationResourceAvailability_v1.0.0.pdf 
58 オーストラリア農業水環境省<https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/rfa/regions/qld> 
59 農業省<https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/rfa/rfa-

overview-history.pdf> 
60 https://www.theguardian.com/environment/2020/may/27/vicforests-breached-forestry-agreement-with-central-highlands-

logging-court-rules 
61 https://www.smh.com.au/politics/federal/landmark-environment-case-halts-vicforests-logging-in-its-tracks-20200821-

p55o3b.html 
62 https://www.theguardian.com/australia-news/2021/feb/03/bob-brown-loses-legal-challenge-to-native-forest-logging-in-

tasmania 
63 https://www.theguardian.com/australia-news/2021/jan/28/australia-urged-to-overhaul-environment-laws-and-reverse-

decline-of-our-iconic-places 
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出典：ABARES (2018)64 
 
  

                                                      
64 ABARES 前掲 

図 ７.5 地域森林合意策定地域 
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７-５-１-２ 西オーストラリア州 
 

主要な所管官庁および機関 役割 
林業省 
Minister for Forestry 

 公 社 で あ る 林 産 物 委 員 会 （ Forest Products 
Commission）を管轄 

生物多様性保全観光資源局 
Department of Biodiversity, 
Conservation and Attractions : 
DBCA 

 2017 年に公園野生生物局（Department of Parks and 
Wildlife）、植物公園庁、動物園局などが統合されて設立 

公園野生生物サービス 
Parks and Wildlife Service 

 2017 年の省庁再編に伴い、公園野生生物局から名称が
変更され、生物多様性保全観光資源局（DBCA）の一部
門になった。 

 公有天然林を管理 
 野生動物ライセンス部（Wildlife Licensing Section）が

ライセンスを発行 
 商 業 的 生 産 者 ラ イ セ ン ス （ Commercial Producer's 

Licence）を発行 
 サンダルウッドについてサンダルウッドライセンス

（Sandalwood License）、サンダルウッド輸送許可
（Sandalwood Transport Authority Notice: STAN）を
発行 

水環境規制省 
Department of Water and 
Environment Regulation 

 2017 年に環境規制省（Department of Environment 
Regulation）、水省（Department of Water）、環境保護
機 関 （ Office of the Environmental Protection 
Authority）が統合されて設立 

 1986 年環境保護法による皆伐規定を管理。皆伐許可を
発行 

保全委員会 
Conservation Commission 

 州南西部の公有地の森林を管理 

保全公園委員会 
Conservation and Park 
Commission 

 保全委員会の管理する土地に対する森林管理計画の実
施状況を独立監査 

林産物委員会 
Forest Products Commission: 
FPC 

 2000 年に設立された州有企業 
 公有地の天然林、プランテーションからの木材生産を

行っている。 
 2014-2023 年森林管理計画(Forest Management Plan65)

                                                      
65 https://www.dpaw.wa.gov.au/management/forests/managing-our-forests/161-a-plan-for-managing-our-state-s-south-west-

forests#:~:text=A%20forest%20management%20plan%20is,activities%20to%20achieve%20these%20goals. 
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に従って林業・木材産業の持続的管理と発展に関する
サービスを提供している

 天然林木材納品書（Native Forest Log delivery note）、
プランテーション木材納品書（Plantation Log delivery
note）を発行

関連法規 内容 
林産物法 
Forest Products Act 200066 

 州の南西部の特定地域における、公有地および木材保
護区（timber reserve）の天然林およびプランテーショ
ンからの林産物の伐採、販売、更新または再植林に関す
る規則

保全及び土地管理法 
Conservation and Land 
Management Act 198467: CALM 
Act 
およびその改正 

 特定の公有地に生息する動植物の利用、保護、管理のた
めの規定。その責任機関の設立の規定

 西 オ ー ス ト ラ リ ア 州 保 全 委 員 会 （ Conservation
Commission）が管理する州南西部の公有地の森林にお
いて森林管理計画（Forest Management Plan）2014-
2023 の策定を要求

環境保護法 
Environmental Protection Act 
198668: EP Act 

 森林管理計画の環境へのインパクト評価を規定し、負
の影響を緩和するための計画の実施条件も設定

 公有地・私有地の天然植生の皆伐に対する許可を規定
 違法な環境被害に関する犯罪を規定。

環境保護規制（天然植生の皆伐） 
Environmental Protection 
(Clearing of Native Vegetation) 
Regulations 200469 

 天然植生の皆伐を行う際の規制

生物多様性保護法 
Biodiversity Conservation Act 

 1929 年サンダルウッド法（Sandalwood Act）、1950 年
野生動物保全法（Wildlife Conservation Act: WC Act）

66

https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_41692.pdf/$FILE/Forest%20Products%20Act

%202000%20-%20%5B02-h0-01%5D.pdf?OpenElement 
67

https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_41684.pdf/$FILE/Conservation%20and%20L

and%20Management%20Act%201984%20-%20%5B09-b0-02%5D.pdf?OpenElement 
68

https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_43662.pdf/$FILE/Environmental%20Protecti

on%20Act%201986%20-%20%5B09-h0-00%5D.pdf?OpenElement 
69

https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_41886.pdf/$FILE/Environmental%20Protecti

on%20(Clearing%20of%20Native%20Vegetation)%20Regulations%202004%20-%20%5B02-d0-00%5D.pdf?OpenElement 
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201670 に取って代わる 
 サンダルウッドライセンス（Sandalwood License）を規

定 
 サンダルウッドやその代用品となる可能性のある香木

の収穫許容量を規定 
 サンダルウッドの違法な採取に対する罰則を規定 
 商 業 的 生 産 者 ラ イ セ ンス （ Commercial Producer’s 

Licence）を規定 
 

西オーストラリア州政府は、1984 年保全及び土地管理法（Conservation and Land Management 
Act）に基づき、保全委員会（Conservation Commission）の管理する土地に対する 2014-2023 年
森林管理計画（Forest Management Plan 71 ）を策定しており、生物多様性保全観光資源局
（Department of Biodiversity, Conservation and Attractions : DBCA）と州有企業である林産物委
員会（Forest Products Commission: FPC）がその実施状況のモニタリングを行っている。また保
全公園委員会（Conservation and Park Commission）もその計画の実施状況に関する独立監査を行
っている。 
 
＜公有地天然林＞ 

州有企業である林産物委員会（FPC）は毎年の伐採計画（林区番号や地図を含む）を公表して
おり 72、また伐採した木材に対して天然林木材納品書（Native Forest Log delivery note: D-note）
を発行する、記載された伐採林区番号を伐採計画と照合させることによって合法性の確認に活用
できる。皆伐由来の木材の場合、水環境規制省（Department of Water and Environment Regulation）
からの皆伐許可（Clearing Permit）、ないし生物多様性保全観光資源局からの商業的生産者ライセ
ンス（Commercial Producer's Licence）が合法性の確認に活用できる。なお林産物委員会（FPC）
はその天然林の伐採について FSC の管理木材認証（FSC-STD-30-010）を取得している。 

林産物委員会（FPC）は公有地（Crown land）の天然林からのサンダルウッド（白檀）の採取、
販売も行っている。2016 年生物多様性保全法に基づき、サンダルウッドの採取には生物多様性保
全観光資源局からのサンダルウッドライセンス（Sandalwood Licence: S2 Puller's Licence）の取
得も必要である。 
 
＜公有地プランテーション＞ 

州有企業である森林産物委員会（FPC）からのプランテーション木材納品書（Plantation Log 

                                                      
70 

https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_43476.pdf/$FILE/Biodiversity%20Conservati

on%20Act%202016%20-%20%5B00-e0-00%5D.pdf?OpenElement 
71 https://www.dpaw.wa.gov.au/management/forests/managing-our-forests/161-a-plan-for-managing-our-state-s-south-west-

forests#:~:text=A%20forest%20management%20plan%20is,activities%20to%20achieve%20these%20goals. 
72 例：2021 年の計画 https://www.wa.gov.au/government/announcements/one-year-indicative-timber-harvest-plan-2021-

released 
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delivery note: D-note）が合法性の確認に活用できる。 
 
＜私有天然林＞ 

1950 年野生動物保全法（Wildlife Conservation Act）に基づき、私有天然林の伐採には、生物多
様性保全観光資源局（DBCA）からの商業的生産者ライセンス（Commercial Producer's Licence）
の取得が必要であり、合法性の確認に活用できる。皆伐の場合は皆伐許可または商業的生産者ラ
イセンスが必要である。 
 私有地における天然サンダルウッドの収穫にはそれに加えて、生物多様性保全観光資源局
（DBCA）からの私有サンダルウッドライセンス（Sandalwood License – Private Property: S1 
Puller's Licence）が必要である。またその生きているサンダルウッドの販売には商業的生産者ラ
イセンス（Commercial Producer’s Licence）が、販売地点への移動にはサンダルウッド輸送許可
（Sandalwood Transport Authority Notice: STAN）が必要である。これらの書類が合法性の確認
に活用できる。 
 
＜私有プランテーション＞ 

私有プランテーションで栽培された外来樹種の伐採に許可は必要としない。しかし木材伐採許
可（Timber Harvest Authorisation）を取得することもでき、合法性の確認に活用できる。 
 プランテーションで栽培された生きているサンダルウッドの販売については商業的生産者ライ
センス（Commercial Producer’s Licence）、販売地点への移動については生物多様性保全観光資源
局（DBCA）からのサンダルウッド輸送許可（STAN）が必要である。 
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７-５-１-３ 北部準州 
 

主要な所管官庁および機関 役割 
環境公園水安全保障局 
Department of Environment, 
Parks and Water Security 

 開発同意機関（Development Consent Authority: DCA）
を持つ 

土地計画環境省 
Department of Lands, Planning 
and the Environment 

 自由保有地（Freehold Land）の皆伐の許可を発行 

牧地委員会 
Pastoral Land Board: PLB 

 牧地（Pastoral Land）内の皆伐の許可を発行 

 
法規 内容 
計画法 
Planning Act 199973 

 土地の使用や開発、プランテーションの造成に関する
規定 

 自由保有地（Freehold Land）内の皆伐に関する規定 
 開発同意機関（Development Consent Authority）の設

置を規定 
 2020 年計画修正法案（Planning Amendment Bill）によ

って内容が修正された 
牧地法 
Pastoral Land Act 199274 

 牧地委員会（PLB）の設置を規定 
 牧地（Pastoral Land）内の天然植生の皆伐に対する規

定 
皆伐ガイドライン 
Land Clearing Guidelines 201075 

 自由保有地（Freehold Land）の皆伐に関するガイドラ
イン 

北部準州牧地皆伐ガイドライン 
Northern Territory pastoral land 
clearing guidelines 199276 

 牧地（Pastoral Land）内の天然植生の皆伐に対するガ
イドライン 

林業プランテーション実施規定 
Codes of Practice for Forestry 
Plantations 

 公有・私有プランテーションが対象 

採掘管理法 
Mining Management Act 200177 

 鉱山開発に伴う皆伐を規制 

                                                      
73 https://legislation.nt.gov.au/en/Legislation/PLANNING-ACT-1999 
74 https://legislation.nt.gov.au/api/sitecore/Act/PDF?id=12076 
75 https://nt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/236815/land-clearing-guidelines.pdf 
76 https://nt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/902289/northern-territory-pastoral-land-clearing-guidelines.pdf 
77 https://legislation.nt.gov.au/Search/~/link.aspx?_id=289B465ADE2544BDBB7CDD95790C2326&_z=z 
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準州公園および野生動物保護法 
Territory Parks and Wildlife 
Conservation Act 197678 

 国立公園や保護区の設立と管理に関する規定
 国立公園や保護区外を含めた州内の天然植生の商業伐

採に関する規定
環境保護法 
Environment Protection Act 
201979 

 1982 年環境アセスメント法（Environment Assessment 
Act）に置き換わる

 開発に伴う環境影響の評価を規定

 北部準州における土地の開発は 1999 年計画法（Planning Act）によって行われているが、現
在 2020 年北部準州計画スキーム（Northern Territory Planning Scheme80）の下、法律の改正や申
請のオンライン化などが進められている。 
 牧地（Pastoral Land）とは公有地を放牧目的のためにリースした土地であるが、1992 年牧地法
（Pastoral Land Act）に基づき、牧地内の天然林植生の皆伐を行う場合は牧地委員会（Pastoral 
Land Board: PLB）の承認を必要とする。またその実施に際しては 1992 年北部準州牧地皆伐ガイ
ドライン（Northern Territory Pastoral Land Clearing Guidelines）および 2010 年皆伐ガイドライ
ン（Land Clearing Guidelines）に従わなければならない。

自由保有地（Freehold Land＝私有地）の皆伐を行う場合は、1999 年計画法（Planning Act）に
基づき、土地計画環境省（Department of Lands, Planning and the Environment）への申請が必要
である。またその実施に際しては 2010 年皆伐ガイドラインに従わなければならない。 

開発地域が開発同意機関（Development Consent Authority: DCA）の所轄範囲内の場合は、開
発同意機関からの同意も必要である。また鉱山開発に伴う伐採の場合、2001 年採掘管理法（Mining 
Management Act）に従い、許可を取得する必要がある。 

78 https://legislation.nt.gov.au/en/Legislation/TERRITORY-PARKS-AND-WILDLIFE-CONSERVATION-ACT-1976 
79 https://legislation.nt.gov.au/en/Legislation/ENVIRONMENT-PROTECTION-ACT-2019 
80 https://nt.gov.au/property/land-planning-and-development/our-planning-system/nt-planning-scheme 
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７-５-１-４ 南オーストラリア州 
 

主要な所管官庁および機関 役割 
一次産業及び地域省 
Department of Primary Industries 
and Regions (PIRSA) 

 2011 年 度に一 次産業及 び資源 省（ Department of 
Primary Industries and Resources: PIRSA）から名称変
更 

天然植生審議会 
Native Vegetation Council 

 天然林の伐採を承認する 

持続可能性環境保護省 
Minister for Sustainability, 
Environment and Conservation 

 天然林の伐採を承認する事がある 

南オーストラリア林業公社 
South Australian Forestry 
Corporation (ForestrySA) 

 2001 年設立の州有企業 
 州有プランテーションを運営 

 
関連法規 内容 
林業法 
Forestry Act 195081 

 州保存林の設立、管理、保護 

天然植生法 
Native Vegetation Act 199182 

 天然植生の保護を規定。天然植生の皆伐に対する制限
など 

天然資源管理法 
Natural Resources Management 
Act 200483 

 州の天然資源の持続的で統合的な管理のための規定。
ライセンスや森林許可を通じたプランテーションの水
利用の管理など 

 州 の 自 然 資 源 管 理 計 画 （ State Natural Resource 
Management Plan）2012-2017、地域自然資源管理計画
（Regional Natural Resource Management Plan）の策
定を要求 

南オーストラリア林業公社法 
South Australian Forestry 
Corporation Act 200084 

 南オーストラリア林業公社を規定 

南オーストラリアプランテーシ
ョン林業ガイドライン 
Guidelines for Plantation 

 公有・私有プランテーションが対象 

                                                      
81 https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/FORESTRY%20ACT%201950.aspx 
82 https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/NATIVE%20VEGETATION%20ACT%201991.aspx 
83 https://www.legislation.sa.gov.au/lz/c/a/natural%20resources%20management%20act%202004.aspx 
84 

https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/SOUTH%20AUSTRALIAN%20FORESTRY%20CORPORATION%20ACT%2020

00.aspx 
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Forestry in South Australia 200985 
環境保護法 
Environment Protection Act 
199386 

 生態学的に持続可能な開発の原則を推進

国立公園及び野生動物法 
National Parks and Wildlife Act 
197287 

 絶滅危惧の動植物の保護

 南オーストラリア森林産業諮問委員会（South Australian Forest Industry Advisory Board）は、
南オーストラリア森林と木材産業将来計画（Blueprint for the Future South Australian Forest and 
Wood Products Industry 2014 to 204088）を策定し、南オーストラリア州政府は、南オーストラリ
ア森林および木材産業政策声明（South Australian Forest and Wood Products Industry Policy
Statement89）を公表している。

なお南オーストラリア州で生産される木材の大部分は FSC ないし PEFC 認証林から生産され
ている。また現在天然林伐採は行われていない 90。 

＜天然林＞ 
1991 年天然植生法（Native Vegetation Act）に基づき、天然林の伐採に関しては天然植生審議

会（Native Vegetation Council）からの承認を必要とする。場合によっては持続可能性環境保護省
（Minister for Sustainability, Environment and Conservation）からの承認も必要となる。 

＜プランテーション＞ 
南オーストラリア州の公有プランテーションは州有企業 ForestrySA によって管理されている。 
認証を受けていない小規模私有プランテーションからの木材については、その所有者は商業木

材プランテーションライセンス（Commercial Forest Plantation Licence）を得なければならない。
しかし伐採に関しては許認可を必要としない。 

85 https://www.pir.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/254765/guidelines_for_plantation_forestry_in_sa_web.pdf 
86 https://www.legislation.sa.gov.au/lz/c/a/environment%20protection%20act%201993.aspx 
87 https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/NATIONAL%20PARKS%20AND%20WILDLIFE%20ACT%201972.aspx 
88 https://www.pir.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/234028/Blueprint-Future-South-Australian-Forest-Wood-Products-

Industry-2014-2040.pdf 
89 https://www.pir.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/234269/SA-Forest-Wood-Products-Industry-Policy-Statement.pdf 
90 https://www.agriculture.gov.au/forestry/industries/export#hardwood-native 

202



  

７-５-１-５ クイーンズランド州 
 

主要な所管官庁および機関 役割 
農水省 
Department of Agriculture and 
Fisheries 

 1959 年林業法に基づき州有地の天然林を管轄 
 林産部（Forest Products division）が実施規定の遵守

状況を監査 
 2015 年 に 農 水 林 省 （ Department of Agriculture, 

Fisheries and Forestry）から名称変更された 
環境遺産保護省 
Department of Environment and 
Heritage Protection (DEHP) 

 2012 年に設立。当時解体された環境資源管理省
（ Department of Environment and Resource 
Management）の多くの所轄を引き継いだ。 

 1992 年自然保護法に基づき、保護種の収穫と利用を管
轄 

天然資源鉱山省 
Department of Natural Resources 
and Mines: DNRM 

 1999 年植生管理法に基づき、私有地における天然林で
の操業を管轄 

 
関連法規 内容 
林業法 
Forestry Act 195991 

 公有地における森林の管理、林業施業、保護を規定 
 木材の伐採、プランテーションライセンスによる排他

的使用権の付与に関する規定 
植生管理法 
Vegetation Management Act 
199992 

 私有地からの木材の伐採を規定 
 植生の皆伐を規制 

クイーンズランド州有林地におけ
る天然林木材生産実施規定 
Code of Practice for Native Forest 
timber Production on 
Queensland’s State Forest Estate 
202093 

 公有天然林が対象 
 1959 年森林法および関連法規で規定される要求に対

応するための最低基準を定義 

自由保有地における天然林実施規
定 
Code Applying to a Native Forest 
Practice on Freehold Land 2005 

 私有天然林が対象 
 1999 年植生管理法で規定 

天然林実施管理：自己評価可能植  私有天然林が対象 

                                                      
91 https://www.legislation.qld.gov.au/view/html/inforce/current/act-1959-058# 
92 https://www.legislation.qld.gov.au/view/html/inforce/current/act-1999-090 
93 https://parks.des.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0012/160104/cop-native-forest-timber-production-qpws-estate.pdf 
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生皆伐規定 
Managing a Native Forest 
Practice: A Self-assessable 
Vegetation Clearing Code 201494 

 1999 年植生管理法で規定

クイーンズランド木材プランテー
ション操業実施規定
Timber Plantation Operations
Code of Practice for Queensland
201595

 公有・私有プランテーションが対象

自然保全法 
Nature Conservation Act 199296 

 総合的かつ包括的な自然保護戦略による州全体の自
然保護

 保護地に関する先住民の関与に関する規定
 保護種の伐採に関する規定

自然保全（野生動物管理）規則 
Nature Conservation (Wildlife 
Management) Regulation 2006 お
よびその 2014 年改正規則 97 

 保護植物の開墾、成長、収穫、取引を規制

 2012 年にクイーンズランド木材業界と州政府は森林・木材産業計画（Forest & Timber Industry 
Plan: FTIP）98を発表した。またクイーンズランド州農水省の森林産物部門は州内の天然林の管理
について、2018 年に森林管理政策声明（Forest Management Policy Statement）99を公表している。 

＜公有天然林＞ 
クイーンズランドの州有天然林における伐採は、2020 年クイーンズランド州有林地における天

然林木材生産実施規定（Code of Practice for Native Forest timber Production on Queensland’s 
State Forest Estate）を遵守して行わなければならない。その伐採について、州政府は販売許可（sale 
permit）の形で承認する。また州政府は州有天然林の施業に対して、販売許可の発行状況や、2020
年クイーンズランド州有林地における天然林木材生産実施規定の遵守状況の監督を行っている。
さらにクイーンズランドの州有天然林は合法かつ持続可能に管理されているとして Australian 
Forestry Standard AS4708（＝Responsible Wood）の認証を受けている。 

また伐採された木材の樹種や量は輸送前に農水省からの納品書（docket）に記載される。州政府
は販売許可に基づいて伐採された原木のローヤリティ―を加工事業者から徴収し、タックス・イ

94 https://www.dnrme.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1446919/managing-native-forest-practice-code.pdf 
95 http://www.fao.org/forestry/43655-0996c5541ff44a34cc447e3fc6ac80335.pdf 
96 https://www.legislation.qld.gov.au/view/pdf/inforce/2017-07-03/act-1992-020 
97 https://www.legislation.qld.gov.au/view/html/published.exp/sl-2014-0163#sl-2014-0163 
98 http://www.timberqueensland.com.au/Docs/Queensland-Forest-Timber-Industry-Plan.pdf 
99 https://www.publications.qld.gov.au/dataset/5d50aeaf-a9fb-49c5-9d1c-c259649297c5/resource/7fdff8c5-9704-43bf-9e76-

2486acbb6e2b/download/forest-management-policy-statement.pdf 
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ンボイス（tax invoice）を発行する。これらの書類も合法性の確認に活用できる。

＜私有地（freehold land）の天然林＞ 
私有地の天然林の伐採については地方自治体からの規制がかけられている可能性がある。 
私有地の天然林はいくつかのカテゴリーに分けられており、州政府の規制植生管理地図

（Regulated Vegetation Management Maps）で確認することができる。このうち Category B エリ
アは残存植生（remnant vegetation）とも呼ばれ、その天然林の伐採については、1999 年植生管
理法（Vegetation Management Act）に従い、天然林実施自己評価植生皆伐規定（Managing a Native 
Forest Practice – A Self-assessable Vegetation Clearing Code100）に従わなければならず、操業開始
前に天然資源鉱山省（DNRM）のサイト 101でオンライン申請しなければならない。DNRM から
電子メールで送られる申請確認書が合法性の確認に活用できる。

残存植生（remnant vegetation）以外の私有天然林からの木材は、地方自治体からの伐採制限な
どがない限り土地所有者からの合意のみで伐採できる。この場合、土地所有者との合意書、タッ
クス・インボイス、領収書などが合法性の確認に活用できる。

＜公有地のプランテーション＞ 
クイーンズランド州の公有地のプランテーションの多くは 1930-80 年代にクイーンズランド州

政府によって開発され、州有企業 Forestry Plantations Queensland 社によって管理されていたが、
2010 年に民間会社 Hancock Timber Resource 社に売却され、その管理は HQPlantations 社 102に
よって行われている 103。HQPlantations 社は 1959 年林業法に基づき 99 年間のライセンスによっ
て約 200 千 ha のプランテーションと、100 千 ha のバッファーエリアの天然林を管理している 104、
HQPlantations 社は商業供給合意書（commercial supply agreement）によって木材を販売してお
り、伐採日、樹種、量、認証などの情報は伐採された木材の積載納品書（load docket）に記載さ
れる。またその加工事業者からローヤリティ―を徴収し、タックス・インボイスを発行するので、
これらの書類が合法性の確認に活用できる。さらに HQPlantations 社の管理区域全域（328 千 ha）
は Responsible Wood105および FSC106から認証を受けており、そこで生産される木材も全て認証材
である。 

＜私有プランテーション＞ 
 私有のプランテーションについても地方自治体からの伐採制限などが存在する場合があるが、
それ以外は樹木の所有者との合意があれば伐採できる。州内の私有プランテーションの多くは

100 https://www.dnrme.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1446919/managing-native-forest-practice-code.pdf 
101 https://vegetation-apps.dnrm.qld.gov.au/#/ 
102 https://www.hqplantations.com.au/ 
103 http://www.timberqueensland.com.au/Growing/Size-type-location.aspx 
104 https://www.business.qld.gov.au/_designs/content/guide-printing2?parent=74265&SQ_DESIGN_NAME=print_layout 
105 https://34b42f01-9da2-4122-bdf7-781006f1546d.filesusr.com/ugd/951a68_c8c3d6ad1a0445758206f6cca846fb62.pdf 
106 https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000007TktlAAC&type=certificate&return=index.php#result 
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Responsible Wood または FSC の認証を受けている 107。 

なお保護種（天然サンダルウッド等）の伐採に関しては、1992 年自然保全法（Nature 
Conservation Act）に基づき、保護植物収穫ライセンス（protected plant harvesting licence）を取
得する必要がある。 

107 http://www.timberqueensland.com.au/Growing/Certifications.aspx 
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７-５-１-６ ニューサウスウェールズ州 
 

主要な所管官庁および機関 役割 
環境保護庁 
Environment Protection 
Authority: EPA 

 天然林を管轄 
 公有天然林での操業に対して統合的林業操業許可

（Integrated Forestry Operations Approval: IFOA）を
発行 

 環境遺産局（Office of Environment and Heritage）が公
有・私有の天然林施業における法遵守状況のモニタリ
ングと法執行 

 森林合意（Forest Agreement）も管轄 
地域土地局 
Local Land Services 

 私有天然林所有者に対して支援と助言を行う 
 私有天然林業計画（Private Native Forestry: PNF Plan）

を承認 
一次産業部 
Department of Primary 
Industries: DPI 

 地 域 ニ ュ ー サ ウ ス ウ ェ ー ル ズ 省 （ Department of 
Regional NSW: DRNSW）の部局 

 2015～2019 年は産業省（Department of industry）、
2019 年は計画産業環境省（Department of Planning, 
Industry and Environment）の一部、2020 年に同省か
ら地域ニューサウスウェールズ省に移管 

 公有地・私有地のプランテーションを管理 
 プ ラ ン テ ー シ ョ ン ア セ ス メ ン ト 部 （ Plantation 

Assessment Unit）が 1999 年プランテーションと再植
林法、2001 年プランテーションおよび再植林規定の遵
守状況モニタリング 

計画産業環境省 
Department of Planning, Industry 
and Environment 

 生物多様性保護法の執行 

ニューサウスウェールズ林業公
社 
Forestry Corporation NSW: 
FCNSW 

 ニューサウスウェールズ州有企業 
 州内の公有地（天然林、プランテーション）で伐採する

権利を持つ唯一の事業者 
 管 理 指 針 （ Forestry Corporation of NSW Forest 

Management Policy）を持つ 
 

法規 内容 
林業改正法 
Forestry Legislation Amendment 

 公有・私有の天然林が対象 
 2012 年森林法、2013 年地域土地サービス法を改正 
 私有天然林の伐採に関する私有天然林業不動産植生計

画（Private Native Forestry Property Vegetation Plan: 
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Act 2018108 PNF PVP）は、私有天然林計画（Private Native Forestry 
Plan: PNF Plan）に変更 

森林法 
Forestry Act 2012109 

 FCNSW の目的と機能を規定
 公有林における森林管理計画（Forest Management

Plans）、生態的持続可能な森林管理計画（Ecologically
Forest Management Plans）の策定を要求

 森林合意に関する規定
 公有林における 20 年以下の操業のために要求される

IFOA を規定
地方土地サービス法 
Local Land Services Act 2013110お
よびその改正 

 2003 年天然植生法(Native Vegetation Act)から置き換
えられた

 天然林の大規模な皆伐に対する規制
 私有天然林での操業に関し、PNF Plan（2003 年天然植

生法における PNF PVP）の承認を得ることを要求
私有天然林業実施規定 
Private Native Forestry Code of 
Practice111 
4 つの地域ごとに出されている 
 Northern NSW 2013
 Southern NSW 2008
 River red gum forests 2008
 Cypress and western

hardwood forests 2008

 私有天然林および、2012 年森林法における国家木材地
（Crown timber land）外の国有地（Crown tenure）に
おける天然林が対象

 PNF Plan（旧 PNF PVP）を持っている私有天然林で
の操業者が伐採の際に求められる最低基準

 環境を維持または改善するための規定を含む

プランテーションおよび再植林
法 
Plantation and Reafforestation 
Act 1999: PR Act112 

 土地の再植林を促進
 木材などのプランテーションの設立、管理、収穫のため

の統合的なスキームの規定
 DPI が公有地・私有地のプランテーションを管轄
 以前の法律は木材プランテーション（伐採保証）法

（Timber Plantations (Harvest Guarantee) Act 1995）
で、これに基づいて認可されたプランテーションも存
在する

 30 ha 以下のプランテーションは、免除農地林業
（exempt farm forestry）として規制対象外

プランテーションおよび再植林  プランテーションおよび再植林法で規定

108 https://www.legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-2018-040 
109 https://www.legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-2012-096 
110 https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-2013-051 
111 https://www.lls.nsw.gov.au/help-and-advice/private-native-forestry/private-native-forestry-code-of-practice 
112 https://www.legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1999-097 
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規定 
Plantations and Reafforestation 
(Code)  Regulation 2001: 
Plantations Code113 

 公有地・私有地のプランテーションが対象

生物多様性保全法 
Biodiversity Conservation Act 
2016114 

 2003 年天然植生法(Native Vegetation Act)、1995 年絶
滅危惧種保護法（ Threatened Species Conservation
Act）から置き換えられた

 IFOA の発行条件となっている
 プランテーション・再植林法（PR Act）の対象となら

ない 30 ha 以下のプランテーションであっても、本法
には従うことが要求される

国立公園および野生動物法 
National Parks and Wildlife Act 
1974115 

 絶滅危惧種を含む自然保護に関する規定

環境計画・アセスメント法 
Environmental Planning and 
Assessment Act 1979 116 : EP&A 
Act 

 自然・人工資源の管理、開発、保全に関する規定
 私有天然林での操業に関し、地方自治体から開発同意

（development consent）を取得することを要求するこ
とがある

環境運用保護法 
Protection of the Environment 
Operations Act 1997117 

 環境の質の保護、回復、向上のための規定
 IFOA の発行条件となっている

環境保全・生物多様性保護法 
Environment Protection and 
Biodiversity Conservation Act 
1999118 

 プランテーション・再植林法（PR Act）の対象となら
ない 30 ha 以下のプランテーションであっても、これ
には従うことが要求される

漁業管理法 
Fisheries Management Act 
1994119 

 IFOA の発行条件の一つとなっている

ニューサウスウェールズ州の林業政策は 2018 年に州政府から公表されたニューサウスウエー
ルズ森林管理フレームワーク概要（Overview of the New South Wales Forest Management

113 Plantations and Reafforestation (Code) Regulation 2001: Plantations Code 
114 https://www.legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-2016-063 
115 https://www.legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1974-080 
116 https://www.legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1979-203 
117 https://www.legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1997-156 
118 https://www.environment.gov.au/epbc/about 
119 https://www.legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-1994-038 
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Framework120）によって確認できる。州政府は 2016 年に策定されたニューサウスウェールズ林産
業ロードマップ（NSW Forestry Industry Roadmap）121に基づき、林業関係の規制改革を行ってお
り、特に 2018 年林業改正法（Forestry Legislation Amendment Act）によって大きな変更が行わ
れた 122。 

また州有林その他公有木材地（Crown timber land）の林業による環境への影響は環境保護庁
（Environment Protection Authority: EPA）の公有地遵守戦略（Crown Lands Compliance Strategy 
2020-23 123）に基づいて規制、モニタリングがなされている。 
 
＜公有天然林＞ 

2012 年森林法（Forestry Act）に基づき、公有地での伐採には環境保護庁（EPA）から統合的
林業操業許可（Integrated Forestry Operations Approval: IFOA）を取得することが義務づけられ
ている。 
 現在ニューサウスウェールズ州において、公有地天然林での伐採はニューサウスウェールズ林
業公社（FCNSW）しか許可されていない。また州内において公有地の伐採が許されているのは以
下の 4 つの IFOA 地域のみである。 
 Brigalow and Nandewar 
 South Western Cypress 
 Riverina Red Gum 
 Coastal IFOA（以前は 4 つの IFOA：Upper North East、Lower North East、Eden および

Southernwo に分かれていたが、2018 年に統合された） 
環境保護庁（EPA）はまた、IFOA に基づく施業に対する監査を行っており、2018 年度は 50

件の監査が行われ、18 件に対して是正要求などが行われた 124。監査結果はすべて公開されてい
る 125。 

ニューサウスウェールズ森林公社（FCNSW）の納品書（delivery docket126）には以下の情報が
記載される。 
 伐採コントラクターの名称 

                                                      
120 https://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/833792/Overview-of-the-NSW-Forest-Management-

Framework.pdf 
121 https://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/711851/nsw-forestry-industry-roadmap.pdf 
122 このため連邦の農業水環境省が提供する州別ガイドライン＜https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-

logging/processors/resources#state-specific-guidelines＞のニューサウスウェールズ州の情報（2014）は古くなってしまってお

り、注意が必要である。 
123 https://www.industry.nsw.gov.au/lands/what-we-do/management/compliance/crown-lands-compliance-strategy-2020-23 
124 https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/forestagreements/2020p2290-forestry-snapshot-2018-

19.pdf?la=en&hash=356D4972E2445F783E0AE0380BB7B3CCCDCDB5BF 
125 https://www.epa.nsw.gov.au/your-environment/native-forestry/native-forestry-nsw-overview/regulating-native-

forestry/compliance-audit-report-register 
126 例は州別ガイドラインの Attachment A に示されている＜

https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/nsw-state-specific-guideline.pdf＞ 
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 原木が伐採された地域、場所、林区
 原木のタイプと寸法
 原木の総体積

またニューサウスウェールズ森林公社は毎年の伐採計画 127を公開しており、納品書記載のリン
ク番号と照合することによって合法性の確認に活用することができる。また操業が認証を得てい
る場合、ニューサウスウェールズ森林公社は毎月、加工事業者に対して上記の情報に加え認証番
号を伝達しており、合法性の確認に活用することができる。

なおニューサウスウェールズ森林公社は Responsible Wood の森林認証を受けている 128。 

＜私有天然林＞ 
 2018 年林業改正法（Forestry Legislation Amendment Act）の施行により、地方土地局（Local 
Land Service）は私有天然林に対して助言と許認可に責任を持ち、環境保護庁（EPA）は遵守と執
行に責任を持つことになった。土地所有者が伐採を行う場合、地方土地局（Local Land Services）
に最長 15 年の私有天然林業計画（Private Native Forestry Plan: PNF Plan）129を提出し、その承認
を得ることが義務付けられており、そこからの木材の購入者は承認済み私有天然林業計画（地方
土地局から与えられた参照番号を持つ）を合法性の確認に活用することができる。2018 年度には
全州で 248 件 33,520ha の計画が承認されている 130。私有天然林業計画は該当地の衛星写真を含
み、熱帯雨林、老齢林、排水施設が施業区域外であることが示されていることが求められている。
また土地所有者は操業にあたって、森林開発計画（Forest Operation Plan: FOP）を作成しなけれ
ばならない。そのテンプレートは州北部、州南部、Cypress and Western Hardwood Forests、River 
Red Gum Forests の 4 地域ごとに作られ、オンラインで公開されている 131。また 4 地域ごとに林
業施業のためのフィールドガイドが提供されている 132。 
 また私有天然林の一部は、1979 年環境計画・アセスメント法（Environmental Planning and 
Assessment Act: EP＆A Act）に基づく、開発規制対象になっており、伐採は全く禁止されている
か、地方自治体（local council）からの開発同意（development consent）の取得が義務づけられて
いる 133。 

私有天然林における施業にあたっては、環境を維持または改善するための規定が含まれる 4 地
域ごとの私有天然林業実施規定（Private Native Forestry Code of Practice）に従わなければならな
い。その遵守状況に対し EPA は査察と監査を行っている。2018 年度は 35 件の査察が行われ、う

127 https://planportal.fcnsw.net/ 
128 https://www.forestrycorporation.com.au/sustainability/certification 
129 なお以前は環境保護庁（EPA）が私有天然林業不動産植生計画（Private Native Forestry Property Vegetation Plan: PNF 

PVP）を承認したが、2018 年林業改正法によって変更された。 
130 https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/forestagreements/2020p2290-forestry-snapshot-2018-

19.pdf?la=en&hash=356D4972E2445F783E0AE0380BB7B3CCCDCDB5BF 
131 https://www.lls.nsw.gov.au/help-and-advice/private-native-forestry/private-native-forestry-plans-and-forest-operation-plans 
132 https://www.lls.nsw.gov.au/help-and-advice/private-native-forestry/resources 
133 https://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/817751/nsw-planning-and-regulatory-instruments-that-interact-

with-pnf.pdf
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ち 18 件に対して是正要求などが行われた 134。 
なお現在ニューサウスウェールズ州政府は、ニューサウスウェールズ林産業ロードマップの一

環として私有天然林業実施規定の見直しを進めており 135、上記の規定の一部は変更される可能性
がある。 

またニューサウスウェールズ木材業界は加工事業者が私有天然林やプランテーションなどから
の木材のデューデリジェンスを行うためのテンプレートフォーム 136を作成している。 
 
＜プランテーション＞ 
 1999 年プランテーション・再植林法（Plantation and Reafforestation Act: PR Act）に基づき、
一次産業部（Department of Primary Industries: DPI）は公有地、私有地双方のプランテーション
を管轄し、30 ha を超える面積のプランテーションはその認可を受ける必要がある。ただし以下の
ように例外がある。 
 1995 年木材プランテーション（伐採保証）法（Timber Plantations (Harvest Guarantee) Act）

に基づいて認可されたプランテーション。2001 年プランテーション規定（Plantations and 
Reafforestation (Code) Regulation）に基づいて認可されたとみなされる。 

 2001 年 12 月 4 日以前に、1979 年環境計画・アセスメント法（EP＆A Act）その他関連法規
に沿って造成されたプランテーション 

 2001 年プランテーション規定（Plantations and Reafforestation (Code) Regulation）は認可され
たプランテーションの造成、管理、伐採の基準を定めている。その要求内容は以下のとおりであ
る。 
 皆伐可能なレベル 
 河川や排水路の保護 
 文化サイトの保護 
 林道建設、伐採操業 
 防火、安全 
 2001 年プランテーション規則に基づき、事業者がプランテーションにおいて 100 本以上の伐採
を行う場合は操業計画を作成し、一次産業部長官に提出しなければならない。 

なお総面積 30 ha 以下のプランテーションは免除農地林業（exempt farm forestry）として、そ
の施業について 1999 年プランテーション・再植林法に基づく認可を得る必要はないが、1999 年
環境保全・生物多様性保護法、1995 年絶滅危惧種保護法などの他の法規には従わなければならな
い。 

一次産業部のプランテーションアセスメント部（Plantation Assessment Unit）は 1999 年プラ
ンテーションと再植林法、2001 年プランテーションおよび再植林規定の遵守状況のモニタリング

                                                      
134 https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/forestagreements/2020p2290-forestry-snapshot-2018-

19.pdf?la=en&hash=356D4972E2445F783E0AE0380BB7B3CCCDCDB5BF 
135 https://www.lls.nsw.gov.au/help-and-advice/private-native-forestry/private-native-forestry-review 
136 州別ガイドラインの Attachment B＜

https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/nsw-state-specific-guideline.pdf＞ 
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を行っている。2011-2016 年の期間にはニューサウスウェールズ森林公社のプランテーションに
対して 50 件、私有プランテーションに対して 56 件の監査が行われた。 

＜公有プランテーション＞ 
公有プランテーションはニューサウスウェールズ森林公社のみによって管理と原木生産が行わ

れている。そのプランテーションのほぼ全てはプランテーションおよび再植林規則（P&R 
Regulation）の下での認可を受けている。ニューサウスウェールズ森林公社から調達する木材加
工事業者は一次産業部（DPI）長官の認可を得た操業計画のコピーを請求しなければならない。 

天然林と同様、公有プランテーションからの木材についても操業が認証を得ている場合、ニュ
ーサウスウェールズ森林公社は毎月、加工事業者に対して上記の情報に加え認証番号を伝達して
おり、合法性の確認に活用することができる。 

＜私有プランテーション＞ 
ニューサウスウェールズ木材業界は加工事業者が私有天然林やプランテーションなどからの木

材のデューデリジェンスを行うためのテンプレートフォーム 137を作成している。 

＜その他のソースからの木材＞ 
 政府の開発事業、インフラプロジェクト、土地利用の改変に伴う皆伐からの木材など。これら
の開発にも 1979 年環境計画・アセスメント法（EP & A Act）に基づく計画認可などを必要とする
ため、そこからの木材についても対応する開発許可番号（Development Application Number）を
確認することが可能である。 

137 州別ガイドライン Attachment B＜

https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/nsw-state-specific-guideline.pdf＞ 
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７-５-１-７ 首都特別地域 
 

主要な所管官庁および機関 役割 
環境保護機関 
Environment Protection 
Authority 

 1997 年環境保護法に基づいて設立 
 1997 年 環 境 保 護 法 に 基 づ き 、 環 境 管 理 計 画

（Environment Management Plan）を承認 
公園保全サービス 
Parks and Conservation Service 

 公有プランテーションを管理 

 
関連法規 内容 
環境保護法 
Environment Protection Act 
1997138 

 林 業 活 動 に 対 し て 環 境 管 理 計 画 （ Environment 
Management Plan）の策定と承認を要求 

自然保護法 
Nature Conservation Act 2014139 

 自然保護、保全、管理に関する規定 
 1980 年自然保護法（Nature Conservation Act）から置

換 
森林実施規定 
Forest Practice Code 2005140 

 公有プランテーションの伐採に関する規定 

 
首都特別地域では特別地域政府の公園保全サービス（Parks and Conservation Service）の管理

する公有のプランテーションのみで木材生産が行われている。その植栽木の大部分はラジアータ
パインである。公園保全サービスは環境保護機関（Environment Protection Authority）に承認さ
れた環境管理計画（Environment Management Plan）と森林実施規定（Code of Forest 
Practice）に基づいて管理を行っている。伐採の際は操業計画（Operational Plan）を作成し、承
認されなければならない。木材はすべて納品書（delivery docket）にともに配送され、それによ
って林区番号などが確認できる。 
 
  

                                                      
138 https://www.legislation.act.gov.au/a/1997-92/ 
139 https://www.legislation.act.gov.au/a/2014-59 
140 https://www.environment.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/1126353/ACT-Code-of-Forest-Practices-2005.pdf 
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７-５-１-８ ビクトリア州

主要な所管官庁および機関 役割 
環境土地水計画省 
Department of Environment, 
Land, Water and Planning: 
DELWP 

 2014 年に環境一次産業省（Department of Environment
and Primary Industries: DEPI）から改名された。なお
環境一次産業省は 2013 年に一次産業省（Department
of Primary Industry）と持続可能性環境省（Department
of Sustainability and Environment）が合併して創設さ
れた。

 州有林における持続可能な商業伐採と販売を管轄
 公有地の中で伐採可能地域をゾーニング
 木 材 生 産 実 施 規 定 （ Code of Practice for Timber

Production）の実施状況をモニタリング、監査
VicForests  ビクトリア州有企業

 公有地における林業施業を実施
 生 態 的 な 持 続 可 能 森 林 管 理 政 策 （ Ecologically

Sustainable Forest Management Policy141）を策定してい
る

関連法規 内容 
森林法 
Forests Act 1958142 
およびその改正 

 国有林の管理を規定
 伐採に関する規定。木材生産実施規定に従うことなど。 
 州有林の 12 森林管理区（Forest Management Area）に

おける森林管理計画（Forest Management Plan）の策
定を要求

持続可能な森林（木材）法 
Sustainable Forests (Timber) Act 
2004143 

 公有地における持続可能な森林管理と持続可能な木材
生産を規定

 公有地において伐採可能なエリアを規定
保全森林土地法 
Conservation, Forests and Lands 
Act 1987144 

 伐採の際は木材生産実施規定に従うことを規定

木材生産実施規定 
Code of Practice for Timber 

 公有・民有の天然林、私有林の全てを対象とする伐採の
規定

 2004 年持続可能な森林（木材）法により、特に公有地

141 https://www.vicforests.com.au/static/uploads/files/ecologically-sustainable-forest-management-policy-wfyggwlvtjhb.pdf 
142 https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/forests-act-1958/134 
143 https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/sustainable-forests-timber-act-2004/026 
144 https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/conservation-forests-and-lands-act-1987/101 
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Production 2014145 での伐採に対して遵守が義務となっている。 
 2004 年持続可能な森林（木材）法に基づいて VicForests

に対して与えられたライセンスの要件になっている 
計画環境法 
Planning and Environment Act 
1987146 

 プランテーションの造成と伐採を規制 

保全森林土地法 
Conservation, Forests and Lands 
Act 1987147 

 土地管理システムのための制度、財政、執行の規定 
  伐採の際に 2014 年木材生産実施規定（Code of 

Practice for Timber Production）を遵守することを規定 
動植物相保証法 
Flora and Fauna Guarantee Act 
1988148 

 絶滅危惧の動植物種や生態学的群集の保全に関する規
定 

水法 
Water Act 1989149 

 森林地域を含む集水域の保護に関する規定 

集水域と土地保護法 
Catchment and Land Protection 
Act 1994150 

 森林地域を含む集水域の統合的管理と保護に関する規
定 

消防庁法 
Country Fire Authority Act 
1958151 

 戦略的な防火帯の設定と維持を要求 
 500ha 以上のプランテーションは森林産業団（Forest 

Industry Brigade）を持つことを要求されることがある 
アボリジニ遺産法 
Aboriginal Heritage Act 2006152 

 アボリジニ文化遺産アセスメント（Aboriginal cultural 
heritage assessment）とアボリジニ文化遺産管理計画
（Aboriginal cultural heritage management plan）の策
定を要求 

 
州政府は、ビクトリア州有林持続可能憲章（Sustainability Charter for Victoria’s State Forests）

に基づいて州有林を管理し、また環境持続可能性枠組（Environmental Sustainability Framework）
に基づいて自然資源を管理している。 

1987 年保全森林土地法（Conservation, Forests and Lands Act）に基づき、2014 年木材生産実
施規定（Code of Practice for Timber Production）が定められており、ビクトリア州の公有・民有

                                                      
145 https://www.forestsandreserves.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/29311/Code-of-Practice-for-Timber-Production-

2014.pdf 
146 https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/planning-and-environment-act-1987/146 
147 https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/conservation-forests-and-lands-act-1987/101 
148 https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/flora-and-fauna-guarantee-act-1988/045 
149 https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/water-act-1989/131 
150 https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/catchment-and-land-protection-act-1994/064 
151 https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/country-fire-authority-act-1958/156 
152 https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/aboriginal-heritage-act-2006/024 
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の天然林、私有林全てにおいて、この遵守が義務化されている。またこの規定には 2004 年持続可
能な森林（木材）法（Sustainable Forests (Timber) Act）の要件も含まれている。環境土地水計画
省（DELWP）はこの遵守状況の監査を行っており、その監査結果とそれに対する環境土地水計画
省および州有企業 VicForest の回答も公開されている 153。 

ビクトリア州政府は 2019 年、老齢林（old growth forests）の伐採を直ちに停止させ、その他の
天然林からの伐採も 2030 年までに全て停止させ、天然林伐採からプランテーション林業への転
換を行う決定を発表した 154。該当するエリアの場所は州政府の web サイトで公示している 155。そ
の転換のため、2020-2025 年ビクトリア林業計画（Victoria Forestry Plan156）が策定され、労働者
へのトレーニングや、休業補償金などの支払いが行われている。 

＜公有天然林＞ 
2004 年持続可能な森林（木材）法（Sustainable Forests (Timber) Act）に基づき、環境土地計

画省（DELWP）は公有地における伐採可能地域をゾーニングし、州有企業である VicForests が
伐採できるエリアの配分令（Allocation Order）を出している。 

伐採においては 2014 年木材生産実施規定を遵守しなければならない。さらに細かい規定は
2014 年ビクトリア州有林における木材伐採のための管理基準と手順（Management Standards 
and Procedures for timber harvesting operations in Victoria's State forests157）に定められてい
る。 

VicForest は 5 年間の間に伐採する林区を示す木材譲渡計画（Timber Release Plan: TRP）を
作成する。TRP の番号は VicForest からの納品書（delivery docket）に記載されているが、これ
は VicForest の Web サイト 158で確認することができ、合法性の確認に利用できる。 

1958 年森林法（Forests Act）に基づき、少量の伐採については、森林生産ライセンス（forest 
produce licence）を取得することも可能である。それによって伐採される林区は 3 年間の木材利
用計画（Wood Utilisation Plan: WUP）に記載される。そこから生産された木材の州政府からの
納品書（log docket）には林区番号（Coupe Address）が記載されており、木材利用計画
（WUP）と対照することで合法性の確認に利用できる。 

また公有天然林の伐採については 1988 年動植物相保証法（Flora and Fauna Guarantee Act）
の規制も受けており、例えば熱帯雨林の伐採は禁止されている。 

なお VicForest は Responsible Wood の森林管理認証を受けているが、FSC の森林管理認証の
取得も申請しているにも関わらず認められていない 159。2019-2020 年の森林火災のため、既存の
契約に基づく伐採量が持続的なものとは言えなくなってしまっている。 

＜私有天然林（リースされた公有林を含む）＞ 

153 https://www.forestsandreserves.vic.gov.au/forest-management/forest-audits 
154 https://www.abc.net.au/news/2019-11-06/native-timber-logging-in-victoria-to-be-phased-out-by-2030/11678590 
155 https://www.forestsandreserves.vic.gov.au/forest-management/environmental-regulation-of-timber-harvesting 
156 https://djpr.vic.gov.au/forestry/forestry-plan 
157 https://www.forestsandreserves.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0023/29309/Management-Standards-and-Procedures-for-

timber-harvesting-operations-in-Vics-State-forests-2014.pdf 
158 https://vicforeststrp.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=6e75299c50d347f38c43515ca682d9f8 
159 https://www.wilderness.org.au/news-events/response-to-vicforests-abandoning-bid-for-fsc-certification 
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 私有天然林は土地利用計画システムの中で地方政府によって管理される。また州政府から
2014 年私有天然林およびプランテーションの管理ガイドライン（Management Guidelines for 
private native forests and plantations: Code of Practice for timber production160）が提供されてい
る。 

事業者は 2014 年木材生産実施規定に従って 2 年間の木材伐採計画（Timber Harvesting Plan: 
THP）を準備し、地方政府の承認を得なくてはならない。地方自治体はそれぞれの土地計画に
従って追加な要求をすることがあり得る。また伐採は許可された天然植生皆伐：生物多様性アセ
スメントガイドライン（Permitted clearing of native vegetation – Biodiversity assessment 
guidelines）、1987 年計画環境法（Planning and Environment Act）のビクトリア計画条項
（Victoria Planning Provisions: VPP）やその他あらゆる地方計画スキームに合致していなければ
ならない。 
 
＜私有プランテーション＞ 
 プランテーションの造成と収穫は 1987 年計画環境法（Planning and Environment Act）のビ
クトリア計画条項（Victoria Planning Provisions: VPP）に規制され、2014 年木材生産実施規定
に従わなければならないと規定されている。さらに木材の収穫にあたっては私有天然林と同様
に、地方政府によって承認された木材伐採計画（THP）に沿って行わなければならならず、こ
れは間伐も対象として含まれる。プランテーションからの木材の納品書（delivery docket）には
その林区番号が記載されており、木材伐採計画（THP）と対応させることによって合法性の確
認に活用できる。 
 アグロフォレストリーや 5 ha 以下の小規模プランテーションに対する規制は存在しない。こ
のためそれに由来する木材の合法性を示す公的文章は存在しない。 
  

                                                      
160 https://www.forestsandreserves.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0021/324084/Management-Guidelines-for-private-native-

forests-and-plantations-Code-of-Practice-for-timber-production-2014-web.pdf 

218



７-５-１-９ タスマニア州

主要な所管官庁および機関 役割 
タスマニア私有林局
Private Forests Tasmania: RFT

 州発展省（Department of State Growth）の部局
 私有林木材保護区（PTR）を設定したい土地所有者か

らの森林実施計画（FPP）に対し、評価を行う
森林実施機関 
Forest Practices Authority: FPA 

 1985 年森林実施法に基づき設立された独立法定組織
 森林実施官（Forest Practice Officer）を擁し、森林実施

システム（Forest Practice System）、森林実施計画
（Forest Practice Plan）の実施状況をモニタリング

 私有木材保護区（Private Timber Reserve）の設置を承
認

Sustainable Timber Tasmania  タスマニア州有企業
 公 有 地 の 恒 久 木 材 生 産 地 域 （ Permanent Timber

Production Zone: PTPZ）800 千 ha を管理
 1994 年に Forestry Tasmania として設立され、2017 年

に規模縮小・改名

関連法規 内容 
森林実施法 
Forest Practices Act 1985161 

 持続的森林管理のための森林実施機関（FPA）、森林実
施規定（Forest Practices Code）と森林実施システム
（Forest Practice System）を規定

 私有地において、所有者が長期的な林業を行えるよう
にするための私有木材保護区の設立に関する規定

森林管理法 
Forest Management Act 2013162 

 公有地を林産物の供給に必要な恒久木材生産地域
（Permanent Timber Production Zone: PTRZ）とする
宣言とその管理の規定

 林業法（Forestry Act 1920）から置換された
林業（森林産業再生）法 
Forestry (Rebuilding the Forest 
Industry) Act 2014163 

 将来潜在的生産林（Future Potential Production Forest）
およびその恒久木材生産地域（PTPZ）への転換を規定

 特別な樹種について、その管理計画を義務付ける伐採
規定

 2013 年タスマニア森林合意法（Tasmanian Forests
Agreement Act）から置換された

森林実施規定  公有・私有の天然林・プランテーション林が対象

161 https://www.legislation.tas.gov.au/view/html/inforce/1997-03-01/act-1985-048 
162 https://www.legislation.tas.gov.au/view/html/inforce/current/act-2013-049 
163 https://www.legislation.tas.gov.au/view/html/inforce/2014-10-22/act-2014-012 
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Forest Practices Code 2020164  1985 年森林実施法で規定。1987 年に策定され、1993,
2000, 2015, 2020 年に改訂

私有林法 
Private Forests Act 1994165 

 タスマニア私有林局を規定

土地利用計画承認法 
Land Use Planning and Approvals 
Act 1993166 

 地方自治体に土地利用計画の作成を要求
 林業用地としてゾーニングされていない場所以外の伐

採に関しては地方自治体からの許可を要求

タスマニアにおいては公有地、私有地を問わず、林業施業の実施には森林実施計画（Forest
Practices Plan: FPP）を策定し、森林実施機関（Forest Practices Authority: FPA）からの認証を
得ることが要求される。森林実施機関（FPA）はまた、1985 年森林実施法（Forest Practices 
Act）と 2015 年森林実施規定（Forest Practices Code）の遵守状況に関する調査を毎年行ってお
り、2015-2016 年度には 32 件の正式な調査が実施され 167、1371 件の遵守報告書に対して認証が
出された（ただし遵守が完全であったと認められたのは 1240 件）168が、この認証が森林伐採に
関する法規を遵守していることを示すことになる。 

タスマニア州政府は恒久天然林地政策（Permanent Native Forest Estate Policy169）を元に天然
林の管理を行っており、2013 年森林管理法（Forest Management Act）に基づき、公有地の一部
に林産物の供給が可能な恒久木材生産地域（Permanent Timber Production Zone: PTPZ）が設定
され、タスマニア森林公社（Sustainable Timber Tasmania）によって管理されている。 

タスマニア州ではかつて伐採会社と保護活動家との紛争が続き「Forest Wars」と呼ばれてい
たが、2012 年にタスマニア森林合意（Tasmanian Forest Agreement または“forest peace deal”
170）が締結、2013 年にタスマニア森林合意法（Tasmanian Forests Agreement Act）が可決さ
れ、恒久木材生産地域（PTRZ）以外の公有天然林の内、約 400 千 ha は将来の保護区（Future
Reserve Land: FRL）とされた。しかし 2014 年林業（森林産業再生）法（Forestry (Rebuilding
the Forest Industry) Act）により、2013 年タスマニア森林合意法は廃止され、当該地域は将来潜
在的生産林（Future Potential Production Forest: FPPF）と変更、2020 年以降に議会の承認があ
れば恒久木材生産地域（PTPZ）に転換できることが定められた。

また恒久木材生産地域（PTRZ）の一部はプランテーションで、Sustainable Timber Tasmania
社によって管理されていたが、現在は民間の Reliance Forest Fibre 社に売却されている。 

＜恒久木材生産地域（Permanent Timber Production Zone: PTPZ ）の公有地＞ 
恒久木材生産地域（PTPZ）800 千 ha の管理はタスマニア森林公社（Sustainable Timber 

Tasmania）によって行われている。Sustainable Timber Tasmania 社は Responsible Wood 認証

164 https://www.fpa.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/132455/Forest_Practices_Code_2020_for_printing_10591_KB.PDF 
165 https://www.legislation.tas.gov.au/view/html/inforce/current/act-1994-028 
166 https://www.legislation.tas.gov.au/view/html/inforce/current/act-1993-070 
167 ABARES. 前掲 
168 ABARES. 前掲 
169 https://www.stategrowth.tas.gov.au/energy_and_resources/forestry/native-forest 
170 https://www.parliament.tas.gov.au/ctee/Council/TermsofReference/Tasmanian%20Forest%20Agreement%202012.pdf 
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を取得し、FSC 森林認証も取得しようとしているが、現在までのところ取得に至っていない
171。 

恒久木材生産地域（PTPZ）での伐採については、1985 年森林実施法（Forest Practices Act）
に基づき、森林実施計画（Forest Practices Plan: FPP）を策定して、森林実施機関（FPA）の認
証を受け、また森林実施計画のフェーズごとの実施状況を森林実施機関（FPA）の森林実施官
（Forest practice officer）に報告することが必要である。 

＜恒久木材生産地域以外の公有地＞ 
恒久木材生産地域以外の公有地で伐採を行う事業者は、森林実施機関（FPA）からの森林実施

計画（Forest Practices Plan: FPP）の認証に加え、1993 年土地利用計画承認法（Land Use 
Planning and Approvals Act）に基づき、地方自治体からの開発許可が必要である。 

＜私有木材保護区（Private Timber Reserve: PTR）内の私有地＞ 
 私有林木材保護区（PTR）を設定したい土地所有者は、森林実施計画（FPP）を作成し、森林
実施機関（FPA）に申請し、タスマニア私有林局（Private Forests Tasmania: RFT）の評価に基
づき、認証を受ける。 

＜私有木材保護区（PTR）外の私有林＞ 
伐採のためには、森林実施機関（FPA）からの森林実施計画（FPP）の認証を受けるともに、

1993 年土地利用計画承認法に基づき、関連する地方自治体からの開発許可も必要である。 
100 トン以下または 1 ha 以下の伐採の場合、認証された森林施業計画（FPP）は必要ないが、

地方自治体の開発許可は必要な場合がある。 

171 https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/23/native-forests-why-a-court-ruling-is-another-blow-to-logging-in-

victoria-and-tasmania 

https://www.wilderness.org.au/news-events/stts-2nd-fsc-fail-sends-market-signal-tasmanian-logging-still-equals-native-forest-

wildlife-destruction 
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７-５-２ 林産物加工に係る法令等 
 

主要な所管官庁および機関 役割 
農業水環境省 
Department of Agriculture, Water 
and the Environment 

 2012 年違法伐採禁止法を所管 

 
関連法規 内容 
違法伐採禁止法 
Illegal Logging Prohibition Act 
2012172 

 国内で生育した樹木の丸太を加工する事業者に対し、
その丸太が違法に伐採されたものではないことを確認
することを要求 

 
木材加工工場への木材の納入に対しては全て納品書（delivery docket）が出される。納品書に

は、サプライヤー、認証、原産地などの情報が記載され、加工事業者はその情報を合法性の根拠
として保持している。また私有天然林からの木材についてはこれに加え伐採許可あるいは類似の
書類の写しも保管される 173。 
 2012 年違法伐採禁止法（Illegal Logging Prohibition）に基づき、国内で生育した樹木の丸太
を加工する事業者は、その丸太が違法に伐採されたものではでないことを確認するデューデリジ
ェンスシステムと呼ばれるリスク管理システムを持ち、実施しなければならない。丸太の加工と
は、木材を木質チップ、製材品、パルプ、その他の木材製品に変えることを指す。一方で収穫現
場での枝払いや玉切りなどは含まない。農業水環境省は、国産材丸太の加工事業者がデューデリ
ジェンス（＝違法伐採リスク評価）を実施するためのガイダンス（Establishing an illegal logging 
due diligence system –guidance for processors174）、北部準州と首都特別地域以外の 6 州の州別ガ
イドライン 175、州別ガイドラインを使用するためのガイダンス 176などを提供している。また事業
者に対するデューデリジェンスの実施状況監査も行っている。これらの詳細については 7-6 節で
詳述する。 
 
 
７-５-３ 製品の輸送に係る法令等 

2012 年違法伐採禁止法（Illegal Logging Prohibition）は国内で取引される加工された木材製
品は対象とせず、伐採時の合法性を確認することと関連するその他の法令や規制も存在しない。
木材製品の取引には一般の商法が適用される。 

                                                      
172 https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00027 
173 Responsible Wood に対するヒアリング（2021 年） 
174 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/documents/illegal-logging-due-diligence-processors.pdf 
175 https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/processors/resources#state-specific-guidelines 
176 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/illegal-logging/processors-ssg-

assessment.pdf 
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７-５-４ 輸出入に係る法令等
７-５-４-１ 輸入

主要な所管官庁および機関 役割 
農業水環境省 
Department of Agriculture, Water 
and the Environment 

 2012 年違法伐採禁止法を所管

関連法規 内容 
違法伐採禁止法 
Illegal Logging Prohibition Act 
2012177 

 木材・木材製品の輸入事業者に対し、違法に伐採され
た木材を含む製品を輸入していないことを確認するこ
とを要求

バイオセキュリティ法 
Biosecurity Act 2015178 

 植物の輸入の際に、検疫を受けていることを要求

 2012 年違法伐採禁止法（Illegal Logging Prohibition）に基づき、木材・木材製品の輸入事業
者は違法に伐採された木材を含む製品を輸入していないことを、デューデリジェンスシステムを
通じて確認しなければならない。農業水環境省は輸入事業者に対するデューデリジェンスの実施
状況監査も行っている。これらの詳細については 7-6 節で詳述する。なお通関事業者（Customs 
broker）はその対象ではないが、輸入事業者から農業水環境省からの違法伐採に関する質問
（Community Protection Question: CPQ）に答えるように依頼されることもある 179。 

また 2015 年バイオセキュリティ法（Biosecurity Act）に基づき、木材・木材製品の輸入に際
しては検疫を受けていることが要求される。その詳細な条件や証明の要件は農業水環境省のバイ
オセキュリティ輸入条件システム（Biosecurity Import Conditions system: BICON180）で確認で
きる。

７-５-４-２ 輸出

主要な所管官庁および機関 役割 
農業水環境省 
Department of Agriculture, Water 
and the Environment 

 輸出許可を発行

177 https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00027 
178 https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00127 
179 https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/customs-brokers 
180 https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0 
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関連法規 内容 
輸出制限法 
Export Control Act 1982 

 2 トン以上の木質チップ、丸太、断面積 225 cm2 以上
の製材品は規定商品（prescribed goods）として輸出
許可の取得を要求

 木材製品は規定対象外→輸出許可を必要としない
輸出制限（未加工木材）規則 
Export Control (Unprocessed 
Wood) Regulations1986181 

 1982 年連邦輸出制限法の下に規定
 各州のプランテーション林業実施規定を参照

輸出制限（広葉樹木質チップ）
規則 
Export Control (Hardwood 
Wood Chips) Regulations 1996182 

 1982 年連邦輸出制限法の下に規定

輸出制限（地域森林管理合意）
規則 
Export Control (Regional Forest 
Agreements) Regulations 1997183 

 地域森林合意締結エリアからの未加工材および広葉樹
木質チップには輸出制限（未加工木材）規則、輸出制
限（広葉樹木質チップ）規則は適用されず、輸出許可
を必要としない

輸出制限法 
Export Control Act 2020184 

 1982 年輸出制限法（Export Control Act）から置換。
2021 年 3 月 28 日から施行される。

輸出制限（木材および木質チッ
プ）規則 
Export Control (Wood and 
Woodchips) Rules 2020 
現在はドラフト 185が公開されて
いるのみ 

 1986 年輸出制限（未加工木材）規則（Export Control
(Unprocessed Wood) Regulations）、1996 年輸出制限
（広葉樹木質チップ）規則（Export Control
(Hardwood Wood Chips) Regulations）、1997 年輸出
制限（地域森林管理合意）規則（Export Control
(Regional Forest Agreements) Regulations）から置
換。2021 年 3 月 28 日から施行される。

 木材および木質チップの輸出事業者は木材輸出ライセ
ンス（Wood export licence）を取得することが義務

181 https://www.legislation.gov.au/Series/F1996B01073 
182 https://www.legislation.gov.au/Series/F1996B01313 
183 https://www.legislation.gov.au/Details/F1997B02604 
184 https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00192 
185 https://ehq-production-australia.s3.ap-southeast-

2.amazonaws.com/69add594f66fe7bd246322586f950391b5d6df61/original/1606972100/Exposure_Draft_-

_Wood_and_Woodchips_Rules_2020.pdf_8f230869aa9cb1b54ce7df2a8fcf10d2?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-

Amz-Credential=AKIAIBJCUKKD4ZO4WUUA%2F20210318%2Fap-southeast-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-

Date=20210318T144831Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=b417747c5e48a451345665b7b8747631a004d2dce3dcf3323e518d8e1ffe8cfb
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 ただし実施規定が承認された州からのプランテーショ
ンからの木材、地域森林管理合意締結地域からの木材
については対象外

1982 年輸出制限法（Export Control Act）において、2 トン以上の木質チップ、丸太、断面積
225 cm2以上の製材品は規定商品（prescribed goods）のリストに含まれており、輸出には輸出許
可（export permit）の取得を必要とする。輸出許可を取得するためには、申請書 186、各州からの
木材の収穫や販売の許可証、販売に関連する文章（領収証や税金のインボイス等）を提出する。
また農業水資源省は輸出後に輸出事業者に対して実際に輸出された量に関する文章を要求する場
合がある。 

しかしプランテーションからの木材はすべて輸出許可の取得が免除されている。1986 年輸出
制限（未加工木材）規則（Export Control (Unprocessed Wood) Regulations）により、農業水環
境省が州のプランテーション林業実施規定（Code of Practice）が環境や遺産価値を保護するも
のであると認めた州からのプランテーション材輸出に関しては 1982 年連邦輸出制限法の例外と
なることが規定され、連邦科学工業研究機構（Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation: CSIRO）が既に各州、準州のプランテーション林業実施規定を木材生産プランテ
ーションに関する森林実施の国家原則（Forest Practices Related to Wood Production in 
Plantations: national principles）に対照させて評価し、承認をしているためである 187。 

また前述のようにオーストラリア連邦政府と 4 州政府（オーストラリア州、ニューサウスウェ
ールズ州、ビクトリア州、タスマニア州）は 10 地域において地域森林管理合意（Regional 
Forest Agreement）を締結しているが、1997 年輸出制限（地域森林管理合意）規則（Export 
Control (Regional Forest Agreements) Regulations）に基づき、地域森林合意締結エリアからの
木材および木質チップの輸出も輸出許可の取得が免除されている。 

その他の木材製品の輸出には輸出許可は必要ない。 
 都市の選定木などサルベージ作業から得た木材の輸出に関しては、木材をどのように入手した
かを示す法的な宣言（statutory declaration）188と農業水環境省への申請が必要である。 

2020 年に制定された新しい輸出制限法（Export Control Act）によれば、同法は 2021 年 3 月
28 日より 1982 年輸出制限法に代わって施行される。またその実施のため 2020 年輸出制限（木
材および木質チップ）規則（Export Control (Wood and Woodchips) Rules）が施行され、1986
年輸出制限（未加工木材）規則（Export Control (Unprocessed Wood) Regulations）、1996 年輸
出制限（広葉樹木質チップ）規則（Export Control (Hardwood Wood Chips) Regulations）、1997
年輸出制限（地域森林管理合意）規則（Export Control (Regional Forest Agreements) 
Regulations）が置換されることになっている。2020 年輸出制限（木材および木質チップ）規則
はドラフトが公開されているのみだが、木材および木質チップの輸出事業者は木材輸出ライセン
ス（Wood export licence）を取得することが義務付けられている。実施規定が承認された州から
のプランテーションからの木材、地域森林管理合意（Regional Forest Agreement）締結地域から
の木材については木材輸出ライセンスの取得は必要とされない。

186 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/domestic-forestry/wood-export-licence-

applications/hardwood-application.pdf 
187 https://www.agriculture.gov.au/forestry/australias-forests/plantation-farm-forestry/principles 
188 https://www.ag.gov.au/legal-system/statutory-declarations 
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 輸入国が植物検疫の証明書を必要とする場合、農業水環境省の輸出文章システム（Export 
Documentation System: EXDOC）に登録し、検疫証明書（phytosanitary certificate）の発行を受
けることができる。そのためのガイドも提供されている 189。 

＜サンダルウッド（白檀）の輸出＞ 
 プランテーションで栽培されたサンダルウッドの輸出には許可が必要ないが、天然木の場合は
連邦の農業水資源省（DAWR）からの許可が必要である。それを取得するためには以下の書類
を必要とする。 

 西オーストラリア州からのサンダルウッドの輸出
州の生物多様性保全観光資源局からの森林産物（サンダルウッド）許可（Forest Produce

(Sandalwood) Licence）、商品生産者許可（Commercial Producer’s/ Nurseryman’s Licenc：私有
地の場合）または商業目的許可（Commercial Purposes Licence：公有地の場合）190、サンダルウ
ッド輸送許可（Sandalwood Transport Authority Notice: STAN）。また販売に関する書類（領収
書、請求書等） 

 クイーンズランド州からのサンダルウッドの輸出
州の環境遺産保護省からの保護植物収穫ライセンス（protected plant harvesting licence）およ

び販売に関する書類（領収書、請求書等） 

＜CITES＞ 
サンダルウッドを含め、オーストリアの林業樹種において、CITES リスト掲載種は存在しな

い 191。 

189 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/biosecurity/export/plants-plant-products/plant-

exports-manual/completion-phytosanitary-certificate-user-guide.pdf 
190 NEPCon 前掲 
191 NEPCon 前掲 
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７-６ 木材・木材製品の合法性の確保に関する法令等とその実施状況 
７-６-１ 違法伐採対策に係る法令等及びその運用状況 
７-６-１-１ 違法伐採禁止法の概要 
７-６-１-１-１ 概要 

オーストラリアの違法伐採対策は、2012 年 11 月 28 日に制定、2014 年 11 月 30 日に施行され
た「2012 年違法伐採禁止法 (Illegal Logging Prohibition Act 2012)」と、運営上の規則を定める
「2012 年違法伐採禁止規則 (Illegal Logging Prohibition Regulation 2012)」（2014 年 11 月 30 日
に発効）によって定められている。この法の目的は、「オーストラリアにおける違法伐採された
木材製品の輸入・販売を制限することで、違法伐採が環境、社会、経済に与える有害な影響を軽
減する」ことである 192。この法律は、以下の 2 つを定めている： 

①違法に伐採された木材や規制木材製品 193を故意に、無謀に、または意図的にオーストラリ
アに輸入したり、違法に伐採された国内産の原木を加工したりすることを犯罪行為とする 

②規制木材製品 194をオーストラリアに輸入したり、国産の原木を加工したりする前に、構造
化されたリスク評価と低減プロセスを行うこと（デューデリジェンスの実施） 

違法伐採禁止法は法的枠組みを確立しているが、デューデリジェンスの要件を含むいくつかの
運営上の要素は違法伐採禁止規則に盛り込まれることになり、2012 年の違法伐採禁止法成立以
降、国内外の産業界、海外政府、社会・環境団体の代表者を含む主要なステークホルダーとの協
議を経て策定され、2014 年 11 月 30 日に違法伐採禁止法の施行と同時に発効した 195。2012 年の
違法伐採禁止法の制定から 2014 年の施行までの期間は、違法に伐採された木材、木材製品を輸
入、加工することは犯罪であり起訴されるが（上記①）、デューデリジェンスに関しては、その
細則が定まっていなかったことから（違法伐採禁止規則はこの間に作成された）、デューデリジ
ェンスの実施の義務は免除されていた 196。 

違法伐採禁止法と違法伐採禁止規則の概要を表 7.5、7.6 に示す。両法律文書の仮訳は 7-7-2-1
章、7-7-2-2 章にそれぞれ収録した。 
 
表 ７.5 違法伐採禁止法の概要 

  概要 
第 1 部 序  法の概要・定義等が示されている 

                                                      
192 Australian Government (2012) Illegal Logging Prohibition Bill 2012: revised explanatory memorandum. 

(https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/ems/r4740_ems_febfb15f-da56-4977-8981-

458ed66592bd/upload_pdf/371953revem.pdf;fileType=application%2Fpdf) 
193 違法に伐採された木材・木材製品の輸入と加工の禁止はすべての製品に適用されるが、デューデリジェンス実施義務は「規

制木材製品」に該当する製品に対して適用される。規制木材製品については、7-6-1-1-4 参照。 
194 前掲及び 7-6-1-1-4 章、7-7-2-2 章別表 1 規制木材製品を参照。 
195 Australian Government (2018) Statutory Review of the Illegal Logging Prohibition Act 2012. Department of Agriculture and 

Water Resources, Canberra. (https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/illegal-

logging-statutory-review-report.pdf) 
196 Australian Government (2018) 前掲 
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第 2 部 輸入 第 1 章 違法に伐採さ
れた木材の輸入 

違法に伐採された木材、木材製品を輸入することは
犯罪であることと、それに対する罰則を示してい
る。 

第 2 章 輸入者のデュ
ーデリジェンス 

規制木材製品を輸入する際にデューデリジェンス要
件を遵守しないことは犯罪であることと、それに対
する罰則を示し、デューデリジェンス要件の遵守を
求めている。 

第 3 部 加工 第 1 章 違法に伐採さ
れた原木の加工 

違法に伐採された原木（輸入原木を除く）を加工す
ることは犯罪であることと、それに対する罰則を示
している。 

第 2 章 加工者のデュ
ーデリジェンス 

違法に伐採された国産原木を加工する際にデューデ
リジェンス要件を遵守しないことは犯罪であること
と、それに対する罰則を示し、デューデリジェンス
要件の遵守を求めている。

第 4 部 監
督、捜査及び
執行 

第 1 章 捜査官 
第 2 章 監督 
第 3 章 捜査 
第 4 章 民事罰 
第 5 章 法律違反通知 

監督、捜査に関する規定が示されている。 

第 5 部 雑則 本法運用最初の 5 年間について見直しを義務付けて
いる 

表 ７.6 違法伐採禁止規則の概要 
概要 

第 1 部 序 規則の名称と定義 
第 2 部 輸入 第 1 章 違法に伐採さ

れた木材の輸入 
木材輸入における規制木材製品、除外品が示されて
いる。 

第 2 章 規制木材製品
の輸入にあたってのデ
ューデリジェンス要件 

要求されるデューデリジェンスの詳細が示されてい
る。 

第 3 部 加工 第 1 章 原木加工にあ
たってのデューデリジ
ェンス要件 

違法に伐採された原木（輸入原木を除く）を加工す
ることは犯罪であることと、それに対する罰則を示
している。 

第 5 部 197 適
用と経過規定 

規則改正の適用等 

別表 1 規制木材製品のリスト（HS コード） 
別表 2 木材適法性枠組み、国別ガイドライン、州別ガイド

ライン

197 原文にも第 4 部はない。 
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特筆すべきなのは、政府（管轄官庁である農業水環境省）の違法伐採禁止法関連のウェブサイ
ト 198の充実ぶりである。この政府ウェブサイトでは、利用者（規制対象者）に対してかなり親切
な説明が提供されている。例えば、規制対象の免除に関する解説として、事例を一般にもわかり
やすい平易な表現で、次のように掲載している 199。 

セレナさんは、オーストラリアに商業品の混載貨物を輸入している。委託貨物の総額は 3 万豪ド
ルで、これには 900 豪ドル相当の紙製品が含まれているが、他の規制木材製品は含まれていな
い。規制木材製品の価値は 1000 豪ドルを超えていないため、免除の範囲内であることから、セ
レナさんはデューデリジェンスを行う必要はない 200。 

オーストラリア政府担当者へのインタビューによれば、このウェブサイトの主な目的は、規制
木材の輸入者や国内の加工事業者に、違法伐採禁止法の下での義務と、自主的なコンプライアン
スを確保するために考慮すべきことについて教育することであり、このウェブサイトの製作にか
なりの時間を費やした。ウェブサイトを常に最新の状態に保ち、新しい資料やアドバイスが開発
された際には継続的に追加していくことを目指している。

本章では、この政府ウェブサイトを主に参考に、違法伐採禁止法について解説する。以降、こ
の政府ウェブサイトを情報源とした場合は、「政府ウェブサイト」と記すこととした。 

７-６-１-１-２ 違法伐採の定義
違法伐採禁止法では、「違法に伐採するとは、収穫場所（オーストラリア国内であるか否かを

問わず）において効力を有する法律に違反して木材を収穫することをいう」と定義されており、
伐採時の合法性に焦点が置かれている。一方、EU 木材規則では、伐採権、伐採権の支払い、木
材伐採の慣行、第三者の保有権、貿易・関税義務を含む伐採国の適用法の合法性、米国レイシー
法ではさらに広く、植物の輸入、輸出、輸送、販売、受領、取得、または購入に関する外国法の
合法性を対象としている。オーストラリア政府へのインタビューによれば、違法伐採の定義を議
論する段階において、事業者がデューデリジェンスを行う上で現実的に実行が可能かどうかを優
先させ、事業者が情報を入手しやすい伐採の合法性に焦点を絞ることにしたとのことである。政
府ウェブサイトによれば、違法伐採行為の例は、保護種の伐採、保護区での伐採、偽造や違法な
許可証による伐採、違法とされる方法による伐採などである。 

７-６-１-１-３ 法が定める責務と罰則
違法伐採禁止法が主に定めるのは、木材・木材製品輸入者と国産原木の加工事業者それぞれに

対し、「違法伐採木材の輸入（輸入者に対して）と加工（国産原木加工事業者に対して）の禁
止」と「規制木材製品 201の輸入（輸入者に対して）と加工（国産原木加工事業者に対して）に際
しデューデリジェンス要件を遵守すること」の 2 点である。 

(1) 輸入

198 https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging 
199 https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/importers/regulated-timber-products 
200 https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/importers/regulated-timber-products 
201 7-6-1-1-4 章、7-7-2-2 章別表 1 規制木材製品を参照。
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違法に伐採された木材と、違法に伐採された木材を輸入することは犯罪であり、罰則として 5
年間の拘禁もしくは 500 罰金単位（約 880 万円）202、またはその両方が科せられる（違法伐採禁
止法第 8 条、第 9 条）。これに違反し、裁判所が有罪判決を下した場合、没収される（違法伐採
禁止法第 10 条）。また、規制木材製品を輸入する際に、デューデリジェンス要件を遵守しない場
合は、300 罰金単位（約 530 万円）の罰金、デューデリジェンス要件を遵守したことを申告しな
かった場合、100 罰金単位（約 180 万円）の罰金が科せられる（違法伐採禁止法第 12 条、第 13
条）。デューデリジェンス要件は違法伐採禁止規則に定められる（違法伐採禁止法第 14 条）。 
 
(2) 国産原木加工 

国内で違法に伐採された原木（法律原文では、オーストラリア国内へ輸入された原木を下記の
条文の対象外としている）を加工することは犯罪であり、罰則として 5 年間の拘禁もしくは 500
罰金単位（約 880 万円）、またはその両方が科せられる（違法伐採禁止法第 15 条）。これに違反
し、裁判所が有罪判決を下した場合、没収される（違法伐採禁止法第 16 条）。また、国産原木を
加工する際に、デューデリジェンス要件を遵守しない場合は、300 罰金単位（約 530 万円）の罰
金が科せられる（違法伐採禁止法第 17 条）。デューデリジェンス要件は違法伐採禁止規則に定め
られる（違法伐採禁止法第 18 条）。 

違法伐採禁止法では、国内での違法な伐採を禁止するのではなく、違法に伐採された国産材原
木を加工することを禁止しているのが特徴である。オーストラリア政府へのインタビューによれ
ば、違法な伐採の禁止は、生産者に対して各州で定められた森林関連の法律で定められているた
め、違法伐採禁止法で同じ義務を重複して生産者に課すことをすることを避けるため、国産原木
加工事業者を対象にしているとのことであった。また、国産原木を加工せずに輸出する場合は、
違法伐採禁止法の対象外とのことであった。 
 
７-６-１-１-４ 輸入規制対象となる木材・木材製品 

違法伐採禁止法では、輸入に関して規制の対象となる「規制木材製品(regulated timber 
products)」は、違法伐採禁止規則に定めるとしている（違法伐採禁止法第 9 条 3 項）。規制木材
製品は、違法伐採禁止規則別表 1 に関税 HS コードによって定義されており、木材・木製品（44
類）、パルプ（7 類）、紙（48 類）、家具（94 類）が含まれている 203。一方で、楽器、スポーツ用
品、印刷物など、木材や木質繊維で作られた特定の輸入品、その他の製品の輸送に使用される包
装材は対象外で、竹、籐も木材製品とはみなされない（前掲書 4）。これに加えて違法伐採禁止規
則第 6 条に、デューデリジェンス要件遵守（違法伐採禁止法第 12 条）の対象から除外される規
制木材製品が示されている。 
 規制木材製品であっても全面的にリサイクル材料から製造されたもの 
 一部がリサイクル材料から製造されたものの場合、リサイクル材料から製造された部分 
 委託販売品として輸入された規制木材製品で、合計価格が 1000 豪ドル（約 8 万円）を超え

ない場合 
 

また、規制木材製品におけるリサイクル材料とは、以下の条件を満たすものであると定義され
ている（違法伐採禁止法第 6 条）： 

                                                      
202 2020 年 7 月現在、1 罰金単位は 222 豪ドル、約 17,611 円である。 
203 詳細は 7-7-2-2 章別表 1 規制木材製品を参照 
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 材料がかつて別の製品またはその一部であり、かつ、
 その材料が取り出された時点でかつての別製品がもはや当初意図した目的に使用されず、廃

棄物とみなされている
 ただし、材料が製造工程の副産物であるときは、リサイクル材とはいえない（例：パーティ

クルボードまたは優密度ファイバーボード製造に使用された挽き材から出たおがくず又は切
れ端）

日本のクリーンウッド法では、対象とする木材について「一度使用され、又は使用されずに収
集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く」、家具、紙等の物品につ
いては「一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものを除く」としてお
り、違法伐採禁止法と同様にリサイクル材は対象外となっているが、リサイクル材の定義は、
「建築廃材、リサイクル家具、古紙などの一度使用されたもの及びこれらを材料とする木材は、
本法の対象とする木材等には含まれません。また、製材工場で発生した端材やのこくず、林地残
材などで、使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とする木材も、本
法の対象とする木材等には含まれません（合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の
手引 204）。」とされており、オーストラリアの違法伐採禁止法の定義と異なっている。 

７-６-１-１-５ デューデリジェンス要件
違法伐採禁止法が遵守を求めるデューデリジェンス要件の詳細は、違法伐採禁止規則に定めら

れている。オーストラリア政府は違法伐採禁止規則に記載されているデューデリジェンス要件を
事業者にわかりやすい表現で政府ウェブサイトに掲載している。ここでは主に政府ウェブサイト
の表現を使用して説明するが、法的文書の要求事項は 7-5-4-2 章の違法伐採禁止規則の仮訳を参
照されたい。また、オーストラリア政府担当者へのインタビュー調査で得られた情報も記載した
205。 

1) 木材・木材製品輸入者に求められるデューデリジェンス要件
(1) デューデリジェンスシステム

輸入者は、規制木材製品の輸入に先立って、デューデリジェンスシステムを設けなければなら
ず、以下の条件を満たしていなければならない（違法伐採禁止規則第 9 条）。これに違反した場
合は民事罰として 100 罰金単位（約 180 万円）が科せられる。 
 会社名（該当する場合）、住所、住所、連絡先、E メールアドレスなどの詳細。
 事業として輸入する場合は、ABN（オーストラリア事業番号）/ACN（オーストラリア企業

番号）と主な事業活動の説明。
 デューデリジェンスシステムの担当者の名前と連絡先。
 違法に伐採された木材を輸入するリスクを最小限に抑えるための手順書

政府ウェブサイトは、デューデリジェンスシステムは、規制木材製品を輸入するたびに、どの
ような行動をとるべきかを決定するのに役立てるため、理解しやすく、わかりやすいものでなけ

204 http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/pdf/2-4tebiki.pdf 
205 オーストラリア政府へのインタビュー調査の詳細は 7-6-1-2-2 章 
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ればならない、としている。デューデリジェンスシステムには、デューデリジェンス要件とし
て、次の４ステップが含まれている必要がある。 
ステップ１ 情報収集
ステップ２ リスクの特定と評価
ステップ３ リスク低減
ステップ４ 記録

(2) デューデリジェンス要件：ステップ１ 情報収集
輸入者は、規制木材製品の輸入に先立って、その製品に関する情報を「合理的に可能な限り

(reasonably practical)」収集しなければならない（違法伐採禁止規則第 10 条）。収集する情報は
最低限、下記の通りである。これに違反した場合は民事罰として 100 罰金単位（約 180 万円）
が科せられる。 
 輸入しようとしている製品の種類と商品名。
 輸入する製品の数量（数量、重量または個数）。
 製品が製造された国。
 木材が伐採された国、地域、伐採ユニット
 木材の樹種名（一般名称または学名）
 仕入先の詳細（名前、住所、商号、事業者識別番号など）
 製品購入の際にサプライヤーから提供された書類
 木材が合法的に伐採されたことを証明する資料や書類

これらの情報の多くは、既存の商業文書、契約書、請求書などに記載されているかもしれない
が、より多くの情報、文書、または証拠を得るためにサプライヤーと協力する必要があるかもし
れない。必要な情報をどのように収集するか（電話、電子メール、オンライン調査、サプライヤ
ーに送るアンケートなど）は事業者次第である（政府ウェブサイト）。 

情報収集には「合理的に可能な限り」という条件が付いている。何が合理的か（妥当か）につ
いてのオーストラリア政府の見解は次のとおりである（政府ウェブサイト）： 
必要な情報の入手可能性、情報収集にかかる時間、費用、難易度、必要な情報を収集するために
必要な手順などを考慮する必要があるが、製品に含まれている木材とその木材がどこから来たの
かという基本的な質問に答えられなければ、リスクの特定と評価のステップでその製品が低リス
クであると結論づけるのは困難となるであろう。 

また、インタビューでは、オーストラリア政府担当者は、次のように回答している。「合理的
に可能な限り」とは、輸入者がデューデリジェンスに過度のコストや労力をかけずに現実的に収
集できる情報を意味すると理解している。私たちは、複雑なサプライチェーンの場合には、輸入
者が収集することが困難な情報があると認識しており、このような場合には、必要な情報を探
し、入手できない場合には、全体的なリスク評価の一環として、「情報が入手できないことを考
慮した」という証拠の提示を求める。例えば、木材がどこから来たのか、樹種か何かがわからな
い場合には、リスクが低いという結論を出すのは難しいはずである。さらに、輸入者の一般的な
能力も考慮に入れている。例えば、サプライチェーンに関する情報へのアクセスの能力が異なる
ため、大規模な多国籍企業に対しては、小規模な業者に対するよりも、裏付けとなる情報を収集
するための努力を期待する可能性が高いということであるが、これは、輸入者が置かれた実際の
状況に大きく依存すると考えている。 
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(3) デューデリジェンス要件：ステップ２ リスクの特定・評価
輸入に先立ち、収集した情報から輸入する製品が違法に伐採された木材であるリスクを特定し

評価するために、違法伐採禁止規則は①木材合法性枠組の使用、②国別ガイドラインの使用、③
規定されたリスク要素の使用、の 3 つの方法を提供しており（違法伐採禁止規則第 11 条、第 12
条、第 13 条）、そのうち１つを選択する。どの方法を使用するかは状況次第だが、①と②は製品
が特定の要件を満たしている場合にのみ使用でき、③はすべての状況で使用することができる
（政府ウェブサイト）。これに違反した場合は民事罰として 100 罰金単位（約 180 万円）が科せ
られる。 

①木材合法性枠組を使用したリスクの特定・評価
木材合法性枠組とは、森林管理協議会（FSC）が管理する FSC 森林管理認証基準と FSC 生

産・流通・加工過程基準、森林認証制度承認プログラム(PEFC)が管理する PEFC 持続可能な森
林管理認証基準と PEFC 生産・流通・加工過程基準である（違法伐採禁止規則別表 2）。輸入す
る製品が FSC か PEFC 認証を受けている場合、この方法を使用することができる（違法伐採禁
止規則第 11 条）。この方法を利用する場合は、以下の 2 つを行う必要がある（政府ウェブサイ
ト）。 
 サプライヤーと輸入する製品が認証を受けていることを確認する
 収集した情報を考慮して、その製品が違法な出所から輸入されたものであることを示唆する

ものがないかどうかを判断する
認証を受けた木材であることを確認でき、製品に違法木材が含まれていることを示唆する他の

情報がなければ、「リスクは低い」と評価して輸入を進めることができる。よくある間違いは、
サプライヤーやサプライチェーンのうちの誰かが認証を受けていれば、その製品が認証を受けて
いるとみなすことである。認証を受けた事業者でも、認証されていない製品を扱うことは可能で
あり、さらに製品が認証されていると偽っている可能性もあることに留意する必要がある（政府
ウェブサイト）。

FSC/PEFC 認証を受けている製品かを確認する方法が政府ウェブサイトでテンプレートとし
て提供されている 206（表 7.7）。 

表 ７.7 FSC/PEFC認証製品の確認方法 
ステップ１：サプライヤーの
証明書番号が正当なもので
あることを確認する

アクション 
認証を受けたサプライヤーには、独自の FSC または PEFC 認証
コードまたは、証明書に記載された番号がある。
番号は一般的にこの構造に従っている：TT-COC-1234、BMT-
PEFC-2334、SGS-COC-12244。
このコードまたは番号は、各スキームのウェブサイトで検索する
ことで確認することができる。

206 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/illegal-logging/importers-fsc-pefc-

assessment.pdf 
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Forest Stewardship Council (FSC)207 
PEFC International208 

共通の問題点と解決策 
番号またはコードが間違って入力されている場合（オンラインで
見つけられない場合）は、サプライヤーに連絡する。オンライン
証明書へのリンクを電子メールで送ってもらう、または、スキー
ムに連絡して、サプライヤーが提供する証明書コードについて問
い合わせる。 

ステップ２：サプライヤーが
証明書の所有者であること
を確認する 

アクション 
オンラインで証明書の詳細を見つけたら、サプライヤーから提供
された詳細と照合する 

共通の問題点と解決策 
サプライヤーから提供された詳細内容と一致しない場合は、証明
書の真正性を確認する必要がある。 
サプライヤーが製品は FSC または PEFC 認証を受けていると主
張しているが、証明書にサプライヤーの名前が記載されていない
場合は、CoC (chain of custody)が途切れている可能性がある。サ
プライヤーまたはスキームから詳細な情報を入手する必要があ
る。 
CoC が途切れている場合は、別のリスク評価オプション（②国別
ガイドラインを使用したリスクの特定・評価または③規定された
リスク要素を使用したリスクの特定・評価）を使用しなければな
らない。 

ステップ３：証明書の有効期
限を確認する 

アクション 
サプライヤーの証明書の有効期限は、FSC または PEFC のウェブ
サイトに記載されている必要がある。証明書が供給期間内に有効
であることを確認する。 

共通の問題点と解決策 
証明書の有効期限が切れている場合、または現在一時停止中の場
合は、その理由を尋ねるべきである。この点については、サプラ
イヤーに相談するか、スキームに直接相談する必要があるかもし
れない。 

ステップ４：供給される製品
が証明書記録にリストされ

アクション 
認証を受けたサプライヤーは、認証製品と非認証製品の両方を供

                                                      
207 https://info.fsc.org/ 
208 https://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates 
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ているか確認する 給することができるため、供給される製品が、サプライヤーの
FSC または PEFC 証明書に記載されているものと同じであるこ
とを確認する必要がある。 

共通の問題点と解決策 
購入しようとしている製品がサプライヤーの認証の対象外であ
る場合、記録に誤りがあるかどうかをサプライヤーに確認する必
要がある。その場合は、認証機関に書面による確認を求めること
も必要である。 

ステップ５：供給される製品
が注文通りであることを確
認する 

アクション 
上記ステップを完了しても、サプライヤーが認証された製品でな
いものを提供する可能性がある。  

共通の問題点と解決策 
請求書や納品書を確認し、認証番号が記載されていることを確認
する。製品の説明には、製品が FSC または PEFC 認証を受けた
ものであることが記載されている必要がある。 
製品の説明には、以下のような記載が含まれている場合がある。 
FSC 100%, FSC Mix X%, FSC Mix Credit, FSC Controlled Wood 
X% PEFC 認証、PEFC 管理された供給源 

 
オーストラリア政府のインタビューで得た情報は次の通りである。現状では、木材合法性枠組

はリスク評価のためのツールとして使用され、輸入者や加工事業者は他の情報も照会し評価する
必要がある。例えば、違法な木材を扱っている認証された業者に関する NGO の報告があれば、
輸入者／加工事業者はリスク評価の一環としてそれを考慮することが求められる。認証スキーム
を通じて木材の一貫した管理体制を証明できる FSC や PEFC を利用することで、輸入者は合法
的に木材が調達されたことをさらに確実にすることができる。一般的に、紙などの非常に複雑な
サプライチェーンを持つ製品を扱う輸入者にとっては、認証スキームを利用することで比較的簡
単にリスク評価ができることが明らかになっている。さらに、サプライチェーン情報を提供する
ようサプライヤーに強制する力がないかもしれない小規模事業者にとって特に重要になると考え
ている。このような認識から、木材合法性枠組のみなし遵守（認証材であれな合法材とみなす）
の導入を検討したが、2018 年 1 月にオーストラリア議会でこの措置は認められず実現しなかっ
た。 
 
②国別ガイドラインを使用したリスクの特定・評価 

国別ガイドライン(Country Specific Guideline, CSG)は、オーストラリア政府が主要な貿易相
手国と交渉した文書で、その国の木材伐採を規制する法的枠組と合法性を証明する書類、木材の
輸送、加工、輸出承認プロセスに関する情報を提供する（政府ウェブサイト）。違法伐採禁止規
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則別表 2 に 8 か国が記載されており、その後も新たに公開され現在 10 か国 209の CSG が政府ウ
ェブサイトに掲載されている。 

輸入する製品が CSG10 か国で伐採された木材であれば、CSG を使ってリスクの特定と評価を
行うことができる（違法伐採禁止規則第 12 条）。その方法は、政府ウェブサイトでテンプレート
として提供されている 210（表 7.8）。 
 
表 ７.8 国別ガイドライン(CSG)を使用したリスク特定、評価方法 
1) CSG が輸入する製
品に適用できるか決
定する 
 

アクション 
製品が CSG の対象かを確認する。 
共通の問題点と解決策 
CSG は下記の規制木材製品に使用することができる： 

製品のすべてが CSG 国で伐採された材である場合 
製品がオーストラリアに直接輸出された場合  

第三国で加工されたり、第三国を経由して輸入されたりした製品に対して
は使用することができない。 
製品に複数の国から調達された木材が含まれている場合も CSG を使用す
ることはできない。 
製品が第三国経由で出荷され、開梱されていない場合は、CSG を使用す
ることができる。 
CSG が製品に適用できないことが判明した場合は、別のリスク評価方法
（①木材合法性枠組を使用したリスクの特定・評価または③規定されたリ
スク要素を使用したリスクの特定・評価）を選択する必要がある。 
質問: 
情報と文書には伐採国が明確に示されているか？ 
製品に含まれる木材は全て CSG 国で伐採されたか？ 
収穫国は輸出国でもあるか？ 

2) CSG と収集した情
報を比較する 

アクション 
サプライヤーから収集した情報や書類を CSG に記載されているものと比
較する。 
CSG が入手していない他の文書を指定している場合は、これらの文書も
入手する努力をするべきである。  
共通の問題点と解決策 
サプライヤーが書類を提供できない場合、CSG が入手可能な書類の種類、
発行機関、書類のコピーの入手方法についてのガイダンスを提供している
場合がある。 

                                                      
209 カナダ、チリ、フィンランド、インドネシア、イタリア、マレーシア、ニュージーランド、パプアニューギニア、ソロモン

諸島、韓国 (2020 年 11 月時点) 
210 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/illegal-logging/importers-csg-

assessment.pdf 
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CSG に記載されているすべての文書を収集する必要はなく、入手が合理
的に可能なものだけでよい 211。しかし、合理的なリスク評価を行うのに十
分な情報が必要である。 
質問: 
CSG が推奨する、伐採の合法性を裏付ける情報を確認または文書を入手
したか？ 
製品について収集した情報は CSG の情報や文書と一致しているか？ 

3) リスク評価 アクション 
収集したすべての情報と書類を使って、輸入しようとしている製品に違法
伐採された木材が含まれている可能性があるかどうかを判断する必要が
ある。 
結論を出す際には、製品が違法に伐採された木材を含んでいるかを示す他
の情報も考慮する必要がある。 
共通の問題点と解決策 
CSG は、現地の汚職や不正行為、その国の林業法の有効性を考慮してい
ない場合がある。これらの要因が製品にどのような影響を与えるかを検討
する必要がある。 
CSG には林業法の最新動向が記載されていない場合がある。 
質問： 
収集した文書は真正なものであり、適切な政府機関等が作成したものであ
るか？ 
矛盾した文書や不足している文書はないか？ 
製品に含まれる木材は CSG の国で伐採禁止や制限の対象になっていない
か？ 
製品の合法性を疑わせるようなメディアの記事、第三者の報告書、政府の
声明はないか？ 
製品の合法性を疑わせるような情報ないか？ 

211 「(2) デューデリジェンス要件：情報収集」の定義を参照。
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4) リスク評価の結論 アクション 
上記のステップを完了すれば、製品に違法に伐採された木材が含まれてい
る可能性があるかを判断できるようになるはずである。 
リスクが低いと判断した場合は、デューデリジェンスを完了したことにな
る。リスクの結論を文書化すれば、規制木材製品を輸入することができる。 
共通の問題点と解決策 
リスクが低いと結論できない場合は、規制木材製品を輸入する前に、リス
クを低減するための措置を取る必要がある。 

 
オーストラリア政府へのインタビューによれば、政府は主要な貿易パートナーと協力して、国

別ガイドライン（CSG）の交渉と開発を続けている。オーストラリアに輸入される木材製品の量
と金額の両方を考慮し、CSG 対象国を決定しており、これにより輸入木材製品の大部分が CSG
を利用できるようになっている。また、オーストラリアを主要な輸出国としている国（ソロモン
諸島など）も対象としている。 
 CSG は、オーストラリアの輸入者が違法伐採規則のデューデリジェンス要件を満たすことが
できるよう支援することを目的に、合法的に伐採された木材が外国の法域でどのようなものなの
かを木材の伐採から輸出までの過程を示すことで明らかにするものであり、輸入者が利用できる
文書の例も含まれている。 

CSG は貿易相手国政府との協力のもとに開発される。通常、相手国政府との間で CSG の役割
について最初に話し合いを行い、その後、草案作成、修正、最終決定というプロセスを経る。最
終的には、書簡を通じて、当局の高官と相手国政府の機関が共同で署名する。これにより、文書
が相手国政府の現在の法律とプロセスを正確に反映していることが保証される。 

CSG の開発における主な課題は、相手国政府から提示される情報と、オーストラリアの輸入
者にとって重要で関連性のある情報との間の適切なバランスを見つけることである。国によって
は、伐採時に文書が発行されても、サプライチェーンを通じてバイヤーに渡されていないことが
ある。そのため、相手国政府と協力して、情報と文書のベストミックスを見つけることになる
が、これが最も困難な作業である。 

CSG の開発をできる限り迅速に進めるよう努めているが、長い時間がかかることが多い。
CSG の完成は、オーストラリアの貿易相手国の利益、優先順位、リソースに依存しており、国
によって異なる。比較的短い期間（8～12 ヶ月）で完成できた国もあれば、それ以上の期間を要
した国もある。CSG を 3～5 年ごとに見直し、正確性を確保しているが、相手国政府の枠組みに
大きな変更があった場合には、より短い期間で更新するために、相手国政府と協力を行ってき
た。現在、10 か国の CSG 公表しているが、これに加えて、中国、ベトナム、フランス、ドイ
ツ、タイとの交渉を行っている。 
 
③規定されたリスク要素を使用したリスクの特定・評価 

リスクの特定評価方法の①か②を選択しなかった場合、または、①、②を使用しても規制対象
製品が「違法に伐採されたリスクが存在しない、またはリスクが低い」ことを特定できなかった
場合は、この方法を使用しなければならない（違法伐採禁止規則第 13 条）。違法伐採禁止規則に
定められた事項をわかりやすく取りまとめたテンプレートが、「規定されたリスク要素」として
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政府ウェブサイトで提供されている 212。「規定されたリスク要素」として、テンプレートには、5
つの質問が記載されており（表 7.9）、それぞれについて、リスクの特定（高・中・低）とそう判
断した理由について記載が求められ、最終的な結論として、輸入する製品の総合的な違法伐採リ
スクの判断（高・中・低）が求められる。 
 
表 ７.9 「規定されたリスク要素」として回答しなければならない 5つの質問 

規定されたリスク要素（質問） 説明 
1. 木材が伐採された地域に違法伐採が多い
か？ 
 

国や地域によっては、林業活動に対するガバ
ナンスや執行に問題があったり、違法伐採の
原因となる汚職に問題があったりする。違法
伐採のリスクを判断する際には、これらの要
因を考慮しなければならない。 
その木材が保護地域から伐採されたものや、
サプライヤーがその木材がどこから来たのか
を教えてくれない場合は、違法伐採のリスク
が高いと考えられる。 

2. 原木の種類はこの地域で違法伐採されるこ
とが多いか？ 

木材の種類によっては、違法伐採される可能
性が高いものもある。この質問に答えるため
には、輸入しようとしている木材の種類と、
どこで伐採されたかを知る必要がある。 
サプライヤーが木材の種類を教えてくれない
場合、またはその木材が供給者の言う地域で
生育していることを確認できない場合、また
はその木材が「絶滅危惧種」または「絶滅危
惧種」としてリストアップされている場合
は、違法伐採のリスクが高いことを示してい
る可能性がある。 

3. 伐採地に武力紛争があるか、あるいは最近
あったか？ 

武力紛争は、当局が森林資源を管理し、合法
的な木材伐採を確保することを困難にする可
能性があるため、木材がどこで伐採されたの
か、また伐採地域で武力紛争があるかどうか
を確認する必要がある。 

4. 製品はどの程度複雑か？ 
 

製品の生産に関わるサプライチェーンの複雑
さを確認し、検討する。サプライチェーンが
長く（複数の関係者が関与している）、複雑な
複合製品（複数の木材や供給元が関与してい
る）は、違法な木材が使用されているという
リスクが高くなる。 

                                                      
212 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/illegal-logging/importers-risk-

assessment.pdf 
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製品を構成する材とその出所を十分に理解し
ていなければ、違法に伐採された木材が製品
に含まれている可能性があるというリスクを
考慮する必要がある。 

5. 木材が違法伐採されたことを示す情報があ
るか？ 

これには以下が含まれる。 
- 偽造された可能性のある文書、矛盾した文
書、欠落した文書 
- 違法伐採木材を扱うことで知られる業者 
- 市場価格に比べ顕著な低価格 
- 適切な税が価格に含まれていない 
- 現金のみの取引や適切な書類が添付されな
い低価格の製品 
- 賄賂を要求される 
- 質問に対して理にかなった回答が受けられ
ない 

 
 
(4)  デューデリジェンス要件：ステップ３ リスク低減 

リスク評価の結論として、製品が低リスクではないという結論に至った場合は、製品を輸入す
る前に特定されたリスクに見合った十分なリスク低減プロセスを実施する必要がある（違法伐採
禁止規則第 13 条）。これに違反した場合は民事罰として 100 罰金単位（約 180 万円）が科せら
れる。政府ウェブサイトは、リスク低減の方法は事業者次第で個々の状況に依存する、そしてど
のような措置をとるにせよリスクを低減するための努力は、特定されたリスクに対して適切なも
のであるとし、リスク低減に必要になる可能性のある措置として下記を挙げている 213。また、措
置を通じて違法伐採された木材が含まれているリスクを低レベルにまで低減できたことを確認し
たら、実施した措置を示すために記録を残す必要がある。 
 サプライヤーからより多くの証拠や情報を求める 
 仕入先に代替品を依頼する 
 サプライヤーを訪問しサプライチェーンの詳細を確認 
 監査の実施 
 場合によっては、リスクの低い製品の調達やサプライヤーの変更を検討する必要がある 
 
(5)  デューデリジェンス要件：ステップ４ 記録 

デューデリジェンスに関連する記録は製品の輸入日から 5 年間保管しなければならない（違法
伐採禁止規則第 16 条）。これに違反した場合は 100 罰金単位（約 180 万円）の罰金が科せられ
る。記録はデジタルでも紙でも可能であり、デューデリジェンスプロセスで行ったすべてのステ
ップ（上述した(1)から(4)）を網羅した記録を保持する必要がある。また、違法伐採禁止規則第
15 条には、長官が輸入者に対し、デューデリジェンスシステムと製品輸入時にデューデリジェ
ンスシステムの諸要件を遵守しているかに関する情報を要請でき、要請日から 28 日以上先の遵

                                                      
213 https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/importers/due-diligence#step-4--risk-mitigation 
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守日までに書面で提出しなければならい。これに違反した場合は民事罰として 100 罰金単位（約
180 万円）が科せられる。 

(6) 税関申告
デューデリジェンスプロセスの一環ではないが、製品輸入時の税関申告において、

Community Protection Question (CPQ：地域保護のための質問)に回答する必要がある。その質
問は「輸入者は 2012 年違法伐採禁止法及び関連規制のデューデリジェンス要件を遵守していま
すか？（製品が免除されているか、木材が含まれていない場合は、はいと答えてください。）」と
いうものである。政府ウェブサイトによれば、これはデューデリジェンスの要件を満たしている
ことを表明するものであり、以下の場合ははいと回答する： 
 デューデリジェンスを行い、製品に違法伐採された木材が含まれている可能性が低いと判断

した場合
 製品がデューデリジェンスを免除されている製品である場合
 製品に木材や木材繊維が含まれていない場合（例：木材が含まれていない家具）

規制木材製品を輸入する際には、毎回この質問に答えなければならず、虚偽の申告や誤解を招
くような申告は犯罪となる。 

オーストラリア政府に、CPQ に「いいえ」と回答した場合について質問したところ、次の回
答を得た。現行の違法伐採禁止法の規定では、CPQ への回答の仕方によって規制木材製品が国
境で拘束されることはないため、「いいえ」と答えた輸入者であっても輸入することができる。
しかし、「いいえ」と回答した場合は、その後、さらなる教育や啓発という形でその輸入者への
フォローアップを行うことになるだろう。さらに、このようなことが繰り返し行われている場合
には、他のコンプライアンスにおいて取り締まることができるか検討することになる。CPQ
は、不遵守をチェックするためではなく、輸入者にデューデリジェンスが求められていることを
認識、理解させることを目的としている。これまで、340 万回以上の回答がなされているが、回
答者の約７割がデューデリジェンス要件を満たしていると申請した。

2) 国産原木加工事業者に求められるデューデリジェンス要件
(1) デューデリジェンスシステム

加工者は、国産原木の加工に先立って、デューデリジェンスシステムを設けなければならず、
以下を満たしていなければならない（違法伐採禁止規則第 18 条）。これに違反した場合は 100
罰金単位（約 180 万円）の罰金が科せられる。 
 会社名（該当する場合）、住所、住所、連絡先、E メールアドレスなどの詳細。
 事業として輸入する場合は、ABN（オーストラリア事業番号）/ACN（オーストラリア企業

番号）と主な事業活動の説明。
 デューデリジェンスシステムの担当者の名前と連絡先。
 違法に伐採された木材を加工するリスクを最小限に抑えるための手順

違法伐採された木材を加工する前に、どのように行動すべきかを判断するのに役立てるため、
デューデリジェンスシステムは、理解しやすく、わかりやすいものでなければならない（政府ウ
ェブサイト）。デューデリジェンスシステムは、デューデリジェンス要件として、次の４ステッ
プが含まれている必要がある。 
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ステップ１ 情報収集 
ステップ２ リスクの特定と評価 
ステップ３ リスク低減 
ステップ４ 記録 
 
(2) デューデリジェンス要件：情報収集 

加工者は、原木の加工の輸入に先立って、その原木に関する情報を「合理的に可能な限り
(reasonably practical)」収集しなければならない（違法伐採禁止規則第 19 条）。これに違反した
場合は民事罰として 100 罰金単位（約 180 万円）が科せられる。収集する情報は最低限、下記
の通りである。 
 伐採された樹木の一般名または学名を含む丸太の説明 
 原木を伐採した州または領土と森林収穫ユニット 
 加工している原木の量（量、重量、本数） 
 サプライヤーの詳細（名前、住所、取引名、ABN/ACN を含む） 
 原木を購入するためにサプライヤーから提供された書類 
 木材が合法的に伐採されたことを示す資料や書類。 

これらの情報の多くは、既存の商業文書、契約書、請求書などに記載されているかもしれない
が、より多くの情報、文書、または証拠を得るためにサプライヤーと協力する必要があるかもし
れない。必要な情報をどのように収集するか（電話、電子メール、オンライン調査、サプライヤ
ーに送るアンケートなど）は事業者次第である（政府ウェブサイト）。また、「合理的に可能な限
り」という条件については、前章に示した通りである。 
 
(3) デューデリジェンス要件：リスクの特定・評価 

加工に先立ち、収集した情報から輸入する製品が違法に伐採された木材であるリスクを特定し
評価するために、違法伐採禁止規則は①木材合法性枠組の使用、②州別ガイドライン(SSG)の使
用、③規定されたリスク要素の使用、の 3 つの方法を提供しており（違法伐採禁止規則第 20
条、第 21 条、第 22 条）、そのうち１つを選択する。これに違反した場合は民事罰として 100 罰
金単位（約 180 万円）が科せられる。どの方法を使用するかは状況次第だが、①と②は製品が特
定の要件を満たしている場合にのみ使用でき、③はすべての状況で使用することができる（政府
ウェブサイト）。 
 
①木材合法性枠組を使用したリスクの特定・評価 

木材合法性枠組とは、輸入材と同様、森林管理協議会（FSC）が管理する FSC 森林管理認証
基準と FSC 生産・流通・加工過程基準、森林認証制度承認プログラム(PEFC)が管理する PEFC
持続可能な森林管理認証基準と PEFC 生産・流通・加工過程基準である（違法伐採禁止規則別表
2）。オーストラリアでは、PEFC 認証材とは、Responsible Wood Certification Scheme214による
認証を受けた材とみなすことができる（政府ウェブサイト）。加工する原木が FSC か PEFC 認証
を受けている場合、この方法を使用することができる（違法伐採禁止規則第 20 条）。この方法を
利用する場合は、以下の 2 つを行う必要がある（政府ウェブサイト）。 

                                                      
214 https://www.responsiblewood.org.au/ 

242



  

 サプライヤーと加工する原木が認証を受けていることを確認する 
 収集した情報を考慮して、違法伐採された原木であることを示唆するものがないかどうかを

判断する 
認証を受けた木材であることを確認でき、違法伐採された原木であることを示唆する他の情報

がなければ、「リスクは低い」と評価して加工を進めることができる。サプライヤーや木材が認
証されていないことが判明した場合は、別のリスク評価方法を選択する必要がある。よくある間
違いは、サプライヤーが認証されているから原木が認証されていると思い込んでしまうことであ
る。認証を受けたサプライヤーは、認証されていない原木も扱うことができ、また、サプライヤ
ーが自社の原木が認証されていると偽って主張している可能性もあることに留意する必要がある
（政府ウェブサイト）。FSC/PEFC 認証を受けている原木かを確認する方法が政府ウェブサイト
でテンプレートとして提供されている（表 7.10）215。 
 
表 ７.10 FSC/PEFC認証原木の確認方法 
ステップ１：サプラ
イ ヤ ー の 証 明 書 番
号 が 正 当 な も の で
あ る こ と を 確 認 す
る 

アクション 
認証を受けたサプライヤーは、証明書に記載された独自の FSC または
PEFC の認証コードや番号を持っている必要がある。 
このコードまたは番号は、関連するスキームのウェブサイトで検索するこ
とで確認することができる： 
Forest Stewardship Council (FSC)216 
Responsible Wood (PEFC)217 

共通の問題点と解決策 
番号またはコードが間違って入力されている場合（オンラインで見つけら
れない場合）は、サプライヤーに連絡する。オンライン証明書の記録への
リンクを電子メールで送ってもらうように依頼する。または、スキームに
連絡して、サプライヤーから提供された証明書コードについて問い合わせ
る 

ステップ２：サプラ
イ ヤ ー が 証 明 書 の
所 有 者 で あ る こ と
を確認する 

アクション 
証明書の詳細をオンラインで見つけた場合は、サプライヤーから提供され
た詳細と一致していることを確認する。 

共通の問題点と解決策 
サプライヤーの詳細が証明書の内容と一致しない場合は、証明書の信憑性
を確認する必要がある。 
サプライヤーが、原木が FSC または PEFC 認証を受けていると主張して
いるが、認証書にサプライヤーの名前が記載されていない場合は、問題が

                                                      
215 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/illegal-logging/processors-fsc-pefc-

assessment.pdf 
216 https://info.fsc.org/ 
217 https://www.responsiblewood.org.au/search-database/ 
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ある可能性がある。サプライヤーまたはスキームから詳細な情報を得る必
要がある。 

ステップ３：証明書
の 有 効 期 限 を 確 認
する 

アクション 
サプライヤーの証明書の有効期限は、FSC または PEFC のウェブサイトに
記載されている必要がある。証明書が供給期間内に有効であることを確認
する。 

共通の問題点と解決策 
証明書の有効期限が切れているように見える場合、または現在一時停止中
の場合は、その理由を尋ねるべきである。この点については、サプライヤ
ーに相談するか、スキームに直接相談する必要があるかもしれない。 

ステップ４：供給さ
れ る 原 木 が 証 明 書
記 録 に リ ス ト さ れ
ているか確認する 

アクション 
認証されたサプライヤーは、認証された丸太と認証されていない丸太の両
方を供給することができる。供給される丸太が、サプライヤーの FSC また
は PEFC 証明書に記載されているものと同じであることを確認する必要が
ある。 

共通の問題点と解決策 
購入する丸太がサプライヤーの認証対象外の場合は、記録に間違いがない
かどうかを業者に確認する必要がある。その場合は、認証機関に書面によ
る確認を求めることも必要である。 

ステップ５：供給さ
れ る 原 木 が 注 文 通
り で あ る こ と を 確
認する 

アクション 
上記の手順をすべて完了して購入しても、サプライヤーから認証原木を渡
されていない可能性がある。 

共通の問題点と解決策 
請求書と納品書を確認し、認証番号が引用されていることを確認する。商
品説明は、FSC または PEFC 認証材としてリストされている原木のものと
同じである必要がある。 

 
②州別ガイドラインを使用したリスクの特定・評価 

州別ガイドライン(State Specific Guideline, SSG)は、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア
州、クイーンズランド州、西オーストラリア州、南オーストラリア州、タスマニア州で、作成さ
れており（違法伐採禁止規則別表 3）、原木の収穫地が該当する場合、使用することができる
（違法伐採禁止規則第 21 条）。SSG は連邦政府が各州政府と共同で開発したもので、各州での
木材伐採を規制する法的枠組みと合法性を証明するために求めることができる関連文書に関する
情報を提供しており、木材の輸送や加工の要件に関する有益な情報にもなりうる（政府ウェブサ
イト）。SSG は政府ウェブサイトに掲載されている 218。SSG を使用する際には、以下を行う必要

                                                      
218 https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/processors/resources#state-specific-guidelines 
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がある。また、政府ウェブサイトでリスク特定、評価方法のテンプレートが提供されている 219

（表 7.11）。 
 原木が SSG の対象になっていることを確認する
 情報収集で入手した文書と SSG に記載されている文書を比較する
 加工する原木が違法に伐採された可能性を判断するために、収集したすべての情報と文書を

使用する

表 ７.11 州別ガイドラインを使用したリスク特定、評価方法 
ステップ１：加工する原木
に SSG を適用することがで
きるか確認する

アクション 
原木が SSG の対象となっていることを確認する。 

ステップ２：収集した情報
と SSG を比較する

アクション 
サプライヤーから収集した情報や書類を SSG に記載されているも
のと比較する。
SSG に、入手していない他の書類が指定されている場合は、これら
の書類も入手する。
共通の問題点と解決策
サプライヤーが文書を提供できない場合、SSG は適切な文書をどこ
で入手できるかを判断するのに役立つ。
SSG に記載されているすべての文書を収集する必要はなく、入手す
ることが合理的に可能なものだけでよい。しかし、合理的なリスク
評価を行うためには十分な情報が必要となる。
質問：
情報を確認したり、SSG が推奨したりしている伐採の合法性を裏付
ける文書を入手したか？
収集した原木に関する情報は、SSG の情報や文書と一致している
か？

ステップ３：リスク評価 アクション 
収集したすべての情報と文書を使って、原木が違法に伐採された可
能性があるかどうかを判断する必要がある。 
結論を出すためには、原木が違法に伐採された可能性があることを
示す他の情報を考慮する必要がある。 

共通の問題点と解決策 
SSG は林業法の最新動向を示していない場合がある。最新情報につ
いては、関係機関のウェブサイトを参照する必要がある。 

219 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/illegal-logging/processors-ssg-

assessment.pdf 
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質問： 
収集した文書は本物か、適切な政府機関やその他の機関が作成した
ものか？ 
矛盾した文書や不足している文書がないか？ 
その木材は伐採禁止や制限の対象になっていないか？ 
製品の合法性を疑わせるようなメディアの記事、第三者の報告書、
政府の声明はありましたか？ 
製品の合法性を疑わせるような情報はあるか？ 

ステップ４：リスク評価を
結論付ける 

アクション 
上記の手順を完了すると、原木が違法に伐採された可能性があるか
どうかを判断できるようになる。 
リスクが低いと判断した場合は、リスク評価を完了し、原木を加工
することができる。 
共通の問題点と解決策 
リスクが低いと結論できなかった場合は、より多くのデューデリジ
ェンスを行う必要がある 220。 

 
③規定されたリスク要素を使用したリスクの特定・評価 

リスクの特定評価方法の①か②を選択しなかった場合、または、①、②を使用しても規制対象
製品が「違法に伐採されたリスクが存在しない、またはリスクが低い」ことを特定できなかった
場合は、この方法を使用しなければならい（違法伐採禁止規則第 22 条）。違法伐採禁止規則で定
められた事項をわかりやすくまとめたテンプレートが、「規定されたリスク要素」として政府ウ
ェブサイトで提供されている 221。「規定されたリスク要素」として、テンプレートには、5 つの
質問が記載されており（表 7.12）、それぞれについて、リスクの特定（高・中・低）とそう判断
した理由について記載が求められ、最終的な結論として、輸入する製品の総合的な違法伐採リス
クの判断（高・中・低）が求められる。 
 
表 ７.12 「規定されたリスク要素」として回答しなければならない 5つの質問 

リスク要素 リスク特定（低リスク・
中リスク・高リスク） 

理由(低リスク・中リス
ク・高リスクと判断した
理由) 

                                                      
220 「（4）リスク低減」を参照。 
221 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/illegal-logging/processor-risk-

assessment.pdf 
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1. その丸太の伐採地域では、違法伐採が多く
発生しているか？
この質問に答えるためには、丸太がどこから
来たのかを知る必要がある。サプライヤーが
教えてくれない場合は、違法伐採のリスクが
高いと考えられる。

2. この地域では原木の樹種に対する違法伐採
が多発しているか？
違法伐採される可能性が高い原木の樹種があ
る。この質問に答えるには、加工する木材の
樹種を知る必要がある。サプライヤーが原産
地と言っている地域でその種が生育していな
い場合、またはその種が「危急」または「絶
滅危惧種」としてリストアップされている場
合 222、違法伐採のリスクが高いことを示して
いる可能性がある。
3. 原木が違法に伐採されたことを示す他の情
報はあるか？
これには以下が含まれる：
 偽造された可能性のある文書、矛盾した

文書、または欠落した文書
 サプライヤーが違法伐採木材を扱うこ

とで知られている
 市場価格に比べ大幅な安売り
 適正な税金が価格に含まれていない
 現金のみの取引や書類なしの取引に対

する割引
 賄賂の支払いを求められる
 質問に対して合理的な答えを得ること

ができない
リスクに関する最終的な結論 (丸を付け
る):

低    中   高 

規定されたリスク要素を用いてリスクを評価し、原木が違法伐採されるリスクが低いと判断し
た場合、デューデリジェンスを完了したことになる。リスクの結論を文書化し、丸太を加工す
ることができる。 
リスクを低リスクと評価できなかった場合は、丸太を加工する前にリスクを低減するための措
置を取らなければならない 223。

222 http://www.iucnredlist.org/ 
223 次項「（4）リスク低減」を参照
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(4) リスク低減 
リスク評価の結論として、原木が違法伐採されたリスクが低くないという結論に至った場合

は、原木を加工する前に特定されたリスクに見合った十分なリスク低減プロセスを実施する必要
がある（違法伐採禁止規則第 23 条）。これに違反した場合は民事罰として 100 罰金単位（約 180
万円）が科せられる。 

低リスクではないという結論に達した場合は、原木を処理する前にリスクを低減するための合
理的な措置を講じる必要がある（政府ウェブサイト）。どのようにリスクを低減するかは事業者
次第で個々の状況に依存するが、下記のような調査が必要になるかもしれない： 
 サプライヤーからより多くの証拠や情報を求める 
 仕入先に代替品を依頼する 
 サプライヤーを訪問しサプライチェーンの詳細を確認 
 監査の実施 
 場合によっては、リスクの低い製品の調達やサプライヤーの変更を検討する必要がある 

いずれの措置をとるにしても、リスク低減の努力が適切であり、特定されたリスクに対して適
切なものである必要がある。違法に伐採されるリスクを低レベルにまで低減できたことを確認し
たら、実施した低減措置の記録を保管しなければならない。リスクを低減できない場合は、原木
を加工すべきではない。もし原木を加工して、後に違法伐採されていたことが判明した場合、重
大な罰則に直面する可能性がある。 
 
(5) 記録 

デューデリジェンスに関連する記録は原木の加工日から 5 年間保管しなければならない（違法
伐採禁止規則第 25 条）。これに違反した場合は 100 罰金単位（約 180 万円）の罰金が科せられ
る。記録はデジタルでも紙でも可能であり、デューデリジェンスプロセスで行ったすべてのステ
ップ（上述した(1)から(4)）を網羅した記録を保持する必要がある。また、違法伐採禁止規則第
24 条には、長官が加工事業者に対し、デューデリジェンスシステムと原木加工時にデューデリ
ジェンスシステムの諸要件を遵守しているかに関する情報を要請でき、要請日から 28 日以上先
の遵守日までに書面で提出しなければならい。これに違反した場合は民事罰として 100 罰金単位
（約 180 万円）が科せられる。 

 
７-６-１-２ 違法伐採禁止法の政府の運用 
７-６-１-２-１ 違法伐採遵守計画 

2012 年違法伐採禁止法の管轄官庁は、農業水環境省（Department of Agriculture, Water and 
the Environment）であり、国際森林政策部(International Forest Policy Section)が担当してい
る。政府の運用方針は、Illegal Logging Compliance Plan（違法伐採遵守計画、2018 年発行）224

に明記されている。この計画は、違法伐採禁止法及び違法伐採禁止規則に基づき輸入業者及び国
内加工事業者の法の遵守（コンプライアンス）を管理するための政府のアプローチに対する業界
の理解を促進することを目的とし、違法伐採を管理するための具体的な戦略的アプローチと、遵

                                                      
224 Department of Agriculture and Water Resources (Australian Government) (2018) Illegal Logging Compliance Plan: our plan 

for managing compliance, Canberra. 

(https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/illegal-logging-compliance-plan.pdf) 
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守状況の監視方針を説明している。本章では出典が明記されていない限り、この文書からの情報
を取りまとめた。 
 
(1) 運用方針 

運用方針は、農業水環境省で採用されているアプローチに基づいている（図 7.15）。コンプラ
イアンス・アプローチでは、規制対象者（木材輸入業者と国産材丸太加工事業者）の自発的なコ
ンプライアンスの促進とコンプライアンス違反の度合いに応じた対応に重点を置いている。この
アプローチでは、ほとんどの規制対象は、違法伐採禁止法の下での義務を遵守するか、遵守しよ
うとすると想定している。このような対象に対しては、当局はコンプライアンス推進のための明
確な指導・助言を行う。遵守する意思があるにもかかわらず、デューデリジェンスの要件と責任
を理解していないために、不注意で遵守していない対象が存在するが、そのような対象に対して
は、当局は指導・助言だけでなく、コンプライアンスが確立されるまで対象の評価・監査を強化
する。一方、違法伐採禁止法に意図的に違反する対象が少数存在することも想定し、これに対し
て当局は、正式な調査、行政措置、必要な場合の起訴を行う。当局が実施する対応は、教育、監
査、行政措置、民事・刑事罰である。 
 
図 ７.6 農業水環境省で採用されている不遵守に対する対応 

 
（オーストラリア政府資料 33より転載） 

 
 
① 教育、アウトリーチ、アドバイス 
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規制対象が違法伐採禁止法に適応する時間を確保するために、デューデリジェンス要件に関す
る罰則を科さない「ソフトスタート・コンプライアンス期間（2014 年 11 月 30 日から 2018 年 1
月 1 日）を設け、教育・指導を実施してきた。期間終了後も教育・指導を継続することで規制対
象の自主的なコンプライアンスの確保に注力し、ガイダンス資料を引き続き改善していくことに
している。また、デューデリジェンスには、輸入者がリスクの高い伐採国を認識することが重要
であり、効果的なリスクアセスメント実施のための情報や、高リスクと低リスクを区別するのに
必要なガイダンス資料を継続的に公開・改善している。 

② コンプライアンス監査
違法伐採禁止法のデューデリジェンス要件の遵守を評価するために、当局は監査を実施してい

る。当局は監査の対象に選ばれた輸入者／加工事業者に情報依頼通知を送り、デューデリジェン
スシステム 225に関する情報と、それが特定の規制木材製品の輸入や丸太の加工にどのように適用
されたかについての情報を、指定された期日までに提供するよう求める。当局は、規則の要件に
照らしてデューデリジェンスシステムを評価する。当局は、提供された情報の性質に応じて、a)
フィードバックを提供する、b) 行政措置を講じる、c) 民事又は刑事上の調査を開始する、又は
d) 輸入者が要件を満たしているとして何の措置も取らない、という対応をする。

③ 行政措置
行政措置は、一般的に裁判所に基づく措置よりも適用するための費用が少なく、多くの場合、

問題の早期解決を可能にし、公共の利益のために健全で時宜を得た成果を達成することに役立
つ。行政措置は、訴訟を必要としないが、行政措置の条件に従わない場合は、訴訟に発展する可
能性がある。行政措置には、次の事項が含まれている。 
 将来のコンプライアンスを要求する「アドバイス通知書」の発行
 コンプライアンス監査頻度の増加
 違反通知書

④ 民事・刑事罰
違法伐採禁止法は、一定の違反行為に対して、民事および刑事上の罰則規定および関連する民

事上の措置を規定している。民事罰は禁固や有罪判決には結びつかないが、裁判所が出す罰金は
相当な額になる可能性がある。刑事訴追は、司法省が利用できる最も厳しい措置で、一般的に
は、輸入業者または加工事業者が違法伐採法に違反していることをわかっていながら、故意に行
った行為対して適用される。刑法違反で有罪判決が下った場合、前科、罰金、拘禁を受けること
になる。当局が、訴追が最も適切な措置であるとみなし、十分な証拠が収集された場合、証拠の
趣意書が作成され、連邦公訴局長に付託される。当局は、以下の状況のいずれかが発生した場合
に、連邦公訴局長に問題を付託する可能性がある。訴追を開始の最終決定は連邦公訴局長に委ね
られている。 
 違法に伐採された製品が輸入または加工されたことを示唆する一応の証拠を得た場合
 その犯罪が公共の利益のために処理されることをオーストラリア政府又は共同体が期待する

場合

225 7-6-1-1-5 1)(1)及び 2)(1)を参照 
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 その犯罪の性質や規模が、起訴される可能性によって潜在的な犯罪者を抑止することが重要
である場合 

 違反者の過去のコンプライアンス履歴 
当局は、上記に加え次のような違法伐採禁止法に関する違反やリスクの高い製品を扱う事業者

を特定するための調査（税関データや関連する情報の活用等）を行っている。これにより、違法
に伐採された製品がオーストラリア国内市場に流出することをより効果的に防止することが可能
になり、リスクの低い製品を扱う輸入業者への不必要な介入を減らすことができると考えてい
る。 
 
⑤ データ活用 

規制関税コードに該当する税関申告が行われると、その貨物に関する情報が内務省から当局に
転送され、オーストラリアに輸入される規制製品に対するデューデリジェンス要件の遵守状況の
報告を監視することができるようになる。これにより、毎年少なくとも１つの規制木材製品を取
扱っている輸入業者は約 19,000 あることが明らかになっている(表 7.13)。 
 
表 ７.13 規制木材製品の輸入に関する統計（年平均数） 

輸入業者数 19,000 

サプライヤー数 29,000 

原産国数 131 

輸入貨物数 190,000 

製品種数 970,000 

規制木材製品輸入量合計（金額） 74 億($AUS) 
（オーストラリア政府資料 33より転載） 

 
国産丸太加工事業者の監視は、他の政府機関とのネットワークを通じてデータを収集してい

る。現在、約 400 の原木加工事業者が操業しており、年間約 2700 万 m3 の原木が加工されてい
る。 

当局は、規制対象製品の輸入量を考慮し、先進的な分析ソフトウェアを活用して、規制対象製
品の動向を調査し、違法に記録されるリスクが高いと考えられる製品を特定し、監査の対象とし
ている。規制された木材の輸入の傾向を調べたり、違法伐採のリスクが高い荷を特定して対象に
したりするために、特注の分析ソフトウェアを使用することもある。図 7.16 は、データ収集の
ための IT システムの主要な要素を示している 226。これらのシステムは、統合貨物システム(ICS, 
Integrated Cargo System)から毎日ダウンロードされる輸入データに基づいている。ICS は、内
務省が輸出入管理、貨物リスク評価、顧客登録、貨物移動の追跡などを様々な目的で使用してい
る。ICS データは、当局の「エンタープライズ・データ・ウェアハウス(Enterprise Data 
Warehouse、TERADATA 社)」に保存される。当局は、データのパターンの観察やさらなる分
析、監査対象の特定のために、特注の可視化分析ツールである SAS 社のエンティティ・ターゲ

                                                      
226 Australian Government (2018) 前掲 
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ティング・アンド・レポーティング・ツール(Entity Targeting and Reporting Tool)を使用して分
析している。さらに、当局の監査結果などを保存・管理している HP 社のケースマネジメント
(Case Management)とリンクさせて、統合的な分析を可能にしている。このシステムを使用する
ことで、当局は、輸入事業者とそのサプライヤー、商品の特徴、原産国など、様々なパラメータ
に基づいて対象を絞ることができる。 
 
 
図 ７.7 データ分析システム 

（オーストラリア政府資料 227から転載） 
 
 
⑦ 他の機関との連携による情報収集 

国内外の組織と協力して活動することで、林産物の複雑なサプライチェーンに関する情報を多
く入手することができ、違法に伐採された木材が製品に含まれるリスクを評価することが可能に
なる。当局は、法律施行以来、各国政府およびオーストラリア各州政府と強固な関係を築いてい
る。これによって、潜在的な高リスク製品や違法伐採された木材の不正取引が発生している事例
などに関する情報を得ることができ、刑事訴追を含む取り締まりに関連する活動に活用されてい
る。また、当局は林業や野生生物犯罪の取り締まりに関する主要な国際・国内フォーラムのメン
バーとしても積極的に活動している。さらに国内では、森林関連犯罪の監視に携わるオーストラ
リアの他の機関、特に、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)に
基づき、国際的に絶滅のおそれのある動植物の輸入を規制する部局 228とも連携している。 
 
⑧ 科学的な証拠構築技術の導入 

科学的な証拠構築技術には、質量分析、繊維分析、近赤外分光法、安定同位体、DNA バーコ
ーディング、集団遺伝学、個体特定のための DNA プロファイリングなどがあり、当局はこれら
をコンプライアンス監視活動にとって重要な分野とみなしている。これらの技術の進歩を理解

                                                      
227 Australian Government (2018) 前掲 
228 CITES の担当は 2020 年までは環境エネルギー省にあったが、省庁再編により現在は農業・水資源・環境省になっている。 

ケースマネジメント 
（監査結果保存） 

統合貨物システム 
（税関データ） 

エンティティ・ターゲティング・

アンド・レポーティング・ツール 
（可視化分析ツール） 

エンタープライズ・データ・ウェ

アハウス 
（税関データ保存） 
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し、活用することは、取り締まりの実施、特に民事又は刑事の訴追において必要な情報となるた
め極めて重要と認識しており、研究者との協力を行う予定である。まずは、リスクが高いと考え
られる市販の製品について DNA 検査を実施し、必要に応じてデューデリジェンスの助言、監視
の強化、適切な強制措置を実施することを想定している。 

オーストラリア政府のインタビューによれば、最近アデレード大学と契約し、輸入木材の
DNA 検査と安定同位体検査の両方について、試験的に実施し活用の可能性を検討している。ど
のような検査を行うかによって、今後、契約する研究機関は変わる可能性がある。 

(2) 政府の運用実績
2014 年 11 月 30 日から 2018 年 1 月 1 日までのソフトスタート・コンプライアンス期間中、

コンプライアンスに対する意識を高め、規制を受けるコミュニティにコンプライアンスの方法を
教育する目的で、コンプライアンス評価（罰則のない監査）が実施された。コンプライアンス評
価を実施した企業に対しては、コンプライアンス要件を満たしている、または、今後要件を満た
すために変更する必要がある事項を示したアドバイス通知が発行された。コンプライアンス評価
の対象は次の通りである。
 規制対象製品輸入の約 80％（金額ベース）を占めている主要な輸入業者 512 社のコンプライ

アンス評価を実施した
 評価はリスクの高い製品や輸入経路に焦点を当て、床材、紛争国からの輸入、ベトナムから

輸入された家具を取扱う業者を対象に実施した
 国内の加工事業者

ソフトスタート・コンプライアンス期間中（2017 年末まで）のコンプライアンス評価の結
果、輸入業者の約 6 割は、デューデリジェンス義務の一部または全部を遵守していなかったが、
その多くは法律や遵守の方法を認識していなかったという、意図的な不遵守ではなかった。同様
に、多くの国内加工事業者も法律を正しく認識していなかったが、国産材に関する他の木材合法
性の枠組みや、州レベルでの規制の施行によってコンプライアンス要件は高いレベルで満たされ
ていた。 

(3) 今後の方針
当局は、ソフトスタート・コンプライアンス期間のコンプライアンス評価によって、違法に伐

採された木材が含まれるリスクが高い輸入経路と製品について理解を深め、今後はリスクの高い
と判断される次のカテゴリーを対象に監査を実施する。 

 脆弱地域や紛争地域から輸入される製品
世界の脆弱な地域や紛争の影響を受けている地域は、制度的能力が弱く、効果的でない法律や

統治体制、政治的不安定性が問題となっている。このような地域から輸入される木材は違法伐採
リスクが高いと考えられる。このようなリスクが高いと考えられる地域を特定するのに役立つ多
くの報告書とツールがインターネット上で公開されている 229。実際にオーストラリアがこのよう

229 オーストラリア政府のウェブサイトにはリスクを特定するために参考にすることができるウェブサイト（オーストラリア政

府関係のサイトの他、海外の団体、NGO が運営するサイトなど）へのリンクがまとめられている。

(https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/importers/resources#online-resources) 
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な地域から輸入している最も一般的な製品は製材で、それに加えベニヤ、モールディング、スト
リップ、合板などもある。このような地域から合法的な木材を購入することは可能ではあるが、
責任ある調達の実施のためには、不明瞭な政治的権限、係争中の法律、脆弱なガバナンス、森林
保護に関する執行の欠如、および詐欺や偽造に弱い可能性のある公式文書について検討しなけれ
ばならないため、デューデリジェンスにおいてリスク評価、リスク低減を確実に実施するために
は、かなりの投資が必要になる。 
 
 CITES 対象種およびその他の懸念がある種 

当局は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)を通じて、より
広範には、他国の絶滅危惧種の保護に関連する法律を活用して、他国の木材種の保護に対する努
力を支援している。当局は CITES に掲載されている種の取引を追跡し、監視するために、オー
ストラリアの執行機関である環境・エネルギー省と緊密に協力しており、他国の執行機関とも協
力している。 

当局は、特に違法な代替品が発生する可能性や絶滅危惧種又は違法に伐採された種から製造さ
れた産品が輸入される可能性のある分野をみつけ、監視の対象としている。当局が使用している
分析ソフトウェアは、懸念のある種を含む可能性のある商品の輸入を警告するようになってお
り、このソフトウェアのデータフィルタリングや検索機能を継続的に更新することで、新たに生
じる懸念のある種に対しても対応できるようにしている。 
 
 複雑なサプライチェーン：複数の国を経由した調達 

当局は、長く複雑なサプライチェーンが、規制対象製品に使用されている木材の原産地や樹種
を明らかにすることを困難にしていると認識しているが、一方で複雑なサプライチェーンは、違
法に伐採された木材を含む製品であるリスクを増大させる可能性もあると考えている。これは、
サプライチェーンの段階が追加されるということは、違法伐採された木材が製品に混入する潜在
的な可能性のあるポイントが増えると考えられるからである。サプライチェーンが複雑になれば
なるほど、違法木材を含む製品のリスクを判断するために必要な情報収集の手間は増えることに
なる。さらに、複雑なサプライチェーンを持つ製品の中でも、「タックスヘイブン」と国際的に
みなされている国からの輸入には、特に注目している。 
 
 内部通報 

当局は内部通報を違法行為に関する重要な情報源とみなしている。デューデリジェンス評価で
判明した問題のある活動、例えば、偽造文書、市場価格を大幅に下回る商品の販売、適切な税金
が価格に含まれていないこと、賄賂の支払いを求められていること、事務処理なしで商品の値下
げが提供されていることなどを当局に報告できるように、「違法伐採ホットライン」が設置され
ている。 
 
 環境 NGO の報告書 

多くの環境 NGO が、違法伐採の監視と追跡に関する多くの情報と技術を蓄積している。環境
NGO は高リスク国におけるネットワークを持っており、高リスクとみなされるサプライチェー
ンに関する実質的な証拠を得ていることもある。当局は、環境 NGO の報告書をコンプライアン
ス業務に役立つ情報源として活用するとともに、引き続き環境 NGO と協力していく。 
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 過去の違反事例 
これまでに監査を受け、改善が必要であるというアドバイス通知を受け取っている規制対象企

業は、特に上述のカテゴリーに該当する製品を取扱っている場合は、再度監査の対象になること
がある。 
 
７-６-１-２-２ 法の運用に関する管轄官庁へのインタビュー結果 

前項の公開された文書による政府の違法伐採対策禁止法の運用情報を基に、管轄官庁である農
業水環境省国際森林政策部（International Forest Policy Section）の違法伐採禁止法担当者に対
しオンライン・インタビュー調査を実施した（2020 年 11 月）。 
 
(1) EU、米国の違法伐採対策との比較 

インタビューでは、オーストラリアの違法伐採禁止法の特徴を、EU と米国の違法伐採対策と
比較しながら説明を受けた。 

オーストラリアの違法伐採禁止法の主な目的は、法律による介入を通じて木材のサプライチェ
ーンに影響を与えることで、違法に伐採された木材や木材製品がオーストラリア市場で流通する
のを防ぐことである。違法伐採禁止法は、故意または過失による違法伐採された木材の取引を抑
止するための「禁止」の要素と「デューデリジェンス」の要素で構成されている。「禁止」の要
素では、オーストラリアで輸入または加工されたすべての木材製品に適用され、禁止事項に違反
していることが判明した場合には、重大な刑事罰（重罪の場合は実刑を含む）が科せられる可能
性がある。「デューデリジェンス」の要素では、規制木材製品の輸入者や国産原木の加工事業者
は、取り扱う木材製品が違法な出所からのものであるというリスクを積極的に管理することが求
められる。デューデリジェンスは、違法伐採禁止規則に定められた特定の要件に合致するシステ
ムを確立し、それを実施することであり、さらに、木材輸入や国産原木の積荷に際してこのシス
テムをどのように適用されたかの証拠を提示する必要がある。 

オーストラリアの違法伐採禁止法は、EU 木材規則(EUTR)多くの類似点があり、例えば
EUTR にも「禁止（EUTR 第 4 条）」と「デューデリジェンス（EUTR の第 6 条）」の要素があ
る。一方で、EUTR や米国のレイシー法との間にはいくつかの相違点がある。 
 
①違法伐採の定義 

EUTR では、伐採権、伐採権の支払い、木材伐採の慣行、第三者の保有権、貿易・関税義務を
網羅するすべての法律に関する違法を意味すると考えられるが、違法伐採禁止法では「伐採国の
適用法に違反して伐採された」と定義し、伐採に関する違法に注目しており、第三者の保有権と
貿易・関税義務を対象にしているとは考えられない 230。 
 
②規制対象事業者 

違法伐採禁止法は、規制木材製品の輸入者と国産原木加工事業者にデューデリジェンスを義務
付けているのに対し、EUTR は規制製品を初めて EU 市場に出す事業者にデューデリジェンス
を課し、さらに、EU 市場内の流通にかかわる「取引者」にも多くの義務を課している。米国レ
イシー法は、木材サプライチェーンのすべての事業体に適用され、輸入者は特別な税関申告書に
記入する必要があるという点で、異なった特徴を持っている。 

                                                      
230 詳細は 7-6-1-1-2 を参照。 
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③規制対象製品
違法伐採禁止法の禁止事項はすべての木材製品に適用されるが、デューデリジェンスの要件は

規制対象木材製品に限定されている。規制対象製品の比較を表 7.14 にまとめた。 

④国別ガイドライン(CSG)、州別ガイドライン(SSG)
違法伐採禁止法では、輸入業者や加工事業者が、合法木材がどのようなものかをよりよく理解

できるようにすることを目的に、国別・州別ガイドラインが作成され、デューデリジェンスのリ
スク評価プロセスでの使用が認められている。インドネシアや韓国でもこのようなガイドライン
が法律に組み込まれているが、EUTR と改正レイシー法には含まれていない。

⑤木材合法性フレームワーク
違法伐採禁止法では、デューデリジェンスのリスク評価ツールとして、木材合法性フレームワ

ークの使用を規定し、FSC や PEFC が提供する認証スキームが仕様できる。EUTR ではリスク
低減の手段として森林認証の使用を認めているが、使用に関する規定はない。 

⑥グリーンレーン（みなし遵守）
違法伐採禁止法には自動的に合法とみなされる取り決めは規定されていないが、EUTR では、

FLEGT ライセンスや CITES ライセンスで保護された製品は、合法的な供給源からの製品である
とみなされる。 
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表 ７.14 オーストラリア・EU・米国の違法伐採対策の規制対象製品の比較（オーストラリア
政府より入手） 

(2) ガイダンスの提供

HSコード オーストラリア EU木材規則 レーシー法

4403 Wood in rough
4407 Wood sawn or chipped lengthwise
4408 Sheets of veneering
4409 Continuously shaped wood
4410 Particleboard
4411 Fibreboard of wood
4412 Plywood
4413 Densified wood
4414 Wooden frames
4416 Casks, barrels
4418 Builders’ joinery, doors
4701 Mechanical wood pulp
4702 Chemical wood pulp, dissolving grades
4703 Chemical wood pulp, soda or sulphate
4704 Chemical wood pulp, sulphite
4705 Mechanical or chemical wood pulp
4801 Newsprint
4802 Uncoated writing paper
4803 Toilet or facial tissue
4804 Uncoated kraft paper and paperboard
4805 Other uncoated paper and paperboard
4806 Glazed/translucent papers
4807 Composite paper and paperboard
4808 Corrugated paper and paperboard
4809 Carbon and self-copy paper
4810 Coated paper and paperboard
4811 Paper products coated/surfaced
4813 Cigarette paper
4816 Other carbon and self-copy paper
4817 Envelopes, letter cards
4818 Toilet paper, tissues, serviettes
4819 Cartons, boxes made of paper
4820 Paper booklets
4821 Paper labels
4823 Other paper
9401 Seats 検討中

9403 Other furniture
9406 Prefabricated buildings
4401 Fuel wood
4402 Wood charcoal
4404 Hoopwood, poles, piles, stakes
4405 Wood wool, wood flour
4406 Railway sleepers
4415 Packing cases, boxes, crates
4417 Tools, tool handles, broom handles
4419 Table/kitchenware of wood
4420 Wood marquetry, caskets, statuettes
4421 Other articles of wood 検討中

4812 Filter blocks, slabs and plates of paper pulp
4814 Wallpaper and similar coverings
Chapter 49—Printed books, newspapers, pictures 検討中

6602 Walking sticks
8201 Hand tools
8903 Yachts and other vessels for pleasure or sports 検討中

9201 Pianos 検討中

9202 Other stringed instruments 検討中

9703 Sculptures
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オーストラリア政府は、ガイダンスの提供はかなり難しい作業であると感じているが、輸入業
者や国内の加工事業者に、違法伐採禁止法が定める義務と、自主的なコンプライアンスを促すた
めに重要と考えて、できるかぎりのガイダンスをウェブサイトで公開している。 

多くのデューデリジェンス要件には主観的な要素がある。例えば、何が許容可能なリスクで何
が許容できないリスクであるかは、輸入者／加工事業者が解釈するものである。この主観性は、
輸入者／加工事業者がデューデリジェンスを実施する際に何を合理的に知り、何を考慮すべきか
にも関わってくる。違法伐採禁止法は、必要な裏付けとなる情報を収集し、それに基づいて十分
な情報に基づいたリスク評価を行うことを輸入者／加工事業者に要求しているが、これには事業
者自らの判断が伴うことになる。この主観性に関係する問題は EUTR や米国のレイシー法でも
同様に生じていると理解している。 
 デューデリジェンス要件の多くは、輸入者の主観的な判断を伴い、リスク要素がどのように機
能し、何を考慮する必要があるかについては多くの解釈の仕方がある。何が許容可能なリスクで
あり、何が許容できないリスクであるかは、輸入者／加工事業者が解釈、判断することである。
また、リスクに関する情報で、互いに一致しないものも存在するが、最終的な判断は事業者に委
ねられている。事業者が活用できるように、政府はウェブサイトで信頼性が高い情報源をできる
限り提供するように努めている。 
 困難ではあるものの、政府は、リスク評価について可能な限りのガイダンスを提供する努力を
している。政府はこれまでどうすればデューデリジェンスの実施をシンプルにできるかを検討し
てきたが、事業者が取り扱う製品やそのサプライチェーンは多様であるので、リスク評価をイエ
ス・ノーで回答するチェックリストのようなものに単純化することは困難であるという結論に至
り、現在は 3 つのリスク評価方法を提示している 231。特に、リスク評価ツールの一つである「規
制されたリスク要素」に関するガイダンスの作成は困難であったが、規制されたリスク要素を使
用する事業者を支援するために、作成・提供しており、継続的に改善する機会を探し続けてい
る。これまでに行われた教育活動には、木材製品の輸入業者への情報パンフレットの郵送、ウェ
ビナー開催、政府ウェブサイトに掲載されている短いビデオクリップの作成、関連する業界フォ
ーラムでのプレゼンテーションなどがある。また、オーストラリアの顧客と取引している輸出業
者を対象に、海外市場でのワークショップも実施している。 
 
(3) 監査の経験 
①監査実施方法 

監査は農業水環境省のコンプライアンス部が実施しており、輸入者／国産材工業者にデューデ
リジェンスプロセスを要求し、監査する責任を負っている。監査を担当するスタッフの数は、一
度に行う評価の数、必要とされる情報のレベル、追加の執行措置が必要な場合などによって変動
する。輸入者／国内加工事業者のデューデリジェンスシステムと特定の製品に対するデューデリ
ジェンスプロセスを机上で監査している。監査で重視しているのは、「事業者がどのようなデュ
ーデリジェンスシステムを運用していて、どのような情報を集めて、最終的にどう判断したか」
であるので、企業を訪問することにプライオリティを置いていない。監査に要する時間は、大企
業は多くの情報を提出してくるため何日もかかることがある一方で、１ページの資料しか送って
こない企業もあり、監査にかかる時間は様々である。 

                                                      
231 7-6-1-1-5（３）参照。 
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監査の目的は違法に伐採された木材を見つけることではなく、輸入者／国内加工事業者が要求
されているデューデリジェンスを実施しているかどうかであり、事業者が適当なデューデリジェ
ンスシステムを有しているか、製品に対しそのシステムを適切に運用しリスクを評価しているか
に注目している。

これに加えて、輸入者／国内加工事業者が出したデューデリジェンスの結論が正確かどうかを
確認するために、大学と契約し DNA 検査と安定同位体検査を導入している。現在は該当の製品
を購入し分析を行っている。この取り組みは始まったばかりで結果を示すことはできないが、一
部の企業が扱っている木材について間違った主張をしていることが示唆された。 

① ソフトスタート・コンプライアンス期間について
オーストラリア政府は、ソフトスタート・コンプライアンス期間中に罰則を適用しない監査

（コンプライアンス評価）を実施し、時間をかけてアプローチを進化させてきた。開始当初は、
ベースラインとしてのデータを収集することを念頭に、輸入量上位 500 社（当時規制対象木材製
品の約 80％を輸入）を対象に実施した。また、対象として幅広い製品と供給国を対象に評価し
た。これにより、政府はサプライチェーンの構造や入手可能な文書の概要を把握することができ
た。当初は、違法伐採禁止法に対する意識を高め、法律で何が求められているのかを輸入業者に
理解してもらうこと、規制当局としての自分たちの能力を高めることに重点を置いていた。コン
プライアンス違反を発見した場合には、輸入業者の理解とデューデリジェンスシステムの改善を
目的として、輸入業者にアドバイスを提供した。このコンプライアンス評価で収集した情報は、
規制対象となっている業界、デューデリジェンスの実施における課題、改善の可能性のある分野
についての理解を深めるのに役立った。これらの情報はすべて、その後のアウトリーチ活動や監
査実施体制に反映している。ソフトスタート期間中にコンプライアンス違反が判明した輸入業者
の一部に対しては、再度監査対象とすることで、コンプライアンスを促進している。

ソフトスタート・コンプライアンス期間のメリットは、規制に関連する産業界が新しい法律に
対するコンプライアンスの方法をテストし、継続的なコンプライアンスを確保するために必要な
修正を行うことができることである。また、政府にとっては、監査における最低基準を設定する
根拠を得ることができる。このような基準を持つことができれば、違反通知の発行、民事制裁、
刑事制裁などのコンプライアンス違反の管理の実施が容易になると考えている。 

ソフトスタート・コンプライアンス期間中のコンプライアンス評価の経験を反映し、現在はよ
りターゲットを絞ったリスクベースのアプローチに移行し、2018 年後半に Illegal Logging 
Compliance Plan（違法伐採遵守計画）を公表した。これは、監査のアプローチを明確化し、今
後重点を置くことにしたリスクが高いとみなされる６分野を強調したものになっている 232。リス
クベースのアプローチによって、リスクが高い製品や過去のコンプライアンス違反に焦点を当て
ているため、リスクの低いとみなされる可能性の高い輸入者に対する不必要な介入を行うことを
避けることができるようになっていると考えている。

②監査の実績
オーストラリア政府からは、実際の監査数や違反数などの実績について質問したが、詳細な数

値は提示されなかった。ソフトスタート・コンプライアンス期間終了後から現在までで、違法伐
採禁止法の下で起訴に進展したことはないが、2018 年末、木材輸入業者がデューデリジェンス

232 7-6-1-2-1(3)を参照。 
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義務を遵守しなかったとして、12,000 豪ドル（約 97 万円）の侵害通知が出された事例がある。
また、オーストラリア国内での木材の違法伐採や輸出に関連した他の連邦法の下では、多くの起
訴が行われている。起訴を起こすためには明らかな証拠が必要であり、それはハードルが高い。
軽微な違反（minor breach）については行政措置（ministerial sanction）があり、当局が違反通
知（breach notice）を発行する。罰則（penalty）については裁判所が判断するものである。 
 
③監査で明らかになった課題等 

これまでの監査では、輸入者が使用しているデューデリジェンスシステムは、独自に開発した
システム、業界団体のツールキットで提供されたテンプレート化されたアプローチ、民間コンサ
ルタントが提供するサービスの利用であることが明らかになった。さらに、コンプライアンスの
レベル、デューデリジェンスプロセスの複雑さは、輸入者のビジネスの規模にリンクしているこ
とが観察された。輸入量の大きい事業者、特に国際的に知られた企業である場合には、少量の輸
入者よりもはるかに詳細なデューデリジェンスプロセスを実施している傾向があった。 

監査で判明する典型的なコンプライアンス違反は、輸入者、国内加工事業者ともに次のような
ものである： 
 監査のためにデューデリジェンスプロセスの提供を依頼されてから期限（28 日）内に書類が

提供されない。 
 製品に関連するデューデリジェンスに必要となる情報を十分に収集していない 
 適切なリスク評価を実施していない、またはリスク評価の結果を記録していない 
 規制木材製品を輸入する前にデューデリジェンスシステムを導入していない 
 取扱っている製品が規制されていることを知らない 
 

このように、政府ウェブサイトでガイダンスやアドバイスを提供し、普及・教育の努力をして
いるにもかかわらず、一部の企業は未だに義務を理解できていないということが明らかになって
いる。このような企業のために、デューデリジェンスシステムを監査で何が求められているのか
という基礎的な事項をまとめたチェックリストを作成した。これは、何が高リスクかを示してい
るものではなく、デューデリジェンスシステムの重要な要素が何である必要があるかを明確にし
たものになっている。 

監査を実施する上では様々な課題に直面した。例えば、外国語の文書を提出されたり、不完全
な情報を提供されたりした場合は、監査において提供された情報が木材の原産地を完全に示すこ
とができているのかを判断できない。また、規制対象全体のコンプライアンスを確認するために
必要と考えられる監査数は、政府で提供できるリソースに比べて非常に多いことも問題である。
これは監査をリスクベースのアプローチに移行した理由でもあり、よりリスクの高いと考えられ
る対象に焦点を絞ることで課題に対応している。ただ、オーストラリアでは木材輸入時に樹種名
を申告する必要がないため、リスクの高い木材製品を特定することが困難になる場合がある。 
 リスク評価方法のガイダンスを提供したことは、輸入者／加工事業者にとって有用であったと
考えているが、これらは正しく理解され、正確に適用される限りにおいてのみ有用であることも
明らかになった。これまでの監査において、取り扱う製品に関連するリスクを客観的に評価する
のではなく、現在のサプライチェーンを維持すべき理由を正当化しようとする事業者が数多く存
在していた。輸入者は、リスク評価を下げることを目的として、製品のリスクを下げる情報のみ
を提供しようとするのではなく、正しい情報をリスク評価で考慮することが重要である。リスク
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評価のステップでは、製品のリスクを低減するのではなく、リスクを洗い出すことが重要である
と考えている。 

輸入者／加工事業者の多くが、意識的か無意識的かは不明であるが、リスク評価のステップに
リスク低減の要素（例えばリスク評価でより多くの文書や証拠を収集する）を組み込むことで、
リスク低減ステップに進むこと（もしくはリスク評価で「製品の違法伐採リスクが高い」と結論
すること）を回避していることがわかった。自社製品が「高リスクである」という正式な結論に
達し、その後の低減措置を実施している事例はほとんどない。しかし、リスクの高いサプライヤ
ーから木材を調達していることが判明した輸入者の中には、低減措置を講じても「リスクは低
い」という合理的な結論を出すことが困難なため、今後はその業者を利用しないと結論した事例
もある。

これまで、輸入者がデューデリジェンスの一環として科学的な技術を定期的に利用しているケ
ースはなかった。オーストラリア国内には、デューデリジェンスで活用できる科学的技術を使っ
たサービスを提供している企業が少なくとも１社あることは確認している。 

④税関等との協力
税関（オーストラリア国境警備隊の管轄）と農業水環境省はバイオセキュリティ関連の問題で

協力することについて合意をすでに結んでおり、違法伐採禁止法のために木材輸入関連の税関デ
ータ提供については、この合意を基礎に新たな覚書を締結することで実現した。税関からのデー
タはリスクを重視したアプローチの実施の際に重要である。最近、より的確な監査対象の選択の
ために、税関データに加え、省内のインテリジェンスを担当するチームと協力することで得られ
るデータやその他一般に公開されているデータを収集・分析し、違法に木材製品を輸入、加工し
ようとしている事業体の意図や能力を評価しようと試みてきた。このことで、リスクの高いサプ
ライチェーンの一部について明らかにすることができている。

税関データから、誰が何をどれだけ輸入したかは把握できるが、税関申告に樹種名が含まれな
いため、樹種情報は分からない。 

⑤国産材加工事業者に対する取り締まり
違法伐採禁止法では、輸入者と国産材を取扱う国内加工事業者を区別しておらず、デューデリ

ジェンスの実施が義務となっている。しかし、輸入業者の数は国内加工事業者よりも圧倒的に多
く、国内加工事業者のコンプライアンス率は輸入業者よりも大幅に高いことを踏まえ、オースト
ラリア政府はこれまで輸入業者に焦点を当ててきた。

国内加工事業者に関連した課題は、違法伐採禁止法の認知を高めることである。輸入者は税関
申告の際に毎回、地域社会保護の質問(CPQ)に回答する必要があり、違法伐採禁止法によるデュ
ーデリジェンス義務の存在を知ることができるが、国内加工事業者に対してはこのような機会が
ない。 

261



７-６-１-２-３ 違法伐採禁止法・規則のレビュー
オーストラリア政府は、違法伐採禁止法と違法伐採禁止規則のレビューをすでに２回実施して

いる（表 7.15）。最初のレビューは、デューデリジェンス要件が中小企業に過度な負担を与えて
いるという業界からの意見に対応するために、違法伐採禁止規則が中小企業に与える影響を調査
したものである。もう１つは、違法伐採禁止法の中で、最初の 5 年間の運用のレビューの実施が
できる（違法伐採禁止法第 84 条）とされていることに基づき、この法律が政策目標の達成度合
いがレビューされた。本章では、オーストラリア政府が実施した、これらのレビューの過程と結
果を概説する。 

表 ７.15 オーストラリアの違法伐採禁止法・規則の見直しに関する年表 
2012/11 • 違法伐採禁止法制定

2014/11 • 違法伐採禁止法施行

• 違法伐採禁止規則（デューデリジェンス要求事項）発効

2015 • 独立レビュー「違法伐採禁止規則が中小企業に与える影響報告書」発
行（民間委託）

• 「規則の影響に関する声明」の発行を約束

2017 • 「規則の影響に関する声明：違法伐採禁止規則の改正」発行

• 違法伐採禁止規則の改正案を国会に提出

2018 • 上院で改正案否決

• 違法伐採禁止法の「最初の 5 年間の運用の法定レビュー」発行

• 「違法伐採遵守計画」発行

• ソフトスタート・コンプライアンス期間が終了し、違法伐採禁止法の
本格実施開始

７-６-１-２-３-１ 独立レビュー：違法伐採禁止規則が中小企業に与える影響
オーストラリア政府は、民間コンサルタントである KPMG 社に違法伐採禁止規則の影響に関

する独立した第三者レビューを委託し、2015 年に報告書「違法伐採禁止規則が小規模事業者に
与える影響に関する独立レビュー(Independent review on the impact of the illegal logging 
regulations on small business)」が公開されている 233。このレビューは、違法伐採禁止規則で定
められた輸入木材製品に対するデューデリジェンス要件が中小企業に与える影響に焦点を当て、
デューデリジェンスの実施に伴う中小企業のコストと違法伐採された木材がオーストラリア市場
に流入するリスクとの間でバランスが取れていないことを指摘し、規則の修正の必要性を低減し
ている。報告書の概要を簡略的にまとめた。ここで示す情報は引用のない限り、上述の報告書の

233 Department of Agriculture (2015) Independent review on the impact of the illegal logging regulations on small business. 

(https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/independent-review-impact-illegal-logging-regulations.pdf) 
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情報に基づいている。また、この報告書は、違法伐採禁止規則が発効した翌年に公開されたもの
であり、非常に早い段階での評価となっていることに留意する必要がある。 
 
(1) 背景 

このレビューは、デューデリジェンスの細則を定めた違法伐採禁止規則発効後１年で実施され
ている。その理由は、規制対象業界の一部から、デューデリジェンス要件が中小企業に過度な負
担を強いているという声が上がったことに対処するために実施したとのことである（オーストラ
リア政府インタビュー）。違法伐採禁止規則は、規制対象製品（木材製品、パルプ製品、紙製
品、家具）を輸入するすべての事業者（委託品の合計金額が 1,000 豪ドル（約 8 万円）を超える
場合）がデューデリジェンスの実施を求めている。この条件に従えば、実際に規制対象となる企
業は毎年 17,000 以上となる可能性があり、多くの中小企業が含まれることになる。中小企業に
とっては、デューデリジェンスを実施するためのコスト（コンプライアンスコスト）は大きな負
担となる可能性があり、中小企業のコンプライアンスコストと違法伐採材が国内に流入するリス
クを低減する効果との間で適切なバランスが取れているかを検討する必要があると考えられた。 
 
(2) レビュー項目 
① 規制対象における中小企業の役割 
 2012 年のデータによると、規制対象事業者の 60％近くが「零細」または「小規模」に分類

され、これらの事業者が輸入する規制対象製品は全体の約 20％に過ぎない。 
 零細・小規模企業は、中・大企業に比べて木材や家具製品を輸入している割合が高い。 
 現行の規制の下では、約 10,000 社の零細・小規模事業者が 1,000 豪ドルの個人委託の閾値

の対象となっているが、閾値を年間 75,000 豪ドルに変更した場合、デューデリジェンス要
件を遵守する必要がある零細・小規模事業者が約 8,000 社減ることになる。同様に中・大規
模事業者のうち、約 3,100 社が 1,000 豪ドルの個人委託の閾値を超えていたが、年間 75,000
豪ドルに変更すると約 2,000 件減少することになる。 

 
表 ７.16 規制対象となった事業者数 

事業者の年間売上高 事業者数 事業者数
の比率 

輸入製品量（金額）
(百万豪ドル) 

輸入製品量（金
額）の比率 

零細  (200 万豪ドル
以下) 

6,633 38% 344 6% 

小規模（200 万～1000
万豪ドル） 

3,426 20% 731 13% 

中・大規模（1000 万豪
ドル以上） 

3,108 18% 4,444 77% 

不明 4,087 24% 126 2% 
合計 17,254 100% 5,784 100% 

 
 
② 違法伐採禁止規則の違法伐採された木材製品の流入減少への効果 
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 現行の規制が違法木材流入のリスクの低減に貢献していることを示すいくつかの証拠が確認
されたが、ソフト・コンプライアンス期間のデータに基づくため、企業はまだコンプライア
ンスのための準備が完了していない可能性がある。証拠の具体例は： 
 輸入業者は、オーストラリアに入ってくる規制対象製品の 77％税関申告時の地域社会

保護の質問（CPQ）に「はい」と回答した。 
 インタビューした企業の 14％は、規制についての知識があるとはいえ限られており、

デューデリジェンス活動を行っていない。 
 インタビューした企業の 36％が、規制には十分に精通しているが、現在のデューデリ

ジェンスプロセスは不十分であると評価している。 
 インタビューした 65 社のうち、7 社がデューデリジェンスの結果としてサプライヤー

を変更し、1 社が特定の製品の輸入を停止した。 
 現行の規制では、ほぼすべての木材製品が規制対象となっている。これは公平であると考え

られると同時に、コンプライアンスコストを吸収する能力が企業（特に事業規模）によって
異なる可能性を無視している。 

 一方で、零細・小規模事業者はサプライチェーンが複雑な家具製品の輸入比率が比較的高
く、違法伐採された製品のオーストラリア市場へのシェアに貢献している可能性が高い 

 違法伐採された木材製品の流入減少への効果の観点から、中小企業を配慮した変更が効果的
かどうかを判断することは現状困難であり、違法伐採製品がオーストラリアに流入するリス
クの要因のさらなる分析が必要。 

 欧州連合（EU）、米国、その他貿易に影響を与える国際的なイニシアティブの実施や、リス
クの高い原産国での施行を改善するための様々なイニシアティブなど、様々な補完的な措置
の効果に影響されるため、規制の最終的な影響を評価すること困難である。これらの措置は
様々な参加者による市場行動の変化を意図したものであるため、たとえ完全に実施されたと
しても、オーストラリアが実施したものを含め、一つの措置の影響を分離することは不可能
な可能性がある。 

 
③コンプライアンスコストと違法伐採製品流入リスク低減のバランスの適切性  
 サンプル調査によって、コンプライアンスに費やす時間が推定され、コンプライアンスコス

トが算出された 234。デューデリジェンスシステム導入にかかったコスト（規則の勉強、研修
参加、サプライヤーへの連絡、システムの構築）と、継続的に発生する年間のデューデリジ
ェンスシステム運用コスト（サプライヤー情報の年次チェック、新規仕入先・製品の情報収
集）が表 7.17 と表 7.18 にそれぞれ提示されている。 

 事業規模の拡大に伴ってデューデリジェンスシステム導入コストが増加する傾向にあるの
は； 
 大企業ほど規制に精通しているため、アーリーアダプターになる可能性が高く、したが

って、コスト負担をより早く経験する。小規模企業はこれからコストを負うことにな
る。 

 製品量/委託量が多い企業は、輸入される大量の製品を捕捉するために、より洗練され

                                                      
234 本項で使用する「コスト」とは、それに費やす時間から推定されたものである。 
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たデューデリジェンスシステムを設定する必要がある。大企業の「委託品／製品あた
り」のコンプライアンスコストは、中小企業のそれよりも大きくないか、あるいは低い
かもしれない。 

 多くのの企業は、コンプライアンスコストのほとんどすべてがデューデリジェンスシステム
導入コストとして発生すると考えているようで、デューデリジェンスシステム運用コストを
ゼロと回答していた。特に小規模企業は、デューデリジェンスシステムを維持するための追
加的なコストは必要ないと考える傾向がある。一方、運用コストをゼロと回答した大規模企
業は、2014 年 11 月 30 日以前に、規制の要件を満たすと考えられる既存のシステムを既に
導入していたためである。 

 規制を熟知している企業のコンプライアンスコストが高くなるという傾向から、企業が規制
に精通するにつれて、デューデリジェンスの取り組みを強化する必要性を認識することが示
唆される。 

 業界全体のデューデリジェンスシステム導入に費やす推定コストは、2,000 万豪ドル台、シ
ステム運用に費やす推定コストは、年間 200 万豪ドル台と推定された。サンプルサイズが小
さく、実施の初期段階にあることを考えると、これらの推定値はあくまでも指標であり、注
意して使用する必要がある。 

 
表 ７.17 デューデリジェンスシステム導入にかかったコスト（時間） 

年間売上高 サンプ
ル数 

コストの中央値
と範囲 
（単位：時間） 

規制を熟知
している企
業数 

規制熟知した企業のコストの
中央値と範囲 
（単位：時間） 

0～200 万豪ドル 11 3 
(0 – 115) 

1 0 
(0) 

200 万豪ドル～1,000
万豪ドル 

18 13 
(0 – 193) 

4 93 
(4 – 193) 

1000 万豪ドル以上 25 88 
(0 – 1,016) 

15 200 
(0 – 1,016) 

 
表 ７.18 年間のデューデリジェンス実施にかかるコスト（時間） 

年間売上高 サ ン プ
ル数 

コストの中央値
と範囲 
（単位：時間） 

規 制 を 熟 知
し て い る 企
業数 

規制熟知した企業のコストの
中央値と範囲 
（単位：時間） 

0～200 万豪ドル 11 0 
(0 – 120) 

1 0 
(0) 

200 万豪ドル～1,000
万豪ドル 

17 0 
(0 – 120) 

4 40 
(4 – 193) 

1000 万豪ドル以上 25 9 
(0 – 2,086) 

15 40 
(0 – 1,016) 

 
(3) 提言 
 政府は、同規則の個別委託額の閾値を 1 万豪ドルに引き上げるべきである。これにより、多
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くの企業がデューデリジェンスシステムを開発する必要がなくなるため、コンプライアンス
コストを大幅に削減することができる。 

 国内産原木は、適切な認証を受けた供給者から供給されているか、関連する国や州の特定ガ
イドラインで必要とされている書類がすべて揃っている場合は、追加のデューデリジェンス
要件を課すべきではない。現行の追加の情報収集やリスク評価の要件は、それに見合うだけ
の利益を得ることなくコストを増加させる。 

 政府は、規制対象事業者が規制に準拠しているかどうかを評価するために、罰則なしの自主
的な監査を実施すべきである。これにより、「規制対応のために行った努力が実際に規制の
要件を満たしているのか」という事業者が有する懸念を一部解消できることになる。この情
報をより広範な規制対象事業者に伝えるためには、自主的な評価を通じて特定されたデュー
デリジェンスの実践的なアプローチに関する情報を、個人が特定されない形で公表すること
が重要である。 

 政府は、追加の国別ガイドラインの策定を急ぐべきである。これにより、事業者は、主要な
貿易相手国に所在するサプライヤーから情報を収集する際に、何が期待されているか、ある
いは「合理的に実用的」と考えられるかについて、より多くのガイダンスを得ることができ
るようになる。オーストラリア政府が重点的に取り組むべき国は、中国（最優先）、米国、
タイ、ドイツ、韓国、そしてガイドラインの迅速化に意欲的な「リスクの高い」国である。 

 オーストラリア政府は、より良い、より的を絞ったガイダンスやトレーニング・ワークショ
ップの開発に資金を提供すべきである。 

 
(4) 独立レビューに対する政府の対応 

独立レビューに対し、オーストラリア政府は「違法伐採禁止規則が小規模事業者に与える影響
に関する独立レビューに対する政府の対応（Government response to the ‘independent review of 
the impact of the illegal logging regulations on small business）235」という文書を公開している。
この文書の中で、政府はレビューを踏まえて検討し、規制影響評価書（RIS）の作成を行い、法
規制の改革を実施するとしている。また、RIS の進捗と規制の改正の実施には時間がかかること
と、デューデリジェンス要件に対する理解を広める必要性を考慮し、現行の 18 ヶ月間の「ソフ
トスタート」遵守期間（本来 2016 年 5 月に終了予定）を延長するとした。 
 
(5) 規制影響に関する声明の公表 

2017 年、オーストラリア政府は、「違法伐採禁止規則の改正」と題した、規制影響に関する声
明(Regulation Impact Statement, RIS)を公表した 236。これは、違法伐採禁止規則が定めたデュー

                                                      
235 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/government-response-independent-review-impact-illegal-logging-regulations.pdf 
236 Australian Government 2017, Reforming Australia's illegal logging regulations - Regulation Impact Statement, Department of 

Agriculture and Water Resources. 

(https://ris.pmc.gov.au/sites/default/files/posts/2017/12/reforming_australias_illegal_logging_regulations_-

_regulation_impact_statement.pdf) 
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デリジェンス義務を遵守するための企業や個人のコストを最小化するために、農業・水資源省が
策定した提案である。この文書の概要を紹介する。 

①どの様な問題に取り組んでいるのか？
違法伐採禁止法では企業や個人が「規制木材製品」輸入したり、国産原木を加工したりする前

に、デューデリジェンスの実施を義務付けている。その詳細は違法伐採禁止規則に定められてい
る。法律の施行以来、規制対象となった事業者の一部から、デューデリジェンス要件があまりに
も大きな規制上の負担を強いることに懸念が表明され、関連するコストを最小限に抑えるために
合理化することが提案された。 

②なぜ行動が必要なのか？
当局は、規制のデューデリジェンス要件を遵守するためには、規制対象事業者に年間約 2820

万豪ドルのコストがかかると試算している。規制改革を実施しない場合、2015 年には約 19,522
社の輸入業者と 300～400 社の国内加工事業者が、デューデリジェンス要件を遵守しようとする
際に、不必要な複雑さとコストに直面する可能性がある。 

③どのような政策オプションが検討されたのか？
RIS では、6 つの規制オプションについて、政府が検討し判断した結果を示している（表

7.19）。 

表 ７.19 検討された政策オプションと政府の判断 
検討された政策オプション 政府の判断とその理由： 
オプション 1：現状維持
規制対象事業者は、既存のデューデリジェン

ス要件を引き続き遵守する義務を負うこ
とになる。

望ましいオプションではない 
 現状のままでは、デューデリジェンスの

実施に伴う規制上の負担と違法伐採され
た木材がオーストラリア市場に流入する
リスクとの間で最適なバランスが取れて
いない

 輸入業者や国内加工事業者は、デューデ
リジェンスの要件を満たそうとする際
に、不必要な複雑さとコストに直面する
可能性がある。

オプション 2：委託価格の閾値の変更
委託金額の閾値を現行の 1000 豪ドルからよ

り高い閾値レベルに引き上げることで、
規制対象の委託品と輸入業者の総数を減
らすことになる。 

望ましいオプションではない 
 両方の選択肢を実施することで、年間最

大 1,130 万豪ドルの規制に関するコスト
の削減につながる可能性がある 

 違法に伐採された木材や木材製品がオー
ストラリア市場に出回るリスクを高める
可能性がある

 規制対象のままとなる事業者、国内加工

オプション 3：規制の適用範囲から「個人的
な」輸入を除外
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個人使用のために木材製品を輸入する者がデ
ューデリジェンスを行う必要を排除する。 

事業者の規制負担は変化せず、不公平感
をもたらす 

 輸入業者にのみ利益をもたらすものであ
り、国内の加工事業者には利益がない 

オプション 4：木材合法性枠組に対する「み
なし遵守」の取り決め 

特定の木材合法性枠組に対して「みなし遵
守」の取り決めを設けるものであり、こ
れにより、枠組を利用する企業や個人の
デューデリジェンスプロセスに関連する
ステップの一部が削除されることにな
る。 

 

推奨されるオプションである 
 FSC や PEFC の認証を受けた木材製品

を輸入・加工する事業者のデューデリジ
ェンス要件を合理化する 

 輸入者と国産原木加工事業者の両方の規
制に関するコストの削減になる 

 違法伐採された木材がオーストラリア市
場に流入するリスクを大幅に増加させる
ことはない 

オプション 5：国別ガイドライン(CSGs)及び
州別ガイドライン(SSGs)に対する「みな
し遵守」の取り決め 

デューデリジェンス義務を満たすために
CSG や SSG を使用する企業や個人のた
めのステップの一部を削除する「みなし
遵守」の取り決めを確立するものであ
る。 

 

望ましいオプションではない 
 一部の製品に特恵待遇を導入することに

よって貿易の流れをゆがめ、オーストラ
リアの広範な貿易関係を混乱させる可能
性がある 

 低リスク国の選定はオーストラリアの国
際貿易における義務との矛盾を招く可能
性がある 

 大幅な規制上のコスト削減につながるか
どうかは不明 

オプション 6：低リスク国に対する「みなし
遵守」の取り決め 

違法伐採の「低リスク」と評価された国から
木材や木材製品を輸入する輸入業者のた
めのデューデリジェンスプロセスに関連
するいくつかのステップを削除する「み
なし遵守」の取り決めを確立するもので
ある。 

 
 
④これらの選択肢についてのどのようなコンサルテーションがなされたのか？  

2016 年 11 月に、政府はコンサルテーションのための資料を公表し、2017 年 1 月上旬まで 6
つの規制オプションについてのフィードバックを受け付けた、規制対象事業者、業界団体、環境
非政府組織（NGO）、認証機関、外国政府から合計 46 件の文書の提出があった。文書を提出し
た組織のリストもこの文書の付録に掲載されている。 
 
⑤政府はどのようにして推奨オプションを実施し、評価するのか？  
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政府は、規制の改正手続きを進め、推奨されるオプションを実現する。また、FSC および
PEFC の管理機関と協力して、改正された規則の下での認証の利用方法に関する改善されたガイ
ダンスを開発する。また、規制対象事業者が改正と改正されたデューデリジェンス要件をどのよ
うに遵守することができるについての認識を高めるための教育とコミュニケーションプログラム
を実施する。推奨オプションの有効性と効率性の評価は、違法伐採禁止法の通常の管理の一環と
して行われる。 

(5) 規制改正の結果
2017 年 10 月下旬、2018 年 1 月 1 日から開始する規制改正案のパッケージが国会に提出され

た。この改正案を導入するにあたり、政府はソフトスタート・コンプライアンス期間が 2018 年

1 月 1 日に終了することも発表し、これに伴い、デューデリジェンス要件を遵守していなかった

企業や個人は、多額の罰金を科される可能性が発生することとなった。しかしながら、最終的に

は 2018 年 2 月 8 日、規制改正案はオーストラリア議会上院で否決されたため、木材合法性枠組

に対するみなし適合の規則の導入は見送られた 237。その理由の１つは、森林認証制度は必ずしも

合法性を担保するものではなく、みなし適合とするのは問題があるという意見があったためであ

る（オーストラリア政府インタビュー）。 

７-６-１-２-３-２ 違法伐採禁止法の法定レビュー
違法伐採禁止法の最初の 5 年間の運用のレビューは、2018 年 11 月 29 日までにオーストラリ

ア政府の担当大臣に提供されることが義務付けられ、レビューの結果をまとめた「違法伐採禁止

法の法定レビュー報告書（Statutory Review of the Illegal Logging Prohibition Act 2012）238」が

2018 年 11 月に公表された。この報告書は、違法伐採禁止法と関連する違法伐採禁止規則が政府

の政策目標をどの程度達成したかを評価している。また、運用開始から 5 年間に遭遇した運用上

の問題点を明らかにし、同法の運用を改善するための潜在的な選択肢を特定している。しかし、

現在は、法律の安定性が必要であることを考慮して、法律の修正までは追求せず、さらに５年後

より実質的な情報が得られてから再検討をすることを提案している。本項では、法定レビュー報

告書の概要をまとめた。

（１）なぜ違法伐採禁止法が導入されたのか？
違法伐採禁止法は、「オーストラリアにおける違法伐採された木材製品の輸入・販売を制限す

ることで、違法伐採が環境、社会、経済に与える有害な影響を低減する」ことを目的としてい
る。法定レビュー報告書では、まず、なぜ同法が導入されたのかを振り返ることで、同法の役割
や意義を明確にしている。 

237 Australian Government (2018) 前掲 
238 Australian Government (2018) 前掲 
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木材に関連する違法行為は、先進国、発展途上国を問わず世界中で発生しており、天然林、植
林地、熱帯林、温帯林、北方林など、あらゆる種類の森林生態系で発生している。その違法行為
の背後にある主な動機は利益である。違法伐採業者は、政府や伝統的な所有者へのロイヤリティ
の支払い、伐採管理の遵守にかかるコスト、人件費、その他の正当なコストなど、持続可能な林
業経営に関連する多くのコストを回避しており、オーストラリア国内の木材価格にも悪影響を及
ぼし、ビジネス上の意思決定、産業投資、収益性、オーストラリア経済の雇用に影響を及ぼす可
能性がある。特に違法伐採の経済的コストについて、世界銀行の報告書を引用し、「公有地での
違法伐採によって、途上国政府は年間約 50 億米ドル（約 70 億豪ドル）の収入を失っていると試
算している」と記述している。 

オーストラリアにおける違法伐採の影響については、既存の報告書などを引用し、次のような
ことが述べられている。 
 オーストラリアの木材・木材ベースの輸入のうち、最大 5 億米ドルが、アジア太平洋地域で

伐採された違法伐採木材から供給されている可能性があるという試算がある。これは、その
当時のオーストラリアの年間木材・木材ベースの輸入量の約 9.9%に相当する。

 他の報告書でも同様推定値が報告されており、オーストラリアの木材製品輸入の 9%が違法

な供給源からのものである可能性があると示唆している。

このような事実を踏まえて違法伐採禁止法は、「合法的な木材製品の強力で競争力のある持続
可能な国際貿易を促進すると同時に、違法伐採による環境、経済、社会的コストの削減にも貢
献」、「事業者が違法に伐採された木材をオーストラリア市場に持ち込むリスクを減らすことで、
政府は違法に伐採された木材製品によってオーストラリアの林業が打撃を受けることを回避しよ
うとしている」、「実効性のある違法伐採禁止法は、オーストラリアを違法木材の魅力的な伐採地
にしないだけでなく、持続可能で合法的な木材製品の供給者として国際市場でのオーストラリア
の評判を高める」と述べ、同法の重要性を明確にしている。 

（２）法の影響評価
法定レビュー報告書ではデータを提示しながら、違法伐採禁止法の影響評価を試みている。主

な結果は次の通りである。 

①輸入加工部門への影響
同法が規制対象業界である規制木材製品の輸入業者と国産原木の加工事業者にどのような影響

を与えたかについては、次の点が述べられている。 

 レビュー期間中に規制木材製品の輸入は持続的に増加したが、同法が輸入木材製品の価値に

重大な影響を与えたかを明確にすることは困難である。

 規制木材製品は様々な国から調達されてきた。貿易パターンの変化を同法の実施に直接結び

つけることはできない。実際、レビュー期間中、「よりリスクが高い」と考えられる製品やよ

り複雑なサプライチェーンからの調達が変化したなどの明らかな変化はなかった。これは、

ソフトスタート・コンプライアンス期間の設定により、輸入業者がリスクの可能性を積極的

に評価しなかったことに起因する可能性がある。
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 レビュー期間中、オーストラリアで伐採された原木の量は大幅に増加した。それと同時に、

オーストラリアの木材加工事業者の統合が進んだ。これに同法が与える影響は限定的である

ことが示唆された。

②政策目標への影響
オーストラリア政府はこの法律の実施によって、オーストラリアの木材サプライチェーンの透

明性と説明責任を高めることを目指している。規制によって、違法伐採のリスクがほとんどな
い、あるいは全くない木材製品だけがオーストラリアに輸入されたり加工されたりすることを第
一の目標としている。しかし、同法が政策目標をどの程度達成しているかを判断することは困難
である。その理由は、一般的に違法な行為が表沙汰になることは少なく、影響を正確に評価する
ための数値の入手は困難であること、ソフトスタート・コンプライアンス期間が延長されたた
め、デューデリジェンス義務違反に対する取り締まりは完全に実施されなかったこと、他の国際
的な違法伐採対策を含めて様々な要因が国際貿易の動向に影響するため、同法の運用だけを変化
の原因とすることが困難であることなどである。しかし一方で、監査の経験などから、一部の企
業が「リスクの高い」サプライチェーンを避ける行動をとっていることも確認されており、同法
の完全な実施が、政策目標達成を支える可能性が高いことを示唆している 

（３）法の範囲の検討
規制対象となる木材製品の範囲を拡大し、「リスクの高い」製品を追加的に含めることは、同

法の政策目標達成への貢献を高める可能性がある。しかし、同法を効果的に管理するために政府
の能力を超えて規制対象製品の範囲を拡大することには問題がある。それよりは、輸入業者が義
務を認識してリスクの高い行動を改善できるように、政府がより広範な輸入業者に効果的に伝え
られるかどうかを検討する必要がある。 
 規制対象製品の多く（例：一部の家具、一部の紙製品、中密度繊維板（MDF））には、複数
の、あるいは高度に加工された木材が含まれている。また、製品によっては、供給、加工、取引
で異なる複数のポイントを含む複雑なサプライチェーンを持つものもある。このような製品のデ
ューデリジェンス実施は困難な場合があり、レビュー期間中にはこのような製品のデューデリジ
ェンスに何が必要なのかという質問が定期的に寄せられた。このような製品を規制対象から除外
するべきという意見も提出されたが、法で規制される製品の重要な要素であることに変わりはな
く、法の適用範囲から外されるべきではない。複雑な製品に関するデューデリジェンスを実施す
る輸入業者に対して、政府が期待する事項を詳細に示すことは、輸入業者がデューデリジェンス
を実施するためにどのような努力をしなければならないかを明確にできる可能性がある。 

（４）法の運用経験に基づく検討
2015 年 3 月から 2017 年 12 月までの間（ソフトスタートコンプライアンス期間中）に規制木

材製品の輸入業者 500 社以上を対象に監査を実施した。これらの事業者は、オーストラリアへの
規制木材製品輸入の約 80％を占めている。監査した輸入業者の約 60％が、デューデリジェンス
義務の一部または全部に違反していたことが判明したが、ほとんどの場合、これらの企業は法の
遵守を望んでいたが、同法を知らなかった、あるいは法律と規制の要件を遵守する方法を誤解し
ていることが原因であった。同様に、国内の加工事業者の多くは同法を良く知っているわけでは
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ないが、森林認証制度（PEFC や FSC）を適用していることや、州レベルでの森林セクターの規
制や執行がしっかりしていることによって、結果的に法律を遵守していた。 
 
輸入業者の違反の原因は次のものがある： 
 法律の無知：法律の新しさと規制対象者が様々な業界に及んでいること。規制対象者の多く

は必ずしも「木材」ビジネスに従事しているわけではない。 
個人・単発の輸入業者の数：これらの規制対象者は、規制木材製品を輸入した経験が乏しく、法
的義務を認識していないか、法的義務を遵守するのが容易な立場にない可能性が高い。 
 罰則の欠如：罰則を適用しなかったソフトスタート・コンプライアンス期間は、一部の企業

の法律への対応を遅らせた可能性が高い。 
 デューデリジェンスプロセスの主観性 239：一部の企業は、デューデリジェンスプロセスの主

観的な性質が問題を生じることに気づいている。多くの企業は、義務のすべてを満たすシン
プルなチェックリストなどを要望している。 

 勘違いや誤解：特に林業認証制度の役割について、多くの当事者が特定の文書の意味やリス
クを効果的に管理する方法を理解していないことが明らかになっている。 

 海外の林業関連の法規制：外国の林業関連法規制は複雑で、国やサプライチェーンによって
は、どのようなものが合法であり、合法性を証明するためにはどのような書類が必要なのか
を判断するのが難しい場合がある。 

 
このようなコンプライアンス違反を考慮して、政府は法とデューデリジェンス義務について規

制対象者を教育するためのリソースを継続的に投入する必要があるだろう。政府は、ガイダンス
と教育資料を開発し、ウェブサイトで公開してきたが、さらなる努力が必要である。コンプライ
アンス率の向上は、不注意による不遵守を規制対象者に対する教育の継続によって抑止する一方
で、故意の不遵守や不遵守を繰り返す事業者に対し、罰則を適用することで達成することができ
る。 

規制対象事業者のデューデリジェンスの支援のために、政府は国別ガイドライン(CSG)・州別
ガイドライン(SSG)の提供し、これらは重要な役割を果たしている。政府は CSG の追加交渉を
継続し、CSG と SSG を最新の情報に更新する活動を継続するべきであり、そのための法律の修
正は必要になるかもしれない 240。 
 
（５）法の改善の機会 

今回のレビューでは、政策目標の達成のために違法伐採禁止法を修正・改善する潜在的な可能
性を明らかにしたが、法律・規則の変更は、同法の全体的な運用に悪影響を及ぼさないように、
また、オーストラリアの輸入・加工コミュニティに不当な負担を与えないように、慎重に検討す
る必要がある。また、規制対象業者にとっては、同法がその業務に及ぼす実際的な影響を理解す
るために、法律の安定性と確実性を保つ期間が必要であることにも留意する必要があり、法律を
一定期間変更せずに維持することが必要であろう。将来の期間（例えば、ソフトスタート終了後

                                                      
239 主観性については、7-6-1-2-2(2)にも述べられている。 
240 法律では、これらのガイドラインの更新については定められていない。 
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5 年間）を対象とした同法のレビューは、この見直しで特定された潜在的な課題をより実質的に
検討できる可能性がある。 
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７-６-２ 民間のリスク低減に係る取組みの実施事例
オーストラリアの違法伐採禁止法に関連して、業界団体や民間企業がどのような対応、取り組

みを実施しているのかについてインタビュー調査を行った。オーストラリア政府に民間企業、業
界団体、企業の紹介を依頼した結果、業界団体の Australian Timber Importers Federation 
(ATIF）と民間コンサルタントの Stephen Mitchell and Associates (SMA)社とのオンラインでの
インタビューを調整いただいた。インタビューは 2020 年 12 月に、上記２社同時に実施し（各
団体から担当者 1 名ずつ参加）、オーストラリア政府担当者も同席した。本章で示す情報は、特
に記載がない限り、インタビュー調査で得られた情報である。

７-６-２-１ インタビュー結果概要
実施したインタビュー調査で得られた結果の中から、違法伐採禁止法の規制対象となっている

民間輸入業者がリスク低減を含めたデューデリジェンスをどのように実施しているかに関わる情
報をまとめた（表 7.20）。 

表 ７.20 インタビューから得られた民間輸入業者のデューデリジェンスの実施に関する情報の
概要 

デューデリジェンスのプロセス 民間輸入業者の対応 
デューデリジェンスシステム  会員企業は、ATIF が開発したデューデリジェン

スツールを業種や輸入元、取り扱い製品を考慮し
て独自化したシステムを構築している(A)

 事業者が使用しているデューデリジェンスシステ
ムは様々。独自に開発、政府のテンプレート使
用、公開ツールをそのまま使用など（S）

 輸入者が使用しているデューデリジェンスシステ
ムは、独自に開発したシステム、業界団体のツー
ルキットで提供されたテンプレート化されたアプ
ローチ、民間コンサルタントが提供するサービス
の利用(G)

ステップ１ 情報収集  情報収集はサプライヤーに依存することになるた
め、サプライヤーがオーストラリアの法律を理解
し、必要情報を提供してもらう必要がある(A)
 認証材の場合でも、証書と製品がきちんと紐

づけられた形で書類が準備される必要があ
り、それをサプライヤーが理解する必要があ
る(A)

 サプライヤーが必要情報を適切に準備できる
よう、質問紙等テンプレートを準備している
(A, S)

 サプライヤーを訪問し、法律の理解やコミュ
ニケーションを促進している(A)
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 サプライヤーとの信頼関係がないと、必要な情報
収集が困難になることあり（S） 

 サプライヤーの情報の機密性が情報収集を困難に
することあり（S） 

 樹種名を把握することが困難(A) 
ステップ２ リスクの特定と評価  ATIF 会員企業はリスク評価に困難を感じている

(A) 
 ATIF はリスク評価を伐採国の CPI（腐敗認識指

数）から始めることを推奨している(A) 
 熱帯国・中国は経験上、評価が困難（A） 
 家具や紙袋は経験上、困難（S） 
 認証スキームを通じて木材の一貫した管理体制を

証明できる FSC や PEFC を利用することで、輸
入者は合法的に木材が調達されたことをさらに確
実にすることができる（G） 
 紙などの非常に複雑なサプライチェーンを持

つ製品を扱う輸入者にとっては、認証スキー
ムを利用することで比較的簡単にリスク評価
ができる（G） 

 サプライチェーン情報を提供するようサプラ
イヤーに強制する力がないかもしれない小規
模事業者にとって森林認証材は特に重要にな
る(G) 

 森林認証材であっても、他の情報を照会し評
価する必要がある。例：違法な木材を扱って
いる認証された業者に関する NGO の報告は
リスク評価で考慮されることが求められる
（G） 

 製品のリスクを低減するのではなく、リスクを洗
い出すことが重要。現在のサプライチェーンを維
持すべき理由を正当化するための情報だけでは不
十分で、正しい情報をリスク評価で考慮すること
が重要(G) 

ステップ３ リスク低減  ATIF 会員企業は、リスク低減をリスク評価より
も困難に感じている(A) 

 サプライヤーを訪問し、追加情報を収集すること
は有効(A, S) 
 サプライヤーと上流のサプライチェーンを訪

問（S） 
 伐採地までサプライチェーンをたどることが
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できないこともある（S） 
 サプライヤーの変更、製品の変更（例：認証材に

変更）は頻繁に行われている(A, S) 
 低減措置を講じても「リスクは低い」という合理

的な結論を出すことが困難なため、今後はその業
者を利用しないと結論した事例あり（G） 

ステップ４ 記録  ATIF のデューデリジェンスツールでは、監査で
提出できる記録のためのテンプレートが準備され
ている(A) 

 政府が提供するテンプレートを使用している企業
も多い(S) 

（A）：ATIF からの情報、（S）：SMA 社からの情報、（G）：政府からの情報 241 
 
 
７-６-２-２ インタビュー結果詳細：オーストラリア木材輸入業者連盟 
①ATIF の概要 

ウェブサイト 242の情報によると、Australian Timber Importers Federation（ATIF、オーストラ
リア木材輸入業者連盟）は、40 年以上前に設立され、オーストラリアの木材輸入・卸売業界の
利益を代表する団体で、約 50 社の会員企業を有する。ATIF は、業界に関連する政策や法律、
税関や国境保護、貿易問題などの連邦政府が管轄する問題について、木材輸入・卸売業者の活動
を調整する責任を負っている。また、一般的なマーケティング、研究・技術革新開発、海運、港
湾サービス、産業界への働きかけなど、他の様々な問題にも関与している。ATIF は木材が貴重
で再生可能な資源であることを認識しており、そのための最良の林業施業を支援している。さら
に、オーストラリア政府と協力して合法的な森林経営から木材と木材製品を輸入する方針を実現
し、供給国における違法伐採と関連活動を排除することを約束している。ATIF では、次のよう
な合法的な木材調達に関する倫理コードを定めており、会員に対し遵守を求めている 243。 
 
ATIF 会員は、合法で管理の行き届いた森林や植林地から木材や木材製品を調達します。ATIF
会員は、自分たちが扱う木材が合法的で管理の行き届いた森林からのものであることを保証する
ためには、森林と加工過程の独立した認定が最も有用な手段であることを認識しています。
ATIF のメンバーは、サプライヤーやサプライヤー国のその他の利害関係者との取引を通じて合
法性を確認できるプロセスを開発し、その採用を奨励します。合法的な木材と木材製品の証拠に
は、以下のものが含まれます。 
 木材が原産国の法律に従って伐採されたことを証明する書類。 
 伐採された木材が、供給国政府が承認した森林管理システムおよび／またはコードに準拠し

ていることを証明する書類。 
 認められた森林管理または認証スキームおよび／または第三者認証スキームに準拠している

                                                      
241 詳細は 7-6-1-2-2 参照。 
242 http://atif.asn.au/ 
243 http://atif.asn.au/code-of-ethics/ 
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ことを証明する文書。 
 
②ATIF の違法伐採禁止法に関連する活動 

ATIF の会員は、オーストラリアが輸入する HS コード 44 類の約 9 割をカバーしている。
ATIF は 2012 年に政府の支援を受け、デューデリジェンスツールキットを開発した。これは政
府のウェブサイトで公開されている 244。国内各地で、輸入業者・通関業者などを対象にした、デ
ューデリジェンスの理解を深めるトレーニングセミナーを開催してきた。会員に対して、デュー
デリジェンス要件や政府の監査で確認される書類についてアドバイスしたり、各企業のデューデ
リジェンスシステムの構築の支援を行ったりしている。また、デューデリジェンス関連の会員の
理解・解釈が正しいかを政府に確認することも行う。会員は、デューデリジェンスに関して困っ
たことがあった場合は、ATIF に連絡してくるので、それに対して対応を行っている。ATIF は
会員が信頼性のあるデューデリジェンスの実施を支援している。 

違法伐採禁止法は、国内事業者に大きなコストを生じさせている。特に小規模な事業者
（ATIF の会員ではない）にとっては困難で、法律の見直しが必要と考えている。一方、ATIF
の会員の多くは大企業で、現在は法律を遵守することは問題なく対応できており、生じるコスト
も吸収できている。それでも、会員企業がデューデリジェンス要件を理解するのにはかなりの時
間がかかり、適切なデューデリジェンスを実施するのは大変なことである。違法伐採禁止法は、
企業の行動変化をもたらし、企業はサプライチェーンに注意を払うようになっている。特にジン
バブエや南米の一部の国、ミャンマーなど、リスクが高いと考えられる国からの輸入については
注意が必要であることが、共通認識となっている。 

違法伐採禁止法は、伐採の合法性のみ考慮しており、一般的には人権等の問題も考慮すべきと
いう考えもあるが、生産国の現状を考えれば、まずは伐採の合法性を担保するということは理に
かなっていると考えている。木材の持続可能性は重要な課題であるが、合法性とは区別して考え
た方がよいと考えている。例えばインドネシアの国家的なシステムである SVLK は合法性のみを
保証するシステムである。持続可能性を考慮するのであれば、森林認証が必要になる。 
 
③会員企業のデューデリジェンスの実態 

会員企業は、独自のデューデリジェンスシステムを構築しているが、そのほとんどは、ATIF
のデューデリジェンスツールキットを基にしたもので、会員の業種や輸入元、取り扱い製品を考
慮して独自化されている。上述したように、会員企業が取り扱うのはパネルなどの建築資材が主
で、家具などに比べてデューデリジェンスシステムはシンプルである。 

デューデリジェンスの難しさは、事業者の収集する情報が、サプライヤー（オーストラリアの
規制対象事業者が直接取り引きする輸入先企業）から提供される情報にかなり依存していること
にある。そのため、サプライヤーにオーストラリアの違法伐採禁止法を説明し理解してもらう必
要があるが、小規模なサプライヤーの場合、それが困難である。例えば、デューデリジェンスを
適切に実施し、政府の監査に対応するためには、個々の製品に添付されている書類と製品がきち
んと紐づけられていることが重要になる。認証材を輸入した場合、認証の情報がインボイスやパ
ッキングリストにも記載されていなければ、製品が認証材であると示すことが困難になる。この
ことをサプライヤーが理解し、必要な書類を準備できることが必要である。また、サプライヤー

                                                      
244 https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/importers/resources#industry-generated-guidance-materials 
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には、デューデリジェンスに必要な情報をきちんと提供してもらう必要がある。ATIF は会員企
業に対し、サプライヤーに適切な情報収集等の依頼を行うことを推奨しており、そのための質問
状などを準備している。デューデリジェンスでは、「合理的に可能」という考え方が重要である
が、このことが合理的に信頼できるデューデリジェンスの実施につながる。サプライヤーとのコ
ミュニケーションには、サプライヤーを直接訪問して話すことが重要であるが、現在のコロナウ
ィルス関連の問題で、海外渡航ができない状況になっており、デューデリジェンスが困難になっ
ている。

基本的なところでは、事業者が適切な樹種名を把握することが困難となっている。例えば、商
品名として使われているタスマニアオークはオークではなく、ユーカリである。このような基本
情報の把握は、デューデリジェンスに重要である。 

デューデリジェンスに必要な情報収集よりも、その次のステップであるリスク評価に会員企業
は苦戦している。リスク低減については、さらに困難である。ATIF は会員企業からの問い合わ
せに対応することで、支援を行っている。リスク評価を CPI（Corruption Perceptions Index、腐
敗認識指数）から始めるのは有効である。熱帯国（東南アジアのいくつかの国、ブラジルや南
米）と中国はリスク評価が難しいと経験上感じている。 

リスク低減の手法として、サプライヤーを訪問し情報を収集することは有効である。違法伐採
法とは関係がないが、最近ロシアからオーストラリアの建築基準を満たさない木材が送られると
いう問題が発生しており、このような問題を解決するためには、現地のサプライヤーを訪問し彼
らをサポートする必要があるが、コロナウィルス感染拡大の問題で実施できず困っている状況で
あり、違法伐採法への対処（リスク低減）としてもサプライヤー訪問ができない状況は問題であ
ると認識している。サプライヤーが要求にきちんと対応できないようであれば、サプライヤーを
変更してリスクを低減することも頻繁に行われている。また、認証材への変更も有効なリスク低
減手段である。

７-６-２-３ インタビュー結果詳細：Stephen Mitchell and Associates 社
①SMA 社の概要

Stephen Mitchell and Associates 社（SMA 社）は民間のコンサルタントで、５年ほど前から事
業を行っている。次の 3 分野のサービスを提供している 245。 
循環型経済とリサイクル：産業界が廃材や木材製品の市場にアクセスしたり、廃棄物やリサイク
ルに関する規制を遵守するサポートの提供、循環型経済と製品スチュワードシップの原則に基づ
いた戦略的かつ実践的なアドバイスを木材製品メーカーやサプライヤーに提供したりしている。
違法伐採規制：木材、紙、木製家具の輸入業者が、違法伐採禁止法および関連規則のデューデリ
ジェンス要件に違反するリスクを低減するためのサポートを提供している。
製品の環境的検証：環境配慮製品宣言や持続的な建築物の格付けスキームを通じて、競合他社に
先駆けてより多くの市場へアクセスすることを支援している。

代表の Stephen Mitchell 氏は、この分野で 20 年以上の経験を有し、違法伐採対策の分野で
は、150 社以上にトレーニングの提供やデューデリジェンスの支援を行ってきた。EU や米国の
違法伐採対策の調査経験があり、それを基に ATIF のデューデリジェンスツールキットの開発に

245 https://www.smassociates.com.au/ 
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も携わり、オーストラリア政府にも協力してきた経験がある。また、FSC・PEFC 認証の検査官で
もある。 
 
②SMA 社の違法伐採禁止法に関連する活動 

SMA 社の違法伐採禁止法関連のサービスは、木材、ベニヤ、合板、紙製品、木製家具の輸入
業者がコンプライアンス違反のリスクを低減するために、政府のガイダンスや業界のベストプラ
クティスに従った独自の体系的なアプローチによる実用的なサービスを提供することで、シンプ
ルなテンプレートを使用したデューデリジェンスシステムの確立と維持、サプライヤーからの情
報収集・リスク評価・低減手段の準備などを行っている。例えば、各種テンプレートは、顧客の
事業にあわせてカスタマイズを行っている。また、カナダ、チリ、中国、マレーシア、インドネ
シア、EU、米国、ニュージーランド、ベトナムを含むすべての国からの輸入品のためのデュー
デリジェンス手続きを開発している。このほか、リスク評価等で生じた問題に対する専門的なア
ドバイス提供や、政府の監査への対応準備の支援も行っている。 

違法伐採禁止法関連のデューデリジェンスのコンサルタントサービスを実施している企業はそ
れほど多くなく、５，６社ではないかと認識している。法律事務所や通関業者が行っていること
もある。中には、ATIF のツールをコピーして提供しているだけのところもある。 

違法伐採禁止法については、業界のコスト負担の問題があるが、それ以外には大きな問題はな
いと考えている。政府は国別ガイドラインなどを整備しており、事業者の助けになっている。違
法伐採問題はこれまで木材関連業界に悪いイメージを与えることでマイナスの影響を与えてきた
が、この法律があることでそれを回避することができている。この法律は伐採の合法性に焦点を
当てており、持続可能性について定めているわけではないが、合法性は持続可能性を考慮する入
口となっていると考える。 

SMA 社では中小企業に接する機会が多いが、非常に熱心に取り組んでいる企業から、全く何
もしていない企業まで様々である。家具業界では小規模事業者が多く、まだ法律を遵守できてい
ない企業が多い。家具のデューデリジェンスは複雑で大変な作業であることも原因だろう。遵守
のための作業を熱心に行っている会社と何もしていない会社との間の競争は懸念事項である。政
府は監査をしっかりと行っていくべきだと考えている。 
 
③民間企業のデューデリジェンスの実態 

事業者が使用しているデューデリジェンスシステムは様々である。インターネットで検索した
自由にダウンロードできる海外のツールをそのまま使っていたりもする。政府のウェブサイトに
はかなりの情報やテンプレートが公開されており、事業者の役に立っていると考えている。大手
企業の場合は独自のデューデリジェンスシステムを開発している。SMA 社は、クライアントの
事業者にあわせた、シンプルなデューデリジェンスシステムの提供を行っている。通関業者も含
め、デューデリジェンスで問題を抱えている企業が顧客で、紙袋を輸入する企業、一つの製品に
複数の異なる木材が含まれていて違法リスクが高いと考えられる家具を輸入する企業にサポート
を提供している。SMA 社ではサプライヤーへの質問票やレターをツールとして準備している。
最近は、E メールで不明点を問い合わせることが多く、便利になった。これらの企業のために特
定の製品に適用できるテンプレートを作成したり、実際のリスク評価（サプライヤーへの連絡な
どを含めて）を行ったりしている。事業者が認証材を使った製品を輸入している場合は、木材合
法性枠組があるためデューデリジェンスは簡単である。しかし家具や紙袋などのデューデリジェ
ンスはとても複雑となり手間がかかる。 
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リスクの低減措置としては、まずは追加的な情報収集を行う。サプライヤーを訪問し、加工工
場や、場合によっては伐採サイトを一緒に訪問することは効果的である。しかし、紙袋のような
製品は、製紙工場を訪問することはできても、伐採サイトまでたどることはほとんど不可能であ
る。ベトナムから輸入された家具についても、伐採地の情報を入手するのが困難であった。現地
の問屋までたどり着けても、その先の情報を入手することが難しかった。このような場合は、認
証材を使った製品に変更するしかないと考えている。サプライヤーの変更も一般的なリスク低減
の方法である。 

デンマークから輸入している家具のリスク評価を実施したことがあるが、10 か国以上の異な
る原産国の木材が含まれており、困難であった経験がある。デンマークは EU 木材規則でデュー
デリジェンスが義務付けられているため問題は少ないと予想したが、実際はそうではなく、その
サプライヤーは機密情報であるとして情報提供を拒んでいた。デューデリジェンスはサプライヤ
ーの姿勢に大きな影響を受け、情報の機密性というのは障害となる。結局、サプライヤーとの信
頼が重要である。情報の収集において、サプライヤーを信頼するしかないし、信頼されていない
と情報を得ることができない。そして、デューデリジェンスを通じてサプライヤーとの信頼関係
が向上することもある。

280



  

７-７ 参考情報 
７-７-１ 州別の合法性確認に利用できる書類 

以下の合法性関係書類は全てオーストラリア農業水環境省のサイトに掲載の州別ガイドライン
246より複写したものである。 
 
７-７-１-１ 西オーストラリア州 247 
林産物委員会（FPC）からの天然林木材納品書（Native Forest Log delivery note: D-note） 
  

                                                      
246 https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/processors/resources#state-specific-guidelines 
247 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/western-australia-state-specific-guideline.pdf 

伐採林区番号 
林産物委員会の公表する伐採
計画と照合することによって
合法性の確認ができる 

丸太のサイズ 

樹種 
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森林産物委員会（FPC）からのプランテーション木材納品書（Plantation Log delivery note: D-
note） 

伐採林区番号 
林産物委員会の公表する伐採
計画と照合することによって
合法性の確認ができる 

丸太のサイズ 

樹種 
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公有天然林内のサンダルウッド採取のためのサンダルウッドライセンス（Sandalwood Licence: 
S2 Puller's Licence） 
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ライセンスを受けた事業者の名称 
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私有地内のサンダルウッド採取のためのサンダルウッドライセンス（Sandalwood License – 
Private Property: S1 Puller's Licence） 

採集するサンダルウッドの量、採集地 
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ライセンスを受けた事業者の名称
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私有天然林からのサンダルウッド販売のための商業的生産者ライセンス（Commercial 
Producer’s Licence） 

288



ライセンスを受けた事業者の名称
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サンダルウッド輸送許可（Sandalwood Transport Authority Notice: STAN） 

 
 
  

ライセンスを受けた事業者の名称 

サンダルウッドの種類と量 
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私有プランテーションで栽培したサンダルウッドの販売のための商業的生産者ライセンス
（Commercial Producer’s Licence） 
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ライセンスを受けた事業者の名称
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公有天然林の皆伐（salvage logging）のための商業的生産者ライセンス（Commercial Producer's 
Licence） 
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ライセンスを受けた事業者の名称
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私有プランテーションからの伐採のための木材伐採許可（Timber Harvest Authorisation） 

 
 
 
  

私有プランテーションの所有者名 原木の購入者名 
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７-７-１-２ 南オーストラリア州 248

天然林伐採に関する天然植生審議会（Native Vegetation Council）からの承認書

248 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/south-australia-state-specific-guideline.pdf 
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皆伐の許可を受けた土地所有者名 
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私有プランテーションに対する商業木材プランテーションライセンス（Commercial Forest 
Plantation Licence） 

ライセンスを受けた事業者名
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７-７-１-３ クイーンズランド州 249 
公有天然林で伐採された木材の販売許可（Sale permit） 

 

  

                                                      
249 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/qld-guideline.pdf 

許可を受けた事業者名 
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許可を受けた事業者名 
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公有天然林からの製材用丸太納品書 

なお発行主体の Department of Agriculture, Fisheries and Forestry は 2015 年に Department of 
Agriculture and Fisheries に改称されている。 

販売許可（sale permit）番号
前掲の販売許可と照合できる 

丸太のサイズ 

樹種 

301



  

 

 
 
  

販売許可（sale permit）番号
前掲の販売許可と照合できる 
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公有天然林からの木材のタックス・インボイス 

販売許可（sale permit）番号
前掲の販売許可と照合できる 
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保護植物伐採ライセンス申請書 

304



７-７-１-４ ニューサウスウェールズ州 250

ニューサウスウェールズ林業公社（Forestry Corporation NSW: FCNSW）からの納品書
（delivery docket）

250 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/nsw-state-specific-guideline.pdf 

伐採林区番号 
ニューサウスウェールズ森林公社
が公表している毎年の伐採計画と
照合させることによって合法性の
確認を行うことができる

丸太のサイズ、樹種 
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７-７-１-５ ビクトリア州 251

VicForests からの納品書（delivery docket）

251 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/victoria-state-specific-guideline.pdf 

伐採林区番号 
VicForest 社が公表している木材
譲渡計画（Timber Release Plan: 
TRP）と照合することによって合
法性の確認を行うことができる 

丸太の樹種 

丸太のサイズ 
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私有プランテーションからの納品書 

 
  

伐採林区番号 
地方政府によって承認された木材伐
採計画（Timber Harvesting Plan: 
THP）と照合することによって合法
性の確認を行うことができる 

丸太の量 
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７-７-１-６ タスマニア州 252

森林実施計画（Forest Practices Plan: FPP）

252 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/tasmania-state-specific-guideline.pdf 

森林実施機関（Forest Practices 
Authority: FPA）からの認証に
よって合法性の確認ができる 

承認された森林実施計画番号 
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Forestry Tasmania からの納品書（Delivery Arrangement） 

承認された森林実施計画番号 
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７-７-２ 違法伐採禁止法関連参考資料

７-７-２-１ 違法伐採禁止法仮訳

オーストラリアの 2012 年違法伐採禁止法 (Illegal Logging Prohibition Act 2012) の仮訳
を示す。原文は、オーストラリア政府のウェブサイト 253よりダウンロードできる。

第 1 部 序 
1  略称 
本法は、「2012 年違法伐採禁止法」と呼ぶことができる。 

2  施行 
(1) 本法中、表第 1 欄記載の各規定は、表第 2 欄に従って現に施行を開始し、または
すでに施行を開始したものとみなす。第 2 欄中のその他の記載は、その文言に従った効果
を有する。

施行情報 
第 1 欄 第 2 欄 第 3 欄 
規定 施行開始 年月日・詳細 
1. 第 1・2 条、そ
の他本表の他の箇所
に記載のない本法規
定

本法が国王の同意を得た日。 2012 年 11 月 28 日 

2. 第 3～8 条 本法が国王の同意を得た日の翌日。 2012 年 11 月 29 日 
3. 第 9 条 本表 2 項記載の規定の施行開始日の翌

日から 2 年の期間の最終日の翌日。 
2014 年 11 月 30 日 

4. 第 10・11 条 本法が国王の同意を得た日の翌日。 2012 年 11 月 29 日 
5. 第 12～14 条 本表 2 項記載の規定の施行開始日の翌

日から 2 年の期間の最終日の翌日。 
2014 年 11 月 30 日 

6. 第 15・16 条 本法が国王の同意を得た日の翌日。 2012 年 11 月 29 日 
7. 第 17・18 条 本表 2 項記載の規定の施行開始日の翌

日から 2 年の期間の最終日の翌日。 
2014 年 11 月 30 日 

8. 第 19～86 条 本法が国王の同意を得た日の翌日。 2012 年 11 月 29 日 
注: 本表は本法中、当初制定された規定にのみ適用される。本表は、本法のその後の
改正に応じて改正されることはない。 

(2) 表第 3 欄記載の情報は、本法の一部ではない。本法の公開版において、本欄に情
報を記入し、または本欄記載の情報を編集することができる。

253 https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00027 
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3  国王に対する拘束力 
(1) 本法は、国王の各能力を拘束する。 
(2) 本法によって国王が罰金を科せられ、または犯罪により訴追されることはない。 
 
4  海外領土への不適用 
 本法は海外領土には適用されない。 
 
5  州・領土法との重畳適用 
 本法は、本法と重畳適用が可能な州法または領土法の適用を排除しまたは制限す
ることを意図するものではない。 
 
6  本法に関する指針 
本法は、違法に伐採された木材の輸入及び違法に伐採された原木の加工を禁ずるものであ
る。 
本法はさらに、違法に伐採された木材が輸入・加工されるリスクを減らすためデューデリ
ジェンスを払うことを、規制木材製品の輸入者及び原木の加工者に義務づけるものであ
る。 
規制木材製品の輸入者は、輸入時に関税管轄大臣に対し、自己が払ったデューデリジェン
スに関する申告書を提出しなければならない。 
本法第 4 部は、本法に定める監督、捜査及び執行権限を捜査官が行使できるようにするた
め、規制権限法を適用する。 
 
7  定義 
本法において、 
「オーストラリア」は、地理的意味で用いるときは、海外領土を含まない。 
「民事罰規定」は、規制権限法におけると同じ意味を有する。 
「コモンウェルス当局」とは、以下の各事項をいう。 
(a) 法律により、または法律にもとづき、公共目的のために設立された法人。 
(b) 以下のいずれかの者が単独で、または以下の複数の者が共同で、支配権を保有し
ている会社。 

(i) コモンウェルス 
(ii) (a)記載の法人 

「憲法上の会社」とは、憲法第 51 条（xx）項の適用を受ける会社をいう。 
「関税管轄大臣」とは、1901 年関税法を管轄する大臣をいう。 
「デューデリジェンス要件」： 
(a) 規制木材製品輸入にあたっての「デューデリジェンス要件」は、第 14 条(1)項に
定める意味を有する。 
(b) 原木加工にあたっての「デューデリジェンス要件」は、第 18 条(1)項に定める意
味を有する。 
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木材を「違法に伐採する」とは、収穫場所（オーストラリア国内であると否とをとわな
い）において効力を有する法律に違反して木材を収穫することをいう。 
「輸入」とは、オーストラリア国内へ輸入することをいう。 
「捜査官」とは、第 19 条にもとづき任命された者をいう。 
「規制木材製品」は、第 9 条(3)項に定める意味を有する。 
「規制権限法」とは、2014 年規制権限（標準規定）法をいう。 
「長官」とは、本省の長官をいう。 
「本法」というときは、規則も含む。 
「木材製品」とは、木材であるか、木材から製造されたか、または木材を含む物をいう。 

第 2 部 輸入 
第 1 章 違法に伐採された木材の輸入 
8  違法に伐採された木材の輸入 
以下の行為は犯罪となる。 
(a) 行為者が物を輸入し、かつ、
(b) その物が違法に伐採された木材であるか、かかる木材から製造されたか、または
かかる木材を含み、かつ、
(c) その物が本条に係る規則によって除外されていないとき。
罰則：5 年間の拘禁若しくは 500 罰金単位、またはその両方。

9  違法に伐採された木材を規制木材製品の形で輸入 
(1) 以下の行為は犯罪となる。

(a) 行為者が物を輸入し、かつ、
(b) その物が違法に伐採された木材であるか、かかる木材から製造されたか、または
かかる木材を含み、かつ、
(c) その物が規制木材製品であり、かつ、
(d) その物が本条に係る規則によって除外されていないとき。

罰則：5 年間の拘禁若しくは 500 罰金単位、またはその両方。 
(2) (1)項(b)の過誤要素は過失である。
(3) 「規制木材製品」とは、規則に定める木材製品をいう。

10  没収 
(1) 以下の場合、裁判所は、物の全部または一部をコモンウェルスに没収させるよう
命ずることができる。

(a) 裁判所が、その物またはその一部につき、第 8 条または 9 条に違反した罪で行為
者に有罪判決を下した場合であって、かつ、
(b) その物が同人の所有物であるとき。

(2) 同人は、上記の命令に関連して審理を受ける権利を有する。
(3) 上記の物またはその一部は、長官が適切と判断した方法で取り扱いまたは処分す
ることができる。ただし以下の時点より後に限る。
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(a) 命令や有罪判決に対する上訴の提起期間が、かかる上訴が提起されることなく終
了したときは、それらの期間の終了時。 
(b) かかる上訴が 1 件または複数提起されたときは、それらの上訴が失効し、または
最終決定された時点。 

 
11  1901 年関税法の適用 
以下の場合においては、 
(a) 製品の輸入が第 8 条または 9 条にもとづく犯罪であって、かつ、 
(b) 長官が、同輸入に 1901 年関税法の適用を希望する旨、（1901 年関税法にいう）
関税監督官に対して書面で通知した場合は、 
あたかも同輸入に含まれる同製品が 1901 年関税法にいう禁制輸入品であって、同法第
229 条にもとづき国王により没収されるべき製品であるかのように、1901 年関税法が効力
を有する。 
 
第 2 章 輸入者が払うデューデリジェンス 
12  規制木材製品の輸入 
以下の行為は犯罪となる。 
(a) 行為者が物を輸入し、かつ、 
(b) その物が規制木材製品であり、かつ、 
(c) 同人が同製品輸入にあたってデューデリジェンス要件を遵守せず、かつ、 
(d) その物が本条に係る規則によって除外されていないとき。 
罰則：300 罰金単位。 
 
13  関税申告書 
以下の行為は犯罪となる。 
(a) 行為者が物を輸入し、かつ、 
(b) その物が規制木材製品であり、かつ、 
(c) 同人が、自己が同製品輸入にあたってデューデリジェンス要件を遵守したかどう
かにつき、規則に定める方法で関税管轄大臣に申告しておらず、かつ、 
(d) その物が本条に係る規則によって除外されていないとき。 
罰則：100 罰金単位。 
 
14  規制木材製品輸入にあたってのデューデリジェンス要件 
(1) 規制木材製品輸入にあたってのデューデリジェンス要件を、規則で定めなければ
ならない。 
(2) 要件は、輸入した規制木材製品が違法に伐採された木材であるか、かかる木材か
ら製造されたか、またはかかる木材を含むかするリスクを減らす目的のためにのみ定めな
ければならない。 
(3) 要件には、以下のいずれかまたは複数の事項に関連した要件を含めることができ
る。 
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(a) 上記のリスク の評価目的での情報収集。以下の各事項に関連した情報を含む。 
(i) 収穫した木材の種類、原産地及び詳細 
(ii) 木材または木材製品のサプライヤーの名称、営業所の所在地その他の詳細 
(iii) 木材収穫場所が属する国の法律を遵守しているという証拠 
(iv) 収集した情報の完全性、正確性または信頼性 

(b) 上記リスクの評価・特定 
(c) リスクの程度に応じたリスク低減策 
(d) 第 13 条にもとづく関税管轄大臣への申告 
(e) コンプライアンス陳述書の提出 
(f) 監査 
(g) 定められた状況における救済策の実施 
(h) 報告書その他の情報の大臣への提供 

(i) 情報公開 
(4) (3)項は(2)項を限定するものではない。 
(5) 規制木材製品の輸入にあたってのデューデリジェンス要件であって、特定の法
律、規則またはプロセスを遵守することによってその全部または一部を充たせる要件を、
規則で定めることができる。ここでいう法律、規則またはプロセスには以下の各事項を含
む。 

(a) 州、領土または外国において効力を有する法律または法律にもとづくプロセス 
(b) 業界または認証団体が設立または認証した規則またはプロセス 
(c) 確立された運用プロセス 

(6) (5)項(a)～(c) は(5)項を限定するものではない。 
 
第 3 部 加工 
第 1 章 違法に伐採された原木の加工 
15  違法に伐採された原木の加工 
(1) 以下の行為は犯罪となる。 

(a) 行為者が、原木を原木以外のものに加工し、かつ、 
(b) 同人が憲法上の会社であるか、または以下のいずれかの状況で原木を加工し、か
つ、 

(i) 外国との、または州間若しくは州・領土間の貿易・通商の過程で、または貿易・
通商の目的で 
(ii) 領土内において 
(iii) 憲法上の会社に代わって 
(iv) 憲法上の会社に木材製品を供給する目的で 
(v) コモンウェルスまたはコモンウェルス当局に代わって 
(vi) コモンウェルスまたはコモンウェルス当局に木材製品を供給する目的で 

(c) 同原木が違法に伐採されたものであり、かつ、 
(d) 同人が、本条に係る規則によって除外される対象集団に含まれず、かつ、 
(e) 同加工が本条に係る規則によって除外されず、かつ、 
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(f) 同原木が本条に係る規則によって除外される種類でないとき。 
罰則： 5 年間の拘禁若しくは 500 罰金単位、またはその両方。 
例外 輸入原木 
(2) 同原木がオーストラリア国内へ輸入されたものである場合、(1)項は適用されな
い。 
注： (2)項記載の事項との関連では、被告人が立証責任を負う（刑法 13.3(3)を参照）。 
 
16  没収 
(1) 以下の場合、裁判所は、物の全部または一部をコモンウェルスに没収させるよう
命ずることができる。 

(a) 裁判所が、その物またはその一部につき、第 15 条に違反した罪で行為者に有罪
判決を下した場合であって、かつ、 
(b) その物またはその一部が同人の所有物であるとき。 

(2) 同人は、上記の命令に関連して審理を受ける権利を有する。 
(3) 上記の物またはその一部は、長官が適切と判断した方法で取り扱いまたは処分す
ることができる。ただし以下の時点より後に限る。 

(a) 命令や有罪判決に対する上訴の提起期間が、かかる上訴が提起されることなく終
了したときは、それらの期間の終了時。 
(b) かかる上訴が 1 件または複数提起されたときは、それらの上訴が失効し、または
最終決定された時点。 

 
第 2 章 加工者が払うデューデリジェンス 
17  原木の加工 
(1) 以下の行為は犯罪となる。 

(a) 行為者が原木を原木以外のものに加工し、かつ、 
(b) 同人が憲法上の会社であるか、または以下のいずれかの状況で原木を加工し、か
つ、 

(i) 外国との、または州間若しくは州・領土間の貿易・通商の過程で、または貿易・
通商の目的で 
(ii) 領土内において 
(iii) 憲法上の会社に代わって 
(iv) 憲法上の会社に木材製品を供給する目的で 
(v) コモンウェルスまたはコモンウェルス当局に代わって 
(vi) コモンウェルスまたはコモンウェルス当局に木材製品を供給する目的で 

(c) 同人が原木加工にあたってのデューデリジェンス要件を遵守せず、かつ、 
(d) 同原木が本条に係る規則によって除外される種類でないとき。 

罰則：300 罰金単位。 
例外 輸入原木 
(2) 原木がオーストラリア国内へ輸入された場合は、(1)項は適用されない。 
注： (2)項記載の事項との関連では、被告人が立証責任を負う（刑法 13.3(3)を参照）。 
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18  原木加工にあたってのデューデリジェンス要件 
(1) 原木加工にあたってのデューデリジェンス要件を、規則で定めなければならな
い。 
(2) 要件は、違法に伐採された原木が加工されるリスクを減らす目的のためにのみ定
めなければならない。 
(3) 要件には、以下の事項のいずれかまたは複数に関連した要件を含めることができ
る。 

(a) 上記のリスクの評価目的での情報収集。以下の各事項に関連した情報を含む。 
(i) 収穫した原木の種類、原産地及び詳細 
(ii) 原木のサプライヤーの名称、営業所の所在地その他の詳細 
(iii) 原木収穫場所が属する州または領土の法律を遵守しているという証拠 
(iv) 収集した情報の完全性、正確性または信頼性 

(b) 上記リスクの評価・特定 
(c) リスクの程度に応じたリスク低減策 
(d) コンプライアンス陳述書の提出 
(e) 監査 
(f) 定められた状況における救済策の実施 
(g) 報告書その他の情報の大臣への提供 
(h) 情報公開 

(4) (3)項は(2)項を限定するものではない。 
(5) 原木加工にあたってのデューデリジェンス要件であって、特定の法律、規則また
はプロセスを遵守することによってその全部または一部を充たせる要件を、規則で定める
ことができる。ここでいう法律、規則またはプロセスには以下の各事項を含む。 

(a) 州または領土において効力を有する法律または法律にもとづくプロセス 
(b) 業界または認証団体が設立または認証した規則またはプロセス 
(c) 確立された運用プロセス 

(6) (5)項(a)～(c) は(5)項を限定するものではない。 
 
第 4 部 監督、捜査及び執行 
第 1 章 捜査官 
19  捜査官の任命 
(1) 長官は、本法に定める捜査官を書面で任命することができる。 
(2) 長官は、ある人が捜査官の権限を適正に行使するための適切な訓練または経験を
積んでいると納得しない限り、同人を捜査官に任命してはならない。 
(3) 捜査官の任期は、任命書に記載する期間とする。期間は 2 年を超えてはならな
い。 
(4) 捜査官は、その権限行使にあたって長官の指示を遵守しなければならない。 
(5) (4)項にもとづいて与えられた書面の指示は、法律文書ではない。 
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第 2 章 監督 
21  監督権限 
監督対象規定 
(1) 以下の各規定は、規制権限法第 2 部にもとづく監督の対象となる。 

(a) 本法の規定 
(b) 1914 年犯罪法または刑法に違反する犯罪であって、本法と関連のある犯罪。 

注： 規制権限法第 2 部は、本法が遵守されているか否かの監督枠組を形成する。枠組
には立入・査察権限を含む。 
監督対象情報 
(2) 本法の規定に従って、または従うと称して提供された情報は、規制権限法第 2 部
にもとづく監督の対象となる。 
注： 規制権限法第 2 部は、情報が正確か否かの監督枠組を形成する。枠組には立入・
査察権限を含む。 
関連規定 
(3) 規制権限法第 2 部が、(1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連で適用される
場合、同部にいう関連規定は存在しない。 
授権を受けた申請者及び授権を受けた者 
(4) 捜査官は、(1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連では、規制権限法第 2 部
にいう授権を受けた申請者であり授権を受けた者である。 
発付官 
(5) 以下の各人は、(1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連では、規制権限法第
2 部にいう発付官である。 

(a) 治安判事 
(b) 州または領土の裁判所の判事 
(c) オーストラリア連邦巡回裁判所の判事またはオーストラリア連邦裁判所の判事
が、本法に定める発付官としての職務を果たすことに同意し、その同意が有効な場合
は、その判事。 

管轄最高責任者 
(6) (1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連では、長官が、規制権限法第 2 部に
いう管轄最高責任者である。 
(7) 長官は、(1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連で、規制権限法第 2 部にも
とづく長官の権限を、本省内の SES 職員または SES 職員代理に書面で委任することがで
きる。 
(8) (6)項 にもとづく委任にもとづいて権限または機能を行使する者は、長官の指示
を遵守しなければならない。 
管轄裁判所 
(9) 以下の各裁判所は、(1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連では、規制権限
法第 2 部にいう管轄裁判所である。 

(a) オーストラリア連邦裁判所 
(b) オーストラリア連邦巡回裁判所 
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追加監督権限 
(10) 以下のいずれかの事項を決するにあたっては、

(a) (1)項記載の規定が従来遵守されてきたか、または現に遵守されているか
(b) (2)項記載の情報の正確性

規制権限法第 2 部にもとづく監督権限には、(11)項記載の追加監督権限が含まれているも
のとみなす。 
(11) 追加監督権限とは、(1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連で規制権限法第
18 条が適用される場合において、同条にもとづき立ち入った敷地内においていかなる物の
サンプルでも採取しうる権限をいう。
支援者
(12) 授権を受けた者は、(1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連で規制権限法第
2 部にもとづく権限を行使し、または機能や任務を遂行するにあたり、他人の支援を受け
ることができる。
海外領土への不適用
(13) 規制権限法第 2 部は、(1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連で適用される
場合は、海外領土には適用されない。

第 3 章 捜査 
22  捜査権限 
捜査対象規定 
(1) 以下の各規定は、規制権限法第 3 部にもとづく捜査の対象となる。

(a) 本法違反の犯罪
(b) 本法中の民事罰規定
(c) 1914 年犯罪法または刑法に違反する犯罪であって、本法に関連する犯罪

注： 規制権限法第 3 部は、規定違反があったか否かの捜査枠組を形成する。枠組には
立入・捜索・押収権限を含む。 
関連規定 
(2) 規制権限法第 3 部が(1)項記載の規定関連の証拠物件との関連で適用される場合、
同部にいう関連規定は存在しない。
授権を受けた申請者及び授権を受けた者
(3) 捜査官は、(1)項記載の規定関連の証拠物件との関連では、規制権限法第 3 部にい
う授権を受けた申請者であり授権を受けた者である。
発付官
(4) 以下の各人は、(1)項記載の規定関連の証拠物件との関連では、規制権限法第 3 部
にいう発付官である。

(a) 治安判事
(b) 州または領土の裁判所の判事
(c) オーストラリア連邦巡回裁判所の判事またはオーストラリア連邦裁判所の判事
が、本法に定める発付官としての職務を果たすことに同意し、その同意が有効な場合
は、その判事。
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管轄最高責任者 
(5) (1)項記載の規定関連の証拠物件との関連では、長官が、規制権限法第 3 部にいう
管轄最高責任者である。 
(6) 長官は、(1)項記載の規定関連の証拠物件との関連で、規制権限法第 3 部にもとづ
く長官の権限及び機能を、本省内の SES 職員または SES 職員代理に書面で委任すること
ができる。 
(7) (6)項にもとづく委任にもとづいて権限または機能を行使する者は、長官の指示を
遵守しなければならない。 
管轄裁判所 
(8) 以下の各裁判所は、(1)記載の規定関連の証拠物件との関連では、規制権限法第 3
部にいう管轄裁判所である。 

(a) オーストラリア連邦裁判所 
(b) オーストラリア連邦巡回裁判所 

追加捜査権限 
(9)  (1)項記載の規定関連の証拠物件との関連で規制権限法第 3 部が適用される場
合、同部にもとづく捜査権限には、(10)項記載の追加捜査権限が含まれているものとみな
す。 
(10) 追加捜査権限とは、(1)項記載の規定関連の証拠物件との関連で規制権限法第 48
条が適用される場合において、同条にもとづいて立ち入った敷地内においていかなる物の
サンプルでも採取しうる権限をいう。 
令状執行の際の実力行使 
(11) (1)項記載の規定関連の証拠物件との関連で規制権限法第 3 部が適用される場合、
同部にもとづいて捜査令状を執行するにあたり、 

(a) 授権を受けた者は、当該状況下において物に対し、必要かつ合理的な実力を行使
することができる。 
(b) 授権を受けた者を支援する者は、当該状況下において物に対し、必要かつ合理的
な実力を行使することができる。 

支援者 
(12) 授権を受けた者は、(1)項記載の規定関連の証拠物件との関連で規制権限法第 3 部
にもとづいて権限を行使し、または機能や任務を遂行するにあたり、他人の支援を受ける
ことができる。 
海外領土への不適用 
(13) 規制権限法第 3 部は、(1)項記載の規定との関連で適用される場合は、海外領土に
は適用されない。 
 
第 4 章 民事罰 
23  民事罰規定 
執行可能な民事罰規定 
(1) 本法中の各民事罰規定は、規制権限法第 4 部にもとづき執行可能である。 

319



  

注： 民事罰規定は、規制権限法第 4 部にもとづき、規定違反による罰金の支払命令を
取得することにより執行することができる。 
授権を受けた申請者 
(2) 長官は、本法中の民事罰規定との関連では、規制権限法第 4 部にいう授権を受け
た申請者である。 
管轄裁判所 
(3) 以下の各裁判所は、本法中の民事罰規定との関連では、規制権限法第 4 部にいう
管轄裁判所である。 

(a) オーストラリア連邦裁判所 
(b) オーストラリア連邦巡回裁判所 

海外領土への不適用 
(4) 規制権限法第 4 部は、本法中の民事罰規定との関連で適用される場合は、海外領
土には適用されない。 
 
第 5 章 法律違反通知 
24  法律違反通知 
法律違反通知対象規定 
(1) 以下の各規定は、規制権限法第 5 部にもとづく法律違反通知の対象となる。 

(a) 本法に違反する無過失責任犯罪 
(b) 本法中の民事罰規定 
(c) 1914 年犯罪法または刑法に違反する犯罪であって、本法と関連する犯罪 

法律違反担当官 
(2) 捜査官は、(1)項記載の規定との関連では、規制権限法第 5 部にいう法律違反担当
官である。 
管轄最高責任者 
(3) (1)項記載の規定との関連では、長官が、規制権限法第 5 部にいう管轄最高責任者
である。 
(4) 長官は、(1)項記載の規定に関連した、管轄最高責任者としての長官の権限及び機
能を、本省内の SES 職員または SES 職員代理に書面で委任することができる。 
(5) (4)項にもとづく委任にもとづいて権限または機能を行使する者は、長官の指示を
遵守しなければならない。 
海外領土への不適用 
(6) 規制権限法第 5 部は、(1)項記載の規定との関連で適用される場合は、海外領土に
は適用されない。 
 
第 5 部 雑則 
83  報告書の公表 
(1) 長官は、本法の運用に関する報告書を公表することができる。 
(2) (1)項は、1988 年プライバシー法にいう情報開示を義務づけまたは授権するもの
ではない。 
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84  本法運用の見直し 
(1) 大臣は、本法運用の最初の 5 年間についての見直しを実施させなければならな
い。
(2) 見直し担当者は、5 年間の終了時から 12 カ月以内に、書面による見直し報告書を
大臣に提出しなければならない。
(3) 大臣は、見直し報告書を受領してから各議院の 15 開会日以内に、報告書の写し 1
部を各議院に提出しなければならない。

85  長官による委任 
(1) 長官は、本法にもとづく長官の権限及び機能を、本省内の SES 職員または SES
職員代理に書面で委任することができる。
(2) (1)項にもとづく委任にもとづいて権限または機能を行使する者は、長官の指示を
遵守しなければならない。

86  規則 
(1) 連邦総督は、以下の各事項を定めた規則を制定することができる。

(a) 本法が制定を義務づけまたは許可している事項
(b) 本法を実施する上で制定することが必要または便利な事項

(2) 規則では、(1)項を限定することなく、以下の各事項を行うことができる。
(a) 本法にもとづく事項に関する手数料を定めること。
(b) 規則違反の犯罪に対して、50 罰金単位を超えない罰則を定めること。
(c) 規則中の特定の規定が民事罰規定である旨宣言し、かかる規定違反の罰金を、以
下の限度を超えない範囲で定めること。

(i) 法人については 100 罰金単位
(ii) その他の場合は 100 罰金単位

(d) 本法にもとづいて下した決定の、行政上訴審判所による見直しについて定めるこ
と。
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７-７-２-２ 違法伐採禁止規則仮訳 

オーストラリアの 2012 年違法伐採禁止規則 (Illegal Logging Prohibition Regulation 2012) 
の仮訳を示す。原文は、オーストラリア政府のウェブサイト 254よりダウンロードできる。 
 
第 1 部 序 
1  規則の名称 
本規則は「2012 年違法伐採禁止規則」という。 
 
3  定義 
本規則において、 
「法」とは、2012 年違法伐採禁止法をいう。 
「国別ガイドライン」とは、別表 2 第 2 部に定めるガイドラインをいう。 
注： 第 12 条(1)(a)を参照。 
「州別ガイドライン」とは、別表 2 第 3 部に定めるガイドラインをいう。 
注： 第 21 条(1)(a)を参照。 
「木材合法性枠組」とは、別表 2 第 1 部に定める枠組をいう。 
注： 第 11 条(1)(a)及び第 20 条(1)(a)を参照。 
 
第 2 部 輸入 
第 1 章 違法に伐採された木材の輸入 
5  規制木材製品 
第 9 条(3)項にいう木材製品を、別表 1 に定める。 
 
6  除外される規制木材製品 
(1) 法第 12 条(d)及び 13 条(d)との関連で、以下の各物または物の一部を除外と定め
る。 

(a) 規制木材製品であって、全面的にリサイクル材料から製造されたもの。 
(b) 規制木材製品の一部がリサイクル材料から製造されたものであるときは、同製品
中、リサイクル材料から製造された部分。 
(c) 委託販売品の一部として輸入された規制木材製品。ただし委託販売品中の規制木
材製品の合計価格が、輸入時において 1000 豪ドルを超えないことを条件とする。 

(2) 本条において、規制木材製品中の木材であって以下の条件を充たすものはリサイ
クル材料である。 

(a) 同材料がかつて別の製品またはその一部であって、かつ、 
(b) 同材料が同別製品から取り外された時点で、同製品がもはや当初意図した目的に
使用されず、かつ廃棄物とみなされ、かつ、 
(c) 同材料が同規制木材製品の原料として使用されているとき。 

                                                      
254 https://www.legislation.gov.au/Details/F2018C00368 
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(3) ただし規制木材製品中の材料が製造工程の副産物であるときは、同材料はリサイ
クル材料とはいえない。 
例： パーティクルボードまたは中密度ファイバーボードの製造に使用された挽き木材
から出たおがくずまたは切れ端。 
6A  一部除外される規制木材製品――デューデリジェンス要件は不要 
(1) 本条は、部分的にリサイクル材料から製造された規制木材製品に関連して適用さ
れる。 
(2) 第 2・3 章に定めるデューデリジェンス要件は、規制木材製品のうち第 6 条によ
り除外される部分には適用されない。 
 
7  関税申告書 
法第 13 条(c) にいう、規制木材製品の輸入にあたってデューデリジェンス要件を遵守した
かどうかに関する関税管轄大臣への申告書式とは、1901 年関税法に従って提出する輸入申
告書に含まれる、上記の趣旨の申告書をいう。 
 
第 2 章 規制木材製品の輸入にあたってのデューデリジェンス要件 
8  第 2 章の目的 
本章では、法 第 14 条(1)にいう、規制木材製品の輸入にあたってのデューデリジェンス要
件を定める。 
 
9  輸入者が設けるべきデューデリジェンスシステム 
(1) 輸入者は、規制木材製品の輸入に先立って、デューデリジェンスシステムを設け
なければならない。 
(2) (1)項にいうデューデリジェンスシステムは、以下の各条件を充たしていなければ
ならない。 

(a) 書面であること。 
(b) 輸入者がそのプロセスを踏むことで、規制木材製品の輸入に適用される本章記載
のデューデリジェンス要件を充たしうるようなプロセスを定めること。 
(c) 以下の各情報を含むこと。 

(i) 輸入者の名称、所在地住所、郵便物宛先住所、電話番号及び e メールアドレス。 
(ii) 輸入者が個人でない場合は、同システムの維持責任者に関する情報。同人の氏
名、役職、及び電話番号・e メールアドレスその他の連絡先情報を含む。 
(iii) 輸入者が実施する事業との関連で規制木材製品を輸入する場合は、輸入者が従事
する主たる事業活動及び輸入者の ABN（オーストラリア事業番号）または ACN（オ
ーストラリア企業番号）。 

(e) システムに関する書面の記録を含めること。 
民事罰規定 
(3)  (1)項に違反した輸入者には民事罰を科す。 
民事罰： 100 罰金単位。 
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10  デューデリジェンス要件――情報収集 
(1) 輸入者は、規制木材製品の輸入に先立って同製品に関して、同人が合理的に取得
可能な限り多くの(2)項記載の情報を取得しなければならない。 
(2) 上記の情報とは以下の各情報をいう。 

(a) 同規制木材製品の説明。以下の各情報を含む。 
(i) 製品の種類及び商標。 
(ii) 製品中の木材の供給源となった樹木の通称、属名または学名。 

(b) 製品中の木材が収穫された国、国内の地域及び森林伐採林区。 
(c) 製品が製造された国。 
(d) 製品のサプライヤーの名称、住所、商号及び（あれば）事業・企業登録番号。 
(e) 製品の出荷量。体積、重量またはユニット数で表す。 
(f) 製品購入との関連でサプライヤーから提供された、または提供される予定の文
書。 
(g) 製品中の木材または同木材の伐採地域に対して木材合法性枠組が適用される場合
は、同木材の収穫者その他同木材関連の担当者に対して発行されたライセンスまたは認
証書の写しであって、同枠組の基準または要件を遵守している証拠となるもの。 
(h) 製品中の木材または同木材の伐採地域に対して国別ガイドラインが適用される場
合は、同ガイドラインが輸入者に取得を義務づけている、同製品に関する情報または証
拠（例：認証書、ライセンスその他の文書）。 

(i) 製品が違法に伐採されたものでないという証拠。これには以下の各事項に関する
証拠を含むが、ただしそれに限定されない。 

(i) 木材が収穫された場所において、製品中の木材の供給源となった樹木種の収穫が
禁止されているか否か。 
(ii) その場所での木材収穫が法律（規則を含む）により授権されている場合は、同木
材収穫につき、法定要件を充たしているか否か。 
(iii) 木材収穫権と引き換えに支払が必要な場合は、支払がなされたか否か。 
(iv) 同木材の収穫場所との関連で法律上の使用・土地保有権を有する者がいる場合
は、同木材収穫が、それらの権利を確立または保護する法律と矛盾していないか否
か。 

民事罰規定 
(3) (1)項に違反した輸入者には民事罰を科す。 
民事罰： 100 罰金単位。  
 
11  デューデリジェンス要件――木材合法性枠組に違反するリスクの特定・評価（オプシ
ョン的プロセス） 
(1) 本条は以下の場合に、規制木材製品の輸入との関連で輸入者に適用される。 

(a) 製品中の木材、または同木材の伐採地域に、別表 2 第 1 部に定める木材合法性枠
組が適用される場合であって、かつ、 
(b) 輸入者が(2)項記載の手順を利用することを選択したとき。 

(2) 輸入者は、製品の輸入に先立って、以下の各事項を実施しなければならない。 
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(a) 枠組を使用して取得した情報や証拠が正確で信頼できるか否かを評価する。
(b) 枠組を使用し、かつ第 10 条(1)項に従って収集した情報を検討することによっ
て、製品が違法に伐採された木材であるか、かかる木材から製造されたか、またはかか
る木材を含むかするリスクの有無を特定・評価する。
(c) (b)記載のリスクを特定・評価するにあたっては、輸入者が知り、または合理的に
知りうるはずのその他の情報であって、製品が違法に伐採された木材であるか、かかる
木材から製造されたか、またはかかる木材を含むかどうかを示唆する可能性のある情報
を検討する。
(d) 本条に従って実施した特定・評価の書面記録を作成する。

民事罰規定 
(3) (2)項に違反した輸入者には民事罰を科す。
民事罰： 100 罰金単位。

12  デューデリジェンス要件――国別ガイドラインに違反するリスクの特定・評価（オプ
ション的プロセス）
(1) 本条は以下の場合に、規制木材製品の輸入との関連で輸入者に適用される。

(a) 製品中の木材、または同木材の伐採地域に、別表 2 第 2 部に定める国別ガイドラ
インが適用される場合であって、かつ、
(b) 輸入者が(2)項記載の手順を利用することを選択したとき。

(2) 輸入者は、製品の輸入に先立って、以下の各事項を実施しなければならない。
(a) 10 条(1)項に従って取得した情報を、同ガイドラインを用いて評価する。
(b) 同ガイドラインを使用し、かつ第 10 条(1)項に従って収集した情報を検討するこ
とによって、製品が違法に伐採された木材であるか、かかる木材から製造されたか、ま
たはかかる木材を含むかするリスクの有無を（2A 項に定める基準に照らして）特定・
評価する。
(c) (b)記載のリスクを特定・評価するにあたっては、輸入者が知り、または合理的に
知りうるはずのその他の情報であって、製品が違法に伐採された木材であるか、かかる
木材から製造されたか、またはかかる木材を含むかどうかを示唆する可能性のある情報
を検討する。
(d) 本条に従って実施した特定・評価の書面記録を作成する。

(2A) (2)項(b)記載のリスクの特定・評価ならびにその特定・評価の結果は、合理的な
ものでなければならない。 
民事罰規定 
(3) (2)項に違反した輸入者には民事罰を科す。
民事罰： 100 罰金単位。

13  デューデリジェンス要件――リスクの特定・評価（第 11・12 条に代わる手順） 
(1) 本条は以下のいずれかの場合に、規制木材製品の輸入との関連で輸入者に適用さ
れる。
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(a) 輸入者が第 11 条(2)項若しくは 12 条(2)項記載の手順を利用することを選択しな
かったとき、または 
(b) 輸入者が、 

(i) 第 11 条(2)項若しくは 12 条(2)項記載の手順を利用することを選択し、かつ、 
(ii) それらの手順を利用しても、規制木材製品が、違法に伐採された木材であるもし
くは、違法に伐採された木材を含むリスクが存在しない、または低いことを特定でき
ない場合とき。 

(2) 輸入者は、製品の輸入に先立って、以下の各事項を実施しなければならない。 
(a) 以下の各方法を用いて、規制木材製品が違法に伐採された木材であるか、かかる
木材から製造されたか、またはかかる木材を含むかするリスクを（2A 項に定める基準
に照らして）特定・評価する。 

(i) 第 10 条(1)項に従って収集した情報を評価する。 
(ii) (3)項記載の諸要素を検討する。 

(b) 本条に従って実施した評価・リスク特定プロセスの書面記録を作成する。 
(2A) (2)項(a)記載のリスクの特定・評価ならびにその特定・評価の結果は、合理的な
ものでなければならない。 
(3)  (2)(a)(ii)にいう諸要素とは、以下の各事項をいう。 

(a) 以下の各事項の普及 
(i) 製品中の木材の伐採地域における違法伐採行為全般 
(ii) 製品中の木材の供給源となった樹木種の生育地域における違法伐採行為 
(iii) 同地域における武力紛争 

(b) 製品の複雑さ 
(c) 輸入者が知り、または合理的に知りうるはずのその他の情報であって、製品が違
法に伐採された木材であるか、かかる木材から製造されたか、またはかかる木材を含む
かどうかを示唆する可能性のある情報 

民事罰規定 
(4)  (2)項に違反した輸入者には民事罰を科す。 
民事罰： 100 罰金単位。 
 
14  デューデリジェンス要件――リスクの低減 
(1) 本条は以下の場合に、規制木材製品の輸入との関連で輸入者に適用される。 

(a) 同製品との関連で第 13 条が適用される場合であって、かつ、 
(b) 輸入者が、同製品が違法に伐採された木材であるか、かかる木材から製造された
か、またはかかる木材を含むかするリスクを特定し、かつ、 
(c) そのリスクが低くないとき。 

(2) 輸入者は、規制木材製品の輸入に先立って、以下の各事項を実施しなければなら
ない 

(a) 特定されたリスクに見合った十分なリスク低減プロセスを実施する。 
(b) 本条に従って実施したリスク低減プロセスの書面記録を作成する。 

(3) リスク低減プロセスには、以下の各段階を含めることができる。 
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(a) 製品についてさらなる情報を取得すること。同製品に関連した認証または独立評
価も含む。 
(b) 製品が違法に伐採された木材であるか、かかる木材から製造されたか、またはか
かる木材を含むかするリスクを再評価すること。第 11 条(2)項、12 条(2)項または 13 条
(2)項記載の手順の利用も含む。 
(c) 製品を輸入しない。 

民事罰規定 
(4)  (2)項に違反した輸入者には民事罰を科す。 
民事罰： 100 罰金単位。 
 
15  デューデリジェンス要件――長官への情報提供 
長官が情報を要請できること 
(1) 長官は、以下の各事項に関する情報を輸入者に要請することができる。 

(a) 規制木材製品の輸入時において施行中の、輸入者のデューデリジェンスシステ
ム。 
(b) 同規制木材製品の輸入と関連して、輸入者が自己のデューデリジェンスシステム
の諸要件を遵守しているか否か。 

(2) 要請は、以下の各条件を充たしていなければならない。 
(a) 書面であること。 
(b) 要請日から 28 日以上先の遵守日を記載すること。 

輸入者が情報要請に従うべきこと 
(3) 輸入者は、要請された情報を、要請書記載の日までに書面で長官に提供しなけれ
ばならない。 
民事罰規定 
(4)  (3)項に違反した輸入者には民事罰を科す。 
民事罰： 100 罰金単位。 
 
16  デューデリジェンス要件――記録 
(1) 輸入者は、下表記載の各記録を、記録ごとに定める期間にわたって保存しなけれ
ばならない。 
 

デューデリジェンスに関する記録 
項目 記録の種類 該当する規定 記録保存期間 
1 各規制木材製品の輸入時にお

いて施行中の、輸入者のデュ
ーデリジェンスシステムに関
する書面記録 

第 9 条(2)(e) 製品を輸入した日から 5
年間 

2 規制木材製品について輸入者
が収集した情報 

第 10 条 製品を輸入した日から 5
年間 

327



デューデリジェンスに関する記録 
項目 記録の種類 該当する規定 記録保存期間 
3 規制木材製品に関して、木材

合法性枠組または国別ガイド
ラインに違反するリスクの特
定の記録

第 11 条(2)(d)また
は 12 条(2)(d) 

製品を輸入した日から 5
年間 

4 規制木材製品との関連で輸入
者が実施した評価・リスク特
定プロセスの記録 

第 13 条(2)(b) 製品を輸入した日から 5
年間 

5 規制木材製品との関連で輸入
者が実施したリスク低減プロ
セスの記録

第 14 条(2)(b) 製品を輸入した日から 5
年間 

民事罰規定 
(2) (1)項に違反した輸入者には民事罰を科す。
民事罰： 100 罰金単位。

第 3 部 加工 
第 1 章 原木加工にあたってのデューデリジェンス要件 
17  第 1 章の目的 
本章では、法 第 18 条(1)項にいう、原木を原木以外の物に加工するにあたってのデューデ
リジェンス要件を定める。

18  加工者が設けるべきデューデリジェンスシステム 
(1) 加工者は、原木の加工に先立って、デューデリジェンスシステムを設けなければ
ならない。
(2) (1)項にいうデューデリジェンスシステムは、以下の各条件を充たしていなければ
ならない。

(a) 書面であること。
(b) 加工者がそのプロセスを踏むことで、原木の加工に適用される本章記載のデュー
デリジェンス要件を充たしうるようなプロセスを定めること。
(c) 以下の各情報を含むこと。

(i) 加工者の名称、所在地住所、郵便物宛先住所、電話番号及び e メールアドレス。
(ii) 加工者が個人でない場合は、同システムの維持責任者に関する情報。同人の氏
名、役職、及び電話番号・e メールアドレスその他の連絡先情報を含む。
(iii) 加工者が実施する事業との関連で原木を加工する場合は、加工者が従事する主た
る事業活動及び加工者の ABN または ACN。

(e) システムに関する書面の記録を含めること。
民事罰規定 
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(3) (1)項に違反した加工者には民事罰を科す。 
民事罰： 100 罰金単位。 
 
19  デューデリジェンス要件――情報収集 
(1) 加工者は、原木の加工に先立って同原木に関して、同人が合理的に取得可能な限
り多くの(2)項記載の情報を取得しなければならない。 
(2) 上記の情報とは以下の各情報をいう。 

(a) 同原木の説明。以下の各情報を含む。 
(i) 原木の供給源となった樹木の通称、属名または学名。 
(ii) 原木を収穫した地域。州または領土、及び森林収穫単位を含む。 

(b) 原木のサプライヤーの名称、住所、商号及び（あれば）事業・企業登録番号。 
(c) 加工される原木量。体積、重量またはユニット数で表す。 
(d) 原木購入との関連でサプライヤーから提供された、または提供される予定の文
書。 
(e) 原木または同原木の伐採地域に対して木材合法性枠組が適用される場合は、同原
木の収穫者その他同原木関連の担当者に対して発行されたライセンスまたは認証書の写
しであって、同枠組の基準または要件を遵守している証拠となるもの。 
(f) 原木または同原木の伐採地域に対して州別ガイドラインが適用される場合は、同
ガイドラインが加工者に取得を義務づけている、同原木に関する情報または証拠（例：
認証書、ライセンスその他の文書）。 
(g) 原木が違法に伐採されたものでないという証拠。これには以下の各事項に関する
証拠を含むが、ただしそれに限定されない。 

(i) 原木が収穫された場所において、原木の供給源となった樹木種の収穫が禁止され
ているか否か。 
(ii) その場所での原木収穫が法律（規則を含む）により授権されている場合は、同原
木収穫につき、法定要件を充たしているか否か。 
(iii) 原木収穫権と引き換えに支払が必要な場合は、支払がなされたか否か。 
(iv) 同原木の収穫場所との関連で法律上の使用・土地保有権を有する者がいる場合
は、同原木収穫が、それらの権利を確立または保護する法律と矛盾していないか否
か。 

民事罰規定 
(3) (1)項に違反した加工者には民事罰を科す。 
民事罰： 100 罰金単位。  
 
20  デューデリジェンス要件――木材合法性枠組に違反するリスクの特定・評価（オプシ
ョン的プロセス） 
(1) 本条は以下の場合に、原木の加工との関連で加工者に適用される。 

(a) 原木、または同原木の伐採地域に、別表 2 第 1 部に定める木材合法性枠組が適用
される場合であって、かつ、 
(b) 加工者が(2)項記載の手順を利用することを選択したとき。 
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(2) 加工者は、原木の加工に先立って、以下の各事項を実施しなければならない。 
(a) 枠組を使用して取得した情報や証拠が正確で信頼できるか否かを評価する。 
(b) 枠組を使用し、かつ第 19 条(1)項に従って収集した情報を検討することによっ
て、原木が違法に伐採されたリスクの有無を特定・評価する。 
(c) (b)記載のリスクを特定・評価するにあたっては、加工者が知り、または合理的に
知りうるはずのその他の情報であって、原木が違法に伐採されたか否かを示唆する可能
性のある情報を検討する。 
(d) 本条に従って実施した特定・評価の書面記録を作成する。 

民事罰規定 
(3)  (2)項に違反した加工者には民事罰を科す。 
民事罰： 100 罰金単位。 
 
21  デューデリジェンス要件――州別ガイドラインに違反するリスクの特定・評価（オプ
ション的プロセス） 
(1) 本条は以下の場合に、原木の加工との関連で加工者に適用される。 

(a) 原木、または同原木の伐採地域に、別表 2 第 3 部に定める州別ガイドラインが適
用される場合であって、かつ、 
(b) 加工者が(2)項記載の手順を利用することを選択したとき。 

(2) 加工者は、原木の加工に先立って、以下の各事項を実施しなければならない。 
(a) 第 19 条(1)項に従って取得した情報を、同ガイドラインを用いて評価する。 
(b) ガイドラインを使用し、かつ第 19 条(1)項に従って収集した情報を検討すること
によって、原木が違法に伐採されたリスクの有無を（2A 項に定める基準に照らして）
特定・評価する。 
(c) (b)記載のリスクを特定・評価するにあたっては、加工者が知り、または合理的に
知りうるはずのその他の情報であって、原木が違法に伐採されたか否かを示唆する可能
性のある情報を検討する。 
(d) 本条に従って実施した特定・評価の書面記録を作成する。 

(2A) (2)項(b)記載のリスクの特定・評価ならびにその特定・評価の結果は、合理的な
ものでなければならない。 
民事罰規定 
(3)  (2)項に違反した加工者には民事罰を科す。 
民事罰： 100 罰金単位。 
 
22  デューデリジェンス要件――リスクの特定・評価（第 20・21 条に代わる手順） 
(1) 本条は以下のいずれかの場合に、原木の加工との関連で加工者に適用される。 

(a) 加工者が第 20 条(2)項若しくは 21 条(2)項記載の手順の利用を選択しなかったと
き、または 
(b) 加工者が、 

(i) 第 20 条(2)項若しくは 21 条(2)記載の手順を利用することを選択し、かつ、 
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(ii) それらの手順を利用しても、原木が違法に伐採されたものである［リスクが存在
しないかまたはリスクが低い旨を特定できない？］とき。 

(2) 加工者は、原木の加工に先立って、以下の各事項を実施しなければならない。 
(a) 以下の各方法を用いて、原木が違法に伐採されたリスクを（2A 項に定める基準
に照らして）特定・評価する。 

(i) 第 19 条(1)項に従って収集した情報を評価する。 
(ii) (3)項記載の諸要素を検討する。 

(b) 本条に従って実施した評価・リスク特定プロセスの書面記録を作成する。 
(2A) (2)項(a)記載のリスクの特定・評価ならびにその特定・評価の結果は、合理的な
ものでなければならない。 
(3)  (2)(a)(ii)にいう諸要素とは、以下の各事項をいう。 

(a) 原木の伐採地域における違法伐採行為全般の普及 
(b) 原木の供給源となった樹木種の生育地域における違法伐採行為の普及 
(c) 輸入者が知り、または合理的に知りうるはずのその他の情報であって、原木が違
法に伐採されたか否かを示唆する可能性のある情報 

民事罰規定 
(4)  (2)項に違反した輸入者には民事罰を科す。 
民事罰： 100 罰金単位。 
 
23  デューデリジェンス要件――リスクの低減 
(1) 本条は以下の場合に、原木の加工との関連で、加工者に適用される。 

(a) 原木との関連で第 22 条が適用される場合であって、かつ、 
(b) 加工者が、原木が違法に伐採されたリスクを特定し、かつ、 
(c) そのリスクが低くないとき。 

(2) 加工者は、原木の加工に先立って、以下の各事項を実施しなければならない 
(a) 特定されたリスクに見合った十分なリスク低減プロセスを実施する。 
(b) 本条に従って実施したリスク低減プロセスの書面記録を作成する。 

(3) リスク低減プロセスには、以下の各段階を含めることができる。 
(a) 原木についてさらなる情報を取得すること。同原木に関連した認証または独立評
価も含む。 
(b) 原木が違法に伐採されたリスクを再評価すること。第 20 条(2)項、21 条(2)項ま
たは 22 条(2)項記載の手順の利用も含む。 
(c) 原木を加工しない。 

民事罰規定 
(4)  (2)項に違反した輸入者には民事罰を科す。 
民事罰： 100 罰金単位。 
 
24  デューデリジェンス要件――長官への情報提供 
長官が情報を要請できること 
(1) 長官は、以下の各事項に関する情報を加工者に要請することができる。 
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(a) 原木の加工時において施行中の、加工者のデューデリジェンスシステム。
(b) 同原木の加工と関連して、加工者が自己のデューデリジェンスシステムの諸要件
を遵守しているか否か。

(2) 要請は、以下の各条件を充たしていなければならない。
(a) 書面であること。
(b) 要請日から 28 日以上先の遵守日を記載すること。

加工者が情報要請に従うべきこと 
(3) 加工者は、要請された情報を、要請書記載の日までに書面で長官に提供しなけれ
ばならない。
民事罰規定
(4) (3)項に違反した輸入者には民事罰を科す。
民事罰： 100 罰金単位。

25  デューデリジェンス要件――記録 
(1) 加工者は、下表記載の各記録を、項目ごとに定める期間にわたって保存しなけれ
ばならない。

デューデリジェンスに関する記録 
項目 記録の種類 該当する規定 記録の保存期間 
1 各原木の加工時において施行中

の、加工者のデューデリジェン
スシステムに関する書面記録

第 18 条(2)(e) 原木が加工された日から
5 年間 

2 原木について加工者が収集した
情報 

第 19 条 原木が加工された日から
5 年間 

3 原木に関して、木材合法性枠組
または州別ガイドラインに違反
するリスクの特定の記録 

第 20 条(2)(d)また
は 21 条(2)(d) 

原木が加工された日から
5 年間 

4 原木との関連で加工者が実施し
た評価・リスク特定プロセスの
記録 

第 22 条(2)(b) 原木が加工された日から
5 年間 

5 原木との関連で加工者が実施し
たリスク低減プロセスの記録 

第 23 条(2)(b) 原木が加工された日から
5 年間 

民事罰規定 
(2) (1)項に違反した輸入者には民事罰を科す。
民事罰： 100 罰金単位。

第 5 部 適用と経過規定 
27  規制木材製品関連の改正の適用 
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別表 1 第 2・3 項施行時以後に行われた、物の輸入に関しては、これらの項により改正さ
れた「2017 年違法伐採禁止改正（調和的なシステム変更その他の対策）規則」が適用され
る。 
 
別表 1—規制木材製品 
1  規制木材製品 
(1) 以下の木材製品が規定されている。: 

(a) 表の第 1 列の項目の番号が 4 桁の数字の場合、1995 年関税法別表第 3 のその見
出しの下に記載されているすべての木材製品； 
(b) 表の第 1 列の項目の番号が 4 桁の数字よりも長い場合は、1995 年関税法別表第 3
のその見出しまたは小見出しの下に記載されている木材製品。 

(2) 木材製品への言及は、木材製品が 1995 年の関税率法で持つ意味をしめしてい
る。 
 

規制木材製品 
 第 1 列 第 2 列 
項目 見出し・小見

出し 
説明 

1 4403 木材（粗のものに限るものとし、皮若しくは辺材を剥いである

かないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。） 
2 4407 木材（縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸剥ぎしたもの

で、厚さが 6 ミリメートルを超えるものに限るものとし、かん

ながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを

問わない。） 
3 4408 化粧ばり用単板（積層木材を平削りすることにより得られるも

のを含む。）、合板用単板、これらに類する積層木材用単板及び

その他の縦にひき、平削りし又は丸剥ぎした木材（厚さが 6 ミ

リメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすり

がけし、はぎ合わせをし又は縦継ぎしたものであるかないかを

問わない。） 
4 4409.10.00 さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの

縁、端又は面に沿って連続的に施した木材（寄せ木床用のスト

リップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、か

んながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないか

を問わない。） 
－ 針葉樹のもの 

4A 4409.22.00 さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの

縁、端又は面に沿って連続的に施した木材（寄せ木床用のスト

リップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、か
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規制木材製品 
 第 1 列 第 2 列 
項目 見出し・小見

出し 
説明 

んながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないか

を問わない。 
－ 熱帯産木材のもの 

5 4409.29.00 さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの

縁、端又は面に沿って連続的に施した木材（寄せ木床用のスト

リップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、か

んながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないか

を問わない。 
－ その他のもの 

6 4410 パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード

（OSB）その他これに類するボード（例えば、ウェファーボー

ド）（木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂そ

の他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わな

い。） 
7 4411 繊維板（木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂

その他の有機物質により結合してあるかないかを問わない。） 
8 4412 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 
9 4413.00.00 改良木材（塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限

る。） 
10 4414.00.00 木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁 
11 4416.00.00 木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれら

の部分品（たる材及びおけ材を含む。） 
12 4418 木製建具及び建築用木工品（セルラーウッドパネル、組み合わ

せた床用パネル及びこけら板を含む。） 
13 4701.00.00 機械木材パルプ 
14 4702.00.00 化学木材パルプ（溶解用のものに限る。） 
15 4703 化学木材パルプ（ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ（クラフトパ

ルプ）に限るものとし、溶解用のものを除く。） 
16 4704 化学木材パルプ（亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）に限る

ものとし、溶解用のものを除く。） 
17 4705.00.00 機械的及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材

パルプ 
18 4801 新聞用紙（ロール状又はシート状のものに限る。） 
19 4802 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布し

てない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙
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規制木材製品

第 1 列 第 2 列 
項目 見出し・小見

出し

説明

（ロール状又は長方形（正方形を含む。）のシート状のものに

限るものとし、大きさを問わず、第 48.01 項又は第 48.03 項の

紙を除く。）並びに手すきの紙及び板紙

20 4803 トイレットペーパー、化粧用ティッシュ、紙タオル、紙ナプキ

ンその他これらに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、

セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ（ロー

ル状又はシート状のものに限るものとし、ちりめん加工をし、

しわ付けをし、型押しをし、せん孔し、表面に着色し若しくは

装飾を施し又は印刷したものであるかないかを問わない。）

21 4804 クラフト紙及びクラフト板紙（塗布してないものでロール状又

はシート状のものに限るものとし、第 48.02 項又は第 48.03 項

のものを除く。）

22 4805 その他の紙及び板紙（塗布してないものでロール状又はシート

状のものに限るものとし、この類の注 3 に規定する加工のほか

に更に加工をしたものを除く。）

23 4806.20.00 硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙その他の

透明又は半透明の光沢紙（ロール状又はシート状のものに限

る。）

－ 耐脂紙

24 4806.30.00 硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙その他の

透明又は半透明の光沢紙（ロール状又はシート状のものに限

る。）

－ トレーシングペーパー

25 4806.40.00 硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙その他の

透明又は半透明の光沢紙（ロール状又はシート状のものに限

る。）

－ グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙

26 4807.00.00 接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙（ロール状又はシー

ト状のものに限るものとし、内部を補強してあるかないかを問

わず、表面に塗布し又は染み込ませたものを除く。）

27 4808 コルゲート加工をし（平らな表面紙を張り付けてあるかないか

を問わない。）、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし

又はせん孔した紙及び板紙（ロール状又はシート状のものに限

るものとし、第 48.03 項の紙を除く。） 
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規制木材製品 
 第 1 列 第 2 列 
項目 見出し・小見

出し 
説明 

28 4809 カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙

（謄写版原紙用又はオフセットプレート用の塗布し又は染み込

ませた紙を含み、ロール状又はシート状のものに限るものと

し、印刷してあるかないかを問わない。） 
29 4810 紙及び板紙（カオリンその他の無機物質を片面又は両面に塗布

し（結合剤を使用してあるかないかを問わない。）、かつ、その

他の物質を塗布してないもので、ロール状又は長方形（正方形

を含む。）のシート状のものに限るものとし、大きさを問わ

ず、表面に着色し若しくは装飾を施してあるかないか又は印刷

してあるかないかを問わない。） 
30 4811 紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウ

ェブ（ロール状又は長方形（正方形を含む。）のシート状のも

ので、大きさを問わず、塗布し、染み込ませ、被覆し、表面に

着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものに限るものとし、

第 48.03 項、第 48.09 項又は第 48.10 項の物品を除く。） 
31 4813 製造たばこ用巻紙（特定の大きさに切り、小冊子状又は円筒状

にしたものであるかないかを問わない。） 
32 4816 カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙

（箱入りにしてあるかないかを問わないものとし、第 48.09 項

のものを除く。）並びに謄写版原紙及び紙製のオフセットプレ

ート（箱入りにしてあるかないかを問わない。） 
33 4817 紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カ

ード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め

合わせたもの 
34 4818 トイレットペーパーその他これに類する家庭用又は衛生用に供

する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維

のウェブ（幅が 36 センチメートル以下のロール状に又は特定

の大きさ若しくは形状に切ったものに限る。）並びに製紙用パ

ルプ製、紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊

維のウェブ製のハンカチ、クレンジングティッシュ、タオル、

テーブルクロス、ナプキン、ベッドシーツその他これらに類す

る家庭用品、衛生用品及び病院用品、衣類並びに衣類附属品 
35 4819 紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊

維のウェブ製の箱、ケース、袋その他の包装容器及び紙製又は
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規制木材製品 
 第 1 列 第 2 列 
項目 見出し・小見

出し 
説明 

板紙製の書類箱、レタートレイその他これらに類する製品で事

務所、商店等において使用する種類のもの 
36 4820 紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便

せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸

取紙、バインダー、書類挟み、ファイルカバー、転写式の事務

用印刷物、挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用

品、アルバム（見本用又は収集用のものに限る。）並びにブッ

クカバー 
37 4821 紙製又は板紙製のラベル（印刷してあるかないかを問わな

い。） 
38 4823 その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース

繊維のウェブ（特定の大きさ又は形状に切ったものに限る。）

並びに製紙用パルプ、紙、板紙、セルロースウォッディング又

はセルロース繊維のウェブのその他の製品 
39 9401.61.00 腰掛け（寝台として兼用することができるものであるかないか

を問わないものとし、第 94.02 項のものを除く。）及びその部

分品 
－ その他の腰掛け（木製フレームのものに限る。） 
－－ アップホルスターのもの 

40 9401.69.00 腰掛け（寝台として兼用することができるものであるかないか

を問わないものとし、第 94.02 項のものを除く。）及びその部

分品 
－ その他の腰掛け（木製フレームのものに限る。） 
－－ その他のもの 

41 9403.30.00 その他の家具及びその部分品 
－ 事務所において使用する種類の木製家具 

42 9403.40.00 その他の家具及びその部分品 
－ 台所において使用する種類の木製家具 

43 9403.50.00 その他の家具及びその部分品 
－ 寝室において使用する種類の木製家具 

44 9403.60.00 その他の家具及びその部分品 
－ その他の木製家具 

45 9403.90.00 その他の家具及びその部分品 
－ 部分品 

46 9406.10.00 プレハブ建築物 
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規制木材製品 
 第 1 列 第 2 列 
項目 見出し・小見

出し 
説明 

－ 木製のもの 

注：項目 45、46は木製または木材を含む製品にのみ適用される 

 
別表 2 木材合法性枠組、国別ガイドライン及び州別ガイドライン 
注： 第 3 条を参照。 
 
第 1 部 木材合法性枠組 
1  木材合法性枠組 
下表記載の各枠組は、木材合法性枠組である。 
木材合法性枠組 
項目 枠組 
2 森林管理協議会（FSC）が管理する、以下の各事項： 

(a) FSC 森林管理認証基準 
(b) FSC 生産・流通・加工過程基準 

3 森林認証制度承認プログラム（PEFC）が管理する、以下の各事項： 
(a) PEFC 持続可能な森林管理認証基準 
(b) PEFC 生産・流通・加工過程基準  

注 2： FSC 森林管理認証基準及び FSC 生産・流通・加工過程基準に関する情報は、
2014 年中は FSC ウェブサイト（http://www.ic.fsc.org）上で参照できる。 
注 3： PEFC 持続可能な森林管理認証基準及び PEFC 生産・流通・加工過程基準は、
2014 年中は PEFC ウェブサイト（http://www.pefc.org）上で参照できる。 
 
第 2 部 国別ガイドライン 
2  国別ガイドライン 
下表記載の各ガイドラインは、国別ガイドラインである。 
 

国別ガイドライン 
項目 ガイドライン 
1 国別ガイドライン・カナダ編。2014 年 9 月 25 日、オーストラリア政府とカナ

ダ政府が共同承認したもの。 
2 国別ガイドライン・フィンランド編。2014 年 8 月 29 日、オーストラリア政府

とフィンランド政府が共同承認したもの。 
3 国別ガイドライン・インドネシア編。2014 年 10 月 21 日、オーストラリア政

府とインドネシア政府が共同承認したもの。 
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国別ガイドライン 
項目 ガイドライン 
4 国別ガイドライン・イタリア編。2014 年 10 月 3 日、オーストラリア政府とイ

タリア政府が共同承認したもの。
4A 国別ガイドライン・マレーシア編。2015 年 2 月 13 日、オーストラリア政府と

マレーシア政府が共同承認したもの。
5 国別ガイドライン・ニュージーランド編。2014 年 10 月 7 日、オーストラリア

政府とニュージーランド政府が共同承認したもの。 
5A 国別ガイドライン・パプアニューギニア編。2015 年 11 月 20 日、オーストラ

リア政府とパプアニューギニア政府が共同承認したもの。
6 国別ガイドライン・ソロモン諸島編。2014 年 5 月 12 日、オーストラリア政府

とソロモン諸島政府が共同承認したもの。 
注： 上記の国別ガイドラインは、2014 年中は本省のウェブサイト
（http://www.agriculture.gov.au）上で参照できる。 
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７-７-２-３ 国別ガイドラインの例 

オーストラリア政府は、規制対象事業者のデューデリジェンスを支援するために、生産国
の法制度や合法な木材の識別方法などの情報を提供している。国別ガイドラインは対象国
政府との協議によって作成されており、生産国政府の木材の合法性に関する見解が強く反
映されたものとなっている。例えば、パプアニューギニアの国別ガイドライン 255は、全 25
ページの資料となっており、その概要を取りまとめた「クイック・リファレンス・ガイド
256」も作成されている。ここでは以下に、パプアニューギニアの国別ガイドラインのクイ
ック・リファレンス・ガイドを例として紹介（仮訳）する。 
 
 
パプアニューギニアの国別ガイドラインのクイック・リファレンス・ガイド 

このクイック・リファレンス・ガイドは、パプアニューギニアの国別ガイドラインに基
づいている。これらの文書は、パプアニューギニア（PNG）から規制木材製品を輸入する
オーストラリアの事業者が、違法伐採禁止法および違法伐採禁止規則に基づいてデューデ
リジェンスを実施するために使用することができる。 
 
一般情報 

PNG では 1991 年に改正された林業法が森林資源管理の立法基盤となっている。森林省
はパプアニューギニア森林公社(PNGFA)を管轄機関として、PNG の森林の保全と管理に
責任を持っている。 
 
パプアニューギニアにおける木材伐採の法的要件 

1991 年林業法は、PNG の森林資源の慣習的所有権を認めている。PNG の森林地域から
木材を伐採しようとする企業や個人は、PNGFA によって発行された有効な木材許可
(Timber permit)または木材ライセンス(Timber License)を持っていなければならない。こ
れらの活動は以下のいずれかの方法で行われなければならない。 

(a) 森林管理合意（Timber Management Agreement） 
(b) 木材権 (Timber Authority 
(c) 皆伐権 (Forest Clearing Authority) 

 
また、廃止された林業法のもとで伐採活動が継続されているところもある。  
(a) 木材購入権 (Timber Right Purchase) 
(b) 地域森林エリア (Local Forest Area) 

                                                      
255 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/png-csg.pdf 
256 https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/png-qrg.pdf 
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パプアニューギニアからの合法製品の識別 

PNG からの規制木材製品の輸入者は、取り決めの種類に応じて、1991 年林業法に基づ
いて発行された以下の文書のいずれかを提供することで、木材製品の合法性を確認するこ
とができる。 

(a) 木材許可(Timber Permit)：森林管理合意(FMA: Forest Management Agreement)地
域、木材購入権(TRP: Timber Right Purchase)地域または地域森林エリア(LFA: Local 
Forest Area)内での伐採など、特定の活動を行うために森林大臣から事業者に発行され
る(図 1)。 
(b) 木材ライセンス(Timber License)：森林管理合意、TRP または LFA の対象となって
いない慣習的な土地に対して、州森林管理委員会議長が発行する（図 2）。 
 

 
図 1：木材許可 図 2：木材ライセンス 

 
PNG からの丸太、木材、木材製品の輸入者は、デューデリジェンスのために、輸出書

類のコピーをサプライヤーから入手することができる。 
 
注：パプアニューギニアの国別ガイドラインの 2 ページに定義されている通り、丸太の輸
出には、輸出許可証タイプ 1 と輸出ライセンスの両方が必要である。丸太以外の形で輸出
される木材には、輸出許可証タイプ 1 または輸出許可証タイプ 2 が必要である。各許可証
の詳細は以下のとおりである。 

(a) 輸出ライセンス：貿易・産業大臣が発行するもので、許可証タイプ１とは別に、丸
太を輸出する際に必要な書類である（図 3）。 
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(b) 輸出許可証タイプ 1：木材ライセンス地域（Timber License Area）から木材許可
(Timber Permit)の下で伐採された丸太や木材製品に対して PNG 森林公社の承認を得て
森林大臣が発行する（図 4）。
(c) 輸出許可証タイプ 2：森林大臣が木材以外の林産物に対して発行する輸出許可証
（図 5）。

図 3：輸出ライセンス 図 4 輸出許可証タイプ 1 図 5 輸出許可証タイプ 2 

PNG で林業関連の活動を行うためには、林業参加者事業者証明書（Forest Industry 
Participant Certificate, パプアニューギニアの国別ガイドラインの別添 G 参照）を取得し
なければならず、これは林業関連の活動を行うためのすべての要件を満たしていることを
証明するものである。この文書は、製品の合法性を証明するために必要となる。 

PNGFA はまた、天然林における希少性を考慮して、輸出から保護されるべき木材種の
リストを作成している。有効な木材許可証やライセンスを発行された企業や個人は、伐採
や加工の際に保護されている種に関するすべての規制を守らなければならない。除外され
る種のリストは、パプアニューギニアの国別ガイドライン（p.11）に記載されている。

パプアニューギニアにおける木材合法性の詳細については、パプアニューギニアの国別
ガイドラインを参照のこと。 

詳細問い合わせ先 257： 

257 問い合わせ先として、オーストラリア政府農業水資源省、パプアニューギニア森林公社、パプアニューギニア森林

産業協会の住所、電話番号、電子メール等が記載されている。 
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巻末資料 
（１）報告会のお知らせ

（２）報告会発表資料
 プログラム
 事業概要
 カメルーン共和国
 ガボン共和国
 モザンビーク共和国
 アメリカ合衆国
 オーストラリア連邦①生産国情報
 オーストラリア連邦②先進事例
 ニュージーランド

（３）報告会での質疑応答
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報告会での質疑応答 

質問 回答 
モザンビークから日本への輸入はあるの
か？

以前は木質チップの輸入があったが、現在
の輸入量は僅かなものとなっている。 

カメルーンにおいて、OLB は認証材とみな
してよいか？

FSC と同様の認証材と認識している。 

モザンビークではどのようなリスクがあっ
たか、現地調査で感じたことなどはある
か？

現地調査は実施できず、現地の専門家と協
力して調査を実施した。リスク情報の詳細
は、今後公開される報告書に収録されてい
るためご覧いただきたい。 

米国について、政権変更によってどのよう
な変化が起こるのだろうか？ 

一般的に、これまで民主党政権になると環
境保護や森林保全に政策が強化されてき
た。ただし、連邦有林以外の林業政策は州
政府が担っており、日本への輸出が多いオ
レゴン、ワシントン州は民主党支持者が多
い州である。州政府が州法により規定して
いる現在の林業に係る環境保護政策は、一
度強化したところ私有林所有者の森林管理
及び木材生産の意欲が減退し、森林の荒廃
がみられため、規制を少し緩めて調整した
経緯がある。このような状況から、連邦政
府の政権に変化があっても、州政府の政策
にあまり大きな変化はないと思われる。

オーストラリアについて、森林認証のみな
し遵守とはどんな提案だったのか？なぜ議
会で否決されたのか？

みなし遵守とは、認証材であれば、デュー
デリジェンスをしなくても合法材とみなし
てよいというルール。現状では、認証材で
あってもデューデリジェンスでリスクを確
認しなければならないことになっている。 
否決の理由として、認証材は持続性を担保
するものであって、合法性を必ずしも担保
するものではないという意見があったと、
政府担当者のインタビューで聞いた。 

オーストラリアの違法伐採対策における業
界団体の役割は何か？

業界団体へのインタビューは今回１団体し
か実施していないが、その団体によれば、
木材には違法伐採という風評リスクがあっ
たが、違法伐採禁止法はそれを払しょくで
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きる追い風と捉えており、全面的に会員を
支援している、とのことであった。業界団
体は、デューデリジェンスツールの開発や、
会員からのデューデリジェンスに関する相
談への対応、政府当局に対する確認などを
行っている。 

ニュージーランドについて、熱帯材輸入に
対する取組はあるのか？

熱帯材については、グループの取組の一部
を報告した。合法性 100%、持続性 85％達
成を目的に 90 年代から活動を行っている。 

ニュージーランドでラジアータパインの野
生化が問題となっていると聞いたが、国と
して取組はあるのか？

外来針葉樹約 10 種の野生化が問題になっ
ている。人工林施業の基準において、新規
植林や再造林における野生化リスクを評価
する仕組みがある。林業施策においても野
生化に対応するため。在来種に置き換える
取組が行われている。 

ニュージーランドは人工林のほとんどが認
証林のようだが、そうでない人工林はある
のか？

小規模所有者の人工林は認証林でない場合
がある。小規模所有者の人工林からの木材
輸出の増加が今後見込まれることも踏ま
え、新たに国全体で合法性を証明する制度
を導入するという考えである。 

ニュージーランドから中国への丸太の輸出
はしばらく続くのだろうか？

国内需要や欧州（ドイツ等）からの虫害材
の輸入の状況にもよるが、傾向としては続
くだろうと考える。ニュージーランド政府
にも中国への丸太輸出にだけ依存すること
に対する懸念があり、各種取組の背景とな
ったと認識している。 
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